
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

優
 

池
澤
 

口
論
文
要
旨
し
本
稿
は
中
国
古
代
の
段
王
朝
に
お
け
る
祖
先
鋭
 念
の
類
型
を
、
第
一
期
 武
丁
 時
代
の
甲
 骨
 ト
辞
の
中
か
ら
発
見
 す
る
こ
と
を
目
的
と
す
 

る
 。
 

そ
の
目
的
の
た
め
、
最
初
に
武
工
期
「
王
朝
ト
辞
」
を
扱
い
、
 せ
 
ぬ
祖
 と
近
 祖
 の
間
に
性
格
の
差
が
あ
る
こ
と
を
考
察
す
る
。
 

次
 に
 
「
非
王
朝
 ト
 

格
 

辞
 」
を
扱
 う
 。
そ
れ
は
 段
 王
族
・
王
朝
の
構
成
単
位
で
あ
る
 族
 集
団
の
ト
辞
で
、
各
単
位
は
家
族
 群
 的
な
父
系
出
自
集
団
で
あ
 っ
た
 。
そ
こ
か
ら
、
 

性
 

当
時
の
社
会
に
一
般
的
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
 族
 集
団
の
祖
先
 崇
拝
に
は
、
 
近
 祖
を
中
心
と
し
て
感
情
的
傾
向
が
強
く
、
父
母
 の
間
に
性
格
の
差
が
 

の
 

先
 

認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
論
証
す
る
。
 

祖
 

る
 

以
上
よ
り
鮫
人
の
祖
先
観
念
 は
 三
極
構
造
を
持
つ
と
結
論
で
ぎ
 る
 。
個
性
的
感
情
的
祖
先
観
念
は
生
前
の
父
母
の
イ
メ
ー
ジ
の
 投
影
で
あ
る
。
 
集
 

げ
 

ム
ロ
 
的
 制
度
的
祖
先
観
念
は
族
集
団
全
体
の
「
氏
族
 神
 」
と
し
て
 の
も
の
で
あ
る
。
 
段
 王
朝
は
こ
の
よ
う
な
祖
先
崇
拝
を
秩
序
 維
 持
の
方
法
と
し
て
用
 

お
 

 
 
 
 

い
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
 

拝
 

出
ホ
 

ロ
キ
ー
ワ
ー
ド
ロ
中
国
古
代
、
段
王
朝
、
ト
辞
、
祖
先
崇
拝
、
 祖
先
観
念
、
父
系
出
自
集
団
 

先
 

祖
 
・
 

 
 

段
 王
朝
の
祖
先
崇
拝
に
お
け
る
祖
先
 の
 
性
格
 

第
一
期
改
丁
時
代
を
中
心
に
し
て
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しであ 点 ・で違 いた っ 然れ「 神以 光一， 謂 @ 辞 、祖先かし、 には ろ う 。 を指摘 力 の： 、 的傾向 外の諸 公」で 先王先 

重 は そ し 段 が 神 あ 批 極   
要 地 う て の 強 を り 」 め 
だ の し 、 統 い 比 、 て ・ て   
れ対 る照、 と 視程 はで 指 捕者 前「 段一 園神 王朝 

の 的 陳 上 そ す （は 本 参 が @ 
は で   甲 の るし正 紀 照 登 
  あ （伊 の 系   に - 」 。 場 

辞 
l     

光 る⑨藤 み 語 史 射 に た す 
王 。 両 と の に す は だ る 

お 

先 氏 す （ 中 、 る 契 し が 
プ ｜ 

  
る 

が、 

全 祖先山 。従の指摘 、その る ） 5 にくみ 赤塚 忠 壱 弗 、 振 から 冬小 の 
て 

同   
性 ょ " れ 伊 タ め が " 

拝 崇 

格 た 藤 リ セ あ 本 
を 
持 当の に 5 、 （姉玄 とす 道治 ）の 代を る）。 
つ   
    
で に 洛 ま 先 と る 小 で・ 

も よ 

な た 公 タタ Ⅴ セ こま 、 を なる し 。 間の 題祖 
  リ 問 御 合 の か が 先 
@ 占 を 題 手 む に し 残 は 

であ 

下 も 洗 諸 射 、 る 上 

る 以 病 甲 あるし 神は勝 氏 し、 陳慶 ヵ の三 

気 が も 本 後 家 段 来 
伊   ） 王 来 者 氏 が の 

藤 災 先 安 殿 は は 王 歴   
氏 に 風 先 と 代 
や 
池 （最後 禍と関 玉 0 会 は祖 服属 雨や 王党 なる 

田 供 先 の す 収 姓 以 と 

末 す か 光 る 穫 と 前 そ 
リ 禾 

氏 るら公 傾除 ） 諸に先のの 族 関金 祖配 
は 同 舟 と の 係 を 先 偶 
既 
ヤ @ """   
上 い き の あ 自 そ ち 所 

て 手 そ で 先 
深 に れ る を どの なるって は外 り、 
み 武 に 董 ょ 

た 丁 玉 作 ぅ 

ぃ 期 室 賓 な 
  ト 1 ユ 上毛 も の 外の諸辞を とと 、 の言う 

次 族 第 ら 

ヤ @ - v@ - 一 ，え 
王 ょ 期 て 
朝 っ " い 

以 て 武 た 
外 な 了 か 
の さ 時 に 
手 れ 代 っ 
に た に い 

な ト 限 て 
6 群 る 論 
ト が こ じ 

辞 存 と て 
を 在 に み 
扱 す し た 

          た o T  ） ぃ   
些 と 董 た 
時 が 氏 だ 
の 次 の   

一 篇 新 殿 
般 に 代 代 
的 明 は の 

な ら 焼 金 
祖 か に て 
先 に   研 の 

崇 さ 究 期 
拝 れ 者 間 
と て の に 

王 ぎ 公 立 
朝 た 詔 つ 

の 。 す て 

そ そ る 論 
れ こ と じ 
と て   こ ろ 
0 景 ろ こ 

違 初 で と 

    は あ は 

も 王 る 不 
併 朝 が 可 
せ の 、 能 



段 王朝の祖先崇拝における 祖先の性格 

    
庚 - 乙 卒 度 甲   

武一雄 姐姓 
丁 - 成美 幸 

    
砒 - 祀 祀 祀 
戊 - 甲 庚 己 

  
康一雄 
了一 幸 
  
l 32 @1 

武一 % 
乙 一皮 

  
文一 % 
了一発 

帝 
乙 

  
帝 
辛 
  

図
 1
 
 
ト
段
代
 
王
室
世
系
図
（
先
公
部
分
は
「
史
記
 

ヒ
 「
 
段
本
紀
」
、
そ
れ
以
外
は
許
道
雄
 

氏
 「
 
段
 ト
辞
十
五
種
祭
 

祀
的
 
研
究
 
口
 

一
九
六
八
に
よ
る
）
 

ぼ
代
王
室
世
系
図
 冤
 盆
舟
 は
寅
ぎ
 接
木
 紀
 』
、
そ
れ
以
外
は
許
 

進
 姓
氏
 づ
段
 
ト
辞
 
中
 五
種
祭
祀
的
 

所
 究
し
 

一
九
六
八
に
よ
る
）
 

帝
馨
｜
契
｜
 
昭
明
 
｜
相
土
｜
昌
若
｜
 

曾
国
 ｜
冥
｜
 
振
 （
王
女
）
 

｜
 （
以
上
、
先
公
）
 

Ⅰ
 
批
庚
 2
 
世
 甲
 
，
 
姫
丙
 

 
 

上
申
１
 2
 
口
 乙
 １
 3
 
口
内
１
 4
 
二
丁
 

赤
玉
ー
 
い
 木
釘
 
@
 
7
 
大
 乙
 公
朋
二
 

%
 
巴
 

 
 

 
 

 
 

  

l
 
姫
己
 

 
 

 
 

，
姫
皮
 
距
妊
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（
 
7
 ）
 

甲
が
 収
穫
や
雨
の
祈
り
の
対
象
と
な
る
こ
と
を
論
じ
、
 孫
 叡
徹
氏
は
 上
甲
・
 太
 乙
・
大
串
 等
 、
直
系
先
王
が
 求
雨
 0
 対
象
と
な
る
と
す
 

 
 

由
を
 、
上
甲
大
赤
が
大
 乙
 以
下
と
は
性
格
が
異
な
る
た
め
 と
す
る
。
確
か
に
上
甲
 

（
 
9
 ）
 

六
 示
は
後
か
ら
人
為
的
に
構
成
さ
れ
た
祖
先
と
思
わ
れ
 る
が
、
 孫
氏
 の
言
 う
よ
う
 に
、
小
数
な
が
ら
 太
 乙
・
大
串
 
祖
已
 も
永
年
の
対
象
 

に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
上
甲
の
み
を
切
り
離
し
て
す
 む
 問
題
で
は
な
い
。
 

今
、
こ
の
問
題
を
考
え
る
た
め
、
三
つ
の
祭
祀
に
注
目
 し
て
み
よ
う
。
第
一
に
雨
や
収
穫
を
祈
る
場
合
の
祭
祀
で
 あ
っ
た
「
 垂
 」
祭
で
 

あ
る
。
こ
の
祭
祀
 は
 他
に
「
表
方
」
「
未
生
」
の
例
が
 あ
る
か
ら
必
ず
し
も
 年
雨
 に
は
限
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
が
 、
だ
い
た
い
の
傾
向
は
 

わ
か
る
。
先
ず
「
 未
雨
 」
の
対
象
は
先
生
で
ほ
上
申
 の
 み
で
あ
り
、
「
 未
午
 」
の
対
象
は
上
甲
（
統
一
・
三
・
一
 、
外
二
三
）
「
 目
 上
申
 

圭
子
 多
后
 」
（
 甲
 二
九
 0
 五
）
 示
壬
 
（
什
一
八
）
大
手
 

祖
乙
 
（
 
後
 上
二
七
・
六
、
 
丙
 一
一
七
な
ど
）
 丁
 
（
統
一
 
四
五
・
四
、
供
一
二
 

六
）
 、
 
単
な
る
「
 禾
 」
の
対
象
は
上
甲
（
 拾
綴
 十
八
 0
 、
 乙
 三
三
二
五
）
「
 目
 上
申
」
（
 遺
 三
四
五
）
「
上
申
成
犬
 
正
大
手
下
 ろ
 」
（
両
三
 0
 

口
 ）
 成
 
（
 
前
 
二
四
四
・
二
）
大
串
（
 丙
 一
二
四
、
 牡
竺
 セ
 五
・
四
な
ど
）
大
捷
（
統
一
・
一
一
・
七
）
 祖
ろ
 
（
 蚕
 一
四
九
）
粗
手
（
 丙
 

四
八
五
）
 
丁
 
（
 
前
 七
・
三
四
・
 
ニ
 、
 無
 二
四
四
）
が
 
る
 げ
ら
れ
、
 
雨
 以
外
 は
 上
申
以
下
の
遠
 い
 祖
先
や
祖
先
全
体
 に
 及
ぶ
こ
と
が
わ
か
 

る
 。
よ
り
後
期
の
ト
辞
に
な
る
と
、
例
え
ば
 伏
 九
八
六
 「
・
・
・
 

未
ト
奉
 雨
宮
上
申
大
 乙
 大
工
大
串
大
慶
大
成
中
丁
 祖
 る
 粗
手
杷
下
士
赤
薬
 

粒
 し
の
よ
う
に
、
上
甲
以
外
の
多
く
の
祖
先
に
対
し
て
 も
 、
「
車
両
」
を
祈
る
よ
う
に
な
る
。
 

次
に
戦
争
・
病
気
・
災
禍
な
ど
多
く
の
事
柄
と
関
係
す
 る
 
「
生
口
 

紋
示
 
」
に
つ
い
て
立
七
え
て
み
る
と
、
「
生
口
 士
刀
 
」
 即
叶
ち
 
、
戦
争
に
於
け
る
 勝
 

利
 の
初
土
口
ほ
つ
い
て
は
上
甲
（
統
一
・
四
・
六
、
前
一
 

五
 0
.
 六
な
ど
約
十
例
）
赤
玉
（
金
瓦
 0
 セ
 ）
 唐
 
（
 
続
 

・
七
一
一
、
 
燕
七
 Ⅰ
 
ハ
 ）
 

唐
 ，
大
工
・
大
牢
（
 
後
 上
二
九
・
三
）
大
串
・
 
黄
尹
 
（
 
後
 正
二
九
・
四
、
大
串
 は
 統
一
・
二
 

0
.
 

四
な
ど
、
な
お
 数
版
 に
見
え
る
）
 
祖
乙
 

（
 
後
 上
二
九
・
二
な
ど
五
例
程
度
）
 
、
 他
に
河
・
 
王
 亥
な
ど
 も
対
象
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
「
 舌
 疾
」
 の
 対
象
は
祖
 乙
 
（
高
商
 二
 

・
五
二
な
ど
）
 祖
丁
 
（
 
前
一
 
・
十
二
・
五
）
粗
手
（
 
南
 上
 
一
 ①
）
 弟
甲
 
（
 
外
 一
五
）
 父
乙
 
（
統
一
・
一
一
八
・
 
上
ハ
 
）
 な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
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段 王朝の祖先崇拝における 祖先の性格 

実
で
あ
ろ
う
。
祭
祀
対
象
と
な
る
祖
先
は
次
表
の
 よ
う
 に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

八
表
 一
 V
 
 乱
丁
 期
 御
祭
の
祭
 紀
 対
象
 

上
申
…
・
・
・
 

田
 …
・
・
・
は
・
・
・
・
・
・
 

0
 
 （
「
目
上
手
」
 5
 群
「
 目
 上
申
智
人
 示
 」
 2
 辞
 
め
 ）
 

大
成
…
…
 2
 …
…
 1
 …
…
 0
 

大
工
・
・
・
…
 

2
.
.
.
.
.
.
2
.
.
.
.
.
.
2
 

大
牢
・
・
・
・
・
・
 

3
.
.
.
 

…
 3
 …
・
・
・
 

2
 

大
石
…
…
 2
 …
…
 2
 …
…
 2
 

①
 中
 

皿
 

@
6
@
 
0
 

粗
手
・
・
・
…
 

7
,
.
.
.
 

…
Ⅱ
…
・
・
・
 

0
 
 

義
甲
…
…
 巧
 …
…
 ほ
 ・
・
・
・
・
・
 

0
 

担
石
・
・
・
…
は
…
…
㎎
…
・
・
・
 

2
 

南
東
…
…
Ⅱ
…
…
 騰
 …
・
・
・
 

0
 
 

父
乙
 …
…
㏄
…
…
 
乃
 …
・
・
・
 

0
 

父
庚
 …
 @
4
.
.
.
.
.
.
3
 

…
…
。
 

祖
丁
 ・
・
・
・
・
・
 

り
 …
・
・
・
 

騰
 …
…
 0
 

叉
手
・
・
・
・
・
・
 

5
.
.
.
 

…
 3
 …
…
 0
 

文
中
…
…
 3
 …
…
 

3
.
.
.
 

…
 0
 

見
丁
・
・
・
…
 

8
 …
・
・
・
 

8
 …
…
 0
 
 

見
成
・
・
・
…
 

2
 …
…
 2
 

 
 

高
批
 己
 ・
・
・
…
は
…
 

9
 …
・
・
・
 

0
 
 

高
批
 庚
 …
・
・
・
 

3
 …
…
 2
 

0
 
%
 甲
 ・
・
・
・
・
・
 

6
 …
…
 6
 …
・
・
・
 

0
 
 

批
 2
 …
・
・
・
 

1
 …
…
 1
 

 
 

砒
庚
 …
…
 1
,
,
.
.
.
.
 

…
は
…
…
 1
 
%
 

壬
 …
…
 1
 …
…
 1
.
.
.
.
.
.
0
 

批
丁
 …
…
 1
.
.
.
 

…
 1
 …
…
 0
 
 

批
己
 …
…
 別
 …
…
Ⅳ
…
・
・
・
 

1
 

批
発
 …
・
・
 
，
 
7
 …
・
・
・
 

4
 …
・
・
・
 

0
 
 

目
 丙
 ・
・
・
…
 

4
 …
…
 

4
.
.
.
 

…
 0
 

母
己
 ・
・
・
…
 

6
.
.
.
 

…
 4
.
.
,
.
.
.
1
 
 

目
 庚
 …
・
・
・
 

け
 …
…
 巧
 

 
 

批
某
 …
・
・
・
 

u
 …
…
 

M
.
.
.
 

…
 0
 

母
辛
 ・
・
・
・
・
・
 

1
 …
…
 1
.
.
.
.
.
.
0
 
 

父
某
 …
…
 

9
.
.
.
 

…
 9
.
.
.
.
.
.
0
 
祖
某
 …
…
 5
 …
…
 

5
.
.
.
.
.
.
0
 

要
 @
 …
 6
 …
 @
6
 

…
…
 

1
 

母
某
 …
・
・
・
は
・
・
・
…
は
・
・
・
…
 

1
 

他
 に
河
（
 7
 群
）
 土
 
・
 季
 
・
 祈
 
・
 襄
 ・
 要
 ・
 示
 ・
 石
 
・
争
子
 
国
父
・
四
元
・
小
康
や
 甲
 ，
 乙
 
・
丁
な
ど
千
名
の
み
の
も
の
な
 ど
 。
 

こ
こ
か
ら
降
雨
の
如
き
自
然
現
象
は
先
王
中
で
は
上
甲
 

が
 
力
を
持
つ
だ
け
で
あ
る
が
、
収
穫
や
戦
争
な
ど
共
同
体
 

の
 
全
体
に
か
か
わ
る
 

問
 

題
は
 
上
甲
・
赤
玉
・
 

太
 乙
か
ら
 

祖
 と
ぐ
ら
い
ま
で
の
 

直
 
系
 の
遠
 
い
 
先
王
が
そ
れ
を
左
右
す
る
力
を
持
ち
、
一
方
病
 

気
付
 
は
祖
 

乙
か
ら
 

欠
こ
ま
 

で
の
近
 

い
 
祖
先
と
関
係
す
る
と
い
う
、
だ
い
た
い
の
傾
向
 

性
を
予
見
で
き
る
。
 

 
 

 
 

 
 

（
 
乙
 
八
四
二
）
の
よ
う
に
「
 

御
 」
 +
 （
生
人
名
）
 

十
 （
 
事
 
柄
 
）
 十
 「
 
干
 
」
 十
 （
祖
先
客
）
と
な
る
。
生
人
名
の
所
 

に
は
王
を
始
め
と
し
て
 

干
害
・
 

子
漁
 
，
 
婦
好
 
・
 
婦
妨
 
・
雀
な
ど
三
周
辺
の
重
要
 

人
物
が
入
り
、
事
柄
に
は
 

疾
 （
病
気
）
 

目
 （
災
禍
）
 

な
 ど
の
他
、
「
 

水
 
」
「
 
年
 」
 

っ
て
、
「
 

御
 
」
 
が
 ヵ
、
、
 

何
を
表
わ
す
力
数
 

説
 
あ
る
 

（
 
0
 
i
 
 

：
 
）
 
、
 
少
な
く
 

と
も
特
定
個
人
の
病
気
災
禍
に
つ
い
て
祖
先
に
祈
る
 

祭
 祀
 で
あ
っ
た
こ
と
は
 

確
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（
祭
祀
対
象
の
下
の
数
字
は
上
か
ら
出
現
 

辞
数
 
、
出
現
仮
数
、
同
 

辞
 上
に
複
数
の
祖
先
を
祭
祀
対
象
に
し
て
い
る
 

合
祭
 
ト
辞
に
お
 

げ
る
出
現
 

辞
数
 
で
あ
 

る
 
。
）
 

こ
こ
か
ら
生
者
個
人
の
病
気
，
災
禍
に
関
し
て
は
、
多
く
 

祖
乙
 
以
下
の
近
 

い
 
祖
先
に
祈
ら
れ
、
特
に
そ
れ
が
父
に
 

お
い
て
最
大
に
な
っ
 

て
い
る
こ
と
、
遠
い
祖
先
に
及
ぶ
こ
と
は
あ
る
が
そ
れ
は
 

上
申
 
が
 中
心
で
あ
り
、
中
間
の
祖
先
は
無
視
さ
れ
る
こ
 

と
が
多
 

い
 こ
と
、
更
に
 

コ
奉
 
」
「
 
告
 」
祭
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
女
性
祖
先
が
重
 

視
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
の
傾
向
が
明
ら
か
に
読
み
と
 

れ
る
。
な
お
、
女
性
 

祖
 

先
の
主
な
者
は
近
い
先
生
の
配
偶
者
と
名
が
一
致
す
る
 

の
で
、
ほ
と
ん
ど
が
近
 

い
 
祖
先
で
あ
ろ
う
。
収
穫
・
戦
争
 

の
 
祭
祀
が
上
甲
以
下
 

祖
 

已
 ま
で
の
遠
い
祖
先
を
中
心
に
し
て
い
る
こ
と
、
御
祭
 

0
 対
象
が
上
甲
 

と
 近
い
祖
先
に
両
極
化
し
て
い
る
こ
と
は
 

、
 遠
い
祖
先
と
近
い
 

祖
 

 
 

 
 

 
 

に
す
る
た
め
に
は
、
更
に
「
 

御
 
」
祭
の
本
質
病
気
 
災
禍
が
ど
の
よ
う
に
と
ら
れ
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
す
 

る
 必
要
が
あ
る
。
 

（
・
 

@
 
1
 
）
 

病
気
や
災
禍
が
祖
先
の
壱
・
衆
な
ど
 

降
 崇
の
結
果
と
し
 

て
 考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
既
に
白
川
諸
氏
・
伊
藤
道
治
 

氏
 が
論
じ
た
。
病
気
 

等
に
お
い
て
そ
れ
が
誰
の
 

タ
タ
リ
 

で
あ
る
か
を
知
る
こ
 

と
が
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
、
例
え
ば
 

丙
十
 
ニ
 
ー
十
三
の
「
 

疾
歯
 
れ
し
 

壱
 」
「
律
文
 

中
 
/
 佳
父
庚
ノ
 

律
文
 
辛
 
/
 佳
父
乙
 

」
を
 
見
 

し
か
も
こ
れ
と
ほ
ほ
同
じ
意
味
を
持
っ
 

丙
 一
九
七
「
御
文
 

乙
ノ
父
｜
｜
 

之
 往
代
 
衆
 Ⅰ
 廃
拝
壱
王
 

/
 は
卜
 
善
玉
 
/
 捜
 
辛
苦
 
王
 」
に
 
お
い
て
、
タ
タ
り
の
 

貞
ト
と
父
乙
に
 

対
す
る
御
祭
の
貞
 

ト
 が
な
ら
べ
ら
れ
て
い
る
 

は
か
な
り
多
く
、
両
三
一
三
 

｜
 五
一
四
「
壬
午
 

ト
敵
貞
 

婦
回
几
 

/
 干
 ②
 甲
御
婦
 

/
 既
晋
 
①
甲
皮
 
/
 貞
婦
 
好
 ①
 /
 ①
甲
矢
 
婦
 」
「
 
干
 

め
甲
 ・
・
・
 

婦
姪
 
御
…
 
/
 貞
塵
司
壱
婦
好
 

」
は
⑰
甲
が
 

婦
好
 
に
降
 
崇
し
 
病
気
と
な
る
か
否
か
を
 

貞
卜
 
す
る
と
同
時
 

に
 ①
甲
に
対
す
る
 

祭
 

爪
し
 

-
 
巴
を
 
ト
 し
て
、
 

る
 
。
（
 

3
 
@
 
 

）
 両
三
 
三
 
ー
二
三
「
 

発
亥
ト
敵
貞
御
 

干
祖
丁
 

/
 千
組
下
士
 

伐
 土
牢
 
/
 真
下
 
幅
 甘
干
 
祖
之
 
ノ
父
乙
壱
壬
 

/
 真
主
 
目
 

①
」
「
 
子
釜
ぜ
疾
ノ
登
父
乙
十
羊
 

」
は
王
の
災
禍
が
 

タ
 タ
リ
 
に
 よ
 る
も
の
か
、
 

父
乙
が
 

壬
に
陸
田
恋
す
る
か
を
 

ト
 
す
 一
方
で
、
担
石
・
 

祖
 (328)  6 



丁
 ・
 父
 乙
の
祭
祀
を
 ト
 し
て
い
る
。
但
し
、
現
実
に
ほ
 ま
だ
災
禍
・
病
気
が
お
こ
っ
て
い
な
い
の
に
御
祭
を
行
っ
 て
い
る
例
が
あ
る
。
 
例
 

え
ば
、
 丙
 五
四
八
 ｜
 五
四
九
「
 貞
 御
傭
好
士
俊
之
、
 

芸
 宰 甲
南
、
哲
士
軍
士
反
高
士
」
「
貞
婦
 好
填
 九
 %
 疾
ソ
 王
国
日
吉
、
婦
 
好
弗
其
 

九
 %
 疾
 」
は
、
そ
の
 占
 辞
か
ら
見
て
病
気
に
な
っ
て
 い
 る
の
で
は
な
く
、
御
祭
を
行
な
う
こ
と
に
ょ
り
潜
在
的
 可
 能
 性
の
あ
る
病
気
を
防
 

ぐ
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
 亘
二
 二
四
 ｜
 三
三
五
「
 負
せ
疾
 易
往
り
番
 /
 康
成
 ト
 一
日
黄
玉
 
井
 疾
 回
、
王
国
田
切
 疾
 /
 

貞
婦
 好
回
凡
ぜ
疾
 /
 貞
婦
②
 /
 真
土
 反
祖
辛
 
/
 貞
儀
坤
囹
 」
「
 干
 i
 
粗
手
 ノ
 Q
x
 
御
子
 批
庚
 
/
 干
 父
御
 /
 王
国
田
 吉
 、
三
 御
 一
美
色
」
 
も
 

 
 王

 に
つ
い
て
 疾
 な
し
と
し
な
が
ら
祭
祀
を
 ト
 し
て
い
る
。
 

こ
れ
ら
は
次
の
よ
う
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
 祖
 先
 が
子
孫
に
 
タ
タ
リ
 を
下
し
病
気
・
災
禍
の
原
因
と
な
 る
こ
と
は
、
祖
先
が
 

個
人
と
し
て
の
子
孫
を
支
配
す
る
力
を
持
つ
こ
と
を
 意
 味
 す
る
。
従
っ
て
祖
先
は
現
世
の
異
常
事
に
対
す
る
説
明
 原
理
で
あ
り
、
祖
先
 崇
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

拝
は
理
念
上
、
降
 崇
 Ⅰ
異
常
山
祭
祀
Ⅰ
回
復
の
過
程
を
 経
て
異
常
を
修
復
す
る
手
段
で
あ
っ
た
（
 右
 

孫
 

 
 

先
 

 
 

 
 

 
 

チ
 

お
｜
 

千
図
 A ）
。
こ
の
場
合
の
 タ
タ
 り
は
悪
い
方
向
に
働
く
 祖
先
の
 力
 で
あ
り
、
理
想
的
な
祖
先
と
子
孫
の
 

格
 

 
 

性
 

関
係
の
一
時
的
破
壊
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
 し
 か
し
現
実
に
は
事
前
に
祭
祀
を
行
た
り
こ
と
に
よ
り
、
 

 
 

の
 

 
 

先
 

恒
常
的
に
回
復
状
態
を
現
出
さ
せ
る
 よ
う
 祭
祀
が
機
能
 し
て
い
た
（
 図
 B
 ）
 o
 従
っ
て
、
そ
こ
に
お
 

祖
 

 
 

良
 い
 方
向
に
働
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
力
を
現
世
 ノ
 
@
 ヒ
 

  

 
 能

ゅ
 

 
 

導
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
理
想
的
な
祖
先
と
子
孫
の
関
 係
を
永
続
化
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
 

里
 

 
 

 
 

 
 

 
 

想
る
 。
こ
れ
ら
は
祖
先
が
単
な
る
 怖
 る
べ
き
 存
在
で
は
な
く
、
理
想
的
関
係
が
維
持
さ
れ
る
限
り
 保
 護
 

先
 

 
 

タ
タ
り
恩
 
的
に
働
く
存
在
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
を
 示
 す
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
御
祭
に
お
い
て
 近
  
 

祖
 

能
小
 

 
 

 
 

 
 

祖
先
が
多
く
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
は
、
以
上
の
よ
う
な
 子
孫
個
人
を
支
配
す
る
性
格
が
近
視
に
お
 い
 

③
 

朝
 

 
 

 
 

相
心
 

王
 

 
 

理
 

段
 

 
 

て
 多
く
表
わ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
 



な
く
、
近
視
ど
う
し
の
ム
ロ
祭
は
「
 
祖
乙
 ・
文
二
」
（
一
 群
 ）
「
粗
手
・
 祖
丁
 」
（
一
群
）
「
組
下
・
 父
乙
 」
（
 三
 辞
 ）
「
 祖
丁
 ・
 羊
甲
 

粗
菓
」
（
一
陣
）
「
 美
 ・
粗
菓
」
（
一
律
）
「
虚
手
・
 父
 庚
 ・
叉
手
」
（
一
群
）
や
「
多
久
」
「
三
文
」
な
ど
の
 例
 を
あ
げ
る
こ
と
が
で
 

き
 る
 。
し
か
し
、
全
体
的
な
傾
向
と
し
て
は
、
・
遠
祖
は
 
全
体
で
一
っ
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
は
全
祖
先
を
統
一
的
に
 考
え
る
時
の
代
表
者
と
 

な
る
こ
と
が
多
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
 0
 こ
れ
は
 遠
 祖
が
 個
性
を
持
っ
独
立
の
存
在
で
は
な
く
、
全
祖
先
の
融
 合
体
と
し
て
と
ら
え
ら
 

れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
、
故
に
子
孫
個
人
と
感
情
的
 に
 強
 い
 結
合
が
な
く
、
む
し
ろ
収
穫
・
戦
争
の
よ
う
に
 共
 同
体
全
体
と
か
か
わ
る
 

問
題
で
に
表
わ
れ
る
傾
向
が
強
か
っ
た
と
解
釈
で
き
よ
 シ
ラ
ン
。
 

更
に
、
 表
 一
で
示
し
た
よ
さ
に
、
近
視
で
は
父
が
重
ん
 じ
ら
れ
、
遠
祖
で
ほ
上
申
Ⅱ
始
祖
が
重
ん
じ
ら
れ
る
状
況
 

諸
 声
素
 純
良
 の
 

（
 
G
 
l
 ）
 

用
語
で
言
え
ば
「
 極
 化
現
象
」
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
 近
 祖
の
性
格
は
父
に
お
い
て
、
遠
祖
の
性
格
は
始
祖
に
お
い
 て
 典
型
的
に
表
わ
さ
れ
 

二
 」
な
ど
の
名
称
は
遠
祖
を
集
ム
ロ
的
に
呼
ん
だ
も
の
で
 

あ
る
。
（
 

5
 
@
 
 

）
 こ
れ
ら
は
 近
祖
 が
台
 祭
 に
お
い
て
出
現
す
る
こ
と
 
を
 否
定
す
る
も
の
で
は
 

う
に
、
遠
祖
は
同
 辞
 中
に
複
数
の
祭
祀
対
象
を
含
む
 ト
 辞
の
中
で
出
現
す
る
比
率
が
高
い
。
特
に
上
甲
は
「
 目
 上
 甲
 」
（
岡
見
）
「
 
目
 上
申
 

至
多
后
 」
（
 前
 一
一
・
一
一
五
・
二
一
、
五
・
 

口
 一
一
・
五
）
の
 
如
く
全
先
王
の
合
 祭
 に
お
い
て
出
現
す
る
こ
と
が
多
い
。
 ま
た
、
そ
れ
以
外
に
も
 

「
上
申
・
 
成
 ・
大
工
・
大
手
・
下
 ろ
 」
（
三
拝
）
、
「
 
目
 上
 甲
 蚕
下
 乙
 」
（
一
一
群
）
「
自
戒
」
（
三
群
）
「
 
成
 ・
 
大
 丁
 ・
大
牢
・
大
 東
 ・
 
下
 

乙
 」
（
一
群
）
「
白
膚
・
大
串
・
大
下
・
 祖
乙
 」
（
二
群
 ）
「
土
中
・
赤
子
」
（
一
群
）
「
上
申
・
 唐
 」
（
四
群
 
）
「
・
上
申
・
 
祖
乙
 」
（
 一
 

辞
 ）
「
上
申
・
 匠
 」
（
一
群
）
「
 唐
 ・
大
牢
」
（
一
群
 ）
「
 唐
 ・
丁
石
」
（
一
律
）
「
大
工
・
大
手
・
 祖
乙
 」
（
 一
 群 ）
「
大
串
・
 祖
乙
 」
 

（
五
 
群
 ）
「
大
東
・
中
丁
」
（
二
群
）
「
赤
玉
・
 示
発
 」
 （
一
陣
）
「
大
串
・
 丁
 」
（
二
群
）
「
大
牢
・
 祖
乙
 
粗
手
」
（
二
群
）
な
ど
 

多
数
の
遠
祖
 合
禁
め
 ト
辞
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 ま
た
 陳
豪
 家
兎
に
ょ
れ
ば
、
「
 二
示
 」
「
二
 %
 」
「
 三
示
 」
「
大
赤
」
「
 十
示
又
 

（
 
4
 
@
@
 
）
 

す
の
は
 近
祖
 、
特
に
父
に
多
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
 そ
こ
で
次
に
遠
祖
の
性
格
に
注
目
し
て
み
る
と
、
先
述
 0
 
表
一
で
も
わ
か
る
 ょ
 

⑥
 

 
 

 
 

こ
れ
は
遠
い
祖
先
が
 タ
タ
リ
 を
下
す
こ
と
を
否
定
す
る
も
 の
で
は
な
い
が
、
 島
 邦
男
氏
の
 
日
綜
 
額
口
に
よ
っ
て
 み
 て
も
、
タ
タ
 リ
 を
 下
 

 
 



組
 ト
辞
」
「
年
紀
ト
辞
」
（
 

ぎ
 
（
以
上
は
陳
尊
家
氏
の
命
名
）
 
、
そ
れ
に
 段
虔
 第
十
五
次
発
掘
で
ぺ
目
 N
 
の
）
・
 
0
 の
の
・
の
さ
 
か
ら
集
中
的
に
出
土
し
 

（
 
9
 
l
l
 

）
 

段
 

 
 

王朝 0 社 

こ
こ
で
「
非
王
朝
ト
辞
」
と
言
 
う
の
 は
（
命
名
は
研
究
 
者
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
る
）
、
特
殊
な
字
体
・
世
系
・
 

辞
例
 に
ょ
 り
自
ら
一
群
を
 

成
し
、
王
を
貞
 
ト
 主
宰
者
と
す
る
王
朝
ト
辞
と
は
明
ら
 

か
に
異
な
る
幾
つ
 
力
 
、
 の
ト
辞
群
を
指
す
 

（
 
，
 
i
 
 

）
 
0
 そ
の
確
実
な
も
 
の
は
三
群
あ
り
、
「
 
子
 
(331) 

  先 崇拝 

て
い
た
と
言
、
え
る
。
故
に
 
段
 人
の
祖
先
観
念
堅
一
重
構
 造
 で
あ
っ
た
。
第
一
は
 近
 祖
の
祖
先
観
念
で
あ
り
、
そ
れ
 は
 父
を
中
心
と
し
、
 主
 

に
 生
者
の
個
人
的
問
題
に
関
係
し
、
子
孫
個
人
を
支
配
す
 る
 力
を
持
つ
個
性
的
存
在
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
 。
従
っ
て
、
そ
れ
は
 生
 

前
の
父
祖
の
イ
メ
ー
ジ
を
そ
の
ま
ま
死
後
に
投
影
し
た
 も
の
と
思
わ
れ
る
。
第
二
は
遠
祖
の
祖
先
観
念
で
、
始
祖
 を
 中
心
と
し
、
主
に
共
 

同
体
全
体
の
問
題
に
関
係
し
、
全
祖
先
を
一
つ
の
融
合
 体
 と
し
て
扱
 う
 時
に
そ
の
代
表
者
と
し
て
意
識
さ
れ
る
こ
 と
が
多
か
っ
た
。
つ
ま
 

り
 、
子
孫
集
団
全
体
に
対
す
る
「
氏
族
 神
 」
的
機
能
が
 あ
っ
た
と
し
て
 良
力
 
，
 ろ
う
 
（
 
7
 
i
 
 

O
 
）
 前
者
が
子
孫
個
人
に
対
す
る
 タ
タ
リ
 を
軸
と
す
る
感
 

清
酌
動
的
な
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
制
度
的
 静
的
で
あ
る
。
前
者
が
祖
先
崇
拝
に
具
体
的
イ
メ
ー
ジ
を
 与
え
て
い
た
の
に
 対
 

し
 、
後
者
は
各
祖
先
に
権
威
を
与
え
て
い
た
と
言
え
る
。
 一
言
加
え
て
お
く
と
、
女
性
祖
先
は
前
者
の
祖
先
観
念
 で
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
 

ら
し
い
。
こ
れ
は
次
に
扱
 う
 「
非
王
朝
ト
辞
」
で
重
視
 さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
 

武
 下
期
の
王
朝
ト
辞
か
ら
り
か
が
わ
れ
る
祖
先
観
念
は
 @
 
」
の
よ
う
に
要
約
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
そ
の
 会
 貌
 で
あ
る
わ
け
で
は
 

な
い
。
論
じ
残
さ
れ
た
多
く
の
問
題
の
う
ち
最
も
重
要
 た
の
は
、
こ
の
ト
辞
の
祖
先
崇
拝
は
主
宰
者
を
王
と
す
る
 特
殊
な
も
の
で
、
政
治
 

㍾
 
的
 意
味
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
に
あ
 る
 。
そ
こ
で
次
に
所
謂
「
非
王
朝
ト
辞
」
に
よ
っ
て
 、
王
 家
 以
外
の
祖
先
崇
拝
を
考
え
 

の
 

牡
 
て
み
た
い
。
 

 
 

け
 

お
 

 
 

二
 

非
王
朝
ト
辞
に
お
け
る
祖
先
崇
拝
 

 
 



  

先
ず
 

た
こ
 

こ
と
 

ハ
 0
 
Ⅰ
 
3
 
）
 

る
 。
 

ま
 

つ
る
 、

王
朝
の
基
礎
単
位
は
特
定
の
土
地
に
結
び
つ
い
た
 族
 集
団
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
多
数
王
室
の
下
に
結
合
し
て
 王
 朝
を
構
成
し
て
い
 

と
は
、
下
山
 氏
 ・
赤
塚
 忠
氏
 ・
伊
藤
氏
の
研
究
に
よ
り
 明
ら
 力
 魏
、
 

て
あ
 

。
 
（
 
g
 ）
ま
た
、
段
の
王
族
が
複
数
の
単
位
か
ら
 

O
 

構
成
さ
れ
て
い
た
 

も
 、
有
名
な
帳
元
 直
 氏
の
研
究
以
外
に
も
、
割
賦
 雄
氏
 
練
兵
苗
氏
・
 張
政
娘
氏
 ら
が
（
そ
の
結
論
は
全
く
異
な
 る
が
 ）
述
べ
て
い
 

一
九
六
九
年
か
ら
の
 段
虚
 西
区
の
発
掘
で
発
見
さ
れ
た
「
 族
 」
墓
も
そ
れ
を
支
持
す
る
 よ
う
 に
思
わ
れ
 

。
（
 

ぷ
 
l
 ）
 

た
 、
こ
の
 段
 王
族
の
構
成
単
位
が
各
々
 属
 邑
を
持
つ
旗
葉
 団
 で
あ
る
こ
と
は
「
子
葉
」
「
 多
子
 」
の
称
号
か
ら
も
 明
ら
か
に
さ
れ
つ
 

る
 0
 即
ち
、
「
 子
 」
の
称
号
を
冠
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
 多
く
が
地
名
と
も
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら
が
 自
分
の
所
有
地
を
 

（
・
・
 

2
 
乙
 
，
 
）
 

た
 ト
辞
で
あ
る
 0
 年
紀
ト
辞
は
 
ぺ
由
 ）
ぃ
心
か
ら
大
部
分
 
出
土
す
る
 他
 、
一
九
七
二
年
の
小
把
南
地
の
発
掘
に
お
い
 て
も
数
件
が
出
土
し
 

た
 0
 千
組
ト
辞
が
 ぺ
叫
 ）
ま
の
他
、
幾
っ
か
の
坑
で
出
土
 し
て
い
る
こ
と
は
今
更
高
 9
 ま
で
も
な
い
。
そ
れ
ら
の
 時
代
に
つ
い
て
は
貝
塚
 

 
 

氏
の
研
究
以
降
も
、
そ
れ
を
支
持
す
る
証
拠
が
提
出
さ
れ
 て
い
る
。
 今
 そ
れ
を
 二
 

点
 に
ま
と
め
る
と
、
第
一
に
、
千
組
ト
辞
は
「
白
組
 ト
 辞
 」
と
 こ
 六
六
九
 

0
.
 

乙
 四
五
 0
 五
十
四
七
一
九
に
お
い
 て
混
 刻
さ
れ
、
第
十
五
 

択
出
土
ト
辞
は
乙
八
八
一
八
に
お
い
て
子
組
ト
辞
 と
混
 刻
さ
れ
、
更
に
千
組
ト
辞
は
賓
 組
 
（
 
武
 工
期
王
朝
）
ト
辞
 と
 漏
刻
さ
れ
る
と
報
じ
 

（
 
父
 
2
 
。
）
 

ら
れ
て
い
る
。
第
二
に
小
市
南
地
の
発
掘
に
お
い
て
、
 自
 組
は
 責
紐
と
同
じ
か
、
や
や
早
い
 坑
仕
ょ
 り
出
土
し
 、
 年
紀
 は
 白
組
よ
り
多
山
 

遅
れ
る
こ
と
が
わ
か
 う
 
（
 
7
-
 

2
%
 

4
 ）
 
Ⅰ
 
0
 

代
 を
武
下
期
に
比
定
す
る
こ
と
は
青
首
で
ぎ
が
。
 

（
 
5
 ）
 

ま
た
、
 李
学
勤
氏
 は
こ
れ
ら
ト
辞
群
の
性
格
を
考
察
し
 て
 、
王
朝
を
構
成
す
る
高
位
貴
族
の
手
に
な
る
と
 ぬ
麒
 。
 そ

の
考
え
方
は
肖
 楠
 

氏
 ・
休
演
 氏
に
 継
承
さ
れ
、
林
氏
は
「
 子
 」
と
い
う
 祢
 号
を
持
三
局
 位
 貴
族
ト
辞
で
あ
る
と
規
定
り
だ
。
こ
れ
ら
 

ハ
，
 
）
 

の
 説
に
従
 う
 な
ら
、
 非
 

王
朝
ト
辞
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
 段
 王
朝
の
構
成
 単
位
の
性
格
を
明
ら
か
に
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
 

直
接
そ
の
分
析
を
行
な
 う
 前
に
、
 段
 王
朝
の
基
礎
構
造
 に
関
す
る
研
究
を
概
観
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
を
一
三
一
 

口
 で
言
 う
と
 、
伊
藤
道
 

治
 氏
の
言
 う
 よ
う
に
王
朝
全
体
も
王
朝
の
中
核
と
な
る
 段
の
王
族
も
複
数
の
構
成
要
素
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
と
 い
う
こ
と
に
な
ろ
 。
（
 

う
 
2
 
8
 ）
   



持
っ
集
団
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
 

ば
 、
そ
れ
ら
 
族
 集
団
は
何
故
「
 
子
 」
と
呼
ば
れ
た
の
か
。
 

「
 
子
 」
と
呼
ば
れ
る
こ
 

と
は
 段
 王
朝
に
お
い
て
い
か
な
る
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
 

か
 。
「
 子
 」
の
称
号
が
何
を
意
味
す
る
か
に
つ
い
て
は
 

、
王
子
 
説
 、
王
と
同
族
 

0
 氏
族
構
成
員
 
説
 （
 
島
 邦
男
氏
，
白
川
 
静
氏
 ・
伊
藤
氏
 杯
目
余
矢
 

）
ト
（
 

氏
 
2
 
@
 
 

）
 段
に
服
属
す
る
語
族
の
族
長
調
（
松
丸
 

道
雄
氏
 李
学
勤
氏
 

）
（
 

3
 
3
 

）
 

な
ど
が
あ
る
が
い
づ
れ
も
一
面
の
真
理
を
把
握
し
て
 

ぃ
 る
と
思
わ
れ
る
。
 

林
渓
 氏
は
父
系
社
会
で
は
予
で
あ
る
こ
 

と
が
父
の
地
位
を
継
承
 

す
る
条
件
で
あ
る
故
に
男
性
貴
族
の
尊
称
に
な
っ
た
の
 

だ
と
す
る
（
但
し
、
非
王
朝
ト
辞
の
占
卜
主
宰
者
「
 

子
 」
 は
 主
と
親
族
関
係
が
あ
 

り
、
 故
に
「
争
子
」
は
王
に
同
姓
の
諸
侯
で
あ
る
と
 

結
 @
=
 

令
 
。
（
 

す
る
）
。
 

4
 
3
 
 

）
 林
 氏
の
高
 
5
 通
り
「
 
子
 」
は
子
に
対
す
る
 

称
 謂
が
 原
義
で
、
貴
人
の
 

尊
称
と
し
て
用
い
ら
れ
る
の
は
そ
の
外
延
化
と
考
え
 

ろ
 れ
る
か
ら
、
最
初
は
実
子
を
指
し
て
い
た
も
の
が
擬
制
的
 

に
 同
族
成
員
に
対
し
て
 

用
 い
ぢ
 れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
な
ら
、
王
と
親
族
 

関
 係
を
持
た
な
い
諸
侯
を
も
擬
制
的
に
「
 

子
 」
と
呼
ぶ
可
能
 
性
 は
あ
る
は
ず
で
あ
 

る
 。
従
っ
て
 
、
 王
は
自
己
と
親
族
関
係
を
持
つ
 

諸
族
と
 
擬
制
的
父
子
関
係
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
り
そ
れ
を
統
合
し
、
 

同
じ
方
法
を
王
朝
の
秩
 

序
 構
造
二
応
用
し
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。
 

 
 

た
 西
周
 中
 骨
で
あ
る
。
そ
の
中
に
「
発
目
、
奉
文
武
帝
 

乙
 宗
 、
真
玉
具
瑠
奈
 
成
唐
 、
 鼎
 

構
祠
 

牡
祝
 示
度
 
に
お
い
て
段
の
開
祖
・
 

二
 母
、
 某
 舞
曲
 粒
三
 
成
唐
 
・
 
と
そ
の
 

豚
三
 、
車
 
二
 配
偶
を
 

又
足
 」
 

 
 

 
 

は
は
、
擬
制
的
親
族
関
係
に
 ょ
 9
 段
の
秩
序
に
組
み
 
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
の
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

構
造
を
あ
る
程
度
推
測
で
き
る
。
即
ち
父
子
関
係
が
擬
制
 

的
に
用
い
得
る
の
は
各
単
位
 

 
 

嘩
が
 父
系
出
自
を
理
念
と
す
る
 

族
 集
団
父
系
 出
 自
 集
団
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

を
 「
 
子
 」
を
家
長
と
す
る
父
権
家
族
の
占
卜
の
記
録
と
す
 

 
 

 
 
 
 

あ
る
が
、
子
が
占
卜
主
宰
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
 

あ
ろ
う
。
証
拠
を
加
え
て
お
く
と
、
年
紀
 

に
 「
 
壬
戊
ト
 子
 御
母
ロ
目
 

摯
欠
 け
ぬ
」
 



  

千
敗
と
婦
姥
の
重
要
性
は
明
白
で
あ
る
が
、
 乙
 八
八
九
 %
 
ハ
 ・
 白
 一
の
同
事
異
版
手
骨
 は
 、
「
 発
亥
ト
婦
姥
 桂
君
 /
 発
亥
ト
婦
姥
 仁
田
 /
 

辛
丑
ト
 千
隻
 姥
乳
 」
の
ト
辞
が
あ
る
か
ら
、
 婦
姥
 の
 出
 産
 育
児
に
関
係
す
る
と
思
わ
れ
、
 同
 坂
上
の
「
 婦
 妙
子
 疾
 本
社
」
の
「
 婦
 妙
子
」
 

の
 如
く
王
の
夢
を
 ト
す
場
 ム
ロ
に
表
わ
れ
る
。
従
っ
て
 、
午
 組
の
子
は
王
朝
ト
辞
の
王
と
同
性
格
の
占
卜
主
義
者
で
 あ
る
と
言
え
る
 0
 
か
 

つ
 、
年
紀
に
ほ
「
 余
 」
「
 朕
 」
の
称
が
あ
り
、
こ
れ
は
 主
 軍
者
の
自
称
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
千
組
に
お
け
る
子
は
 余
 ・
 朕
と
 自
称
し
、
 
自
 

己
の
率
い
る
集
団
に
王
と
同
様
に
振
る
ま
っ
た
と
思
わ
 れ
る
。
 

よ
っ
て
、
非
王
朝
ト
辞
は
子
を
長
と
し
、
父
系
出
自
 原
 理
 に
基
づ
く
 族
 集
団
の
ト
辞
 と
 考
え
ら
れ
る
の
で
、
次
に
 各
々
の
ト
辞
 群
 の
 背
 

景
 に
あ
る
 族
 集
団
と
祖
先
崇
拝
の
関
係
を
考
え
ね
ば
な
 ら
な
い
。
こ
こ
で
は
第
十
五
次
出
土
ト
辞
 と
 年
紀
ト
辞
を
 え
ら
び
、
そ
の
各
々
の
 

性
格
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
 

㈲
、
第
十
五
次
発
掘
出
土
ト
辞
 

ハ
 
7
 
3
 ）
 

こ
れ
に
つ
い
て
は
 
李
 
・
 林
 氏
の
他
、
持
 井
 康
孝
氏
に
 
よ
 る
 卓
論
が
あ
る
の
で
、
詳
細
は
そ
れ
に
譲
り
、
先
ず
 、
登
 場
 人
名
を
ま
と
め
る
 

と
 次
表
の
よ
う
に
な
る
。
 

八
表
 二
 V
 
 第
十
五
次
ト
辞
出
現
人
名
 

①
 
子
某
 ・
・
・
…
十
二
一
）
・
千
敗
・
 

放
宇
 三
一
）
千
人
（
五
）
 ヱ
 Ⅰ
 
止
正
 （
一
）
 

②
 
婦
某
 ・
・
・
…
 

婦
 
（
十
四
）
 
婦
姥
 ・
 奴
 ・
 多
 
（
十
五
）
 
婦
姪
 
（
 十
）
姉
婿
（
三
）
 婦
周
 
二
）
 

③
婿
子
・
・
・
…
「
 
婦
 妙
子
」
（
 乙
 八
八
九
六
）
「
 婦
爵
タ
子
 」
 
（
 
乙
 八
八
九
三
・
八
八
九
八
）
存
疑
 

④
そ
の
他
・
・
・
…
 
啄
 
（
三
）
 
婦
 
（
二
）
 
訂
 
（
二
）
臣
子
（
一
）
 
薔
 
（
一
）
Ⅲ
二
）
 
啓
 第
宅
 つ
 

⑤
集
合
的
 称
謂
 …
…
 多
婦
 
二
）
 十
婦
 
二
）
蕃
民
（
一
）
 多
臣
 
（
一
）
 

（
 
舖
 ）
 

（
判
断
に
苦
し
む
も
の
は
除
く
。
（
）
内
は
出
現
坪
数
を
表
わ
 
す
 。
）
 

(334) 

（
 
乙
 五
三
九
四
）
 と
い
 5
 ト
辞
が
あ
る
。
「
 
竹
 」
は
「
 舘
 」
（
Ⅱ
「
由
輝
」
Ⅱ
「
古
例
」
）
字
と
同
義
て
あ
り
後
者
は
。
Ⅰ
 

6
 
3
 

）
 

一
般
に
「
幸
正
：
・
」
 

1
2
 



ほ
婦
 姥
の
子
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
更
に
同
 

版
に
 「
 
発
 ま
ト
 貞
子
 亡
壱
 /
 発
亥
ト
子
タ
往
首
以
 
」
と
あ
り
、
後
 
者
の
意
味
は
不
明
だ
 

が
 、
 婦
 移
の
出
産
育
児
の
ト
辞
 
と
同
坂
 上
に
子
が
何
ら
 
か
の
活
動
を
す
る
こ
と
は
当
然
そ
れ
と
関
係
づ
げ
て
考
え
 

る
 べ
 き
 だ
と
思
わ
れ
 

る
 。
従
っ
て
 婦
移
と
 子
は
極
め
て
深
い
関
係
 
｜
 恐
ら
く
は
 夫
婦
で
あ
り
、
こ
の
夫
婦
の
出
産
に
あ
た
っ
て
の
 

貞
ト
 を
 記
録
し
た
の
が
 
該
版
 

で
あ
り
、
前
述
し
た
 
よ
う
 に
「
 子
 」
が
非
王
朝
ト
辞
の
貞
 
ト
 主
宰
者
で
あ
る
と
す
る
と
、
こ
の
夫
婦
が
当
ト
辞
 

群
 の
 背
景
に
あ
る
 族
 集
団
 

の
長
 と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
 
当
 ト
辞
 群
 中
の
婦
 姥
 の
 重
要
性
か
ら
も
肯
定
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
一
方
、
 

子
の
申
で
は
千
敗
が
最
 

も
 重
要
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
こ
の
子
 

と
 は
 千
敗
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。
但
し
、
こ
れ
は
 

証
 拠
 が
な
い
。
 

そ
の
他
に
も
 ろ
 八
八
九
三
・
八
八
九
八
・
百
二
（
こ
れ
 

ほ
前
 挙
ろ
八
八
九
六
に
連
続
す
る
と
思
わ
れ
る
同
事
異
版
 

）
の
よ
う
に
帰
趨
 
の
 

出
産
や
、
 乙
 八
八
二
八
・
八
八
一
九
・
八
八
二
二
十
八
 

八
二
五
十
八
八
五
九
十
八
八
六
二
・
八
八
六
一
・
八
八
八
 

二
の
よ
う
に
千
敗
・
 
婦
 

姥
の
病
気
・
災
禍
の
 
ト
 は
極
め
て
多
い
の
で
、
確
か
に
 

林
 ぽ
 氏
の
言
 う
 よ
り
に
、
限
ら
れ
た
範
囲
の
家
族
の
ト
辞
 

で
あ
る
よ
 う
 に
見
え
る
。
 

し
か
し
、
参
画
や
多
 
婦
 の
 称
 、
ま
た
後
述
の
如
く
祭
祀
 
対
象
 二
 二
名
の
母
を
含
む
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
一
つ
の
 

大
家
族
を
構
成
し
て
い
 

㍾
た
か
、
小
家
族
の
集
合
体
で
あ
っ
た
か
は
軽
々
し
 
く
 判
断
で
き
な
い
。
先
述
の
段
 
虚
 西
区
の
発
掘
に
よ
れ
ば
 
、
 一
つ
の
「
 
族
 」
墓
は
更
に
 

の
 

（
 
9
 
3
 
）
 

蛾
 
小
さ
な
単
位
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
報
告
者
は
 

ナ
 
」
れ
を
「
 
族
 」
を
構
成
す
る
各
家
族
の
墓
と
し
て
い
る
。
 

従
っ
て
 、
 一
つ
の
 
族
 集
団
は
 

悌
 
複
数
の
家
族
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
 

当
 ト
辞
群
の
場
合
も
 
、
 子
と
婦
 財
 が
一
つ
の
家
族
で
、
 
そ
 れ
 以
外
の
子
・
 婦
 ほ
別
の
家
 

 
 

あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
 

子
 ・
婦
の
数
は
 
あ
ま
り
多
く
な
い
の
で
、
 
そ
 

辮
 
れ
種
大
き
な
集
団
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
 

先
 

 
  
 

唖
 

更
 に
 こ
の
族
は
一
種
の
家
臣
団
を
持
っ
て
い
た
。
 

表
三
 中
の
啄
・
 婦
 や
夕
 臣
 が
こ
れ
に
 当
 る
と
思
わ
れ
、
 
彼
ら
は
「
甲
申
ト
食
 啄
宅
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

1
3
 



  

ぅ
 地
名
が
あ
り
、
「
 発
丑
ト
婦
姥
在
老
 」
（
 乙
 八
八
九
上
 ハ
 ）
「
財
宝
 育
ノ
薔
 白
菅
 /
 帰
 老
」
（
 乙
 八
八
九
三
）
の
 よ
 う
 に
 婦
 
財
の
出
産
 

育
児
に
関
係
し
て
い
る
（
若
緑
部
が
地
名
）
。
ま
た
「
 
己
 巳
ト
 貞
婦
 姪
 兵
士
 回
 」
（
 乙
 八
八
七
二
十
八
八
八
八
）
の
 よ
う
に
 婦
姪
が
 長
と
 

特
殊
な
関
係
が
あ
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
ト
辞
も
あ
 る
 。
こ
れ
は
 老
 
・
長
の
地
が
 該
 族
の
本
拠
地
で
あ
る
と
も
 解
釈
で
き
る
が
、
「
 帰
 

老
 」
と
言
 う
 限
り
は
別
の
地
（
商
都
か
）
で
活
動
し
て
 い
る
と
も
思
わ
れ
、
こ
れ
ら
は
婦
に
属
す
る
地
で
、
 

妻
方
 居
住
婚
 約
 色
彩
が
あ
っ
 

た
の
か
も
し
れ
な
い
。
 
婦
 移
の
素
性
は
不
明
で
あ
る
が
、
 

婦
 姪
は
字
形
の
似
て
い
る
「
 発
 」
の
地
名
と
「
 允
 」
 の
 人
名
が
あ
り
（
 前
二
 

空
 二
・
一
、
三
、
四
１
市
 
Z
 辛
期
 、
甲
 二
 0
 八
 １
式
正
 期
 ）
こ
れ
は
真
人
に
も
な
っ
て
い
る
の
で
、
 

婦
姪
は
 挙
族
 の
 出
身
と
考
え
て
よ
か
 

ろ
 5
 。
ま
た
、
 
子
 敵
に
つ
い
て
は
 賓
 組
中
に
人
名
・
 
地
 名
 と
し
て
、
ま
た
金
文
国
家
 銘
 に
も
あ
り
、
 
段
虚
 五
号
 墓
 出
土
銅
器
に
「
 亜
放
 」
 

 
 

が
曹
氏
に
ょ
 れ
ば
、
千
敗
 は
軋
甘
 と
な
ら
ん
で
「
 古
王
 事
 」
を
行
な
 う
 程
の
重
 

要
人
物
で
あ
る
。
た
だ
、
 

当
 ト
辞
 群
 中
に
敗
を
明
白
に
 地
名
に
す
る
も
の
は
な
く
、
そ
の
理
由
は
わ
か
ら
な
い
。
 

こ
れ
ら
の
推
論
か
ら
 当
 ト
辞
群
を
荷
っ
た
の
は
、
そ
の
 親
 模
 の
あ
ま
り
大
き
く
な
い
家
族
 群
的
 集
団
で
、
内
部
的
 に
は
「
 子
 」
身
分
と
 

家
臣
身
分
に
分
化
し
て
、
領
邑
を
経
営
し
て
お
り
、
 外
 部
 的
に
は
族
長
は
王
朝
の
高
官
と
な
っ
て
、
同
等
の
性
格
 を
 持
っ
 他
族
 と
婚
姻
 関
 

係
を
結
ん
で
い
た
。
そ
の
 ょ
う
 な
王
朝
を
構
成
す
る
 典
 型
 的
基
礎
単
位
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
 該
族
 が
王
 と
 親
族
関
係
を
持
つ
 段
 

族
 の
一
部
で
あ
る
か
、
地
方
的
な
 族
 集
団
で
あ
っ
た
か
 は
 判
断
の
し
ょ
う
が
な
い
が
、
そ
の
ト
辞
が
 股
 虚
か
ら
 出
 土
 し
た
こ
と
を
考
え
れ
 

ば
、
 段
の
王
族
の
 一
 構
成
要
素
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
 

父
丁
 ・
・
・
…
 

1
 …
…
 1
.
.
.
 

…
 0
 
 
父
 …
…
…
 2
 …
…
 2
 …
…
 1
 

兄
 …
 :
.
.
.
.
3
 

…
・
・
・
 

3
 …
…
 2
 

従
っ
て
 、
当
 ト
辞
群
の
祭
祀
も
当
然
 該
 族
の
内
部
の
も
 の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
祭
祀
対
象
を
整
理
す
る
と
次
表
 の
よ
う
に
な
る
。
 

八
表
 三
 V
 
 第
十
五
次
ト
辞
の
祭
 紀
 対
象
 

子
丁
 ・
・
・
…
 

5
.
.
.
.
.
.
5
 

…
…
 

0
 

 
 

砒
丁
 …
…
Ⅱ
…
…
 9
.
.
.
.
.
.
3
 
 

批
己
 ・
・
・
…
 

9
.
.
.
 

…
 5
 
 
 

批
 Z
.
.
.
.
.
.
2
 

…
・
・
・
 

2
.
.
.
 

…
 0
 
%
 
戊
 ・
・
・
…
 

3
.
.
.
.
.
.
1
.
.
.
 

…
 0
 

帆
手
…
・
・
・
 

1
 …
・
・
・
 

1
.
.
.
 

…
 0
 
 
車
 批
 ・
・
・
・
・
・
 

1
 …
…
 1
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段 王朝の祖先崇拝における 祖先の性格 
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5
.
.
.
 

…
 5
 …
・
・
・
 

0
 

局
 庚
 ・
・
・
…
 

6
.
.
.
.
.
.
5
 

…
…
 

0
 

申
母
 ・
・
・
…
は
…
…
㎎
…
…
 

0
 
 
小
母
…
…
 6
 …
・
・
・
 

5
 
 
 

  

  

母
 …
…
…
 7
 …
…
 6
 …
…
 0
 
 
示
丁
 …
・
・
・
 

5
 …
・
・
・
 

5
.
.
.
.
.
.
4
 

 
 

（
上
か
ら
出
現
 
辞
数
 、
出
現
仮
数
、
多
 降
崇
者
 と
な
る
 辞
数
 。
 一
 
小
工
・
 批
丁
 ・
 砒
己
は
例
 刻
さ
れ
 ぅ
る
じ
 

こ
の
う
ち
、
 丁
 示
は
性
格
が
不
明
で
あ
る
が
、
白
組
ト
辞
に
も
 晃
ぇ
「
 佳
丁
示
ノ
 ・
・
・
・
・
・
大
永
一
半
 

ノ
 …
・
・
・
 

貞
酒
 」
（
 甲
二
 0
 七
 八
）
と
あ
っ
て
、
大
赤
 

と
 立
挙
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
集
合
的
 称
謂
 か
も
し
れ
な
い
。
 ま
 た
 、
 示
 丁
と
記
さ
れ
る
方
が
正
し
い
な
ら
、
赤
子
・
 示
 発
と
 類
 似
す
る
の
で
、
遠
祖
 か
 

も
し
れ
な
い
。
 亜
 ・
 呂
 示
は
全
く
わ
か
ら
ず
、
存
疑
と
す
る
 他
 忙
な
い
。
母
の
中
で
は
 申
 母
が
最
も
重
視
さ
れ
て
い
る
が
、
 こ
 れ
は
 母
庚
と
 同
一
人
で
 

あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
 乙
 八
七
二
八
と
八
八
一
四
 の
 同
事
異
版
 組
 に
お
い
て
、
前
者
に
「
目
口
」
と
あ
る
所
が
後
 者
で
は
「
相
中
 母
梶
 」
 

と
あ
る
か
ら
で
あ
る
（
図
 2
 参
照
）
 

こ
う
し
て
み
る
と
、
 
当
 ト
辞
の
祭
祀
対
象
の
特
徴
は
次
の
 五
点
に
ま
と
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
①
自
然
神
的
諸
神
 と
 見
な
さ
れ
る
も
の
 

は
な
い
。
②
圧
倒
的
に
女
性
祖
先
が
重
視
さ
れ
て
お
り
、
 男
性
祖
先
は
父
の
代
ま
で
で
あ
る
が
、
女
性
は
姓
の
代
 に
 及
ぶ
。
③
蜂
巣
 者
と
 

な
る
の
は
全
て
下
名
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
 姓
 丁
を
除
い
 て
は
全
て
男
性
（
 父
 
，
 兄
 
・
 示
丁
 ）
で
あ
る
。
④
近
視
 の
 み
が
重
ん
じ
ら
れ
、
 
遠
 

祖
 と
思
わ
れ
る
の
は
 示
丁
 の
み
で
あ
る
。
⑤
男
性
祖
先
 で
は
丁
石
が
主
流
を
占
め
、
女
性
祖
先
で
は
東
名
が
重
ん
 じ
ら
れ
て
い
る
。
前
節
 

で
近
祖
 と
遠
祖
を
区
別
す
る
べ
ぎ
で
、
 

近
祖
に
 対
す
る
 祖
 先
 崇
拝
 は
 祖
先
崇
拝
の
感
情
的
側
面
を
主
と
す
る
こ
と
 を
 述
べ
た
。
そ
れ
を
 応
 

用
 す
る
な
ら
、
 
当
 ト
辞
群
の
祭
祀
対
象
が
近
祖
を
中
心
 と
す
る
こ
と
、
特
に
男
性
祖
先
が
父
の
代
ま
で
し
か
及
ば
 な
い
こ
と
は
、
そ
の
 祖
 

先
 崇
拝
が
感
情
的
側
面
を
主
と
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
 る
と
言
え
る
。
従
っ
て
 、
当
 ト
辞
群
を
支
え
た
よ
う
な
 比
 較
的
 小
さ
な
 族
 集
団
に
 

お
い
て
は
、
自
然
神
的
諸
神
へ
の
崇
拝
は
ほ
と
ん
ど
な
 く
、
 専
ら
祖
先
崇
拝
、
特
に
近
視
に
対
す
る
祖
先
崇
拝
が
 そ
の
宗
教
的
活
動
の
中
 

心
 に
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
女
性
祖
先
が
重
ん
じ
ら
れ
て
 い
る
こ
と
は
、
男
性
祖
先
よ
り
も
女
性
祖
先
に
強
い
感
情
 的
 親
近
感
を
抱
い
て
い
 

た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

し
か
し
、
タ
タ
 リ
 は
主
に
男
性
祖
先
が
下
し
て
い
る
こ
と
 を
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
、
男
性
祖
先
の
 タ
タ
リ
 に
対
し
 、
女
性
祖
先
に
そ
の
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卿
 
す
る
支
配
者
、
権
威
の
象
徴
と
し
て
考
え
ら
れ
る
 

傾
向
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
王
朝
の
族
 

統
 ム
ロ
の
一
手
段
 

と
し
て
擬
制
的
父
子
関
係
が
 

到
 
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
、
父
子
関
係
の
中
に
一
 

種
の
 「
よ
そ
よ
そ
し
さ
」
が
存
在
し
た
こ
と
を
証
す
る
。
 

そ
し
て
、
男
性
祖
先
と
女
性
 

段
 
祖
先
の
祖
先
観
念
が
異
な
る
こ
と
は
、
そ
の
よ
 

う
 な
 現
実
生
活
の
姿
を
忠
実
在
宗
教
の
中
に
反
映
し
た
も
の
 

で
あ
る
。
故
に
 
、
当
 ト
辞
 群
 

Ⅰ 7 く 339) 

瞬
こ
の
 
ょ
う
 
な
型
は
、
現
実
の
生
活
の
中
で
父
の
 

怒
り
を
母
が
宥
め
和
ら
げ
て
い
る
よ
う
な
姿
を
想
起
さ
せ
 

な
い
で
あ
ろ
う
か
 

0
 
も
し
 
近
 

手
先
お
に
 

蔚
 現
実
の
生
活
に
根
拠
を
持
つ
と
す
べ
き
だ
と
思
わ
 
祖
が
父
祖
の
生
前
の
姿
を
そ
の
ま
ま
死
後
に
投
影
 

 
 

 
 

  祖先の性格 

解
除
を
祈
る
型
が
存
在
し
た
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
 う
か
。
 当
 ト
辞
 群
 に
お
い
て
も
祖
先
の
降
 票
 が
病
気
の
原
 因
 と
な
る
と
す
る
観
念
 

は
 一
般
的
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
二
八
八
二
二
十
八
八
二
五
 十
八
八
五
九
十
八
八
六
二
「
辛
酉
 ト
又
姓
庚
ノ
 辛
酉
 

十
母
 ノ
 辛
酉
 ト
貞
姪
 

（
 
M
@
 

）
 

/
 貞
子
敗
亡
 疾
佳
各
 」
な
ど
に
よ
り
証
明
で
き
る
。
 

今
 詳
述
す
る
ゆ
と
り
は
な
い
が
、
 

当
 ト
辞
群
の
祭
祀
の
大
部
 分
は
 
「
蜂
巣
山
祭
祀
」
 

理
念
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。
（
 

2
 
4
 
 

）
 
ま
た
 こ
 八
七
 0
 三
十
八
セ
六
一
「
甲
子
 ト
 先
綾
四
束
 /
 祐
三
姫
 /
 啄
三
 姓
 /
 丁
示
冬
 」
の
 ょ
ぅ
 

に
 、
 丁
 示
か
ら
の
 
タ
タ
 り
の
解
除
を
女
性
祖
先
に
祈
っ
て
 い
る
と
解
さ
れ
る
ト
辞
も
あ
る
。
前
節
に
お
い
て
祖
先
 が
タ
タ
リ
 を
下
し
、
 そ
 

0
 タ
 タ
リ
 の
解
除
を
祖
先
に
求
め
る
の
が
御
祭
で
あ
る
と
 し
た
が
、
こ
こ
に
至
っ
て
 多
 小
の
変
更
が
必
要
で
あ
る
 。
即
ち
、
 
武
 工
期
王
朝
 

ト
辞
に
お
い
て
も
 タ
タ
リ
 を
下
す
の
が
主
に
男
性
祖
先
 
（
特
に
父
）
で
あ
る
傾
向
は
う
か
が
え
る
の
で
あ
っ
て
 
、
 島
 邦
男
氏
「
 綜
 類
し
に
 

よ
 れ
ば
、
 父
 乙
は
三
百
三
十
群
 申
 百
十
群
 が
 蜂
巣
関
係
で
 あ
る
の
に
対
し
、
そ
の
法
定
配
偶
 母
 庚
は
六
十
例
中
三
 側
 が
降
 崇
 で
あ
る
。
 姓
 

（
 
3
 
4
 ）
 

に
な
る
と
 多
小
 多
い
の
が
あ
る
が
、
最
も
多
い
も
の
で
も
 姓
 己
の
九
十
七
例
中
二
十
六
例
に
と
ど
ま
る
。
従
っ
て
 、
男
性
祖
先
（
特
に
父
）
 

は
 子
孫
に
 
タ
タ
リ
 を
下
す
、
あ
る
意
味
で
恐
ろ
し
い
 存
 在
 で
あ
る
の
に
対
し
、
女
性
祖
先
は
子
孫
の
危
機
を
救
っ
 て
く
れ
る
好
意
的
な
存
 

在
 で
あ
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
男
性
祖
先
は
子
孫
個
人
 を
 支
配
す
る
権
威
と
し
て
主
に
考
え
ら
れ
て
い
た
の
に
 対
 し
 、
女
性
祖
先
は
子
孫
 

を
 保
護
す
る
慈
愛
に
満
ち
た
存
在
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
 る
よ
う
な
祖
先
観
念
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 



  

構
造
の
中
に
そ
の
 ょ
う
 な
観
念
を
産
出
す
る
原
因
が
あ
 っ
 た
の
で
あ
ろ
う
（
後
述
）
。
 

次
に
祖
先
と
廟
号
千
名
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
 ぅ
 。
 持
井
 氏
は
男
性
祖
先
ほ
 全
 

集
団
の
族
名
を
表
わ
し
、
 当
 ト
辞
群
は
丁
と
表
示
さ
れ
 る
 父
系
親
族
集
団
の
手
に
な
る
も
 

実
父
で
あ
る
と
は
断
言
で
き
な
い
。
先
述
し
た
よ
ら
に
、
 族
結
 ム
ロ
の
一
つ
の
型
態
と
し
て
 

の
よ
う
に
）
以
上
、
当
ト
辞
 群
 の
 父
 丁
と
主
宰
者
の
関
係
 も
 擬
制
的
で
あ
る
可
能
性
も
あ
 

前
者
は
遠
祖
も
し
く
は
 集
 ム
ロ
 
的
称
謂
と
 考
え
ら
れ
る
か
 ら
 、
こ
こ
に
男
性
祖
先
に
お
け
る
 

は
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
 該
 族
の
重
ん
じ
る
男
性
祖
先
は
全
 て
丁
名
を
持
ち
、
そ
の
始
祖
 あ
 

の
 二
つ
ほ
本
質
的
に
同
じ
で
あ
る
）
が
 示
 丁
と
称
さ
れ
、
 遠
い
祖
先
は
次
々
と
そ
の
中
に
 

時
に
女
性
祖
先
は
庚
 名
 が
連
続
し
て
重
ん
じ
ら
れ
、
 こ
 の
 現
象
は
男
性
祖
先
の
場
合
と
あ
 

る
 。
従
っ
て
、
千
名
が
あ
る
種
の
親
族
組
織
（
内
容
は
不
 明
 だ
が
）
と
対
応
す
る
と
考
え
 

は
上
 よ
り
次
の
よ
う
に
要
約
で
き
よ
う
。
第
十
五
次
 発
 描
出
土
ト
辞
を
生
み
だ
し
た
 ょ
 

す
る
感
情
的
色
彩
の
濃
い
祖
先
崇
拝
を
そ
の
宗
教
活
動
 の
中
心
に
し
て
い
た
。
男
性
祖
先
 

成
約
側
面
を
表
わ
す
の
に
対
し
、
女
性
祖
先
は
子
孫
に
 対
す
る
保
護
者
と
し
て
慈
愛
的
 側
 

り
 感
情
的
親
近
感
を
抱
く
が
、
そ
れ
は
子
の
父
母
に
対
す
 る
 社
会
的
観
念
の
反
映
で
あ
る
 

示
さ
れ
、
 族
 集
団
全
体
の
始
祖
ま
た
は
「
祖
霊
」
的
 観
 念
 で
と
ら
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
 
  

て
了
名
を
持
つ
所
か
ら
、
廟
号
の
干
名
は
親
族
 

 
 

擬
制
的
父
子
関
係
が
用
い
ら
れ
る
（
西
周
ト
辞
 

る
 。
た
だ
、
 示
 丁
と
丈
了
の
千
名
が
一
致
し
、
 

下
 名
の
連
続
が
表
示
さ
れ
て
い
る
と
す
べ
き
で
 

る
い
は
集
合
体
（
前
節
で
述
べ
た
 よ
う
 に
 、
こ
 

没
入
し
て
い
く
よ
う
な
型
を
想
定
で
き
る
。
 同
 

る
 程
度
パ
ラ
レ
ル
に
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
 

る
こ
と
は
誤
り
で
は
あ
る
ま
い
。
 

う
な
比
較
的
小
規
模
の
族
集
団
は
、
 近
祖
 に
村
 

は
 子
孫
に
対
す
る
支
配
者
で
あ
り
、
祖
先
の
権
 

面
を
表
わ
す
傾
向
が
強
い
。
子
孫
は
後
者
に
 ょ
 

。
一
方
、
 示
丁
 に
は
男
性
祖
先
の
連
続
性
が
表
 

た あ の 
と く さ且 

考 ま 光 
え で 崇 

る も 拝 
心 裡 は 

生前 要は 先 崇 
金 持 の 
く と 像 
な い を 
い う 直 

。 象 接 
全 徴 死 
鉢 鉢 後 
釣 糸 に 
に で 投   
そ 話 し 

の で て 

ょ あ い 

な ぅ - り "  ，、 る 占、 、 
傾 実 で 

向際 がの 極 、 
あ 目 め 
る 嘗 て 
と 生 @ 
拙 店 ， 青 
象 で 的 
的 の 色 が に考 彩 父子 

え 関 濃   
れ が と 

て 常 し 
い に て 

良 
たと 「 ょか 
い そ ら 
う よ う 

こそ。 としも 
で か つ 

あ 」 と 

りも 、 の も、 

社 会 でこ あ れ 
の っ は 
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砒
 …
…
…
 4
 …
…
 4
 

批
発
 …
…
 

6
.
.
.
 

…
 4
 

地
玉
・
・
・
…
 

3
 …
…
 2
 

批
辛
 …
…
 8
 …
…
 6
 

  

博
幸
…
…
 2
 …
…
 1
 

母
庚
 …
…
 2
 …
…
 1
 

母
戊
 …
…
 

2
@
 

…
 1
 

丹
下
・
・
・
…
 

1
 …
…
 1
 

  

 
  
 

美
 …
…
…
 

1
@
 

…
 1
 

 
 
 
 

朝
 

（
数
字
は
上
か
ら
出
現
 
辞
数
 、
出
現
 仮
 数
、
他
に
 剖
 ・
莫
が
あ
る
 が
 存
疑
 じ
 

 
 

の
が
多
く
あ
る
点
が
重
要
で
、
 

貞
ト
 主
宰
者
が
こ
れ
ら
を
 使
役
す
る
こ
と
が
あ
り
（
 乙
 

1
 

㈹
千
組
ト
辞
 

紙
幅
が
尽
き
た
の
で
、
千
組
ト
辞
の
詳
細
な
分
析
は
別
 0
 機
会
に
譲
り
、
こ
こ
で
は
結
論
の
み
を
述
べ
 蕪
ぴ
 平
組
 ト

辞
に
表
わ
れ
る
 生
 

者
 と
死
者
は
各
々
 次
 表
の
如
く
整
理
で
き
る
。
 

八
表
 四
 V
 
 年
租
ト
辞
の
生
人
名
 

①
 
子
某
 …
…
 子
 ・
子
付
・
小
子
 

②
偏
名
・
女
性
 名
 …
…
 婦
石
 ・
 要
 ，
 娠
 ・
 如
 ・
 羊
 

③
責
紐
に
見
え
る
も
の
…
…
 亜
雀
 ・
 舞
侯
 ・
ム
 @
 ・
 石
 ・
 犠
 
戊
 ・
 軟
 ・
 虎
 ・
 折
 

 
 

④
責
紐
に
見
え
ぬ
も
の
 @
 …
 景
 ・
 新
 ・
 胡
 
・
 秦
 ・
 蚕
 ・
 家
 （
 
4
 
%
 

G
 ）
 

 
 

⑤
 
貞
 晴
の
可
能
性
あ
る
も
の
…
・
・
・
 

午
 ・
 先
 ・
ム
一
（
 
*
 は
存
 疑
 ）
 

八
表
 五
 V
 
 年
租
の
 祭
祖
 対
象
 

下
 ろ
 …
…
 6
 …
…
 2
 

算
 …
…
…
 1
 …
…
 1
 

工
乙
 …
…
 2
 …
・
 
，
 
・
 
2
 

合
 ろ
 ・
・
・
…
 

1
 …
…
 1
 

百
中
…
…
 

3
.
.
.
 

…
 3
 

大
成
…
…
Ⅰ
…
…
 
1
 
 
把
 戊
 …
…
 8
 …
…
 6
 

天
成
…
…
 1 …
…
 1
 
 
戸
 戊
 …
…
 2
 …
…
 2
 

南
庚
 …
…
 1
 …
…
１
 

%
 庚
 …
…
 1
 …
…
 1
 

末
廣
 @
 …
 3
 …
…
 3
 

佳
詞
 己 …
…
 2
 …
…
 2
 

の
 

天
楽
…
…
 1 …
…
 1
 

粗
玉
…
・
・
・
 

2
 …
…
 2
 

ハ
 …
…
 1
 …
…
 1
 
 
祖
庚
 …
…
 6
 …
…
 5
 
 
粗
手
…
…
 1  
 

先
 

ズ
戊
 ・
・
・
…
 

m
,
.
.
 

…
Ⅱ
 

父
己
 …
…
 ェ
 …
…
 1
 

丈
了
…
…
 6 …
…
 5
 

碑
 

粗
菜
…
…
 1 …
…
 1
 
 
文
面
…
…
 1 …
…
 1
 

祖
 @
@
 …
 1
 …
…
 1
 

子
庚
 …
…
 8
 …
…
 6
 

元
巳
…
…
 1 …
…
Ⅰ
 

 
 

け
父
辛
 …
…
 1
 …
…
 ュ
 

地
皮
…
…
 1
 …
・
・
・
 

1
 

地
下
…
…
 

2
.
.
.
 

…
 1
 

批
乙
 ・
・
・
…
 

M
 …
…
 7
 

末
葉
…
…
 3 …
…
 3
 

め
ろ
 ……
…
 1
 …
…
 1
 



な
る
。
こ
れ
は
当
然
 千
 組
を
支
え
た
の
が
 族
 集
団
の
連
合
 体
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
 そ
の
中
に
感
情
的
な
 祖
 

 
 

西
土
八
九
二
「
康
成
 ト
 真
奈
 令
眩
 美
田
亡
国
」
な
ど
）
 
亜
 雀
が
 襄
を
監
督
し
た
り
す
る
か
ら
、
そ
の
申
に
も
地
位
 の
上
下
が
あ
る
こ
と
が
 

わ
か
る
。
故
に
午
 組
 ト
辞
を
生
ん
だ
 族
 集
団
は
極
め
て
 地
 位
 が
高
く
大
き
い
も
の
と
思
わ
れ
、
 

護
 っ
か
の
語
族
 が
 そ
の
 簗
下
 に
属
し
た
の
 

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
 段
 王
朝
を
構
成
す
る
 族
 集
団
が
平
等
 に
 王
室
の
下
に
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
幾
つ
か
の
旗
葉
 団
 が
よ
り
高
位
の
族
 集
 

団
 に
統
率
さ
れ
て
一
つ
の
 組
 と
な
り
、
そ
れ
ら
が
複
数
 連
 ム
ロ
し
て
王
朝
を
構
成
し
て
い
た
こ
と
を
暗
示
す
る
も
の
 

で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
 

年
紀
ト
辞
に
登
場
す
る
語
族
が
互
い
に
親
族
関
係
が
あ
 っ
 た
か
ど
う
か
は
難
し
い
問
題
で
あ
る
が
、
石
、
婦
 右
 に
 対
し
て
百
中
、
襄
に
 対
 

し
て
襄
を
祭
祀
対
象
と
す
る
か
ら
、
小
な
く
と
も
こ
の
 一
 一
者
は
貞
 ト
 主
宰
者
と
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
 る
 。
 

そ
の
祭
祀
の
状
況
を
見
る
と
、
蜂
巣
、
疾
病
の
ト
辞
は
小
 な
く
、
む
し
ろ
出
産
関
係
の
方
が
目
立
つ
。
ま
た
、
 祖
 先
を
廟
宇
千
名
の
 日
 

に
 祭
る
ト
辞
が
散
見
さ
れ
、
 

多
小
 と
も
計
画
性
の
あ
る
 祭
 祀
 制
度
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
祭
祀
対
象
で
は
 辞
数
 は
 小
な
い
な
が
ら
、
 
か
 

な
り
多
く
の
遠
祖
と
思
わ
れ
る
も
の
を
含
み
、
ま
た
、
 女
 性
 祖
先
（
特
に
母
）
が
男
性
祖
先
に
比
し
て
小
な
い
こ
 と
が
注
目
さ
れ
る
。
 
こ
 

れ
ら
の
こ
と
は
年
紀
ト
辞
の
祖
先
崇
拝
が
感
情
的
な
色
 彩
 が
弱
く
、
制
度
的
な
面
が
強
く
出
て
い
る
こ
と
を
示
す
 と
 思
わ
れ
る
。
更
に
 、
 

z
,
 戊
 ・
東
名
の
祖
先
が
多
い
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
 

父
 0
 代
で
は
 父
戊
が
貞
ト
 主
宰
者
に
最
も
近
い
よ
う
で
あ
 り
 、
千
名
が
何
ら
か
の
 

親
族
組
織
に
対
応
す
る
と
す
れ
ば
、
主
宰
者
は
戊
の
系
 列
と
 深
い
関
係
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
 

乙
 
・
 庚
 と
の
 結
 び
っ
き
は
 父
 戊
を
通
し
 

て
で
あ
り
（
例
え
ば
 丙
 九
二
「
甲
午
 ト
几
几
 御
子
太
乙
 至
 ズ
戊
牛
一
 
」
二
九
八
二
「
 ト
粟
 御
子
官
租
 庚
 圭
子
 父
戊
 印
 」
）
、
 乙
 ・
東
名
に
は
 

 
 

実
名
祖
先
を
あ
げ
る
の
は
王
室
と
結
び
っ
く
た
め
だ
 っ
 た
と
思
わ
れ
る
 0
 ょ
 

っ
て
 、
貞
ト
 主
宰
者
は
戊
 名
 祖
先
に
対
応
す
る
親
族
組
織
 に
 属
し
な
が
ら
、
 
乙
 ・
東
名
祖
先
に
対
応
す
る
親
族
 
組
 繊
と
 何
ら
か
の
関
係
を
 

有
し
、
そ
の
結
 ん
口
 
を
祖
先
崇
拝
の
申
に
表
現
し
て
、
 

王
 室
 と
の
関
係
を
強
固
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
す
べ
 き
 で
 あ
ろ
う
。
 

千
組
ト
辞
の
祖
先
崇
拝
の
特
徴
を
一
言
で
述
べ
る
な
ら
、
 族
 結
合
を
維
持
強
化
す
る
祖
先
崇
拝
が
中
心
と
な
っ
て
 い
た
と
い
う
こ
と
に
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礒
 

 
 

保
護
的
映
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
 
段
代
の
 
一
般
的
祖
先
崇
拝
は
、
族
長
の
権
威
と
両
親
 

 
 王朝の祖先実ォ 

「 女ム ロ 

氏祖 
  
    

母       

的
 父
親
で
あ
る
こ
と
以
外
に
、
集
団
の
長
の
意
味
が
与
 ，
 
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
父
は
族
 

構
成
員
を
命
令
指
導
す
る
権
威
の
別
名
に
他
な
ら
な
い
。
 母
は
そ
の
 ょ
う
 な
権
威
を
負
わ
な
 

い
か
ら
、
専
ら
慈
愛
の
存
在
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。
 そ
 の
よ
う
な
観
念
が
祖
先
観
念
に
反
 

      (343) 

@
 
丁
 十
 

 
 

今
ま
で
の
考
察
で
わ
か
っ
た
こ
と
の
第
一
は
、
殿
人
の
 祖
先
観
念
が
理
念
的
に
は
左
図
の
よ
う
な
三
極
構
造
に
な
 る
と
い
う
こ
と
で
あ
 

る
 。
「
始
祖
」
と
し
た
の
は
始
祖
に
よ
り
代
表
さ
れ
る
 祖
 先
 観
念
で
、
祖
先
全
体
が
一
つ
の
融
合
体
と
し
て
把
握
 さ
れ
、
祖
先
崇
拝
の
制
 

 
 

度
面
 
（
集
団
全
体
に
か
か
わ
る
問
題
）
で
重
視
さ
れ
る
 

「
 
父
 」
「
 母
 」
は
共
に
生
の
前
像
を
死
後
に
投
影
し
 
た
 個
性
的
存
在
と
し
て
 

と
ら
え
ら
れ
、
子
孫
個
人
に
関
係
す
る
祖
先
崇
拝
の
感
情
 面
 で
重
視
さ
れ
る
。
勿
論
、
こ
れ
ほ
理
念
的
 モ
ヂ
ル
 で
 あ
り
、
実
際
に
は
ど
の
 

祖
先
も
三
つ
の
性
格
を
持
つ
の
で
あ
る
。
 

第
二
に
社
会
構
造
と
祖
先
崇
拝
の
関
係
で
あ
る
。
殿
主
 朝
を
構
成
す
る
基
礎
単
位
は
比
較
的
小
規
模
の
家
族
 群
的
 族
 集
団
で
あ
り
、
 
父
 

㍾
 

系
 親
族
集
団
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
 そ
の
 ょ
う
 な
族
集
団
の
祖
先
崇
拝
は
感
情
的
傾
向
が
強
 く
 、
権
威
的
な
男
性
祖
先
と
 

 
 

 
 

 
 

保
護
的
な
女
性
祖
先
の
間
に
明
瞭
な
区
別
が
あ
る
。
 そ
 の
 根
本
の
原
因
は
族
集
団
の
構
造
に
 

 
  

 

由
来
す
る
「
 父
 」
で
あ
る
こ
と
と
「
 母
 」
で
あ
る
こ
と
 の
 意
味
 づ
 げ
に
求
め
ら
れ
る
と
思
わ
 

 
 

 
 

権
威
的
れ
る
。
即
ち
こ
の
よ
う
な
 
族
 集
団
に
お
い
て
は
 、
 父
の
地
位
に
は
子
供
に
と
っ
て
の
生
物
学
 

 
 
 
 
 
 

      

結 

舌五 
口口 

先
 崇
拝
の
傾
向
が
小
な
い
の
は
そ
の
為
で
あ
る
。
 



本
稿
 で
 述
べ
る
所
は
以
上
に
っ
き
る
の
で
あ
る
が
、
 最
 後
に
本
稿
は
、
 段
 代
の
祖
先
は
死
霊
・
精
霊
と
し
て
と
ら
 え
ら
れ
て
い
た
と
す
 

る
 伊
藤
道
治
民
白
川
諸
氏
の
説
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
（
 

。
 
4
 

）
 

で
あ
る
こ
と
を
附
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
 、
伊
藤
氏
は
武
下
期
 の
 

（
 
偲
 ）
 

先
王
が
「
王
に
壱
を
及
ば
す
力
を
も
っ
」
こ
と
を
根
拠
 に
 「
生
人
に
と
っ
て
 は
怖
 る
べ
 き
 死
者
観
念
或
は
死
霊
 観
 念
 」
と
し
て
と
ら
え
ら
 

れ
て
い
た
と
言
 う
 。
し
か
し
、
祖
先
が
 タ
タ
 り
を
下
す
 ，
 
」
と
が
、
そ
れ
を
死
霊
と
す
る
根
拠
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
 。
第
一
節
で
述
べ
た
 ょ
 

う
 に
、
タ
タ
 リ
は
 祖
先
が
子
孫
を
支
配
す
る
力
の
顕
現
 で
あ
る
と
思
わ
れ
る
し
、
ま
た
、
も
し
 タ
タ
リ
 を
下
す
も
 の
が
死
霊
で
あ
る
と
す
 

る
と
、
第
十
五
次
発
掘
出
土
ト
辞
の
男
性
祖
先
は
死
霊
で
 、
女
性
祖
先
は
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
変
な
事
に
な
ろ
 （
 
@
 ノ
 
。
 

そ
し
て
何
よ
り
も
、
祖
先
が
主
に
 タ
タ
リ
 と
い
う
形
で
子
 孫
 に
懲
罰
を
下
す
存
在
と
考
え
る
祖
先
崇
拝
は
多
く
の
 地
域
で
見
ら
れ
る
の
 

で
あ
る
 0
 既
に
 M
.
 フ
ォ
ー
テ
ス
や
吉
田
植
 吾
氏
が
 タ
 ン
 ン
シ
 族
や
 テ
ィ
コ
 ピ
ア
 の
祖
先
崇
拝
が
現
在
の
中
国
 
日
本
の
そ
れ
と
異
な
り
 

 
 

差
異
を
、
前
者
が
「
処
罰
的
」
「
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
」
で
あ
 る
の
に
対
し
、
後
者
は
 

「
保
護
的
」
「
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
」
で
あ
る
と
要
約
し
た
上
で
 
、
そ
の
原
因
を
親
族
組
織
の
中
に
求
め
た
。
そ
の
仮
説
 に
 従
え
ば
、
ト
辞
に
 表
 

わ
れ
た
祖
先
崇
拝
は
タ
レ
ン
シ
 や
 テ
ィ
コ
 ピ
ア
 の
も
の
に
 近
く
、
そ
の
原
因
は
段
 代
 の
 族
 集
団
の
連
体
性
が
強
い
 と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
る
 

こ
と
に
な
る
。
恐
ら
く
、
伊
藤
氏
が
 段
 代
の
祖
先
が
死
 曇
 立
 
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
た
の
は
、
現
在
の
 日
本
の
祖
先
観
念
を
基
 

準
 と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
祖
先
崇
拝
の
形
態
 が
 、
そ
の
社
会
の
構
造
に
対
応
し
て
千
差
万
別
で
あ
る
こ
 と
が
明
ら
か
な
以
上
、
 

段
 代
の
祖
先
崇
拝
も
世
界
的
な
祖
先
崇
拝
研
究
の
一
部
 と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
り
始
め
て
そ
の
性
格
も
明
 ら
か
に
な
る
し
、
中
国
 

文
化
の
基
本
的
構
造
の
解
明
に
も
っ
な
が
る
と
思
わ
れ
 る
 。
が
、
そ
れ
は
稿
を
改
め
ね
ば
な
る
ま
い
。
 

愛を はその の 第三 

傾 に 祖 
同 父 先 
が の に 

強 地 よ く 、 位 を り象 

両 擬 徴   
制 に そ 
度 用 れ 
的 い と 

祖 る の 
先 こ 生 
崇 と 々 

拝 に し 
の よ い   
が 段 に 

強 王 よ 

い 載 り 

こ は 理 
と 祖 想 
は 先 的 
そ 崇 状 
れ 拝 態   
す 結 持 
も 合 す 
の に る 

で 利 方 
あ 用 向 
る し で、 

。 て 働 
い く 

た ち 
  の 

王 で 

朝 あ 
ト っ   
午 
組 
  
辞 
で ・ 

(3%) 22 
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集中 見古 線図 

要 

格 筒井伊一一 
は 単玉藻 頁九 父兄 説   
で約 」 氏 
あ さ と も 一   四五・ 私 れていり、 旨： し 「王朝 

自 る林 ト 一 / ヘ 

名の六で 字文   でト 0 は 釈 
充 、 はと 頁 
介 そ「 ぃ 
に れ千 ぅ 

十一 

理に ト用 

に れ四 語 解して を用 譲る。 辞 」と 

  
い ま 言い 

当 に九 
る な元 

な いど たうて 0 い   頁 侍 らう。かは 未 。 
の こ 王 る   

藤壁 詳 。 版金 九頁 ので、 思 で、 までを 朝 ト辞 

い王 と そ 別掲   
き朝非れ 書 

  

っ ト 王種 九 
九一     九 

て辞 朝侍 頁 。 
八 

頁 ）   
者 に ト殊   
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慮
の
対
象
か
ら
外
し
、
 

李
 ・
 林
 両
氏
に
従
っ
て
、
非
王
朝
ト
辞
 に
 三
種
類
の
み
を
認
め
た
。
 

 
 

 
 

（
Ⅳ
）
貝
塚
氏
の
言
う
「
勢
子
族
ト
辞
」
。
 

李
氏
は
 「
 ぺ
由
 P
N
q
 
坑
 約
千
ト
辞
」
、
林
氏
は
「
丙
種
子
ト
辞
」
と
呼
ぶ
。
 

 
 

 
 

（
 刻
 ）
 
李
氏
は
 
「
 ぺ
 出
馬
～
沈
約
 
先
 ト
辞
」
 林
氏
は
 
「
乙
種
子
 ト
 辞
 」
と
呼
ぶ
。
 

 
 

（
 四
 ）
 
李
氏
は
 
「
 ぺ
 東
出
・
 
葵
 。
 坑
 酌
婦
女
ト
辞
」
、
林
氏
は
「
 
甲
種
子
ト
辞
」
、
 
持
 井
底
「
 丁
族
 ト
辞
」
と
呼
ぶ
。
「
婦
女
 ト
 辞
 」
の
性
格
規
定
が
正
 

し
く
な
い
こ
と
は
 林
 
・
 持
井
 両
氏
の
指
摘
す
る
通
り
で
あ
る
。
 

，
 
」
こ
で
は
第
十
五
次
出
土
ト
辞
 

と
 称
す
る
こ
と
に
す
る
。
 

（
 2
 ）
貝
塚
氏
日
中
国
古
代
史
学
の
発
展
」
弘
文
重
一
九
四
 

六
二
一
七
 ｜
一
 三
五
及
び
「
 中
 骨
文
漸
伐
研
究
法
の
再
検
討
 」
 円
 甲
骨
文
字
研
究
 ヒ
 

本
文
篇
同
朋
合
一
九
六
 0 。
陳
氏
前
掲
 書
 第
四
章
「
新
代
 上
 」
 

（
 然
 ）
 
挑
孝
遂
 「
吉
林
大
学
所
蔵
中
骨
選
 
択
 」
「
吉
林
大
学
社
 全
科
学
学
報
 ヒ
 
一
九
六
三
年
第
四
期
。
但
し
こ
の
部
分
は
王
手
 信 
同
建
国
以
来
手
骨
文
 

研
究
」
重
慶
、
社
会
科
学
出
版
社
、
一
九
八
一
六
二
頁
に
 
ょ
 る
 。
 

（
 簗
 ）
背
柄
 氏
 
「
略
論
同
年
紀
ト
辞
 
ヒ
ヨ
 考
古
」
一
九
七
九
年
 第
六
期
。
ま
た
中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
「
小
曲
南
地
 中
 骨
ヒ
 
「
前
言
」
中
華
 書
 

周
一
九
八
 0
 年
 

（
 L
O
 
）
た
だ
し
、
 

厳
 一
洋
氏
を
始
め
と
す
る
台
湾
の
甲
 骨
 学
者
 は
こ
れ
を
認
め
て
い
な
い
。
 

（
 お
 ）
華
氏
「
 帝
乙
 時
代
的
 非
王
 ト
辞
」
「
考
古
学
報
」
一
九
五
 

八
年
第
一
期
、
李
 氏
 は
こ
の
論
文
で
非
王
朝
ト
辞
の
時
代
を
 帯
こ
期
 と
し
た
が
、
 
後
 

に
 訂
正
し
た
。
 

（
㌘
）
尚
氏
前
掲
論
文
。
 

林
氏
 「
徳
武
 丁
 時
代
的
 幾
種
 弓
子
 ト
 辞
 」
試
論
 商
 代
的
家
族
形
態
」
 

向
 古
文
学
研
究
」
第
一
錦
一
 
九
セ
九
 

（
 ハ
 ）
伊
藤
氏
口
中
国
古
代
王
朝
の
形
成
」
創
立
桂
一
九
七
 

五
一
一
六
・
七
頁
 

（
 鴉
 ）
下
民
ョ
 中
 骨
文
所
見
氏
族
 及
 兵
制
度
」
科
学
出
版
社
 
一
九
五
六
。
赤
塚
氏
前
掲
 書
 。
伊
藤
氏
前
掲
論
文
。
 

（
㏄
）
帳
元
 直
氏
 「
帝
王
廟
号
 新
考
 」
「
中
央
研
究
院
民
族
学
 研
究
所
 集
刊
 」
十
五
期
一
九
六
三
。
 
劉
氏
 「
 段
帝
 王
室
十
分
 組
制
 試
論
」
同
誌
十
九
 

期
 、
一
九
六
五
。
陳
氏
「
中
国
古
代
的
親
展
制
度
」
同
誌
三
十
 五
期
一
九
七
三
。
 
張
 放
浪
 氏
 「
ト
辞
衰
日
攻
具
相
関
諸
問
題
」
 

ョ
 考
古
学
報
 ヒ
 

一
九
七
三
年
第
一
期
。
 
張
 九
面
氏
の
説
は
王
家
全
体
が
交
叉
 イ
 ト
コ
婚
を
行
な
う
二
つ
の
外
婚
単
位
か
ら
構
成
さ
れ
、
王
位
は
 オ
ジ
 か
ら
オ
イ
 

に
 継
承
さ
れ
る
と
す
る
画
期
的
な
も
の
で
あ
っ
た
 0
 た
だ
、
 糸
 図
 以
外
に
明
確
な
論
拠
が
な
く
、
 

劉
 氏
の
十
分
細
論
、
陳
氏
の
 四
 外
婚
群
謀
 の
 

よ
 う
 に
 、
 同
じ
論
理
か
ら
別
の
結
論
を
導
き
得
る
欠
点
を
持
つ
  
 

（
 紐
 ）
中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
安
陽
工
作
 隊
 
「
一
九
六
 九
｜
 一
九
七
 セ
年
股
虚
 西
区
 墓
葬
 発
掘
報
告
」
「
考
古
学
 距
 」
 
一
九
七
九
年
第
一
期
 

一
一
二
一
 
@
 
 
一
一
八
頁
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段
商
史
 」
上
海
古
籍
一
九
八
三
。
 

（
㎝
）
 林
氏
 前
掲
論
文
三
一
三
・
四
頁
 

（
 お
 ）
 徐
氏
 
「
 周
 尿
中
骨
切
論
」
 
日
 古
文
字
研
究
論
文
集
口
四
 川
 大
学
一
九
八
二
五
頁
。
釈
文
は
王
手
 信
 民
ョ
西
周
中
昔
 探
論
 」
北
京
中
国
社
 

全
科
学
出
版
社
一
九
八
四
四
十
真
に
 よ
 る
。
 

（
㏄
）
 李
 考
定
 氏
は
 「
 沖
 」
は
「
 卸
 」
の
 省
体
 と
す
る
（
 ヨ
 
甲
骨
文
字
 集
釈
 」
中
央
研
究
院
歴
史
 話
言
 研
究
所
一
九
七
 0
 
一
一
五
一
口
 

呂
貝
 
）
。
 

（
㌍
）
 持
 井
底
「
 段
 王
室
の
構
造
に
関
す
る
 一
 試
論
」
同
東
洋
 文
化
研
究
所
紀
要
」
八
十
二
冊
一
九
八
 
0
 。
ま
た
、
こ
の
 ト
 群
群
に
関
し
て
は
白
玉
 

こ
で
は
扱
わ
な
い
。
 

（
㏄
）
「
 婦
 妙
子
」
「
 婦
爵
タ
子
 」
に
つ
い
て
は
疑
い
も
あ
る
 。
前
者
は
「
 婦
妙
疾
 」
「
千
本
社
」
二
群
か
も
し
れ
な
い
。
後
 者
は
「
 タ
子
 」
は
人
名
 

で
あ
ろ
う
が
、
「
 爵
 」
が
人
名
の
一
部
か
ど
う
か
不
明
で
あ
る
 。
こ
れ
以
外
に
四
子
・
正
子
の
称
が
あ
り
（
 乙
 八
八
一
五
）
 
、
生
 人
名
か
祭
祀
 対
 

象
か
 断
定
で
き
な
い
。
 

（
㏄
）
 注
 （
㌍
）
前
掲
論
文
一
一
 %
 
ハ
頁
 

（
 即
 ）
苔
底
「
「
亜
弓
ヒ
ョ
 亜
 敗
ヒ
 考
 」
胡
屋
先
主
 編
円
中
 骨
文
 与
段
商
 定
ロ
上
海
古
籍
一
九
八
三
 

（
 虹
 ）
 子
故
 に
対
す
る
 タ
タ
リ
 の
可
能
性
を
批
 庚
 ・
十
母
に
対
 
す
る
祭
祀
 肛
 よ
り
 祓
ぅ
 こ
と
を
 貞
ト
 と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
  
 

（
 乾
 ）
 当
 ト
辞
 群
 に
は
祖
先
を
そ
の
廟
号
千
名
の
日
に
祭
る
 ト
 辞
 
（
例
え
ば
、
 
父
丁
 な
ら
丁
日
）
は
少
な
い
。
む
し
ろ
、
ト
 ロ
 が
 甲
乙
楽
日
に
集
中
す
 

る
 傾
向
が
あ
る
。
こ
れ
は
旬
の
終
り
、
ま
た
は
始
め
に
そ
の
 旬
 の
間
の
祖
先
の
降
崇
の
可
能
性
を
貞
 卜
 し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
 祭
祀
を
行
っ
て
 

い
た
こ
と
を
示
す
と
思
わ
れ
る
。
 

 
 

（
㎎
）
 注
 （
 M
 ）
参
照
 

 
 

 
 

（
 佃
 ）
 持
 井
底
前
掲
論
文
七
六
・
七
頁
 

（
 め
 ）
千
組
ト
辞
 に
 関
す
る
詳
論
に
は
 肖
 植
民
前
掲
論
文
や
前
 川
捷
 三
良
「
千
組
ト
辞
に
つ
い
て
の
考
察
」
ョ
中
 哲
 文
学
会
報
 口
 第
一
号
一
九
 セ
四
 

5
 

が
あ
る
。
 

（
 諺
 ）
島
民
 円
段
虚
 ト
辞
研
究
」
 汲
古
 

一
九
五
八
四
四
二
 
@
 四
五
一
頁
。
白
川
氏
「
段
の
王
族
と
政
治
の
型
 態
 」
 ヨ
 古
代
 学
ロ
 三
巻
一
号
一
九
 

五
四
。
伊
藤
氏
前
掲
 書
 、
 セ
 十
四
頁
。
 林
氏
 
「
股
間
時
代
の
図
 
家
記
号
」
 
円
 東
方
学
報
」
三
十
九
一
九
六
八
五
六
・
七
頁
  
 

（
㏄
）
松
丸
瓦
「
 段
 同
国
家
の
構
造
」
 ョ
 岩
波
講
座
、
世
界
 歴
 史
 」
 4
 、
岩
波
一
九
 セ
 0
 
 上
 
八
五
 @
 七
九
頁
。
 李
氏
 
「
秋
冬
 
君
 勢
子
」
「
平
骨
文
字
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ョ祖 
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の 
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理   
  九）、 祭 か否 人 
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頁 。 決象 
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い 乙 
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木肌 笘 
民也 

と 
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にあ 
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九 貞 
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段 王朝の 祖
 
  先 崇拝におけ る 祖先の性格 

つ は   白 女 市 外 拾 南 乙 
享 正 訓 迫 明 綴 
牙 く し 用 言 己 甲 段 段 戦 肢 
も く し V 
ほ な た   
と い 人 
ん 所 名 
ど も   字乙 合録小 字外編 enz 目 字面編 拾 綴 此所 

） 0 
貝 偏 

割 る 論 郭 中 
愛 る 著 
せ 。 名 
ざ 紙 筆   
る 幅 @ 一 朗 
を の ． 全 岬巨権 一き一一九 賓 尾一 
得 関 て 
な 係 当   か で 用 
っ ト 漢 
た 拝 手   五 

。 の を 
  

引 用 年 
用 い 一年 りせコ ヨ中国 

は た コ近 窃 最 字 モ 
り へ ま 。 @ 

た 限に   
と ト 

ど 辞 
トの新 -- 版 0 Ⅱの。 ） 

め の し 。 
た 釈 目の   
た 文 
め も 
  で， 

「 - 臼 - 午 

進 
ほ き 
と る 

雄 

ん 眼   
ど り 九 
節 当 七 
録 用 

  
  

で、 漢 

あ 字 
年 

り を 用 
ま い 
た た 
邦 た 
道 め と 
知 厳 
り 密 
つ に 
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延
暦
寺
の
開
創
以
降
、
叡
山
の
鎮
守
 神
 
・
天
台
の
擁
護
 神
と
し
て
位
置
付
げ
ら
れ
た
日
吉
 社
 を
め
ぐ
り
、
天
台
宗
 の
 
山
門
派
に
よ
っ
て
 

口
論
文
要
旨
し
本
稿
で
は
山
王
神
道
の
代
表
的
 

教
説
 の
一
 つ
で
 あ
る
山
王
 セ
社
 と
北
斗
七
星
の
同
体
説
を
取
り
上
げ
、
そ
の
 

成
 立
 過
程
を
考
察
す
る
こ
 

と
に
 よ
 り
山
王
神
道
の
形
成
典
の
一
斑
を
究
明
し
て
み
た
い
。
 

中
世
の
山
王
神
道
書
に
 
ょ
 れ
ば
、
山
王
七
社
の
神
は
北
斗
七
星
 

と
 同
体
で
あ
り
、
 
山
 

王
の
本
地
は
一
字
金
輪
仏
頂
・
 

職
 感
光
仏
頂
・
七
仏
薬
師
で
あ
 

る
と
説
か
れ
る
。
こ
の
山
王
・
北
斗
同
体
説
は
北
斗
信
仰
（
 

属
 星
 信
仰
）
の
流
行
を
 

背
景
に
 、
 4
 
口
密
 
修
汝
 と
り
わ
け
 
職
 感
光
法
や
北
斗
 
法
 と
い
っ
た
 星
宿
 法
 に
関
わ
っ
て
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
平
安
時
代
の
 

康
和
年
間
に
は
 
職
盛
 

光
法
 ・
仏
眼
 
法
 ・
 セ
 仙
薬
師
法
恒
山
王
の
神
が
祀
ら
れ
た
こ
と
 

が
 確
認
さ
れ
、
鎌
倉
時
代
に
入
っ
て
は
慈
円
の
建
立
し
た
大
概
 

法
 廃
職
感
光
堂
に
山
 

三
七
社
の
本
地
仏
が
安
置
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
次
い
で
薄
墨
 

万
年
の
道
覚
の
修
し
た
北
斗
 

法
に
於
 い
て
山
王
七
社
へ
の
拝
礼
 
の
行
 な
わ
れ
た
こ
と
 

が
 見
え
て
お
り
、
 
此
 頃
に
は
山
王
・
北
斗
の
同
体
 
観
 が
形
成
さ
 れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
一
連
の
台
密
修
法
の
展
開
 

の
中
で
山
王
・
北
斗
 

同
体
読
が
成
立
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
 

ロ
キ
ー
ワ
ー
ド
ロ
山
王
神
道
、
北
斗
信
仰
、
星
宿
信
仰
、
慈
円
 

、
本
地
車
遊
説
 

佐
藤
買
入
 

山
王
神
道
形
成
 史
 の
一
斑
 

山
王
七
社
・
北
斗
七
星
同
体
説
の
成
立
を
め
 ぐ
っ
 て 
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で， 既 過 い く の つ そ 主 
台 に 山 程 そ く る 進 い の 唱 
密 三 王 を こ の 院 展 て 教 さ 

糸 崎 ・ 考 で か 政 を は 説 れ 
由 良 比 奈 本 を 期 妨 、 が た 
三 周 年 す 穏 健 以 げ 依 葉 山 
神 民 同 る に 明 降 て 熟 成 王 
道 の 体 こ 放 す の め と さ 神 
の 論 説 と て る 出 る し れ 道 
形 者 は に は こ 主 要 て て は 
成 が 後 ょ 山 と 信 西 天 く 鎌 
史 存 述 り 王 が 何 と 解 る 倉 
に す の " 神 " の ぃ 明 。 中 
つ る 加 山 道 山 様 え な だ 期 
い も く 王 の 王 相 ょ 部 が 以 降 ても、のの、（ 「 延 ） 分が多 l 、台密 神道の 代表的 神道を を明ら 。平 う こ うし 

柳 そ 栗 形 教 研 か 安 い て 暦 
か の 山 成 説 究 に 時 。 葉 手   
と 畦 道 一 つ 上 そ 特 点 れ 縁 
も に の 斑 で で れ に が る 起 
考 引 一 を あ の が 日 出 域 L 
察 き 環 究 る 大 畑 首 玉 前 ヨ 
き か と 明 山 き 何 社 神 の 山 
試 え し し 王 な な が 道 投 象 
み 従 て て 七 課 る 朝 の 階 要 
て 未 読 み 社 頭 経 建 教 に 略 
み 余 か た と で 過 に 学 お 記 
た り ね い 北 あ を と の け L 
い 着 て 

。 目 い 

さ る 

れ   

な 台 同   
い 密 体 

説 分 糸   
王 と 体 信 剛 を取 押 っ 的 仰 秘 

あ 山 @ 道 て な や 密 
っ 王 上 の も 把 神 山 
た 神 げ 散 大 損 道 正 
と 道 て 学 き を 忠 広 
い 説 と な 困 @ 授 
え に そ し 位 難 の 大 

て 置 に 丈 草 
ょ うし 関 の 史 
  て 的   

そ は   形ク 

  成 しめ てて究に 研開 に " 

る ? を り 

。 ） 経 大 日 

吉社は 山王 神 、山 て 己貴神 

道 正 を 元 
一 
一 

の 七 勧 来 

学に 公一一 
数 社 請 し古 「 

、 事 

於 聖 天 記 
て に 宮 ヒ 
ほ 八   ワ @ し 

、 正 二 も 
こ 子 宮 そ 
の   の の 
山 容 二 名 
王 八 社 の 
七 ， 伸 晃 
社 十 制 え 
が 禅 が る 

ゴヒ 師 成 犬 斗 立 山 
七 三 し （ 咋 
里 宮 た ゑ神 

（徴召 比 を加 に - 休 沸 
擬 え い の 

さるで二 れ）田宮 
" 0 玉   

七 体 三 池 
社 制 聖 主 
と が と 権 現 称さ セ星 、十 ） 
は 一 れ を 

同 仕 る 祀 
佑 紀 三 る 
で 以 社 社 
あ 降 体 で 
る 約 制 る 
と 百 （・ 人つこナ が ・一 教説 年程の の 宮 後 によっ 聖 期間に 一宮・   

  



王
 

 
  

 

山
 

彫
 

し
こ
の
同
体
 調
 が
山
王
神
道
の
教
 説
 で
あ
る
か
ら
 
に
は
、
直
接
に
は
ム
ロ
 密
 糸
の
星
宿
 法
 に
関
わ
っ
て
形
成
さ
 れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
 

 
 

 
 

 
  

 

神
 

 
 

の
 

史
 

山
王
・
北
斗
同
体
読
は
こ
う
し
た
平
安
時
代
 中
 期
 以
降
の
北
斗
信
仰
の
流
行
を
背
景
と
し
て
成
立
し
た
も
 の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
た
だ
 

成
 

一斑 

（
 
5
 ）
 

（
 
6
 ）
 

行
 な
わ
れ
、
天
徳
四
年
（
 匹
ハ
 0
 ）
に
は
北
斗
七
星
法
 や
 本
命
元
神
供
が
修
さ
れ
た
。
こ
れ
を
史
料
上
に
見
え
る
 早
い
何
と
し
て
、
北
斗
 

信
仰
に
基
づ
く
陰
陽
道
祭
祀
や
密
教
の
修
法
が
平
安
中
 期
 以
降
次
第
に
盛
ん
に
な
っ
て
く
る
。
藤
原
師
輔
（
 九
 0
 八
 １
元
山
 ハ
 
0
 ）
の
「
九
条
 

右
丞
相
 遺
誠
口
 
に
は
毎
朝
起
床
後
属
星
の
名
字
を
 セ
遍
 称
え
る
べ
 
き
 こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
既
に
十
世
紀
当
時
 の
 貴
族
社
会
に
は
北
斗
 

信
仰
の
定
着
し
て
い
た
こ
と
示
し
て
い
る
。
院
政
期
に
 入
っ
て
は
大
北
斗
 法
 や
七
層
北
斗
 法
 等
の
大
規
模
な
星
宿
 法
 が
成
立
し
、
北
斗
 信
 

ハ
 
7
 し
 

仰
 を
は
じ
め
と
す
る
星
宿
信
仰
が
一
層
発
達
す
る
こ
と
 と
な
る
。
 

（
 
4
 ）
 

成
立
し
た
。
こ
の
四
方
拝
に
於
て
属
星
へ
の
拝
礼
の
儀
 式
 が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
下
っ
て
貞
観
六
年
（
八
六
四
）
 は
 陰
陽
道
の
属
星
祭
が
 

体
制
に
対
す
る
教
学
的
裏
付
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

山
王
・
北
斗
同
体
読
 は
 、
も
と
よ
り
北
斗
 セ
 星
に
対
す
 る
 信
仰
を
山
王
七
社
に
付
会
し
た
も
の
で
 

の
 信
仰
 は
 陰
陽
道
や
仏
教
の
宿
曜
道
の
説
く
と
こ
ろ
で
、
 

人
の
生
れ
年
の
支
子
（
十
二
支
）
に
よ
っ
 

禄
 存
星
・
文
典
 星
 
，
 廉
 負
星
・
式
典
 星
 
・
破
軍
星
）
の
 中
の
一
つ
の
星
が
本
命
星
（
属
星
）
と
し
て
 

を
定
め
る
方
法
も
あ
っ
た
Ⅹ
こ
の
星
が
人
の
寿
命
や
吉
 凶
 禍
福
を
支
配
す
る
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
こ
 

供
養
し
祈
念
す
る
た
め
、
密
教
で
は
北
斗
法
や
属
星
供
 
本
命
星
供
・
 
元
辰
供
 ・
本
命
元
神
供
等
が
 

祭
 ・
属
星
祭
・
本
命
星
祭
・
本
命
元
神
祭
等
の
諸
 祭が
 行
 な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
 

北
斗
信
仰
は
日
本
に
は
既
に
古
墳
時
代
か
ら
そ
の
伝
来
 が
 確
認
さ
れ
る
が
、
平
安
時
代
に
入
る
と
 あ

る
が
、
そ
も
そ
も
こ
の
北
斗
七
星
 

て
 北
斗
七
星
（
 負
狼
星
 ，
 巨
 問
屋
・
 

定
め
ら
れ
（
本
命
星
の
他
に
元
神
屋
 

で
こ
の
本
命
星
・
 元
 神
屋
に
対
し
て
 

修
さ
れ
、
陰
陽
道
に
於
て
は
北
斗
 

弘
仁
年
間
に
宮
申
の
元
日
西
方
 拝
が
 



㈲
街
道
吉
 云
 。
妓
籍
 
唐
ま
記
 。
 

有
 。
 陽
 北
斗
七
星
。
 有
レ
 
陰
山
王
土
神
文
。
 

示
云
 。
石
山
王
土
方
 ボ
 。
一
宇
金
輪
 万
る
被
 。
 用
 。
 之
 。
 此
 文
 光
英
 誠
 謹
也
。
金
輪
差
七
星
主
政
 也
 。
 八
 中
略
 V
 故
 山
 

セ
星
セ
曜
 同
体
位
。
 依
ド
 立
山
王
本
地
織
感
光
仏
頂
晋
也
  
 

文
宏
。
北
斗
七
星
者
七
仏
薬
師
云
々
。
 

示
云
 。
 依
ニ
 地
文
 -
 
山
王
父
七
仏
薬
師
 以
為
 二
本
地
㌔
。
。
 

（
 
9
 ）
 

谷
山
王
 留
 記
 口
 「
 七
 明
神
七
星
 事
 」
）
 

㈲
御
漬
 告
云
 。
 

有
レ
陽
 北
斗
七
星
。
 有
 。
陰
山
王
七
社
 云
 。
。
 

止
観
 院
 七
仏
日
吉
 社
セ
 神
本
地
車
 迩
並
 。
 或
 三
天
子
本
命
 道
場
。
 或
号
 衆
生
本
命
霊
神
。
 可
 。
貴
司
 
レ
仰
云
 
。
。
 

王 
金 
輪 

在
 /
 陽
名
 二
セ
星
宿
 -
 
。
 在
 /
 除
名
二
七
明
神
。
 

（
 
8
 ）
 

谷
山
家
要
略
記
 ヒ
 
「
山
王
 七
神
 北
斗
七
星
一
体
 事
 」
   

 
  

 

 
  

 

一
 一 

 
 

 
 

 
 

山
王
・
北
斗
同
体
説
の
形
成
を
考
察
す
る
に
当
り
 、
先
 ず
 山
王
神
道
書
に
見
え
る
山
王
・
北
斗
同
体
説
の
具
体
例
 を
幾
 っ
か
左
に
示
し
 

て
み
た
い
。
 

㈹
 厳
 神
霊
応
草
田
。
 



山王神道形成典の 一斑 

㈲
山
王
：
七
重
曹
 
有
 。
 之
 。
 其
 ，
 相
 如
何
。
 

八
階
 V
 第
セ
 
，
 如
影
随
 影
山
王
卜
者
。
 在
 "
 。
 天
 二
名
二
七
星
 
ト
 -
 
。
 在
ハ
 。
 地
 ，
 
号
 二
七
社
明
神
 ト
 -
 
。
 此
 則
行
者
 ノ
 七
覚
 分
 是
也
 。
昇
三
 

其
 本
源
，
 -
 
。
東
方
七
仏
薬
師
閻
浮
Ⅰ
 
移
 。
 彩
 名
。
玄
天
 二
セ
 畢
 。
七
星
，
精
気
随
 
テ
令
 /
 圭
 三
切
衆
生
，
 -
 
。
 故
以
毛
 早
者
二
本
命
 

星
 ト
 -
 
也
。
今
，
山
王
刷
セ
 
星
 ，
精
神
ナ
ル
 
故
 。
行
者
 ノ
 色
体
 刷
チ
山
王
，
全
体
位
。
故
上
知
 影
随
形
 ，
政
三
守
護
 -
 
給
地
。
 
佛
如
 /
 此
名
 

 
 

世
表
。
。
 

3
%
 

（
 
2
 
l
l
 

）
 

 
 

尖
 渓
嵐
拾
葉
集
 ヒ
巻
 第
六
）
 

 
  

 

右
の
諸
説
中
の
㈹
㈲
㈲
㈲
に
於
て
、
山
王
・
北
斗
同
体
 説
は
 
「
 厳
 神
霊
応
 章
 b
 
三
宝
輪
竹
 記
ヒ
日
 街
道
吉
ヒ
 
の
 逸
文
と
し
て
引
か
れ
 

（
 
0
 
l
l
 

）
 

（
 
司
 
三
業
相
応
三
輪
山
王
 き
 

㈲
三
宝
輪
竹
 記
云
 。
 

陽
昇
 青
二
七
星
 -
 
。
 陰
 降
卒
二
七
神
丘
々
。
 

口
決
云
 。
 七
 明
神
北
斗
七
星
 習
 Z
 夷
 。
放
光
首
陀
僧
正
実
 快
板
 レ
 百
二
仙
洞
 -
 
授
 二
七
明
神
 -
 

成
蔵
 宿
禰
セ
千
賀
 之
時
 。
 後
 嵯
峨
法
皇
 被
 。
不
二
 首
勅
 興
 -
 
天
。
大
納
言
二
位
 奉
 。
 

セ
ナ
 ノ
仝
日
 ソ
為
ト
 ヤ
昔
 ョ
リ
押
そ
社
ノ
数
 サ
タ
 メ
ケ
 ソ
 

此
奇
 ハ
九
 %
 院
 僧
正
春
。
 授
 二
七
明
神
事
 -
 
思
名
寄
云
々
。
 

（
「
 
同
ム
ぬ
ヒ
 

）
 

⑪
犬
山
王
七
社
者
 在
 。
天
親
 二
 
北
斗
七
星
 -
 
。
 有
 。
 
他
 
陰
レ
 

顕
二
七
 社
 明
神
 -
 
。
譲
ニ
持
ス
一
天
四
海
，
 
-
 
。
 

 
 

病
 -
 
。
 是
 。
天
地
人
，
三
才
。
陰
陽
不
二
 
ノ
内
譚
 。
 

 
 
 
 

（
・
 

l
 
，
 
）
 

ミ
 金
剛
秘
密
山
王
伝
授
大
事
 き
 

 
 

を
 。
火
成
二
七
仏
 
薬
即
治
ス
二
 煩
悩
，
 衆
 



て
い
る
 0
 こ
の
玉
書
は
各
々
最
澄
・
円
仁
・
良
源
の
撰
述
 と
 伝
え
る
が
、
先
述
の
山
王
七
社
の
成
立
年
代
か
ら
 推
 し
て
も
 偽
撰
 で
あ
る
こ
 

と
は
云
 う
 ま
で
も
な
く
、
同
体
説
の
成
立
年
代
を
推
定
す
 る
 決
め
手
と
は
な
ら
な
い
。
 

そ
こ
で
右
の
諸
説
の
内
容
を
検
討
し
て
み
る
に
、
㈲
 の
 「
文
宏
。
」
以
下
、
及
び
㈲
⑬
㈹
に
 
よ
 れ
ば
天
上
の
北
斗
 七
星
と
地
上
の
山
王
 

セ
 社
は
同
体
で
あ
り
、
ま
た
北
斗
七
星
 と
セ
 仙
薬
師
が
同
 体
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
山
王
の
本
地
は
七
仏
薬
師
で
 あ
る
と
い
う
。
 

ま
た
㈲
の
自
決
の
前
半
に
よ
れ
ば
、
山
王
の
曇
 茶
羅
に
 は
 一
字
金
輪
鼻
薬
羅
を
用
い
、
金
輪
が
七
星
の
主
で
あ
る
 故
に
山
王
と
金
輪
 

セ
星
 ・
七
曜
は
同
体
で
あ
り
、
さ
ら
に
山
王
の
本
地
は
職
 感
光
仏
頂
で
あ
る
と
い
う
。
 尚
 こ
れ
と
同
様
の
説
は
「
 山
王
 留
 記
 ヒ
 「
山
王
土
 

曇
汝
事
 」
に
 

金
輪
 有
 二
一
。
大
日
金
輪
・
釈
迦
金
輪
地
。
総
持
院
職
 盛
 光
 釈
迦
金
輪
、
即
山
王
本
地
 也
 。
 

と
 見
え
、
山
王
の
本
地
は
叡
山
 惣
持
 院
に
修
さ
れ
る
 職
盛
 光
 法
の
 本
 尊
で
あ
る
 職
 感
光
仏
頂
（
釈
迦
金
輪
）
で
あ
 る
と
い
う
。
 

こ
の
様
に
山
王
神
道
書
に
見
え
る
山
王
・
北
斗
同
体
読
 は
 北
斗
七
星
と
同
体
と
さ
れ
る
 セ
 仙
薬
師
、
或
は
七
星
を
 春
属
 と
す
る
一
字
 金
 

（
 
3
 
l
l
 

）
 

輪
 仏
頂
 や
 、
金
輪
と
同
体
と
さ
れ
る
 職
 感
光
仏
頂
と
の
 本
地
 垂
 遊
説
と
密
接
に
関
連
し
た
形
で
説
か
れ
る
の
で
あ
 る
 。
こ
れ
は
山
王
・
 北
 

与
同
体
読
が
七
仏
薬
師
法
や
北
斗
 法
 ・
一
字
金
輪
 法
 ・
 職
 感
光
 法
 等
と
密
接
な
関
わ
り
を
持
っ
て
形
成
さ
れ
た
こ
 と
を
示
す
も
の
と
思
わ
 

れ
る
。
こ
の
点
を
以
下
に
論
証
し
て
み
た
い
。
 

そ
こ
で
先
ず
十
三
世
紀
成
立
の
台
密
の
事
相
 書
 で
あ
る
 承
 澄
撰
 「
阿
娑
縛
抄
口
を
見
る
に
、
幾
つ
か
の
別
尊
法
に
 お
い
て
山
王
の
神
が
 

蝋
燭
 供
 或
い
は
礼
拝
の
形
式
に
 よ
 り
祀
ら
れ
て
い
る
こ
 と
が
判
明
す
る
。
 

第
一
に
七
仏
薬
師
法
の
「
道
場
荘
厳
重
」
条
に
 ょ
 れ
ば
、
 こ
の
修
法
に
は
天
壇
・
護
摩
壇
・
十
二
天
壇
・
夜
叉
 壇
 
聖
天
壇
の
五
壇
を
 

設
け
る
が
、
そ
の
中
の
薬
師
十
二
神
将
を
供
養
す
る
 夜
 文
 壇
の
 弁
 備
に
関
す
る
記
事
に
 

一
切
 如
 二
十
二
天
壇
 -
 
。
 但
 蝋
燭
 供
 十
二
杯
 備
ド
之
 。
 

C356)  34 
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山 と 斗 神 に て 三 王 と 

第 玉 貝 第 ・ 第 に 対 策 か 行 こ 見   
主 金 の 時 天 天 じ 夫 余 供 や 光 
枝 輪 和 に 壇 供 く に 輪 が 銀 法 に 於て ド ニ二此 と表裏 僕 をな 小麿 は 可レ有 / 備 司。 。 一字金 山王 セ を本尊 近来行 銭 幣 ・ 

の 関係 浩二王 御 云云。 康 

膏 
さ 不 

動   
  
  

  
十   法 」 朽 壊 とす 一杯 一 
八宿 の 疫 を 

「 万ロ（ 立 
十一   ，一 行 供じて       増 て 事 」   の   
宮 十 二 不 動 も 法 

し 
と 初 

に於ぃ 士 O ケ @ ""@ 富 一 「 あ 夜 
  

赤患 ， 、 
ノ @ し 道場 対す 一 荘 或加 ， 。 北斗 一 。 柔 る よ 

七   れ 
曜   

凌一 」 
ll ・ i 七 七   

七 杯 星 十 
杯 の 若 条     余 

九 。 供養 

公 に 

手金輪 

凹 め であたこと 「文春 説   
家 

執 の 被   
他 行 / / 杯 

行 星 / 三諸 コ供 天 加 が記さ ま る o  ） J 5 
Ⅴ @ し ゴヒ 疫 辰 れ た 山 

35@ (357) 

（
 
4
 
l
 ）
 

0
 教
主
 房
図
 。
薬
師
日
光
月
光
山
王
符
 疫
加
コ
保
 之
 -
 
。
 

0
 文
春
 グ
加
コ
供
 
山
王
 去
 ：
 
標
 銀
銭
 不
 。
 
置
 。
 之
 。
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口 を に と 推 
御 初 よ る 職 定 そ 

盛 し こ 

や 盤 固 く 

四 

念 仁 ヒ 斗 の 

除 五 彩 盛 

め 法 。 華 仁 て こ   
修 勝 持念通 牒特発 取 。 - 
法 
ア @ し 

於 
  
て 

  山 
内 王 

の 

- 丁 己 

ら 

れ 
る 

法 に @. Ⅴ よ 

、らノ 

と旅 してしここ @ 力 法 ケ @ し 

  
な 
  

ナ ・ Ⅰ 

時     期 
ら 亡 命 仁 。 街 " 。 を 

  
縛 疫 外 情 
抄 に の 一 
ヒ 各 燭 杯 
に 一 燭   

ょ 界 傑 士 
れ で が 二 

ば あ 春 官 
" つ ら 一 

似 た れ 杯 

。 上の 山 力 るが 

五 と " 王 
っ 記 私 行 
の さ 註 疫 
別 れ に 各 
尊 て よ 一 
法 ぃ （ れ 杯 （ 
ほ ろ 30 ま 欺 き 
於   
て 

そ の 姪 

内 
山 訳 

王 ひま 

へ 七 
の 曜 
力 ケ @ し 

供 セ 
或 
  杯、 

は 九 
拝 執 
LL 本・ + し 

が     
確 十 

さ   
れ 
る 十一 

  
宮 

に各   

杯、 

そ 
し 
て 



し
て
星
宿
 法
 と
し
て
の
色
彩
を
次
第
に
強
め
て
い
っ
た
 も
の
と
思
わ
れ
る
。
 

蛾
 感
光
 法
は
惣
持
 院
に
放
い
て
恒
例
の
不
断
行
法
と
し
 て
 修
さ
れ
た
が
、
そ
の
他
に
臨
時
修
法
が
行
な
わ
れ
る
 ょ
 う
に
な
る
 0
 臨
時
 修
 

法
の
事
例
を
「
阿
娑
縛
抄
 し
 「
 職
 感
光
 法
 日
記
実
」
と
 「
門
葉
 記
 b
 「
 
織
 感
光
 法
 」
か
ら
拾
い
出
し
八
表
 V
 に
 掲
 げ
た
が
、
こ
れ
に
 よ
 れ
 

ば
 延
喜
年
間
よ
り
臨
時
修
法
の
例
が
見
え
て
く
る
。
 こ
 の
点
に
関
し
て
速
水
伯
 氏
は
 

十
世
紀
貴
族
社
会
に
お
け
る
本
命
日
や
本
命
星
の
信
仰
 発
達
に
対
応
す
る
現
象
で
あ
り
、
延
喜
年
間
を
境
と
す
る
 織
 感
光
法
の
盛
行
 

（
四
）
 

は
 、
個
人
の
運
命
を
星
宿
で
説
明
し
ょ
う
と
す
る
、
貴
族
 社
会
の
新
た
な
信
仰
の
動
き
に
合
致
し
た
結
果
で
あ
る
  
 

㍻
と
述
べ
て
い
る
が
、
正
し
く
十
世
紀
後
半
以
降
の
 

陰
陽
道
の
星
祭
や
密
教
の
星
供
の
盛
行
と
軌
を
一
に
す
る
 も
の
で
あ
り
、
当
時
の
貴
族
 

ゆ
 
社
会
に
於
け
る
星
宿
信
仰
の
流
行
に
対
応
す
る
 形
 で
 臨
時
修
法
が
行
な
わ
れ
る
 よ
う
 に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
 

成
 

 
 

は
 、
十
一
世
紀
の
末
頃
で
あ
る
。
即
ち
「
阿
娑
縛
抄
」
「
 織
 感
光
 法
 日
記
 集
 」
の
中
に
 

國
 
引
か
れ
た
長
承
元
年
つ
一
三
二
）
九
月
の
青
蓮
 
房
 法
印
 勝
 豪
の
説
に
 

山
 

職
盛
 九
者
。
 至
 二
千
円
融
舅
御
時
 -
 
。
近
代
立
体
 不
 。
 作
 。
 助
 修
之
数
少
。
 不
 。
幸
二
蝋
燭
 
供
 -
 
。
天
工
礼
拝
 -
 
。
昌
二
 乗
 舅
御
時
 -
 
。
 如
 。
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（
 
3
 
2
 ）
 

の
を
、
 
職
 感
光
仏
頂
の
威
力
に
よ
っ
て
鎮
め
る
こ
と
を
 目
 的
と
し
て
修
さ
れ
る
法
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
お
り
、
 星
 宿
 信
仰
の
流
行
に
即
応
 

あ
り
、
星
宿
法
的
性
格
は
必
ず
し
も
鮮
明
で
は
な
か
っ
た
 。
だ
が
「
阿
娑
縛
抄
 し
 に
ょ
れ
ば
、
 蛾
 感
光
法
の
 本
 尊
 
職
 感
光
仏
頂
は
毛
孔
 

か
ら
 職
盛
 の
 光
 烙
を
流
出
し
、
そ
の
光
明
に
よ
っ
て
日
月
 星
宿
等
の
光
輝
あ
る
諸
天
曜
宿
を
教
令
折
伏
す
る
 仏
尊
 で
あ
り
、
 職
 感
光
 法
は
 

日
食
・
月
食
・
彗
星
・
妖
星
等
の
天
変
に
よ
り
天
子
の
命
 宿
が
 犯
さ
れ
、
或
は
流
行
病
や
鬼
神
の
暴
 乱
 ・
異
国
の
 侵
略
等
が
引
起
さ
れ
る
 

  

職
蟻
先
決
 は
 
「
 蛾
 感
光
仏
頂
威
徳
光
明
真
言
儀
軌
 ヒ
等
 の
 経
軌
に
 ょ
 れ
ば
、
本
来
は
天
変
に
限
ら
ず
幅
広
い
現
世
 利
益
を
有
す
る
法
で
 

（
 
2
 
2
 ）
 

ね
 、
後
世
「
山
門
 之
秘
腱
 ・
国
家
 之
 珍
重
」
の
秘
法
と
 し
て
七
仏
薬
師
法
・
安
鎮
法
（
後
に
 鎮
将
 夜
叉
 法
ぺ
 普
賢
 延
命
法
と
共
に
山
門
四
 

箇
 大
法
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
 



延
喜
 五
 
（
 
九
 0
 五
）
 夏
 

延
喜
十
一
（
九
一
一
）
 秋
 

天
慶
 七
 
（
九
四
四
）
 七
 

天
慶
 八
 
（
九
四
五
）
十
二
 

天
暦
 三
 
（
九
四
九
）
 七
 

天
徳
田
（
北
上
 
ハ
 
0
 ）
 九
 

承
暦
 四
 
（
 一
 0 八
 0
 ）
 七
 

寛
治
 六
 
（
 一
 0 九
二
）
 十
 

康
和
 四
 
（
一
一
 
0
 二
）
 十
 

康
和
五
二
一
 0
 三
）
 正
 

長
治
 二
 （
一
一
 
0
 四
）
 三
 

嘉
承
 二
 （
一
一
 
0
 七
）
十
一
 

水
入
 二
 （
一
一
一
四
）
 正
 

永
久
四
（
一
一
一
山
 ハ
 ）
 四
 

天
治
 二
 （
一
一
二
五
）
 八
 

天
治
三
公
一
二
五
）
 
八
 

天
 系
一
一
（
一
一
一
一
一
一
一
）
一
一
一
 

@
 

忠 応 仁 忙 忙 仁 賢 賢 賢 仁 長 延 延 義 明 玄 玄 

尋 美 美豪 家 源 遅 遅遅 覚 宴 昌 昌 梅津 昭 昭 

  
年 

月 

  
導 

  

八
表
 V
 

惣
持
 院
 

宮
中
豊
楽
院
 

惣
持
院
 

惣
持
 院
 

大
日
 院
 

仁
寿
殿
 

定
 休
房
 

賀
陽
院
 

仁
寿
殿
 

仁
寿
殿
 

新
大
炊
殿
 

土
御
門
内
裏
 

女
院
御
所
 東
殿
 

三
条
東
 殿
 

道 

場 

二
十
 

  
一一十十 二十八 十 

十
四
 

十
四
 伴僧 数 

セ ハ セ 八 六 セ 八 七 
蝋 
燭 

十干 二 十 会 十 十干十 全 十一 一 
供数 

有 有 有 無 有 
山 

Ⅹ Ⅹ Ⅹ Ⅹ 王 
力 Ⅱ 

供 

鷺
悔
 

天
変
・
玉
体
安
穏
 

天
変
 

天
変
 

関
白
 師
実
 御
悩
 

天
変
地
妖
 

天
変
 

日
食
・
聖
主
当
年
星
 

玉
体
安
穏
 

天
変
 

待
賢
門
院
息
災
延
寿
 

理 

由 

(360)@ 38 



山王神道形成典の 一斑 

（
山
王
加
供
の
項
の
Ⅹ
印
は
ョ
教
正
 
-
 記
し
に
よ
り
推
定
し
た
。
）
 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

承 塵 建 元 建 建 建 長 仁 久 久 夫 康 長 承元 八 以 元二 永二 大元 人工 位囚 仁 二 久充 寛元 平二 女瓦 女工 養二 二 治 

（
一
一
一
一
一
一
一
）
 

（
一
一
四
一
一
一
）
 

（
一
一
四
五
）
 

（
一
一
四
土
 
ハ
 ）
 

三
一
四
九
）
 

（
一
一
五
一
一
）
 

（
一
一
山
八
二
 

コ
 

（
一
一
九
 上
ハ
 
）
 

（
一
一
一
 

0
 一
一
）
 

（
一
一
一
 

0
 血
 
四
一
）
 

（
一
一
一
 

0
 五
）
 

（
一
一
一
 

0
 エ
ハ
 
）
 

（
一
一
一
 

0
 セ
 ）
 

（
一
一
一
 

0
 八
）
 

下
略
 V
 

九
 

十
 

四
 

十
二
 

ユ
 
"
 

一
 

九
 

七
 

十
一
 

一
 

一
 

セ
 

一
 一
 

"
"
"
"
"
"
 

一
 

慈 慈 慈 慈 慈 慈 慈 重 行 行 行 行 行 忠 

円 円 円 円 円 円 円 輸 玄 玄 玄 玄 玄 言 

禁
中
 

土
御
門
内
裏
 

禁
中
 

土
御
門
烏
丸
内
裏
 

押
小
路
殿
 

青
蓮
院
御
房
 

押
 小
路
 東
 洞
院
新
内
裏
 

閑
院
内
裏
 

春
日
殿
 

宇
治
平
等
院
 

法
勝
寺
 

域
感
光
堂
 

職
感
 光
堂
 

職
 感
光
堂
 

      
  

七
十
八
 

七
十
九
 

セ
 十
八
 

有 有 有 

学
 尾
鉱
地
震
 

彗
星
御
所
 

星
 変
 

公
家
御
所
 

天
変
・
降
雨
 

院
 御
所
 

院
 御
初
 



と
 見
え
て
お
り
、
こ
れ
に
 よ
 れ
ば
 職
 感
光
法
は
円
融
肩
息
 真
 座
主
の
時
代
 迄
は
助
 修
の
数
も
少
な
く
、
諸
天
星
辰
 に
 対
す
る
蝋
燭
 供
 
（
 
七
 

十
 大
供
）
も
奉
ら
ず
礼
拝
の
作
法
も
な
か
っ
た
が
、
一
乗
 房
仕
 覚
座
主
の
頃
か
ら
近
代
行
な
わ
れ
る
よ
う
な
形
態
 に
な
っ
た
と
い
う
。
 天
 

ム
ロ
座
主
が
良
真
か
ら
に
覚
に
交
替
す
る
の
は
寛
治
七
年
 
父
 0
 九
三
）
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
時
期
が
 職
 盛
況
 法
の
整
備
拡
充
さ
れ
 

る
 画
期
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
 う
 。
 

た
だ
し
八
表
 V
 の
承
暦
四
年
の
例
に
 ょ
 れ
ば
、
七
十
二
杯
 の
 蝋
燭
 僕
 が
奉
ら
れ
て
お
り
、
既
に
こ
の
時
期
に
は
 セ
 干
 天
供
の
加
わ
っ
た
 

形
式
の
行
法
が
存
在
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。
そ
れ
 塾
 一
十
人
の
伴
僧
と
七
十
天
保
 
と
 礼
拝
の
作
法
が
全
て
後
世
 の
 如
く
恒
例
化
し
た
の
 

(362) 

（
 
5
 
2
 ）
 

此
成
也
 。
 

4
0
 



 
 

赦
 
け
る
山
王
加
供
の
初
見
は
康
和
四
年
十
月
の
賢
 遅
 の
 修
法
で
あ
る
と
い
え
 よ
う
 。
 

 
 

供
 の
譜
例
を
振
り
返
る
に
、
一
字
金
輪
法
は
山
王
加
供
の
 始
ま
っ
た
年
代
が
明
記
さ
れ
 
 
 
 
 

榊
 
て
い
な
い
も
の
の
、
 セ
 仙
薬
師
法
は
賢
 逼
の
 ミ
数
 王
国
 口
 に
加
供
の
こ
と
が
見
え
、
仏
眼
 法
 に
お
け
る
山
王
 

 
 

 
 

山
 

に
よ
 る
康
和
元
年
間
五
月
の
修
法
に
お
け
る
も
の
で
あ
っ
 た
 。
こ
の
二
例
と
も
に
教
正
男
 賢
 遅
の
手
に
ょ
り
山
王
 の
 加
供
が
な
さ
れ
た
こ
 

  

筆
録
し
た
口
四
十
 帖
決
口
 
の
 巻
 第
九
の
七
十
大
供
の
 行
 法
 に
関
す
る
記
事
中
に
 

（
 
為
 ）
 

次
回
 /
 礼
コ
 挿
ス
七
十
余
蒔
，
 -
 
。
諦
三
々
 尊
 -
 
。
若
一
二
五
 セ
 乃
至
面
皮
。
一
々
起
居
ソ
テ
 
礼
 ス
 ト
之
 ：
 

と
あ
っ
て
、
割
註
に
 よ
 れ
ば
陰
陽
道
祭
祀
の
影
響
を
受
 げ
た
作
法
と
考
え
ら
れ
る
。
 

（
四
）
 

そ
も
そ
も
七
十
天
保
 は
 
「
四
十
 帖
 決
し
に
「
七
十
大
供
。
 
大
姉
，
意
楽
 地
 」
と
見
え
る
如
く
 、
 確
た
る
経
軌
に
基
づ
 く
も
の
で
は
な
く
、
 

時
に
 幣
 畠
を
供
え
る
例
も
あ
る
な
ど
、
全
体
に
陰
陽
道
 の
 星
祭
の
行
儀
を
取
り
入
れ
て
成
立
し
た
の
で
は
な
か
ろ
 ㌻
Ⅰ
 

ノ
カ
ハ
。
 

）
Ⅰ
 

コ
 
3
 
O
 

と
も
あ
れ
 セ
干
 天
供
を
行
法
の
中
に
組
み
入
れ
た
こ
と
 に
よ
り
、
 蛾
 感
光
法
の
星
宿
 法
 と
し
て
の
性
格
は
強
化
さ
 れ
る
こ
と
と
な
っ
 

た
 。
 職
 感
光
 法
 に
山
王
へ
の
加
供
が
な
さ
れ
る
の
は
、
 

そ
 ね
か
ら
間
も
な
く
の
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
「
阿
娑
縛
抄
 口
 に
は
次
の
如
く
見
え
 

る
 。
 

（
 
Ⅱ
）
 

@
 

教
正
記
 云
 。
 曇
 茶
経
 有
 二
七
十
七
等
 -
 
。
俊
ニ
 此
 貞
 -
 
蝋
燭
 

 
 

こ
の
「
教
正
記
」
と
は
先
述
の
如
く
、
 

長
 宴
の
弟
子
で
 天
台
座
主
に
も
上
っ
た
教
主
 房
賢
逼
二
 0
 二
九
 ｜
 一
一
一
 二
）
の
著
作
と
考
え
 

ら
れ
る
。
こ
れ
に
 ょ
 れ
ば
蝋
燭
 供
は
職
 感
光
 曇
茶
羅
 の
 七
 十
七
等
に
対
し
て
奉
る
が
、
時
に
北
斗
・
山
王
・
打
痕
 へ
の
吾
一
杯
を
加
え
て
 

八
十
界
奉
る
と
い
う
。
こ
の
 杯
 数
に
関
す
る
記
述
を
八
表
 V
 の
中
の
賢
 逼
 自
身
が
導
師
を
勤
め
た
修
法
例
に
当
て
 は
め
れ
ば
、
康
和
五
年
 

の
事
例
は
七
十
余
 杯
 と
あ
り
、
北
斗
・
山
王
・
 
行
 疫
へ
の
 加
供
は
な
か
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
が
、
康
和
四
年
と
長
 浩
二
年
の
事
例
に
於
て
 

瑚
は
八
十
界
の
蝋
燭
 供
 が
奉
ら
れ
て
お
り
、
北
斗
・
 

山
 王
 
・
 行
疫
に
 対
す
る
加
供
の
行
な
わ
れ
た
こ
と
が
判
明
 す
る
。
即
ち
 職
 感
光
 法
に
於
 



と
を
示
し
て
い
る
。
 
｜
尚
 、
北
斗
法
は
後
述
の
如
く
山
王
 加
供
の
年
代
は
か
な
り
下
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
 

賢
遅
 の
 師
 
・
長
妻
 の
 
「
四
十
 帖
決
 目
で
は
、
修
法
に
 於
 げ
る
山
王
加
供
の
こ
と
は
一
切
触
れ
て
い
な
い
こ
と
を
 考
 え
 合
わ
せ
れ
ば
、
 
恐
 

ら
く
は
 賢
 逼
の
手
で
康
和
年
間
の
頃
に
は
、
 

織
 感
光
 法
 

七
仏
薬
師
法
・
仏
眼
 法
 に
放
い
て
時
に
応
じ
山
王
の
神
 へ
の
加
供
が
行
な
わ
れ
 

る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
金
輪
法
へ
の
 山
 王
 加
供
も
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
 た
と
見
て
よ
い
だ
 る
 

ら
ノ
 
。
 

職
 感
光
 法
 を
は
じ
め
と
す
る
こ
れ
ら
の
諸
尊
 法
 に
山
王
 の
 加
供
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
要
因
と
し
て
ほ
 、
こ
 
の
時
期
日
吉
社
の
国
 

家
 祭
祀
に
占
め
る
地
位
が
向
上
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
 よ
う
 。
二
十
二
社
制
は
律
令
神
祇
制
度
の
形
骸
化
に
伴
 な
 い
 、
新
た
な
国
家
祭
祀
 

制
度
と
し
て
編
成
さ
れ
て
く
る
が
、
こ
の
二
十
二
社
 制
 は
 、
永
保
元
年
（
 一
 
0
 八
一
）
に
日
吉
 社
 の
 加
列
 が
恒
例
化
さ
 れ
る
こ
と
に
よ
り
 
確
 

大
法
中
の
蘇
悉
地
の
本
尊
と
さ
れ
て
お
り
、
台
密
に
 於
 

 
 

て
は
特
に
重
ん
ぜ
ら
れ
る
 仏
 尊
で
あ
㍉
。
 

上
 さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
従
来
か
ら
山
王
を
鎮
護
 神
と
し
て
仰
い
で
き
た
延
暦
寺
の
天
台
 僧
が
 、
国
家
的
 レ
 ベ
ル
で
の
崇
敬
を
う
け
 

る
 よ
 う
 に
な
っ
た
日
吉
山
王
の
神
を
ム
ロ
 密
 修
法
の
中
に
組
 み
 入
れ
て
祀
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
 嘉
保
二
年
（
 
一
 
0
 九
五
）
 

は
降
 、
山
門
 敬
話
 に
日
吉
社
の
神
輿
を
界
ぐ
よ
 う
 に
 な
 っ
 た
こ
と
と
 同
 軌
の
現
象
で
あ
り
、
こ
の
時
期
を
境
に
延
 暦
 寺
の
組
織
や
教
法
が
 

日
吉
 社
 乃
至
は
山
王
信
仰
と
密
接
不
可
分
の
関
係
を
も
 っ
て
く
る
こ
と
と
な
る
。
 

ま
た
山
王
の
加
供
が
特
定
の
諸
尊
 法
に
 於
て
の
み
 行
 な
わ
 れ
た
点
に
つ
い
て
は
次
の
様
に
考
え
ら
れ
る
。
 

先
ず
七
仏
薬
師
法
は
 、
天
 ム
ロ
座
主
が
導
師
と
な
り
公
家
 
の
奉
 為
に
修
さ
れ
る
法
と
さ
れ
 ｜
 た
だ
し
十
二
世
紀
中
葉
 に
そ
の
原
則
は
崩
れ
 

る
が
｜
 先
述
の
職
感
光
 法
 と
共
に
後
世
山
門
四
箇
大
法
 の
 一
つ
に
数
え
ら
れ
、
東
密
で
は
修
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
 台
密
独
自
の
秘
法
で
あ
 

る
 0
 ま
た
金
輪
 法
 
・
仏
眼
 法
 に
つ
い
て
も
、
そ
の
本
尊
 の
 金
輪
・
仏
眼
は
台
密
が
胎
金
両
部
を
成
就
す
る
法
と
し
 て
 独
自
に
立
て
る
三
部
 

（
 
3
 ）
 

よ
っ
て
こ
れ
ら
の
諸
尊
 法
 は
い
ず
れ
も
ム
ロ
 密
 独
自
の
 、
乃
 至
は
 ム
ロ
密
教
学
の
独
自
性
を
体
現
す
る
秘
法
で
あ
り
、
 

そ
れ
 故
 天
台
擁
護
の
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山王神道形成典の 一斑 

本 力 - ヒ れ 養 
本地 即 の右 に こ し こ   

で に ヒ の は 適 間 ら 説 る 実 は は 
あ 止 が 先 『 月 頃     

  

居 、 

" 紀 " 丸 え " 同 と 

神 降 胎 土 
砥 の て 八 
観 こ 真 日   。 な う 

に と 体 条 る 離 る こ 

基 で 的 の づと壇 いし） 実れ 類、 が 

づ あ な 恵 
団 円 と の " 。 相 不 う 。 

ぎる仙克 、 。 菩の 仏菩薩 てなさ 理解 て ではな 神 ）と 信仰 

出 そ 薩 上 
王 れ と 表 れ たれ、 さく捉の え垂 的立 

の 故 の 文 も て 十 た 述   
神 庫 本 中 の し 二 の で の 

思議 

  ケ @ し 

を 和 遮 に で た 天 で あ つ 
あ ち 壇 あ る   神を り、のと・夜 る 。 て 「大士 夜叉 壇 年間当 説 が唱 も よ 

や 時 え 垂 権     
七 の ら 述 未居 だわ 、 叉 壇 者 

出 れ 等 神 土 山 ね 。 
天 王 る 或 壬 る の 

且｜ 日日し 

（ 権 
  

世 
  壬 。 供壇 信仰 のほ 社 @= ． @   3 

に の 日 或 Ⅴ @ 目 小壇 の神 に も よ 

加 大 宝 神 ，寸 メ、 加 と 権 
供 勢 物 ピ し 供 し 

す は 集 と て さ 四 

る 神 口 見 サま れ     第十者を供 文段，時司 巻 
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不
動
護
摩
等
 セ
 管
掌
。
足
長
日
立
動
地
。
 

復
次
 朔
日
七
十
 大
供
。
晦
日
山
王
侯
。
 
某
 中
間
千
入
 ケ
日
 。
薬
師
金
輪
 仏
眼
不
動
等
 四
壇
 

護
摩
。
 各
セ
箇
 日
次
第
勤
行
。
 
是
 毎
月
立
動
地
。
 
復
次
 始
げ
自
 ，
七
日
 -
 
到
 二
十
三
日
 -
 
。
 限
以
二
 セ
 ロ
 -
 
拳
レ
 ニ
エ
 北
斗
 -
 
。
三
日
慈
恵
大
師
 

（
㏄
）
 

講
 。
 又
 毎
月
之
助
 也
 。
 復
次
 大
 職
 感
光
 浩
 々

 花
 尊
名
士
 ケ
日
 。
 是
 毎
年
立
動
地
。
 

こ
れ
に
 ょ
 れ
ば
、
こ
の
 
職
 感
光
堂
に
は
八
尺
金
銅
製
の
 一
 手
金
輪
 種
 字
を
本
尊
と
し
、
薬
師
如
来
、
日
光
月
光
三
 菩
薩
・
十
二
神
将
 

不
動
明
王
と
脇
侍
の
二
童
子
・
毘
沙
門
天
王
・
吉
祥
天
 女
 
・
日
吉
大
神
の
本
地
仏
菩
薩
 億 と
い
っ
た
尊
像
を
安
置
 し
て
い
た
 0
 ま
た
 職
盛
 

光
堂
に
於
て
は
長
日
の
勤
行
の
他
に
 、
 年
に
一
度
 七
ケ
 日
の
大
 職
感
 光
 法
 
・
洪
化
法
 尊
な
 行
な
 い
 、
ま
た
毎
月
朔
 日
 に
七
十
天
保
、
晦
日
 

に
 山
王
 供
 、
残
る
二
十
八
日
間
に
薬
師
・
金
輪
・
仏
眼
 
不
動
等
の
諸
法
を
順
次
修
し
、
別
に
毎
月
七
日
か
ら
 十
 三
日
の
七
日
間
北
斗
 供
 

を
 奉
り
、
三
日
に
は
慈
恵
大
師
講
を
営
む
こ
と
が
定
め
ら
 れ
て
い
る
。
 

ま
た
こ
の
時
期
に
山
王
と
共
に
北
斗
 セ
 星
の
加
供
が
な
さ
 れ
た
こ
と
は
 ｜
 こ
れ
が
直
接
山
王
・
北
斗
同
体
調
に
連
 な
る
も
の
で
あ
る
か
 

は
 後
に
論
及
す
る
こ
と
と
し
て
１
 %
 感
光
法
の
星
宿
 法
と
 し
て
の
性
格
を
一
層
強
化
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
存
し
 た
も
の
と
推
測
さ
れ
 

る
 。
 

こ
こ
で
さ
ら
に
 職
 感
光
法
の
展
開
を
た
ど
る
に
、
鎌
倉
持
 代
 に
人
る
と
慈
円
が
元
久
二
年
（
一
二
 0
 五
）
に
後
鳥
羽
 院
生
 季
 為
に
鎮
護
 

国
家
道
場
と
し
て
大
戦
法
院
を
建
立
す
る
。
こ
の
大
戦
 法
院
は
織
 感
光
堂
と
阿
弥
陀
堂
か
ら
な
っ
て
お
り
、
 職
盛
 光
堂
に
於
て
は
 職
 感
光
 

法
を
中
心
と
す
る
秘
密
修
法
を
行
た
り
こ
と
を
定
め
た
。
 そ
の
詳
細
は
「
門
葉
 記
 口
巻
第
百
三
十
四
所
収
の
承
 一
 空
豆
二
 三
 0
 八
）
 十
 

月
の
後
鳥
羽
院
の
御
願
文
に
次
の
如
く
記
さ
れ
て
い
る
。
 

三
間
四
面
 職
感
 光
堂
一
宇
。
 奉
 "
 
安
コ
 
直
八
尺
金
銅
一
字
 金
輪
種
子
 -
 
。
 召
 二
万
買
船
場
 
州
 -
 
。
 螢
二
恵
 元
船
達
官
 -
 
。
 薬
師
如
来
日
光
 月
 

元
三
菩
薩
十
二
神
将
不
動
明
王
 競
 伽
羅
勇
多
 伽
二
 童
子
 砒
 沙
門
天
王
吉
祥
天
女
日
吉
大
神
本
地
仏
菩
薩
俊
一
字
 金
 繍
仏
眼
北
斗
南
 界
 

法
花
 虚
空
会
 等
 五
部
 曇
茶
羅
 。
 各
彰
二
之
 丹
青
 -
 
。
 安
 ，
 
其
 道
場
 -
 
。
八
車
路
 V
 職
 感
光
堂
 則
蛾
 感
光
一
字
金
輪
仏
眼
 薬
師
法
華
等
行
法
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Ⅰ主神道形成虫の 一斑     

は
 上
の
如
く
 職
 感
光
法
を
中
心
に
ム
ロ
 密
 修
法
の
史
的
展
 開
を
追
っ
て
み
た
が
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
次
に
山
王
・
 北
 与
同
体
説
の
成
立
に
 

つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。
 

先
述
の
如
く
「
教
正
記
 ヒ
 等
に
 ょ
 れ
ば
、
康
和
年
間
 頃
 に
蛾
 感
光
 法
 に
北
斗
・
山
王
・
 
行
 疫
の
加
供
が
行
な
わ
れ
 る
よ
う
に
な
っ
た
の
 

で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
が
特
に
山
王
・
北
斗
が
同
体
で
 あ
る
と
の
観
念
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
も
の
で
な
か
っ
 た
こ
と
は
、
次
の
史
料
 

に
よ
り
推
定
さ
れ
る
。
即
ち
仁
平
四
年
二
一
五
四
）
 成
 立
 の
静
黙
 撰
 
「
竹
林
抄
口
巻
 十
 
「
 蛾
 感
光
 法
下
 」
の
「
 七
 十
全
尊
名
数
」
の
 
条
 
）
 

3
6
7
 

 
 

に
よ
 れ
 ば
 、
七
十
大
供
に
関
し
て
、
 

（
 
8
 
3
 ）
 

4
5
 

私
云
 。
以
上
七
十
七
草
地
。
 
若
 北
斗
七
星
型
 輔
 星
山
王
 三
 聖
行
 疫
加
二
 此
等
 -
 
者
。
 都
 八
十
九
位
 地
 。
 

五 

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
 戯
 感
光
堂
内
に
 

に
 ょ
 れ
ば
、
山
王
 セ
 社
の
本
地
仏
で
あ
る
三
如
来
 四
 

こ
の
山
王
七
社
本
地
仏
の
安
置
に
 ょ
 り
、
第
一
に
 

る
 。
ま
た
第
二
に
は
山
王
の
神
が
本
地
車
速
読
の
 理
 

具
象
化
さ
れ
た
こ
と
は
、
 織
 感
光
 法
 に
加
供
さ
れ
る
 

上
か
ら
は
実
額
神
か
ら
権
者
神
の
地
位
に
上
昇
し
た
 

が
形
成
さ
れ
る
布
石
と
し
て
大
き
な
意
義
を
持
っ
も
 

に
青
蓮
院
門
跡
の
管
掌
す
る
秘
法
と
し
て
定
着
し
て
 「

山
王
大
神
本
地
仏
菩
薩
 
像
 」
が
安
置
さ
れ
た
こ
と
で
あ
 る
 。
「
仏
菩
薩
」
と
あ
る
 

（
 
辞
 ）
 

菩
薩
の
像
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
 

戯
 感
光
堂
内
で
修
さ
れ
る
 織
感
 光
 法
 に
は
山
王
の
加
供
 が
 恒
例
化
し
た
と
推
測
さ
れ
 

論
 釣
枠
組
み
で
捉
え
ら
れ
、
 

職
感
 光
堂
内
へ
の
本
地
仏
 の
 安
置
と
い
う
形
で
そ
れ
が
 

山
王
 神
 が
従
来
通
り
実
 類
 と
し
て
の
法
式
で
供
養
養
さ
れ
 な
が
ら
も
、
信
仰
心
意
の
 

こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
二
点
は
後
に
職
 感
光
仏
頂
Ⅱ
山
王
本
地
説
 

の
と
考
え
ら
れ
る
。
 
尚
 、
 職
 感
光
法
は
慈
円
に
 よ
 る
 織
盛
 光
堂
の
建
立
以
後
、
次
第
 

い
く
こ
と
と
な
る
。
 



北
斗
法
の
功
能
を
述
べ
た
右
の
文
中
に
山
王
七
社
と
北
 斗
 七
星
の
 

北
斗
 法
 に
関
わ
る
 教
説
 で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
だ
 ろ
 う
 。
 

北
斗
 法
 に
山
王
を
祀
る
こ
と
は
、
口
四
十
姑
洗
口
や
「
 行
林
 抄
し
 

如
く
「
阿
娑
縛
抄
 ヒ
に
 至
っ
て
明
記
さ
れ
て
く
る
。
 

管
 見
に
及
ん
だ
 同

体
な
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
山
王
・
 北
 与
同
体
調
 が
 

「
三
昧
 流
 口
伝
集
目
等
の
ム
ロ
密
の
典
籍
に
は
未
だ
見
え
ず
 
、
先
述
の
 

限
り
、
北
斗
 法
 に
山
王
を
祀
っ
た
初
見
は
次
に
示
す
「
 門
葉
 記
 b
 巻
 

と
 見
え
て
お
り
、
七
十
大
供
に
北
斗
・
山
王
・
打
痕
 を
加
 え
る
場
合
、
北
斗
は
輔
星
を
加
え
て
八
杯
、
山
王
は
三
 聖
に
 対
し
て
三
杯
、
行
 

疫
は
 
一
杯
の
蝋
燭
供
を
奉
る
と
し
て
い
る
。
若
し
山
王
 
と
 北
斗
の
同
時
加
供
が
、
山
王
，
北
斗
同
体
観
に
基
づ
く
 も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
 

北
斗
七
星
に
対
応
す
べ
き
山
王
は
当
然
七
社
の
神
で
あ
 ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
が
、
こ
こ
に
於
て
は
三
聖
の
神
を
供
 養
し
て
お
り
、
対
す
る
 

北
斗
も
輔
星
を
加
え
て
八
位
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
 取
 り
も
直
さ
ず
十
一
世
紀
中
葉
迄
は
山
王
を
北
斗
に
比
擬
し
 、
同
体
と
見
 倣
す
 考
え
 

の
 成
立
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
云
え
よ
 ぅ
 。
そ
し
て
恐
ら
く
 セ
 仙
薬
師
法
・
仏
眼
 法
 等
に
於
て
 も
ま
た
同
様
で
あ
っ
た
 

ろ
 う
 。
 

む
し
ろ
山
王
・
北
斗
同
体
読
成
立
の
直
接
の
契
機
は
 、
北
 手
法
 に
 於
て
山
王
七
社
が
祀
ら
れ
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
 る
の
で
は
な
か
ろ
う
 

か
 。
即
ち
「
門
葉
 記
 二
巻
百
六
十
五
所
収
の
、
永
享
十
一
年
 

（
一
四
三
九
）
十
月
二
十
三
日
・
「
北
斗
洪
恩
詔
」
の
「
 
此
法
 功
能
事
」
条
に
次
 

の
 如
く
見
え
る
。
 

  

 
 

凡
人
 Z
 
博
二
運
命
 -
 事
 在
 。
扁
虻
 此
尊
弍
 
九
町
。
持
コ
 念
之
り
星
 宿
 深
秘
文
中
深
秘
 也
 。
諸
星
宿
曜
等
 雄
ド
多
 。
 之
 。
 以
二
 セ
屋
 -
 満
 二
 最
上
り
 是
 

  

 
 

  
  

  

  

 
 

則
在
 。
 天
 者
名
工
北
斗
七
星
 弍
在
 。
地
者
 称
 ，
山
王
七
社
 づ
北
 斗
者
偏
懸
 ：
高
津
 之
空
 -
 金
本
 ド
ニ
 二
会
川
ぺ
苅
宿
習
 深
二
 北
州
 @
 

事
。
何
人
 

不
 。
 雨
 "
 之
 。
山
王
者
文
通
コ
 照
東
隅
 -
 株
 擁
コ
護
 武
山
 弍
知
 住
田
尾
，
北
山
 -
 天
 事
 。
謹
誓
 不
 "
 仰
 "
 芝
突
。
呪
文
北
斗
 セ
 皇
考
恭
二
仏
眼
尊
 

 
 

  
 
 

内
管
 属
づ
 
顕
二
大
日
如
来
功
徳
Ⅱ
 
依
 。
 之
 金
輪
仏
眼
 殊
以
ニ
 北
斗
立
所
帰
 -
 也
。
大
方
 転
二
 定
業
 -
 
事
。
 此
 七
星
 之
 功
能
 也
 。
 削
二
死
 礼
 -
 行
 二
 

 
 

（
㏄
）
 

坐
礼
 @
 

事
。
儀
軌
 説
相
 分
明
 也
 。
何
 祈
コ
禧
 倉
増
長
づ
望
 二
官
位
福
禄
 弍
 専
任
此
 等
弍
能
 々
 可
 。
 信
 。
芝
突
。
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山王神道形成典 の 

ぅ て 洗 礼 
        が、 

る 私 行 

なわ こと 眼法 

め が れ 
二 い た 

点 ず こ 

に れ と 

於 も が 
て 星 加 
北 宿 ら 

斗 法 れ 
法 と る 
に し 。 

極 て 北 
め の 斗 
て 性 法 
類 格 に 
似 を 山 
し 有 王 
て し   
い て 乞 何 
る い 疫 
こ ろ へ 

礼拝 とからこと、 の 
、 ま が 

こ た 加 
れ 一 わ 
ら 字 っ 

の 金 た 
諸 輪 の 
尊 乃 は 
法 華   
か は 山 
ら 金 王 
の 輪 加 
影 と 供 
警 固 め 

に 体 な 
よ と さ 

る さ れ 
も れ る 
の る 職 
と 仙 盛 
考 を 光 
え 本 法 
ら 尊   
れ と 金 
よ し 輪 
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百
六
十
二
所
収
の
建
長
元
年
（
一
二
四
九
）
六
月
の
座
主
 

道
覚
 親
王
の
修
し
た
北
斗
法
の
記
事
中
に
求
め
ら
れ
る
。
 

西
山
 宮
 

建
長
元
年
六
月
九
日
。
 

於
 御
本
属
自
今
宮
御
所
 被
 。
 
修
 ：
 北
斗
 法
づ
 

-
@
 

ゑ
 
）
 

大
河
 闇
梨
天
 ム
ロ
座
主
入
道
無
品
親
王
道
 

助
修
 上
八
口
 

八
 中
略
 V
 

随
方
 勧
請
 段
 。
諸
天
漢
語
講
田
文
。
 

蓋
 。
供
養
 段
初
 。
 承
仕
 参
 蝋
燭
火
 付
 。
何
 紐
滞
棚
 
M
 。
幣
串
。
 先
 麗
水
。
 
次
加
 
 
 

計
三
 

 
 

礼
拝
 %
 増
加
 害
 。
 妙
 児
曹
 星
王
 。
抜
山
王
 セ
社
 。
 

御
本
命
 元
神
 。
決
行
疫
神
等
 云
 。
。
 

修
 大
施
主
殿
下
 元
 。
。
 

関
白
浄
衣
 白
 平
袈
裟
 街
 着
用
。
 

（
 
0
 
4
 ）
 

御
 加
持
二
管
 度
 。
 

 
 

加
の
事
が
あ
り
、
臨
時
に
 妙
 児
曹
 星
王
 
，
山
王
七
社
・
 御
 本
命
 元
神
 
・
行
疫
神
へ
の
 拝
 



こ
こ
に
山
王
七
社
へ
の
礼
拝
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
は
、
 セ
 社
 と
七
星
と
の
同
体
観
を
前
提
と
し
て
い
る
も
の
と
 理
 解
さ
れ
る
。
さ
ら
に
 

こ
の
時
期
に
山
王
・
北
斗
の
同
体
 観
 が
形
成
さ
れ
て
い
た
 こ
と
の
傍
証
と
し
て
、
第
一
に
 ョ
 
新
後
撰
和
歌
集
  
所
 載
の
日
吉
社
の
社
司
 

祝
部
 成
蔑
め
 
「
 あ
ひ
 に
 あ
 ひ
て
日
吉
の
空
 ぞ
 さ
や
か
な
 る
 七
つ
の
星
の
て
ら
す
光
に
」
と
の
歌
が
あ
る
。
祝
部
 戊
 茂
は
祝
部
氏
系
図
に
 ょ
 

れ
ば
、
建
長
六
年
（
一
一
五
四
）
に
七
十
六
歳
で
死
去
し
 
て
お
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
建
長
年
間
道
に
は
山
王
七
社
 を
 北
斗
七
星
に
比
擬
 

（
・
 

4
 
，
 
）
 

す
る
思
想
が
成
立
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
 

第
二
に
は
、
史
料
と
し
て
の
信
頼
度
は
劣
る
が
、
 先
掲
 の
 「
三
業
相
応
三
輪
山
王
 L
 ㈲
の
記
事
に
 ょ
 れ
ば
、
 雲
快
 僧
正
が
後
嵯
峨
 院
に
 

山
王
の
七
明
神
と
北
斗
七
星
と
の
同
体
説
を
伝
授
し
た
と
 見
え
る
。
も
し
こ
れ
が
事
実
と
す
れ
ば
、
 雲
 快
は
文
永
 二
年
（
一
二
上
八
五
）
 

八
 

月
 に
前
年
の
倣
訴
の
張
本
と
し
て
山
門
遺
却
を
宣
下
さ
 

 
 

た
こ
と
と
な
ろ
 う
 。
 

は
 上
の
二
点
を
勘
案
す
れ
ば
、
山
王
・
北
斗
同
体
読
 は
鎌
 倉
 以
降
建
長
年
間
 迄
 、
恐
ら
く
は
建
長
年
間
を
さ
ほ
ど
 遡
ら
な
い
時
期
に
形
 

成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
 

最
後
に
七
仏
薬
師
を
山
王
・
北
斗
の
本
地
と
す
る
 教
説
 の
 成
立
に
つ
い
て
付
言
し
た
い
。
も
し
七
仏
薬
師
信
仰
の
 系
統
か
ら
独
自
に
山
 

王
 ・
北
斗
同
体
読
が
導
き
出
さ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
 七
 仏
 薬
師
信
仰
に
北
斗
七
星
と
の
同
体
説
の
存
在
す
る
こ
 と
が
前
提
と
な
ろ
 う
 。
 

だ
が
 セ
仏
 薬
師
と
北
斗
七
星
と
の
同
体
説
は
経
軌
に
は
 勿
 論
 、
「
四
十
 帖
決
口
 
「
 行
林
抄
 b
 ヨ
 ニ
昧
 流
 口
伝
 集
ヒ
 「
阿
娑
縛
抄
 口
 「
総
持
 

抄
 白
の
七
仏
薬
師
関
係
記
事
に
も
見
出
す
こ
と
が
出
来
ず
 

「
山
王
密
詔
 目
 「
金
剛
秘
密
山
王
伝
授
大
事
 ヒ
 「
 渓
 嵐
拾
葉
 集
目
等
の
山
王
 

神
道
 説
 
（
前
提
㈲
㈲
㊤
㈲
）
に
至
っ
て
は
じ
め
て
認
め
 
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 

よ
っ
て
七
仏
薬
師
信
仰
の
側
か
ら
山
王
・
北
斗
同
体
読
 が
 導
き
出
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
む
し
ろ
 北
 斗
法
 に
山
王
七
社
を
 

礼
拝
の
形
式
で
祀
る
こ
と
に
よ
り
生
み
出
さ
れ
た
山
王
 
北
斗
同
体
調
 を
 、
鎌
倉
末
期
に
至
っ
て
七
仏
薬
師
信
仰
 に
 付
会
し
た
と
見
る
の
 

が
 順
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
だ
し
こ
の
付
会
に
も
、
 単
 に
セ
仏
 と
七
社
・
七
星
の
数
字
上
の
一
致
の
み
な
ら
ず
 、
七
仏
薬
師
法
に
 放
け
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山王神道形成虫の 一斑 

利 仰 が 説 ら 神 全 景 以上 世社会し残しこの 益 を 導 に 、そ 山王 はむ の仏 山王 道に の崖 とし   こ に ・ 斗 同体 すべ 信 年 与同 ため 神を 世に ま一 も 派生 ムロ 密 職 に ろの は北 仏眼   
い 忌 日 な 霊 分 光 で 関 ・ 斗 て 薬 に 

仏 あ わ 一 同 山 師 関   察から 信仰のの補考 神とそ しても 延いて 思想に 輪 仏 ・ 推測さ ら形成 を山本 成立を の神に 台密修   
す 敬 仰 し 乱 く 七 。 た 地 る す に す 
こ り を た 神 化 仏 と こ る 出 れ 
と 速 水 の ・ 年 菜 と す と 作 王 は 
と も 迩 で 克 信 節 な る が 法 が   

し た 説 は 神 仰 と 物 説 出 が 加 先 
て め に な   や の 語 が 来 行 供 ず 

稿 に よ か 宇 兵 本 る 村 ょ な さ 康 
を 形 つ ろ 賀 府 述 も 通 5% わ れ 和 
終 成 て ぅ 神 信 説 の し 。 ）れ る 午 
え さ 台 か   仰 を で、 て て よ 間 

あ い い 9 項 

りる 、 の た に に 介して るごと 神 れた 密教学 胞衣 神 の流行 も な 当 
で に 台 七 は の っ 時 のも 道諦とし あ 対 密 仏 と た の 

た で と る 店 数 秦 山 考 。 日 

ぃ あ に と し 学 師 王 
。 つ 位 と えこ告 られ 山 

た 置 説 い てと " 連 山 ゴヒ れ を 王 
と 付 三 斗 同 " 先 の   こ 磯 信   山 居、 た ゴヒ 体 

斗 説 
の と 仰 

る 一 時 し の 
。 方 と が 点 不 発 

猶 で の   は っ 展     出 て を 
明 中   信 る 玉 簾 背 
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Ⅱ
 
、
 

る
 康
和
年
間
以
来
の
山
王
加
供
の
実
 修
 が
前
提
と
な
っ
て
 い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
 



註
 

5
0
 

（
 1
 ）
三
崎
良
周
「
山
王
神
道
と
一
字
金
輪
仏
頂
」
（
印
度
 
学
 仏
教
学
研
究
第
八
巻
第
二
号
）
「
再
び
山
王
神
道
と
一
字
金
輪
 仏
頂
に
つ
い
て
」
（
 天
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ム
ロ
学
報
創
刊
号
）
。
本
稿
は
こ
の
他
に
以
下
の
註
に
引
用
す
る
 

三
 崎
 氏
の
諸
論
考
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
 

 
 

（
 2
 ）
大
宮
の
勧
請
は
天
智
 
朝
 と
も
、
最
澄
の
手
 に
 よ
る
と
も
 伝
え
ら
れ
る
が
、
確
実
な
史
料
に
拠
る
限
り
「
三
代
実
録
」
 貞
 親
元
年
正
月
二
十
七
日
 

条
の
大
比
叡
・
 
小
 比
叡
の
二
神
に
対
す
る
神
階
 奏
 授
の
記
事
が
 、
二
社
体
制
の
成
立
を
確
認
出
来
る
最
古
の
例
で
あ
る
。
 

（
 3
 ）
正
確
に
は
万
寿
五
年
（
 
一
 0
 二
八
）
以
降
永
久
三
年
（
 一
一
一
五
）
 迄
 、
最
も
下
っ
て
も
保
延
六
年
二
一
四
 
0
 ）
 迄
 に
は
山
王
 
セ
 社
の
体
制
 

が
 成
立
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
詳
し
く
は
拙
稿
「
四
三
七
 

五
月
十
六
日
中
刻
 於
ニ
 比
叡
山
神
蔵
 寺
 閑
窓
 -
 
伝
書
 畢
 」
と
記
さ
 社

の
成
立
」
（
神
道
学
第
一
二
五
号
）
参
照
。
 尚
 、
こ
の
中
で
 

れ
て
い
る
。
撰
者
の
名
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
応
長
元
年
か
 ら
 正
和
四
年
 迄
 

山
王
三
聖
の
体
 

制
の
成
立
を
円
珍
の
座
主
在
任
中
以
降
の
こ
と
と
推
断
し
た
が
 、
そ
の
後
円
珍
の
門
三
箇
条
 制
 誠
文
し
自
筆
本
を
写
真
に
よ
り
 披
見
し
た
と
こ
 

ろ
 
「
大
小
比
叡
山
王
三
聖
」
と
の
語
の
存
す
る
こ
と
が
判
明
し
 
た
 。
よ
っ
て
山
王
三
聖
の
体
制
の
成
立
は
同
制
誠
文
」
の
草
さ
 れ
た
仁
和
四
年
 

（
八
八
八
）
以
前
に
遡
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
謹
ん
で
 
訂
 正
さ
せ
て
頂
き
た
い
。
 

（
 4
 ）
た
だ
し
ョ
内
裏
儀
式
」
に
よ
れ
ば
、
四
方
拝
で
の
属
星
 
へ
の
拝
礼
は
「
当
年
属
星
」
即
ち
そ
の
年
の
十
二
支
に
該
当
す
 る
 属
星
を
拝
し
た
。
 

尚
 、
四
方
拝
の
成
立
に
関
し
て
は
前
坊
「
元
旦
四
方
拝
の
成
立
 」
（
 
司
 名
古
屋
大
学
日
本
史
論
集
」
上
巻
 八
 吉
川
弘
文
館
 V
 ）
 参
照
。
 

（
 5
 ）
コ
朝
野
群
載
 
L
 巻
 九
十
五
所
 引
 「
書
家
 異
記
 」
。
陰
陽
道
 
諸
 祭
の
初
見
に
つ
い
て
は
山
下
克
明
「
陰
陽
道
に
お
け
る
典
拠
 の
 考
察
 ｜
い
 わ
ゆ
る
 本
 

書
 ・
本
条
・
本
文
の
存
在
意
義
 ｜
 」
（
青
山
学
院
大
学
文
学
部
 紀
要
第
二
三
号
）
に
詳
し
い
。
 

（
 6
 ）
戸
村
上
天
皇
御
記
」
天
徳
四
年
十
二
月
十
七
日
・
二
十
 
一
日
 名
も
 

（
 7
 ）
平
安
時
代
の
星
宿
信
仰
や
秘
密
修
法
の
展
開
に
つ
い
て
 は
 速
水
楕
円
平
安
貴
族
社
会
と
仏
教
 ヒ
八
 吉
川
弘
文
館
 V
 第
三
 早
参
照
。
 

（
 8
 ）
神
宮
文
庫
蔵
ヨ
山
家
要
略
記
山
王
部
霊
応
 

記
姜
こ
 
に
よ
る
 

円
山
家
要
略
記
」
は
 
義
 源
の
編
纂
と
考
え
ら
れ
、
末
巻
 は
奥
 書
 に
ょ
れ
ば
正
応
二
年
 

（
一
二
八
九
）
の
成
立
で
あ
る
。
拙
稿
「
 伝
 大
江
匡
房
 撰
日
 扶
桑
 明
月
 集
 」
の
成
立
に
つ
い
て
」
（
神
道
宗
教
第
一
一
八
号
）
 参
 照
 。
 

（
 9
 ）
西
教
寺
正
教
蔵
本
に
 
よ
 る
。
大
日
本
仏
教
全
書
本
向
山
 家
鼠
略
記
」
に
も
ム
ロ
冊
の
形
で
収
め
ら
れ
て
い
る
。
本
書
は
奥
 

書
に
 
「
正
和
元
年
 己
子
 

の
間
に
神
蔵
 寺
 に
住
し
た
 
義
源
 の
 撰
と
 見
ら
れ
る
。
 
義
源
 と
神
 蕨
手
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
尾
上
覧
 仲
 
「
比
叡
山
東
塔
別
所
 
神
 蔵
 寺
の
教
学
」
 

（
印
度
 学
 仏
教
学
研
究
第
一
五
巻
第
一
号
）
参
照
。
 

（
 田
 ）
西
教
寺
正
教
 蔵
 。
本
書
に
は
奥
書
が
な
く
、
鎌
倉
末
期
 以
降
の
成
立
と
思
わ
れ
る
が
詳
細
は
不
明
。
 

（
Ⅱ
）
ョ
天
台
宗
全
書
 し
 第
一
二
巻
所
収
。
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羽 32 （ （ （⑳ 12 （ 
（ （ （ （ （ （   

  ） ） 
19@ 18@ 17@ 16@ 15@ 14 
） ） ） ） ） ） 

13@ 12   
同 ョ だ 七 滴 『 保 と 大 閤 仏 『ョ刊 同鈴 所ョ い 一 ヨ 
古河 し 曜 ョ大は見 

  
居屋の上霞。 耳た 素食 川 弘に同大 教を ョ 

だ 」 書 支 お尊王 
し の』 館 け と 蔵   に 仏し 於 に小 以 この 凡例 （ V 研一 るす』 る ） 

第三 て 0 を 本 で 哩紐芋裸 丁ョ 文は に よ 収二の第 ）のは七 
五・七三 八行 曜 ） 
巻疫 ・ 十 
大な計 月 
一如 都十 

頁供星 X す 九日 

る 羅 の 
と 喉慈 行 の 八 
い 星 出 

ぅと じ共修 の 
に し 
出 た 
壬 仏   
眼法 行 ， ・ 

法 

疫 の 下 」 
の - 言 己 の 

輸 」（ 視点 ｜ 輪王 」 1 
」 ヨ 

加害 「 （ミ夫 
供 に 道 
さ よ 場 
れ れ 荘 

たば ， ,   斗取 」 
と 道 条 
が場 か 
見 に ら 

え 大   １ 目 0 
て壇 （ 密ヨ 用 

信仰 今 員 ， 数 金 
であ 護摩る。 

（ 壇 豊 剛峯 との 陀羅 文化 

ナ， し   関 中 ニ 第 楼 
る 。   
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（
 
笏
 ）
・
 月
 平
安
貴
族
社
会
と
仏
教
 ヒ
 四
五
 ｜
 六
頁
。
 

 
 

 
 

（
 
P
a
 
）
 
ョ
 
大
日
仏
」
第
五
八
巻
七
九
頁
。
 

（
 
為
 ）
但
し
、
 
八
 菩
薩
を
除
外
し
て
六
十
八
専
と
す
る
 場
 ム
ロ
も
 あ
り
、
ま
た
こ
れ
に
山
王
・
 行
疫
 ・
北
斗
二
杯
又
は
七
杯
）
 
泰
山
府
君
・
五
道
大
㈹
 

神
を
随
時
加
供
す
る
の
で
、
流
儀
に
 ょ
 9
 杯
数
は
異
な
る
。
 

（
 
担
 ）
 
コ
 大
日
仏
ヒ
第
六
 0
 巻
 四
六
頁
。
 

（
 
0
0
 
）
 
円
 大
正
蔵
 ヒ
 第
七
五
巻
 九
 0
 八
頁
。
 

（
 
怨
 ）
同
士
 ト 

（
㏄
）
六
字
法
に
陰
陽
道
の
河
 臨
祓
を
習
 ム
ロ
さ
せ
て
成
立
し
た
 六
字
 河
 塩
法
華
も
こ
れ
と
同
様
の
事
例
で
あ
ろ
う
。
六
字
河
鹿
 法
の
成
立
に
つ
い
て
 

は
 、
村
山
修
一
口
古
代
仏
教
の
中
世
的
展
開
 J
 六
法
蔵
 館
 V
 第
 一
編
、
岡
田
荘
司
「
私
 
祈
 禧
の
成
立
 ｜
 伊
勢
流
祓
の
形
成
過
程
 ｜
 」
（
神
道
ゐ
 不
 

教
 第
一
一
八
号
）
参
照
。
 

（
 
紐
 ）
同
大
日
仏
ヒ
第
五
八
巻
六
六
頁
。
 

（
・
 

%
 ）
 
ョ
 百
錬
抄
」
永
保
元
年
十
一
月
十
八
日
 条
 。
 

（
 
笘
 ）
安
洋
泰
彦
日
神
道
思
想
史
前
編
」
八
神
社
新
報
社
 V
 
一
 

（
 
何
 ）
自
大
正
蔵
 ヒ
 図
像
部
第
一
一
巻
三
六
五
頁
。
 

（
㏄
）
三
崎
良
周
「
円
仁
の
密
教
に
お
け
る
一
二
の
問
題
」
（
 

号
 ）
参
照
。
 

弁
亡
 
（
は
）
）
。
 

五
 0
 ｜
 三
頁
、
高
膝
 晴
俊
 「
本
地
 垂
 遊
説
受
容
の
思
想
的
背
景
 」
（
神
道
学
第
一
 
0
 艮
一
 

（
㏄
）
日
大
正
蔵
」
図
像
部
第
一
二
巻
三
一
三
 ｜
 四
頁
。
 

（
㌍
）
山
王
七
社
の
本
地
仏
は
一
般
に
大
宮
Ⅱ
釈
迦
・
二
宮
Ⅱ
 薬
師
・
 聖
 真
子
Ⅱ
阿
弥
陀
・
八
王
子
Ⅱ
千
手
・
客
人
Ⅱ
十
一
面
 
十
群
師
Ⅱ
地
蔵
・
 
三
 

宮
 Ⅱ
普
賢
で
あ
る
。
 
尚
 こ
の
他
に
既
述
し
た
如
く
、
山
王
（
 総
 体
 と
し
て
の
山
王
、
或
は
日
吉
大
宮
の
神
）
の
本
地
を
金
輪
 
職
 感
光
仏
頂
・
 

尊
皇
 王
 に
当
て
る
台
密
系
の
本
速
読
が
存
す
る
 0
 

（
 
舘
 ）
「
大
正
蔵
」
第
七
六
巻
九
八
頁
。
 

（
㏄
）
「
大
正
蔵
」
図
像
部
第
一
二
巻
五
三
二
頁
。
 

（
 
側
 ）
㍉
大
正
蔵
 ヒ
 図
像
部
第
一
二
巻
 五
 0
 九
頁
。
 

（
Ⅱ
）
 尚
 、
西
教
寺
蔵
及
び
正
教
寿
蔵
の
山
王
 曇
 茶
経
に
も
 七
 社
の
本
地
仏
の
図
像
の
上
に
北
斗
七
星
が
描
か
れ
て
い
る
。
 こ
 の
 二
つ
 召
受
茶
羅
 
は
い
 



山王神道形成虫の 一斑 

ず
れ
も
鎌
倉
時
代
の
作
成
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
が
、
正
確
な
 

作
成
年
代
は
不
詳
で
あ
る
。
 

（
 
蛇
 ）
㍉
 軽
桶
 
天
台
座
主
 
記
 」
 八
 第
一
書
房
 
V
 二
五
八
頁
。
 
尚
 、
 自
大
ム
ロ
座
主
 

記
 口
に
 ょ
 れ
ば
こ
の
時
 
雲
 快
は
日
吉
 
社
権
 別
当
の
 
地
位
に
あ
っ
た
。
 

（
㎎
）
そ
れ
故
、
山
王
七
社
の
制
は
北
斗
七
星
信
仰
に
導
引
 

さ
 れ
て
成
立
し
た
も
の
で
は
な
く
、
先
ず
七
社
制
の
成
立
が
先
行
 

し
 、
し
か
る
後
に
鎌
倉
 

時
代
に
入
っ
て
山
王
・
北
斗
同
体
読
に
よ
っ
て
 

セ
社
制
 
に
対
す
 
る
 教
学
的
意
味
付
け
が
な
さ
れ
た
と
理
解
さ
れ
る
。
 

（
 
何
 ）
 先
掲
 ㈲
の
 日
 三
業
相
応
三
輪
山
王
」
の
記
事
を
参
照
。
 

 
 

ま
た
「
 
命
鴇
悉
胎
三
め
哩
争
 

」
に
 

 
 

荒
 理
作
，
 
薄
 俸
 
静
之
 持
者
 変
 二
字
 
寧
 手
工
 
福
笠
 政
司
。
帰
老
 

至
二
 

池
上
御
記
日
次
真
言
荒
神
名
，
 

@
 
命
終
一
念
 

テ
 

之
 最
後
 弍
莫
レ
不
 

@
 
 桶
 
-
@
 

乱
神
主
 

抑
抑
 
，
，
十
禅
師
大
明
神
者
名
 

譚
 
-
 

類
 説
は
他
の
山
王
神
道
書
に
も
幾
つ
か
見
出
せ
る
。
 

 
 

 
 

本
命
星
。
 
可
 。
 
崇
者
命
業
 
胎
位
。
 
可
 。
 
思
 。
 
之
 。
 

二
 
宇
賀
 翌
 @
 
 

定
則
一
切
衆
生
 

。
 

之
 胞
衣
寿
福
神
地
。
 
@
@
 

自
ニ
 
胎
内
五
韻
 

 
 

（
ョ
大
ム
ロ
完
全
書
」
第
一
七
巻
一
二
一
九
頁
）
 

帖
 -
 
名
三
鷹
乱
神
岳
神
位
。
 

 
 

之
元
初
バ
 

  

  

此
合
 宿
者
。
今
生
一
期
 

之
間
 衛
護
 之
 星
宿
 世
 。
 次
業
宿
 
者
。
 先
 生
 本
命
星
也
。
 
依
 三
目
 
業
之
修
蚕
定
二
 
現
在
 之
 果
報
 -
 
之
故
 。
 先
 生
 本
命
星
 

猶
引
二
 
今
生
地
。
 次
 船
宿
者
。
 
宿
二
 
胎
内
 -
 
之
 間
 守
二
 
護
字
 星
宿
 
也
 。
 即
名
二
 
胞
衣
 神
 -
 
足
 也
 。
保
二
合
 -
 
送
 ，
一
生
 
-
 無
ド
 
非
二
星
宿
 
之
 衛
護
Ⅱ
 

光
司
 /
 
帰
ド
之
 
。
 

と
あ
る
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
 

0
 よ
っ
て
山
王
（
十
禅
師
）
 

を
 荒
神
・
 
露
 乱
神
（
 
障
擬
神
 
）
・
宇
賀
神
，
胞
衣
神
と
す
る
説
も
 

、
こ
れ
ら
が
 
全
 

て
 本
命
星
の
 
変
作
 と
し
て
の
神
格
で
あ
る
こ
と
に
由
来
す
る
の
 

で
あ
り
、
広
く
は
北
斗
の
本
命
星
信
仰
に
基
づ
く
所
説
と
い
え
 

2
@
 
ワ
 0
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元明太上天皇の 葬儀が意味す る 葬送儀礼史上の 断絶 点 

を は 
始 づ 飛 
め き ， 鳥 
畿 り   
肉 塊 奈 
の わ 良   
と い の 

官 る 葬 
標 点 送 
の で 儀 
間 あ 礼 
は る の 

そ 。 研 
の む 究 
膨 る 上   
広 こ 深 
がミ の い 

  
そ は 一 
の " つ 

断 当 は 
維 持   
の の 長 
象 日 朗 
徴 本 に 
は の わ 
大 社 た 
皇 会 っ 
の 全 て 
濱ゑ 伸 行 
の 。 に わ 

消 彩 れ 
滅 響 て 
と を き 

し 与 た 
て え 葬 
現 た 送 
わ の 儀 
れ で 礼 
た は に 

。 な 明 
同 か ら 
持 っ か 断 古 な に た 
墳 天 維 
の 皇 が 
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円
 
論
文
要
旨
 し
 
七
二
一
年
、
元
明
天
皇
 は
 葬
儀
の
一
週
間
後
、
 火
葬
さ
れ
た
そ
の
場
所
に
遺
骨
を
置
き
、
埋
葬
さ
れ
た
。
一
四
 年
前
の
文
武
天
皇
の
葬
 

儀
の
際
は
 、
 六
ヵ
月
間
 濱
が
 行
な
わ
れ
、
後
に
陵
に
埋
葬
さ
れ
 -
@
 

十
八
 
。
 

古
代
の
葬
儀
で
は
、
世
界
の
主
要
統
治
者
で
あ
る
君
主
の
死
は
 、
屍
体
の
傲
れ
が
一
種
の
再
生
の
条
件
と
な
り
、
新
君
主
の
即
 位
 と
共
に
循
環
的
 

時
間
の
更
新
を
、
新
都
の
建
設
と
共
に
空
間
の
更
新
を
、
可
能
 に
す
る
過
渡
期
を
開
始
さ
せ
た
。
 

津
金
国
家
の
成
立
と
共
に
、
君
主
権
は
君
主
の
人
格
そ
の
も
の
 か
ら
独
立
し
、
空
間
は
固
定
さ
れ
た
都
の
建
設
を
中
心
に
置
く
 こ
と
に
な
っ
た
。
 

時
間
も
、
直
線
的
な
も
の
へ
変
質
し
た
。
古
代
の
葬
儀
が
消
滅
 で
き
、
又
し
た
で
あ
ろ
う
時
期
は
、
こ
れ
ら
の
要
素
が
す
べ
て
 確
立
さ
れ
た
時
で
あ
 

る
 。
し
か
も
そ
の
時
仏
教
は
 、
 死
の
す
べ
て
の
側
面
を
組
織
で
 き
る
儀
礼
を
提
供
で
き
る
状
態
で
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
、
 葬
 送
 儀
礼
の
選
択
に
一
 

種
の
自
由
を
与
え
た
空
白
が
生
ま
れ
、
同
時
に
死
・
死
者
に
対
 す
る
新
し
い
不
安
の
源
泉
を
も
生
み
出
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
 あ
る
。
 

ロ
キ
ー
・
ワ
ー
ド
ロ
飛
鳥
 ノ
 奈
良
 ｜
 葬
儀
史
上
 /
 断
絶
１
 %
/
 主
権
１
時
間
 ノ
 空
白
 /
 観
 仝
 ザ
 
@
 仏
教
Ⅰ
死
体
 

フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
 
マ
セ
 

元
明
太
上
天
皇
の
葬
儀
が
意
味
す
る
 葬
送
儀
礼
史
上
 

君
主
、
時
間
の
概
念
の
変
質
を
め
ぐ
っ
て
  
 

の 

断 
絶 
占   



こ
の
断
絶
を
具
体
的
な
形
で
示
す
た
め
、
こ
こ
で
文
武
天
 皇
と
 元
明
太
上
天
皇
の
葬
送
儀
礼
を
紹
介
す
る
。
続
目
 本
紀
に
 ょ
 れ
ば
、
 文
 

武
 天
皇
は
、
慶
雲
四
年
（
 七
 0
 七
年
）
六
月
十
五
日
、
 

w
 
朋
 御
し
た
。
十
六
日
、
志
 
貴
 親
王
と
他
の
五
人
が
濱
の
 官
の
事
に
供
奉
す
る
こ
 

と
が
定
め
ら
れ
た
。
文
道
話
 に
 従
っ
て
「
哀
を
挙
ぐ
る
 @
 
」
と
三
日
、
凶
服
一
月
」
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
更
に
「
 初
右
 よ
り
七
七
に
到
る
 

み
か
ま
ど
 

ま
で
四
大
寺
に
 
於
 き
て
斎
を
設
く
」
こ
と
が
定
め
ら
れ
、
 

十
月
三
日
に
は
、
新
田
部
親
王
を
初
め
五
位
以
上
の
者
 五
人
が
 御
 竃
を
造
る
 司
 

を
 任
命
さ
れ
た
。
同
日
、
山
陵
を
造
る
 司
 、
御
装
の
司
も
 任
命
さ
れ
た
。
十
一
月
十
二
日
、
当
麻
真
人
智
徳
が
 諌
 を
し
、
論
を
与
え
、
 
そ
 

の
 同
じ
日
に
文
武
天
皇
は
飛
鳥
の
岡
で
火
葬
さ
れ
、
二
十
 日
 、
 檜
隈
 の
 安
 古
の
山
陵
に
葬
ら
れ
た
の
で
あ
る
 0
 天
 皇
の
崩
御
の
日
か
ら
 埋
 

葬
 ま
で
の
間
に
は
 六
ケ
 月
の
隔
た
り
が
あ
り
、
そ
の
間
 伝
統
的
な
濱
の
官
の
儀
礼
が
行
わ
れ
て
い
る
。
大
武
・
 持
 統
 大
上
天
皇
の
た
め
の
 

最
後
の
訣
を
奉
し
た
当
麻
真
人
智
徳
は
、
文
武
天
皇
の
 死
に
際
し
て
も
誌
と
和
風
の
諭
を
贈
っ
て
い
る
。
持
 続
天
 皇
に
 続
い
て
文
武
天
皇
 

も
火
葬
さ
れ
た
が
、
一
週
間
後
に
天
皇
の
た
め
に
用
意
 さ
れ
た
山
陵
に
埋
葬
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
文
武
天
皇
 の
場
合
に
も
、
そ
の
時
 

ま
で
行
わ
れ
て
い
た
 濱
 ・
 謙
 ・
 論
 と
い
っ
た
儀
礼
は
持
続
 太
上
天
皇
の
葬
儀
の
場
合
と
同
様
、
新
し
い
仏
教
儀
礼
 で
あ
る
火
葬
・
中
陰
 と
 

共
存
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
 

こ
れ
に
対
し
、
十
四
年
後
の
養
老
五
年
（
七
二
一
年
）
に
 行
わ
れ
た
元
明
太
上
天
皇
の
葬
儀
の
場
合
、
伝
統
的
要
 素
 は
こ
と
ご
と
く
 捨
 

て
 去
ら
れ
、
火
葬
の
み
が
行
わ
れ
た
。
持
 続
 大
上
天
皇
 と
 同
じ
く
元
明
太
上
天
皇
も
、
遺
詔
に
よ
り
哀
も
服
も
不
 要
 と
指
示
し
て
い
た
。
 

十
二
月
 セ
 日
に
崩
御
し
、
八
日
に
長
屋
王
と
藤
原
朝
臣
 武
智
麻
呂
が
 御
 装
束
の
事
を
行
い
、
大
伴
宿
禰
旅
人
が
営
 陵
の
事
に
任
命
さ
れ
 

た
 。
そ
し
て
十
三
日
に
、
元
明
大
上
天
皇
は
火
葬
さ
れ
た
 そ
の
場
所
で
埋
葬
さ
れ
て
い
る
。
崩
御
と
埋
葬
の
間
に
 は
わ
ず
か
六
日
し
か
な
 

か
っ
た
ば
か
り
か
、
埋
葬
に
あ
た
っ
て
適
当
な
山
陵
も
造
 ら
れ
な
か
っ
た
。
 
又
 、
天
皇
が
自
身
で
決
め
た
論
考
も
 、
伝
統
的
な
華
麗
な
論
 

に
 対
す
る
一
種
の
否
定
で
あ
り
、
「
其
の
国
其
の
郡
の
朝
 廷
 に
敵
 手
 天
皇
」
と
非
常
に
簡
素
で
あ
る
。
こ
れ
以
上
 に
 質
素
な
天
皇
の
葬
儀
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（
 
l
l
 

）
 

建
造
の
終
り
、
そ
し
て
火
葬
の
伝
播
が
起
こ
 

つ
 ）
々
・
 

（
 
-
L
0
 

2
 
ハ
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天
 

 
  

 

上
 

 
 
 
 

 
 

克
 す
る
に
は
、
一
つ
の
困
難
と
し
て
文
献
の
少
な
さ
が
あ
 げ
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
確
実
 

 
  

 

（
 
4
 ）
 

な
 答
を
引
き
出
す
の
は
難
し
い
が
、
い
く
つ
か
の
考
察
が
 可
能
で
あ
る
。
（
五
来
車
先
生
、
（
 

3
 ）
和
田
華
氏
が
既
に
指
 摘
 し
た
 よ
う
 に
、
折
口
 

九
 梗

 儀
礼
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
が
宗
教
的
、
社
 

全
的
、
政
治
的
レ
ベ
ル
で
い
か
な
る
役
割
を
果
た
し
て
 

い
 た
の
か
を
捉
え
る
必
要
が
 

 
 

 
 

 
 

%
 
 
あ
っ
た
の
か
否
か
、
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
葬
送
蟻
 

礼
の
変
遷
と
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
 

も
 、
筆
者
の
調
べ
得
た
範
囲
 

恕
 
内
で
少
し
言
及
し
て
み
た
い
。
：
 

 
 
 
 

儀
 

葬
 

の
 

一
 奈
良
以
前
の
葬
送
儀
礼
 

白
玉
 

噺 網点 

れ 
こ て 

の い 

断 る 

絶   
の   

思味 

す 
る 

も 
の 

を 
理 
解 
す 
る 

ナ， ヒ 

め 

v@ し 

@ ま 

文 
武 
天 
皇 
の 

葬 
儀 
を 
も 
  
て 

終 
焉 
を 
生 

口げ 

る 

濱 
を 
中 
，む 

と 

し 

ナ， Ⅰ 

上 
代 

の葬 

送 

は
 、
奈
良
時
代
の
葬
送
儀
礼
史
上
に
例
が
な
い
が
、
文
武
 天
皇
の
葬
儀
を
境
と
し
て
、
上
代
の
 、
 長
い
濱
を
中
心
 と
し
た
天
皇
の
葬
儀
は
 

終
わ
り
を
告
げ
た
。
朱
鳥
元
年
（
六
八
六
年
）
に
崩
御
 し
た
天
武
天
皇
の
葬
送
儀
礼
と
比
較
す
れ
ば
、
こ
の
 元
明
 太
上
天
皇
の
葬
儀
が
意
 

抹
 す
る
歴
史
の
断
絶
は
ょ
り
鮮
明
に
現
わ
れ
る
。
大
武
 天
皇
の
場
合
、
濱
は
二
年
以
上
も
続
い
て
い
る
 0
 又
 そ
の
 間
 、
何
回
に
も
わ
た
っ
 

て
 ・
音
楽
等
の
儀
礼
が
繰
り
返
し
行
わ
れ
し
の
 

訣
 ぴ
 ご
と
 
・
 貧
 
み
 
け
み
ね
 

・
 哀
 

た
と
い
う
 0
 と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
濱
の
二
年
間
、
朝
 廷
の
生
活
は
全
面
的
に
 

天
皇
の
濱
を
中
心
に
展
開
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 そ
れ
に
対
し
て
元
明
太
上
天
皇
の
場
合
、
崩
御
か
ら
 埋
 萎
 ま
で
の
一
週
間
の
間
 

も
 、
火
葬
の
日
を
含
め
て
、
王
侯
卿
相
及
び
文
武
の
百
 官
は
遺
詔
に
縦
い
、
平
日
と
同
じ
く
職
掌
を
離
れ
な
か
っ
 た
と
続
日
本
紀
に
記
さ
 



（
 
6
 ）
 

 
 

礼
 で
あ
る
」
と
い
う
説
は
受
け
入
れ
難
い
。
筆
者
は
へ
 ル
 ツ
 
（
昌
の
「
（
さ
の
一
一
重
 

（
 
7
 ）
 

葬
 に
つ
い
て
の
研
究
を
も
と
に
し
て
別
の
機
会
に
濱
を
 分
析
し
て
み
た
。
）
 

1
 
 特
徴
 

㈲
魏
志
倭
人
伝
に
描
か
れ
た
葬
儀
が
十
日
間
続
き
、
 
古
 事
記
中
の
天
若
日
子
の
葬
儀
が
八
日
八
夜
で
あ
っ
た
の
 に
 対
し
、
日
本
書
紀
 

に
 見
ら
れ
る
歴
代
天
皇
の
濱
は
 、
 少
く
と
も
数
 ケ
 月
間
続
 い
て
い
る
 0
 時
に
は
 敏
 達
や
天
武
天
皇
の
場
合
の
よ
う
 に
 、
数
年
間
に
わ
た
っ
 

 
 

場
ム
ロ
 
、
後
継
者
の
即
位
が
常
に
埋
葬
の
後
、
す
な
わ
ち
 濱
の
終
焉
後
に
行
わ
れ
 

 
 

た
た
め
、
必
然
的
に
長
期
間
の
空
位
状
態
が
続
く
の
が
 並
 
日
 通
で
あ
っ
た
。
中
国
の
積
も
長
く
続
い
た
が
、
中
国
で
 は
 即
位
が
枢
の
前
で
行
 

 
 

然
 的
に
避
げ
ら
れ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
た
。
言
い
換
 え
れ
ば
、
上
代
の
日
本
 

人
 に
は
何
ら
か
の
理
由
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
長
い
空
 位
 状
態
が
必
要
と
さ
れ
た
と
解
釈
で
き
る
の
で
あ
る
。
 こ
 の
 問
題
に
は
後
で
触
れ
 

る
が
、
恐
ら
く
こ
れ
は
、
君
主
と
時
間
の
概
念
に
関
連
 し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 

㈲
 
濱
 と
空
位
の
問
題
に
即
し
て
言
え
ば
、
長
期
間
の
 葬
送
儀
礼
と
直
接
に
関
係
が
あ
る
の
は
腐
敗
の
問
題
で
あ
 る
 。
残
念
な
こ
と
 

に
、
 濱
の
期
間
中
、
死
体
に
対
し
ど
の
よ
う
な
扱
い
が
な
 さ
れ
て
い
た
の
か
は
 殆
 ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
 し
 、
日
本
書
紀
の
黄
泉
 

 
 

訪
問
神
話
の
一
書
の
中
で
、
イ
ザ
ナ
 キ
 が
腐
敗
状
態
に
 
あ
る
 ィ
ザ
ナ
ミ
 
を
見
つ
げ
る
の
が
「
 濱
敵
 の
 処
 」
で
あ
る
 こ
と
が
示
し
て
い
る
 様
 

に
、
 小
く
と
も
あ
る
古
い
形
の
濱
の
儀
礼
の
中
心
が
 、
腐
 敵
状
態
に
あ
る
死
体
だ
と
い
う
点
は
明
ら
か
で
あ
る
。
 こ
の
腐
敗
状
態
に
あ
る
 

死
体
と
の
接
触
を
避
け
る
に
は
、
火
葬
・
水
葬
・
死
亡
 直
 後
の
埋
葬
等
の
様
々
な
方
法
が
あ
る
。
に
も
 拘
 わ
ら
ず
 、
上
代
の
日
本
人
の
場
 

合
 、
宮
殿
内
に
あ
る
特
別
な
建
物
を
建
て
、
君
主
の
宮
 殿
 の
ほ
 ば
 中
央
に
位
置
す
る
こ
の
建
物
内
に
 、
機
 れ
の
 源
 と
な
る
腐
敗
状
態
の
死
 

体
を
長
期
間
あ
が
め
て
い
た
。
こ
の
事
実
は
、
そ
れ
は
 後
の
日
本
で
見
ら
れ
る
 絨
 れ
の
概
念
で
は
説
明
し
難
い
現
 象
 で
あ
る
 0
 従
っ
て
 、
 

上
代
社
会
で
は
濱
の
期
間
中
に
死
者
の
も
た
ら
す
腐
敗
、
 そ
し
て
死
の
機
れ
が
、
何
ら
か
の
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
 役
 割
を
果
た
し
て
い
た
 可
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元明太上天皇の 葬儀；     

い の 期 皇 皇 
た 中 に の の 

と 必 死 場 噴 まで 体が考えを 成 合、 
ら し 安 里 は 
れ た 畳 六   
る か さ 子 濱 
  ら れ で の 

こ で て あ 期 
の あ い る 間   
は 又 の を 死 
  、 宮 初 音 

充 夫 ま め と 

者 皇 で と 直 
の の や し 接 
霊 積 っ て の 
の で て 喪 関 
行 長 来 に 係 
方 期 た 服 が 

、 間 。 す る 
死 に と べ っ 

体 わ い き た 
の た り 人 女 
状 っ の 々 性 
態 た は は 達 
  場     @% 

浅 倉 濱 学 績 
さ に の 哀 の 

れ 眼 窩 ・ 宮 
た づ が 貧 に 

近 て 、 等 籠 
観 官 天 の っ 

考 え 皇 儀 た 
尊 ば の 礼 の 
の 、 崩 を で 

感 喪 御 符 あ 
清 め か り る 
と 期 ら た 。 

土間埋め一 場と 葬 、 方 
と 積 ま 定 こ 
が の で め の 

、 期 の ら 濱 
相 間 間 れ の 
互 は 、 た 期 
関 一 朝 正 閏   
持 て 活 時 夫 

59  (381) 

意味する葬送儀礼典 

e 剋 、 る 揺 
度 ㈹ 。 ぎ 
も な 
死 更   
者 に も 

壷 のと 並 の 濱の 

す 

場合、 の行方 

る 

ナ - し   め 

直 接 ケ @ - 
接 に @% 

、ある 結びっ 関連し 

げ て 時 
て い 期 
考 る ケ @ ヒ 

え の 生 
ら む ま   
れ 死 る 

て 者   死 
体 

  の 

肉 
居、 死 体 
わ 体 上 
ね め の 

る 置 変 
o か @ イ 

和 れ が 3 

出 た 必 

要   だ し 

が だ と 

措 け 当 
滴 で 
さ +T 
れ な 

持者 

え 
ら 

たく よ 、 れ 
う （ 残 て 
にじ さ     ナ - し 

少 た ナ， Ⅰ 

く 近 め   
天 の 居、 
武 生 わ 
大 店   

上 C 

濱
と
 埋
葬
と
い
う
葬
儀
形
式
が
と
ら
れ
た
の
は
、
埋
葬
 の
 前
に
 、
 言
い
換
え
れ
ば
死
者
の
霊
が
死
後
の
世
界
に
お
 げ
る
安
定
し
た
地
位
を
 

  鮒
 

濱
の
場
合
、
三
 ケ
 月
か
ら
一
年
と
い
う
通
常
の
期
 間
の
場
合
に
は
、
死
体
は
骨
だ
け
の
状
態
に
は
な
ら
な
か
 っ
 た
が
、
二
重
葬
に
あ
た
る
 

。 点 、 

だ は げ 
の 文 
状 献 
態 に 
に よ 

  
な 死 
げ の 
れ 百 
ば 後 
死 か 
者 ら 

の   
霊 す 

が な 

他 わ 
界 ち 
へ 既 
行 に，一 

か 葬 
れ 送 
な 儀   
と の 
い 時 
5  , 点 

から 信仰 

v"  ヒ 女ム 口 

基 ま 

つ っ 

い て 

て い 

る   

又 一重葬 、 
  
Ⅰ 何 の 

な 文 
わ 化 

れ行 る ） 圏 の 

。 場 

日本 ムロ、 
の 死 
天 体 
皇 が 

の 肩   

さ
 、
玄
室
内
部
の
装
飾
な
ど
を
見
る
と
、
死
者
の
霊
の
行
 

方
が
、
あ
る
意
味
で
死
体
の
保
存
の
仕
方
、
更
に
は
そ
 

の
 安
置
さ
れ
た
場
所
の
 

豪
華
さ
に
関
連
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
 

こ
の
死
者
の
霊
の
行
方
と
死
者
の
置
か
れ
 

る
 環
境
と
の
間
の
関
連
 

能
 性
が
強
い
。
 

㈲
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
死
者
の
魂
の
行
方
が
死
 
体
の
取
扱
い
に
関
連
し
て
い
る
、
と
い
う
観
念
が
あ
っ
た
 

こ
と
が
挙
げ
ら
れ
 

る
 。
上
代
日
本
に
お
け
る
霊
魂
観
に
つ
い
て
は
不
明
の
部
 

分
 が
ま
だ
多
い
が
、
こ
の
時
代
の
墓
の
大
き
さ
、
副
葬
 

品
 の
 数
 、
石
棺
の
美
し
 



描
写
が
、
一
般
に
、
断
片
的
な
形
で
の
み
記
さ
れ
る
 即
 位
の
儀
礼
、
大
嘗
祭
、
或
い
は
新
嘗
祭
の
記
述
よ
り
細
か
 く
な
さ
れ
て
 

は
 、
天
皇
の
葬
送
儀
礼
が
 、
 亡
く
な
っ
た
天
皇
自
身
の
死
 後
の
運
命
を
方
向
づ
け
る
手
段
で
あ
っ
た
だ
け
で
は
な
 く
 、
後
継
者
 

の
 運
命
に
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
の
推
測
が
 可
能
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
天
皇
の
葬
送
儀
礼
は
 、
上
代
社
会
 

最
も
重
要
な
、
君
主
に
関
す
る
儀
礼
で
あ
っ
た
可
能
性
 が
あ
る
。
先
に
触
れ
た
 よ
う
 に
、
社
会
を
統
一
す
る
任
務
 に
あ
る
君
主
 

儀
は
 、
そ
の
社
会
の
再
生
に
直
接
的
役
割
を
果
た
す
。
 

い
る
こ
と
 

と
国
全
体
 

に
お
け
る
 

の
 死
と
葬
 

（
㏄
㎏
）
 

ほ
 、
日
本
の
上
代
の
君
主
に
関
す
る
儀
礼
の
う
ち
最
も
詳
 し
く
従
っ
て
最
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
 君
主
の
濱
に
つ
い
て
の
 

（
 
7
 
i
 ）
 

魂
が
 後
継
者
に
移
る
と
い
う
折
口
信
夫
の
説
は
、
一
層
 情
想
性
を
帯
び
て
く
る
。
 

又
 日
本
書
紀
に
詳
述
さ
れ
て
い
 る
こ
の
天
武
天
皇
の
濱
 

（
 
比
 
@
 ）
 

に
す
る
。
 
又
 あ
る
時
代
に
 、
 濱
の
終
り
の
時
期
と
大
嘗
祭
 の
時
期
が
一
致
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
大
嘗
 祭
の
時
に
前
の
天
皇
の
 

れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
宮
殿
の
庭
に
建
て
ら
れ
た
仮
設
 の
 建
物
内
で
行
な
わ
れ
る
即
位
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
 大
 嘗
 祭
が
、
十
一
月
の
下
 

の
卯
の
日
か
ら
行
な
わ
れ
る
と
定
め
ら
れ
る
以
前
に
 、
濱
 が
そ
れ
と
 ほ
ば
 同
じ
時
期
に
行
な
わ
れ
て
い
た
、
と
い
 ぅ
 仮
説
の
成
立
を
可
能
 

（
 
比
 ）
 

が
 、
九
月
と
十
二
月
の
間
に
行
わ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
 る
 。
濱
は
又
、
宮
殿
の
南
庭
に
特
別
に
建
て
ら
れ
た
仮
設
 の
 建
物
の
中
で
行
な
わ
 

と
 新
し
い
天
皇
の
即
位
と
の
関
係
は
、
よ
り
具
体
的
で
緊
 密
 で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
天
皇
の
 た
め
の
 殆
 
ん
ど
の
 濱
 

 
 

（
 
4
 
1
 ）
 

の
 誕
生
、
す
な
わ
ち
新
し
い
社
会
の
秩
序
の
誕
生
を
成
立
 さ
せ
る
た
め
に
必
要
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
 で
き
る
 0
 し
か
し
、
 濱
 

っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
 

㈲
君
主
の
死
の
場
合
、
こ
う
し
た
相
互
関
係
は
社
会
 
全
体
に
拡
大
さ
れ
る
。
喪
に
服
す
べ
き
状
況
に
あ
る
近
親
 者
等
が
 、
あ
る
程
度
 

ま
で
死
者
の
状
態
と
同
質
の
生
活
環
境
を
余
儀
な
く
さ
れ
 る
の
と
同
様
に
、
社
会
を
統
一
す
る
任
務
に
あ
る
君
主
 の
死
の
場
合
、
社
会
全
 

体
が
 
「
死
に
襲
わ
れ
る
」
。
言
い
換
え
れ
ば
、
濱
は
空
位
 
0
 期
間
で
あ
り
、
あ
る
程
度
ま
で
無
秩
序
の
期
間
と
な
る
 潜
在
的
性
質
を
持
っ
て
 

（
 
3
 
l
l
 

）
 

い
る
 0
 あ
る
時
代
に
は
 R
.
 

カ
イ
 

ヨ
ワ
 が
ア
フ
リ
カ
の
 
あ
 る
 文
化
の
王
の
死
に
つ
い
て
分
析
し
た
よ
ら
に
、
こ
の
 無
秩
序
が
新
し
い
君
主
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元明太 上天皇の葬儀が 意味す る 葬送儀礼 史 上
 
  の断絶， 点 

 
 

で
あ
っ
た
 0
 従
っ
て
日
本
の
論
の
場
合
、
論
の
儀
礼
そ
の
 も
の
は
中
国
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
最
初
か
ら
和
風
 の
 論
を
用
い
た
点
に
特
 
6
 

㈹
 
又
 こ
の
問
題
に
関
連
す
る
も
う
一
つ
の
重
要
な
点
 ほ
 、
生
存
中
の
君
主
の
宮
殿
が
、
長
期
間
、
死
ん
だ
君
主
 の
常
の
官
で
あ
る
 
墓
 

よ
り
も
小
規
模
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
大
白
玉
 

の
 葬
儀
は
単
な
る
死
体
の
取
り
扱
い
の
一
方
法
で
あ
っ
 た
の
で
は
な
く
、
死
者
 

の
霊
 、
死
体
、
後
継
者
、
残
さ
れ
た
近
親
者
、
そ
し
て
 国
 全
体
に
関
わ
る
儀
礼
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
儀
礼
は
あ
 る
 死
生
観
、
抜
 ね
 、
 君
 

主
 、
時
間
の
観
念
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
 る
 。
あ
る
意
味
で
、
牡
は
日
本
上
古
代
の
社
会
に
と
っ
て
 M
.
 

モ
ー
ス
の
定
義
に
 

よ
る
「
全
社
会
現
象
の
発
動
事
象
」
（
ト
田
（
の
 R
 
巨
 （
 
0
 （
 
田
 ）
で
あ
っ
た
と
舌
口
え
る
。
 

2
 
 変
遷
 

こ
れ
ま
で
に
述
べ
て
ぎ
た
こ
と
は
、
八
世
紀
の
初
期
の
文
 敵
 に
基
づ
い
た
古
い
状
態
に
お
け
る
濱
の
役
割
の
再
 構
 築
の
試
み
で
あ
る
。
 

し
か
し
、
特
に
六
世
紀
の
中
葉
頃
か
ら
、
日
本
は
周
知
の
 如
く
大
陸
の
文
化
の
影
響
を
最
も
強
く
受
け
て
、
様
々
 な
 新
し
い
概
念
や
儀
礼
 

を
 採
り
入
れ
た
。
む
ろ
ん
言
 う
 ま
で
も
な
く
、
葬
儀
形
態
 や
 墓
制
も
そ
の
強
 い
 影
響
を
受
け
た
。
例
え
ば
日
本
の
 項
は
、
 
同
じ
漢
字
が
用
 

 
 

 
 

い
ら
れ
る
 程
 中
国
の
濱
に
類
似
し
た
二
重
葬
で
あ
っ
た
た
 め
 、
こ
の
濱
か
ら
様
々
な
要
素
を
容
易
に
採
り
入
れ
た
 の
で
あ
る
。
 
又
 、
日
本
 

の
 葬
送
儀
礼
の
名
称
の
示
す
儀
礼
が
単
な
る
中
国
の
儀
礼
 の
 植
え
替
え
で
あ
る
の
か
、
漢
語
の
名
称
を
受
け
た
 伝
 統
 的
な
日
本
の
儀
礼
で
 

あ
る
の
か
、
或
い
は
日
本
の
文
化
に
適
合
す
る
 ょ
 5
 変
 容
 さ
れ
た
中
国
の
儀
礼
な
の
か
、
又
は
類
似
の
中
国
の
儀
 礼
の
影
響
を
受
け
た
 日
 

本
の
儀
礼
で
あ
る
の
か
、
明
ら
か
で
な
い
場
合
が
多
い
。
 具
体
例
を
あ
げ
れ
ば
、
 
諌
と
 論
は
確
か
に
中
国
の
儀
礼
 で
あ
る
が
、
も
し
和
田
 

（
㎎
）
 

華
氏
が
説
か
れ
た
様
に
 、
 論
の
儀
礼
が
帰
化
人
に
 よ
 り
 申
 国
の
儀
礼
を
真
似
て
安
閑
天
皇
の
時
か
ら
始
ま
っ
た
の
 で
あ
れ
ば
、
最
初
か
ら
 

こ
の
論
が
和
風
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
そ
れ
以
前
に
 日
本
で
行
わ
れ
て
い
た
論
と
類
似
の
儀
礼
が
あ
っ
た
 、
 或
い
は
こ
の
新
し
く
 入
 

っ
て
ぎ
た
習
慣
が
そ
れ
以
前
に
存
在
し
て
い
た
儀
礼
と
よ
 く
 調
和
し
た
と
の
二
つ
の
見
方
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
 日
本
の
論
の
特
徴
は
 、
 

新
羅
の
論
と
比
較
す
る
と
 明
田
 に
現
わ
れ
る
。
安
閑
 天
 皇
の
時
代
と
同
じ
頃
、
新
羅
で
初
め
て
論
を
与
え
ら
れ
た
 王
の
論
は
智
 託
 と
 漢
風
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（
 
0
 
2
 ）
 

徴
 が
あ
る
。
 
又
 、
謙
の
場
合
に
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
 ひ
 日
本
重
日
 
紀
 に
初
め
て
出
て
く
る
諌
は
、
敏
達
天
皇
の
濱
 の
 箇
所
で
あ
る
。
書
紀
 

に
ょ
 れ
ば
、
そ
の
時
蘇
我
馬
子
と
物
部
守
屋
は
 、
 互
い
に
 相
手
の
身
振
り
を
 椰
捻
 っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
 
こ
 こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
 

諌
が
 中
国
の
名
称
を
用
い
な
が
ら
、
実
は
笑
 い
と
 舞
を
 使
っ
た
伝
統
的
儀
礼
の
名
残
り
で
あ
っ
た
可
能
性
を
示
し
 て
い
る
 0
 挽
歌
、
貧
の
 

場
合
に
も
同
様
の
指
摘
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
 ぅ
 の
は
、
日
本
の
穐
の
場
合
、
中
国
の
儀
礼
の
関
与
が
日
 太
古
来
の
儀
礼
を
拾
 て
 

さ
せ
て
そ
の
代
替
物
に
な
る
の
で
は
な
く
、
中
国
の
儀
礼
 が
 濱
の
儀
礼
の
枠
内
に
入
り
、
濱
の
儀
礼
を
あ
る
程
度
 ま
で
中
国
化
さ
せ
た
 

 
 

が
 、
日
本
の
濱
は
最
後
ま
で
中
国
の
濱
に
な
か
っ
た
 特
 徴
を
見
せ
た
の
で
あ
る
。
 

か
ち
ん
、
中
国
か
ら
入
っ
て
ぎ
た
の
は
新
し
い
儀
礼
ば
 か
り
で
は
な
い
。
薄
葬
思
想
と
呼
ば
れ
た
、
慣
習
的
に
行
 わ
れ
て
い
た
当
時
の
 

葬
送
儀
礼
へ
の
批
判
も
、
同
時
に
日
本
へ
入
っ
て
き
て
 い
る
。
日
本
で
こ
の
思
想
が
最
初
に
形
に
現
わ
れ
た
の
は
 、
推
古
天
皇
の
遺
詔
の
 

（
。
 

l
,
 

2
 ）
 

中
で
あ
る
 0
 こ
の
場
合
、
薄
葬
思
想
の
影
響
は
 、
 濱
の
 儀
礼
が
常
よ
り
質
素
で
あ
っ
た
事
だ
げ
に
で
は
な
く
、
 陵
 の
 建
造
を
拒
否
し
た
こ
 

と
に
も
最
も
 よ
く
 現
わ
れ
て
い
る
。
後
で
触
れ
る
が
、
 

，
 
」
の
例
が
示
す
よ
 う
 に
、
薄
葬
思
想
の
浸
透
は
、
儀
礼
 よ
 9
 合
葬
の
習
慣
と
墓
の
 

規
模
に
現
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
大
化
以
後
か
ら
末
武
夫
 皇
の
葬
儀
に
到
る
ま
で
の
天
皇
の
濱
は
詳
し
く
知
ら
れ
て
 い
な
い
が
、
明
ら
か
な
 

こ
と
は
、
長
期
間
に
わ
た
り
行
わ
れ
た
華
麗
な
天
武
天
皇
 の
 葬
儀
に
対
し
、
薄
葬
思
想
が
 殆
 ん
ど
影
響
を
及
ぼ
さ
 な
か
っ
た
と
い
う
点
で
 

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
反
面
、
こ
の
天
武
天
皇
の
葬
 儀
の
規
模
が
伝
統
的
な
濱
の
概
念
に
基
づ
い
て
い
た
と
 断
 冒
 す
る
こ
と
は
で
 き
な
 

い
 。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
天
武
天
皇
の
濱
に
文
献
上
初
 め
て
出
て
く
る
、
濱
へ
の
僧
侶
の
参
加
で
あ
る
。
 

文
献
に
 ょ
 れ
ば
、
天
武
天
皇
、
持
 続
 大
上
天
皇
、
文
武
 天
皇
の
葬
儀
の
際
、
死
体
を
中
心
と
す
る
伝
統
的
儀
礼
で
 あ
る
 憶
と
 同
時
に
大
 

（
 
2
 
2
 ）
 

和
の
主
要
な
寺
で
無
遮
大
会
、
斎
、
通
径
な
ど
が
行
な
 わ
れ
て
い
る
 0
 こ
の
場
合
、
日
本
の
濱
の
枠
内
に
入
り
、
 

日
本
の
儀
礼
と
一
つ
に
 

 
 

な
っ
た
中
国
の
伝
統
的
な
濱
の
要
素
と
異
な
り
、
仏
教
 儀
 礼
と
 濱
の
儀
礼
 は
、
 互
に
関
与
す
る
こ
と
な
く
共
存
す
 る
 点
に
注
意
し
た
い
。
 

み
 れ
 

例
え
ば
、
天
武
天
皇
の
濱
に
参
加
し
た
僧
侶
達
は
 、
濱
 の
宮
の
前
で
通
径
な
ど
の
仏
教
儀
礼
を
行
な
 う
 の
で
忙
な
 く
、
 単
に
芙
を
挙
げ
た
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後
で
行
な
わ
れ
た
火
葬
は
 

、
蔵
 れ
と
腐
敗
の
源
を
殆
 

ん
 ど
 一
瞬
に
し
て
消
し
て
 

し
ま
う
と
い
う
、
濱
の
一
種
の
否
定
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
 

の
 火
葬
が
濱
の
後
で
行
な
わ
れ
た
た
め
、
濱
の
伝
統
的
 

役
割
が
抹
殺
さ
れ
た
わ
 

げ
で
は
な
い
。
し
か
し
、
死
者
の
霊
と
死
体
の
関
係
に
 

つ
い
て
の
、
異
な
っ
た
概
念
に
基
づ
く
二
つ
の
対
立
す
る
 

儀
礼
の
共
存
が
 

、
 長
く
 

続
く
は
ず
は
な
か
っ
た
。
実
際
、
文
武
天
皇
の
哺
と
火
 

葬
か
ら
十
四
年
後
に
行
な
わ
れ
た
元
明
太
上
天
皇
の
葬
儀
 

は
 、
火
葬
の
み
に
終
止
 

し
た
。
言
葉
を
換
え
れ
ば
、
こ
の
時
に
到
る
ま
で
、
大
陸
 

か
ら
の
様
々
な
影
響
は
先
在
の
儀
礼
に
変
化
を
与
え
続
 

げ
た
が
、
こ
の
元
明
太
 

  

（
 
4
 
り
 
・
 
-
 
）
 

上
天
皇
の
葬
儀
は
、
そ
れ
ま
で
の
日
本
の
葬
送
儀
礼
典
 

上
に
明
ら
か
な
断
絶
を
記
し
た
の
で
あ
る
。
 

墓
制
の
変
遷
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
過
程
が
見
ら
れ
る
。
 

例
え
ば
、
朝
廷
に
近
接
し
た
地
方
で
は
、
薄
葬
思
想
の
 

影
響
を
受
け
、
大
化
 

 
 

た
 。
し
か
し
、
こ
の
事
は
 

、
 墓
が
全
て
の
重
要
性
を
失
 

な
 っ
 た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
 

ゆ
 
は
が
ら
ん
な
い
。
伝
統
的
な
前
方
後
円
墳
が
姿
を
 

消
し
て
も
、
天
皇
の
場
合
中
国
風
の
方
墳
が
主
流
に
な
っ
 

て
も
、
 
墓
 そ
れ
自
体
の
重
要
 

収
 
性
は
存
続
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
の
一
つ
の
 

証
拠
は
、
そ
の
当
時
小
さ
な
円
墳
の
数
が
増
加
し
た
こ
と
 

で
あ
る
。
更
に
巨
大
古
墳
 

と
 

見
葬
佗
 

還
 
或
い
は
文
殊
 
比
較
し
た
古
墳
時
代
の
終
末
期
古
墳
は
小
さ
く
 

院
西
 古
墳
の
よ
う
に
切
石
を
用
い
た
 

 
 

た
り
す
る
等
、
副
葬
品
の
 

数
に
 

巨
大
な
岩
を
使
っ
た
り
、
 

%
 
 が
減
心
 
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
以
前
の
も
 

の
 ょ
 り
、
終
末
期
古
墳
の
内
部
は
、
豪
華
で
あ
っ
た
と
 

考
 え
ら
れ
る
。
 
又
 伝
統
的
な
古
 

 
 

巌
 
墳
の
消
滅
の
数
年
前
に
高
松
塚
古
墳
が
造
ら
れ
た
，
 

」
と
は
、
薄
葬
思
想
の
影
響
の
及
ば
す
限
界
と
伝
統
的
な
 

古
墳
と
の
間
の
、
断
絶
の
深
 

轄
 
さ
を
示
し
て
い
る
。
仏
教
の
影
響
に
つ
い
て
も
、
 

濱
 の
場
合
と
同
様
、
墓
の
内
部
に
見
ら
れ
る
仏
教
的
要
素
 

は
 極
め
て
乏
し
い
と
い
え
 

王
 

一
 
㌢
㍊
 僕
ポ
目
 ㍑
㍉
㍑
㍊
㌦
 

 
 

幾
つ
か
の
蓮
の
花
の
模
様
等
）
病
気
の
治
癒
を
願
っ
て
浄
行
（
（
。
）
 

3
2
 

九
者
を
出
家
さ
せ
る
習
慣
が
あ
っ
た
そ
の
当
時
の
社
 

会
 に
お
い
て
も
、
仏
教
の
影
響
は
墓
に
ま
で
は
 

殆
 ん
ど
 
及
 ば
な
か
っ
た
。
同
様
な
現
象
 

6
 



㈲
古
墳
と
濱
の
 

種
の
資
料
に
 ょ
 れ
ば
 

程
 、
仏
教
に
対
し
て
 

挽
歌
に
は
、
仏
教
の
 

仏
教
の
影
響
が
現
わ
 

か
し
、
 掘
 一
郎
氏
が
 

煙
を
詠
む
挽
歌
も
 、
 消

滅
と
共
に
、
以
前
の
死
生
観
と
他
界
観
が
仏
教
の
影
 響
 を
受
け
て
次
第
に
姿
を
消
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
 

お
 る
 

、
万
葉
集
の
挽
歌
に
は
仏
教
の
影
響
が
及
ば
な
か
っ
た
 と
 思
わ
れ
る
。
例
え
ば
天
皇
の
間
で
初
め
て
火
葬
を
望
ん
 だ
 」
 

深
い
信
仰
を
持
っ
て
い
た
持
統
天
皇
が
 、
 夫
の
天
武
夫
 皇
の
命
日
に
行
わ
れ
た
仏
教
行
事
で
あ
る
斎
の
夜
に
詠
ん
 だ
 し
 

霊
 観
や
他
界
観
は
一
切
現
わ
れ
て
い
な
い
。
丈
草
聖
皇
 子
の
場
合
を
は
じ
め
と
し
て
、
濱
の
時
に
詠
ま
れ
た
挽
歌
 ひ
 
@
 し
 

れ
な
い
の
は
、
先
に
述
べ
た
 よ
う
 に
濱
が
仏
教
と
無
関
 係
 で
あ
る
こ
と
か
ら
思
え
ば
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。
 し
 

（
 
押
 ）
 

既
に
指
摘
し
た
 よ
う
 に
 、
濱
 と
は
無
関
係
な
挽
歌
の
場
 今
 に
も
、
仏
教
的
他
界
観
は
 殆
 ん
ど
現
わ
れ
な
い
。
火
葬
 の
 

（
 
あ
 ）
 

煙
 と
共
に
霊
が
天
に
昇
る
と
い
う
、
仏
教
と
直
接
関
係
 の
な
い
概
念
に
基
つ
い
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
 0
 し
 か
 

一 
一 

奈
良
時
代
の
葬
送
儀
礼
 

ほ
 新
羅
の
古
墳
に
も
見
ら
れ
る
。
 

結
局
、
仏
教
と
薄
葬
思
想
に
対
す
る
 先
 在
の
葬
送
儀
礼
 の
 抵
抗
は
 、
 驚
く
程
強
か
っ
た
と
考
え
ぎ
る
を
得
な
い
。
 そ
の
理
由
と
し
て
、
 

二
つ
の
大
き
な
原
因
が
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
先
に
述
 べ
た
よ
う
に
、
天
皇
の
磨
が
君
主
の
継
承
の
過
程
で
重
 要
 な
役
割
を
果
し
て
い
 

た
 可
能
性
が
強
い
た
め
、
君
主
権
の
正
統
性
を
支
持
す
る
 新
し
い
制
度
が
確
立
さ
れ
な
い
間
は
 、
 古
 い
 儀
礼
が
必
 要
 で
あ
っ
た
、
と
の
 
見
 

方
 に
立
つ
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
長
期
間
、
国
 家
に
奉
仕
す
る
僧
侶
に
よ
る
宗
教
で
あ
っ
た
仏
教
が
 、
火
 芽
以
外
に
俗
人
の
た
め
 

の
 死
体
に
対
す
る
適
当
な
儀
礼
を
持
た
な
か
っ
た
こ
と
に
 原
因
を
求
め
る
考
え
方
で
あ
る
。
今
、
後
者
の
見
方
に
 立
ち
、
天
武
天
皇
の
濱
 

と
 元
明
太
上
天
皇
の
火
葬
と
の
間
に
生
じ
た
断
絶
が
具
体
 的
に
ど
ん
な
結
果
を
も
た
ら
し
た
の
か
、
そ
し
て
こ
の
 断
絶
は
ど
こ
ま
で
仏
教
 

と
 薄
葬
思
想
の
影
響
の
結
果
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
 次
 に
 少
し
論
じ
て
み
た
い
。
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元明太上天皇の 葬儀が意味する 葬送儀礼史上の 断絶 点 

壬 事な説天の仏良く   も     
は ぅ し な 行 文 の 挽歌に 唐朝 て し 、 司の なわ 武夫 葬送 既に が適当 、以前 とも宮 成り立 国曇奈 福のた 以前の 代を経 身近な 

に の る 委 れ 真 議 官 で の 延 っ鍔罷 め 他 て 自 最     
る 歴 、 の 奈 が だ 場 て で   

天 明 れ 。 に 作 平 に 
皇 、 る 夏 期 の 二 立 う 断絶 く、 山 以 という 結びっ 代の宮 。この 旅人、 山であ に ょ 

後 よ り 廷 仮 家 ろ 、 で   も り た 人 税 持 。 古 あ （ 

明   
時 葬 が 天 康 夫 四 上 9 他界観も詩的続いたの他界 す 。 時代 死 に 、 、山上 ある意 墳 る ） 2 
代 の 次 皇 宮 の 八 天   豊 の 後、前半 薬に 以後 子夫 司が 年） を し 連 、 冥な 、 のち 
に 死 整 遠 皇 紀 に   極 体に到る 喪儀 え も 絶え 太后 織さ 崩御 形は 意味 いィ する 伝統 福の どは 挽歌 し メ 儀 的 た   に 山 楽 
ま 村 れ て の れ し を て l 札 な め 仏 現 で 或 
で す て い た た た 拒 い ジ の 山 に 教 わ あ か 

  る い た め 0 元 否 る で 記 に 作 の れ り は 

天 そ っ 訣 に 匡 正 す 。 あ 載 限 ら 信 る 、 天 
皇 れ た と 組 中 太 る そ つ が ら れ 者 他 又 の 
の ま こ 論 織 で 上 と 缶 @ ノ ・ た 残 れ た で 界 こ ょ 

た で と の さ 三 天 い な と っ て 仏 あ 観 の う 

め の が 儀 れ 日 豊 ぅ な遠 いると、ていな 、 考えら ヵ力、 し ょ、 像或 （ ） 3 ， って む ま、 時代 凹 か い 厳格さ 概念のに火葬 かが ぅ 礼も 、 た葬儀 哀 間 を の葬儀   ぅ の 小 坂 の 音 る 余 な 
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（
 
4
 
3
 ）
 

れ
た
例
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
 又
 、
喪
葬
 今
 に
現
 わ
れ
る
大
蔵
は
、
集
解
の
古
記
に
 ょ
 れ
ば
散
骨
を
意
味
 す
る
が
、
集
解
以
外
に
 

は
 散
骨
の
実
施
は
、
奈
良
時
代
に
儀
礼
と
し
て
見
ら
れ
な
 い
 0
 こ
の
散
骨
に
つ
い
て
は
、
新
羅
の
王
の
場
合
、
七
 四
二
年
に
 莞
 し
た
 孝
 成
 

王
と
セ
 八
五
年
に
 亮
 し
た
宣
徳
王
の
二
例
が
あ
る
が
、
 日
 本
 で
は
天
皇
の
場
合
に
は
、
八
四
 0
 年
 崩
御
し
た
厚
相
 院
 の
一
例
に
限
ら
れ
 

る
 。
従
っ
て
、
元
明
太
上
天
皇
の
葬
儀
が
意
味
す
る
 断
 絶
は
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
 る
 。
 

㈲
し
か
し
 聖
武
 大
上
天
皇
に
始
ま
る
埋
葬
の
再
開
は
 、
 文
武
天
皇
の
時
代
の
葬
儀
形
態
に
も
ど
っ
た
と
い
う
 意
 味
 に
お
い
て
で
は
な
 

ぃ
 。
文
武
天
皇
の
場
合
、
五
ヵ
月
間
の
濱
が
行
な
わ
れ
た
 の
に
対
し
、
 期
 日
か
ら
義
巳
ま
で
の
間
 は
 、
元
明
太
上
 天
皇
の
場
合
六
日
、
元
 

正
太
上
天
皇
の
場
合
セ
 ロ
 、
太
皇
太
后
宮
子
の
場
合
 十
 五
日
、
聖
武
大
上
天
皇
の
場
合
十
二
日
、
光
明
皇
太
后
の
 場
合
十
日
、
称
徳
天
皇
 

の
場
合
十
三
日
等
と
、
天
皇
、
皇
后
の
場
合
の
葬
 日
 ま
で
 

 
 

明
太
上
天
皇
の
火
葬
の
 

後
、
奈
良
時
代
に
行
な
わ
れ
た
天
皇
・
皇
后
の
た
め
の
 葬
儀
は
長
く
て
も
十
五
日
と
な
り
、
濱
の
儀
礼
も
再
び
 行
 な
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
 

っ
た
 。
そ
し
て
、
存
続
し
続
け
た
儀
礼
は
、
中
国
風
の
儀
 礼
 に
限
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
中
国
渡
来
の
訣
 と
 論
は
、
奈
良
時
代
以
 

前
に
行
な
わ
れ
て
い
た
儀
礼
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
も
の
 と
な
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
天
武
天
皇
の
葬
儀
 と
 違
っ
て
 、
 訣
は
論
と
共
に
一
回
 

し
か
行
な
わ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
更
に
 喪
葬
 今
 に
初
め
て
現
わ
れ
、
聖
武
天
皇
ほ
か
の
葬
列
の
 先
頭
に
立
っ
た
方
相
氏
 

も
、
 む
ろ
ん
直
接
に
中
国
か
ら
入
っ
て
き
た
も
の
で
あ
 る
 。
 又
 、
喪
葬
 今
 に
見
ら
れ
る
日
本
固
有
の
も
の
と
考
え
 ら
れ
る
遊
部
に
つ
い
て
 

見
れ
ば
、
令
集
解
の
古
記
に
 よ
 る
と
濱
の
宮
で
儀
礼
を
 行
 な
っ
た
た
め
、
濱
の
儀
礼
が
消
滅
し
た
後
、
そ
の
役
割
 ほ
 非
常
に
簡
素
化
さ
れ
 

た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
遊
部
の
存
在
は
 、
喪
 葬
 今
と
令
集
解
以
外
に
は
見
ら
れ
な
い
た
め
、
遊
部
は
 濱
と
 共
に
姿
を
消
し
た
 

可
能
性
の
方
が
強
い
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
 文
 武
 天
皇
の
葬
儀
以
後
、
日
本
の
伝
統
的
な
葬
送
儀
礼
の
要
 素
 は
こ
と
ご
と
く
失
わ
 

れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
 

㈹
し
か
し
注
意
す
べ
 き
 点
は
、
元
明
太
上
天
皇
の
断
 絶
 以
後
も
行
な
わ
れ
た
儀
礼
が
中
国
風
の
も
の
で
あ
り
な
 が
ら
、
同
時
代
の
唐
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元明太上天皇の 葬儀が意味する 葬送儀礼史上の 

し 異 た は 
るいな 仏 るい、 皇簡 素偉 ) てな 人   
教 。 。 文 化 
的 従 父 武 の 奈 もりの " " 名木 日 
取 っ 祭 天 低 度 葬 祭 前 書 
り て 良 皇 わ 時 速 度 以 紀 
扱 、 時 の り 代 議 時 外 に 
い 薬 代 た に に 礼 代 に 詳 
が 送 を め 、 お が の 許 し   
ど と て 濱 の 仏 重 に 描 か 
な 死 こ と 儀 教 要 と 写 れ 
か 体 れ 回 礼 の 性 り が て 
っ 又 ら 時 が 影 を 、 全 い 
た は 中 に 発 響 失 死 く る 

と 基 隆 行 達 力 っ 者 な   
言 と の な し の た に い こ 

う そ 儀 わ た 大 こ 対 。 れ 
こ の 礼 れ で ぎ と し こ に 

対し、 のこと 関係ととがで 依 は 、 七七 た あろう 考 さを を意味 ても、 奈良 きるいう 前と 日を との えれ して 残さ 6 よ、 
。 親 し 中 板 は い れ 日 時 

し 点、 て 必 定 、 る た 本 代 
か か 死 と を 伝 の 近 に に 
し ら 体 す す 統 で 親 親 付 
こ 言 或 る る 的 は 者 し な 
の え い 儀 こ な な に い わ 
場 ば は 礼 と 噴 い 対 葬 れ 

合 " 火 " 墓以 と外で消 がのだし ろて儀葬 送た   
さ 行 関       。 又 薄 つ 

れ な 係 伍 し 中 若 芽 い 
た わ に 散 か 国 主 は、 て 
聖 れ 、 儀 し か の 想 は ら 入 京の武人た 場 ネ しが 、実 
上 合 玉 付 際 っ 

死 のも な、 葬 
場 た 儀 

天 以 要 な に て 合 ら の 
皇 外 な わ は ぎ で   し 様 
の に 寺 れ   ナ - Ⅰ あ た 々 

葬 、 で た 持 新 れ 唐 な 

儀 食 中 参   
一 す て れ 天 の 対 と し 
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断絶 点 

い
こ
と
そ
れ
自
体
に
 
、
 何
ら
か
の
意
味
が
あ
る
こ
と
も
 
疑
 い
 得
な
い
。
文
献
で
見
る
限
り
最
も
豪
華
で
あ
っ
た
 

天
 武
 天
皇
の
葬
儀
の
模
様
 

  

に
つ
い
て
も
、
知
る
手
段
は
な
い
 0
 文
献
が
少
な
い
こ
と
 憶
 
言
 う
 ま
で
も
な
く
研
究
上
の
大
き
な
障
害
で
あ
る
 が
 、
他
方
文
献
が
少
な
 

の
 皇
帝
の
葬
儀
と
並
列
し
て
比
較
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
 。
言
い
換
え
れ
ば
、
日
本
に
入
っ
て
き
た
中
国
の
儀
礼
 は
 、
方
相
氏
、
訣
な
ど
 

 
 

の
よ
う
な
非
常
に
断
片
的
で
単
純
な
形
で
の
み
存
続
し
続
 げ
た
と
言
え
る
。
そ
れ
に
対
し
て
中
国
で
は
、
濱
の
儀
 礼
は
古
代
中
国
に
始
ま
 

っ
て
以
来
ず
っ
と
行
な
わ
れ
、
し
か
も
 崩
 日
か
ら
薬
日
ま
 で
の
間
が
五
 
ケ
月
 と
い
う
場
合
が
珍
し
く
な
か
っ
た
。
 

ズ
 、
中
国
の
葬
送
儀
礼
 

に
つ
い
て
は
、
新
旧
の
唐
書
 志
 の
掛
札
の
段
や
大
唐
 開
 万
社
等
で
詳
し
く
説
明
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
日
本
の
 奈
良
時
代
の
場
合
、
喪
 

葬
令
 と
続
日
本
紀
の
断
片
以
外
に
は
文
献
が
 殆
 ん
ど
な
 い
 点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
貴
重
な
文
献
の
 一
つ
で
あ
る
喪
葬
 
令
 

は
 、
天
皇
の
葬
儀
の
事
に
は
全
く
触
れ
て
い
な
い
。
 又
 、
 喪
葬
今
に
規
定
さ
れ
て
い
る
規
則
が
、
ど
の
程
度
ま
で
 実
施
さ
れ
て
い
た
の
か
 



っ
 0
 例
外
が
あ
る
。
続
日
本
紀
に
 ょ
 れ
ば
、
「
御
 菱
 の
 儀
 、
 仏
に
奉
る
が
如
し
、
供
具
に
師
子
の
座
の
番
 喧
 、
 天
 子
の
座
、
金
輪
の
瞳
 、
 

大
小
の
宝
 憧
 、
 番
濾
 、
 花
鰻
 、
 蓋
織
 の
 類
 有
り
。
路
に
在
 り
て
 笛
大
 な
し
て
行
道
の
曲
を
奏
で
し
む
。
是
の
日
動
 し
て
日
は
く
「
太
上
天
 

皇
は
出
家
し
て
仏
に
帰
す
れ
ば
更
に
論
を
奉
ら
ず
。
 所
 司
 宣
し
く
 知
 べ
し
」
と
あ
る
。
同
様
に
出
家
し
た
大
武
夫
 皇
の
場
合
は
、
僧
侶
の
 

発
 哀
及
び
寺
で
行
わ
れ
た
無
遮
 斎
と
 通
径
以
外
に
仏
教
 の
 儀
礼
は
な
か
っ
た
。
 又
 、
伝
統
的
な
濱
も
論
も
を
拒
否
 し
た
元
明
太
上
天
皇
 

快
 
言
う
ま
で
も
な
く
こ
の
種
の
華
麗
な
葬
儀
も
拒
否
 し
て
い
る
。
 聖
武
 大
上
天
皇
の
後
に
も
類
似
の
儀
礼
は
見
 ら
れ
な
い
。
 又
 、
先
に
 

述
べ
た
よ
 う
 に
、
仏
教
を
深
く
信
じ
た
こ
の
時
代
の
天
 皇
 、
皇
后
達
の
間
に
は
、
火
葬
を
選
ん
だ
人
々
と
埋
葬
を
 選
ん
だ
人
々
が
い
た
。
 

㈹
こ
の
こ
と
は
、
葬
儀
そ
の
も
の
に
対
し
て
だ
け
で
 
な
く
、
墓
に
対
し
て
も
同
様
で
、
仏
教
の
考
え
方
は
一
定
 し
て
い
な
か
っ
た
 0
 

家
伝
に
 ょ
 れ
ば
藤
原
の
鎌
足
の
墓
は
、
山
階
精
舎
と
 か
 ラ
 寺
の
近
く
に
建
て
ら
れ
た
ら
し
し
 
力
、
 

，
、
ハ
 

。
 
6
 
3
 
 

）
 文
献
に
よ
る
と
 天
皇
の
陵
は
寺
と
全
く
 

関
係
な
か
っ
 た
よ
う
 で
あ
る
 
@
 
0
 

（
 
7
 
3
 
 

）
 又
 、
阿
倍
寺
の
場
合
の
 よ
う
 に
 、
 寺
の
付
近
に
文
殊
 院
西
 古
墳
な
ど
が
あ
っ
て
も
 、
そ
の
古
墳
に
は
仏
教
 

の
 影
響
は
見
ら
れ
な
い
。
僧
の
墓
の
場
合
に
も
、
仏
教
と
 の
 関
係
を
示
す
何
ら
か
の
形
跡
が
な
か
っ
た
か
ど
う
か
 は
 知
ら
れ
て
い
な
い
。
 

行
基
の
墓
誌
に
 ょ
 れ
ば
、
行
基
の
た
め
に
石
塔
が
建
て
 ら
れ
た
の
だ
が
、
こ
の
塔
が
墓
の
上
で
あ
っ
た
か
或
い
は
 寺
の
境
内
で
あ
っ
た
か
 

ま
ハ
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
、
 

ハ
 
8
 
3
 
 

）
 文
 火
葬
さ
れ
た
、
「
 大
倭
国
添
上
郡
平
城
左
官
奴
 字
 八
州
太
上
天
皇
 之
陵
是
 其
所
 也
 養
老
五
年
歳
次
 

幸
西
 冬
 十
二
月
商
 朔
 十
三
日
商
 葬
 」
と
い
う
元
明
太
上
 天
皇
の
陵
 （
 
碑
ま
、
 

g
 
3
 

）
 
も
 
仏
教
と
全
く
無
関
係
で
、
火
葬
後
の
墓
 の
 内
部
に
置
か
れ
た
 墓
 

誌
 に
ち
、
仏
教
の
影
響
は
な
い
、
も
し
く
は
ご
く
弱
い
 と
舌
口
，
え
る
。
（
 

0
 
4
 
 

）
 碑
 、
墓
誌
の
目
的
は
 、
 常
に
墓
に
葬
ら
れ
た
 人
の
名
を
単
に
確
認
す
 

（
。
 

4
 
，
 
）
 

る
こ
と
に
あ
っ
た
。
従
っ
て
宗
教
的
な
意
味
は
弱
い
。
 し
 か
も
、
墓
誌
も
墓
碑
も
そ
の
数
は
ご
く
限
ら
れ
て
い
る
 。
天
皇
の
場
合
は
 、
元
 

明
太
上
天
皇
の
陵
 碑
 し
か
知
ら
れ
て
い
な
い
。
一
方
、
火
 葬
 墓
の
場
合
、
時
に
は
「
葬
法
は
あ
た
か
も
塔
婆
心
礎
 に
 奉
安
す
る
仏
舎
利
の
 

 
 

事
実
を
飛
鳥
時
代
と
比
較
す
れ
ば
、
火
葬
墓
の
存
在
に
 よ
り
仏
教
の
影
響
が
 墓
 

に
 見
ら
れ
る
が
、
常
に
そ
の
墓
に
は
地
上
か
ら
識
別
で
ぎ
 る
 標
が
な
か
っ
た
た
め
、
そ
の
影
響
は
ま
だ
は
っ
き
り
 と
 現
わ
れ
て
い
た
わ
け
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こ
の
問
題
を
 
、
 単
に
仏
教
と
薄
葬
思
想
の
影
響
の
結
果
で
 

あ
る
と
す
る
見
方
は
、
筆
者
の
意
見
で
は
不
充
分
で
あ
 

る
 。
そ
れ
に
は
三
つ
 

 
 

艦
の
理
由
が
あ
る
。
一
つ
に
は
中
国
に
も
新
羅
に
も
 

仏
教
と
薄
葬
思
想
が
存
在
し
な
が
ら
、
日
本
と
異
な
り
、
 

葬
儀
の
儀
式
化
が
行
な
わ
れ
 

捷
 
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
 

又
 、
一
 つ
は
 
、
こ
の
 
見
 方
で
は
、
葬
儀
形
態
が
定
ま
っ
た
儀
礼
か
ら
離
れ
た
時
期
 

、
す
な
わ
ち
断
絶
の
時
期
が
 

儀
鞭
 何
故
こ
の
時
に
起
こ
っ
た
の
か
を
説
明
で
き
な
い
 

か
ら
で
あ
る
。
更
に
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
文
献
に
は
 

死
 体
 に
対
す
る
仏
教
儀
礼
が
 

殆
 

 
 

と
ほ
ば
 一
致
す
る
。
 
又
 薄
葬
思
想
の
浸
透
が
墓
制
に
 

よ
 く
 現
わ
れ
る
た
め
、
新
羅
 

と
唐
 

%
 
 朝
の
中
国
の
墓
制
と
比
較
す
る
の
は
興
味
深
い
。
 

火
葬
の
み
の
場
合
と
火
葬
と
散
骨
と
い
う
二
つ
の
ケ
ー
ス
 

が
あ
っ
た
新
羅
の
場
合
、
 

こ
 

 
 

翻
れ
ら
の
儀
礼
は
断
絶
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
の
で
 

は
な
い
。
例
を
あ
げ
れ
ば
、
七
四
二
年
に
 

莞
 し
た
老
成
王
 
が
 散
骨
さ
れ
た
後
、
七
六
五
 

葬
死
艶
 

年
に
 菩
 し
た
 貴
 徳
王
の
埋
葬
の
た
め
に
、
十
二
支
 

像
 に
囲
ま
れ
た
立
派
な
陵
が
建
て
ら
れ
た
。
従
っ
て
新
羅
 

に
お
け
る
火
葬
と
火
葬
の
後
 

取
の
散
骨
は
、
断
絶
と
し
て
で
は
な
く
、
高
塚
の
内
 

部
 に
埋
葬
す
る
と
い
う
中
国
の
影
響
を
強
く
受
け
た
伝
統
 

の
中
に
、
二
次
的
に
現
わ
れ
 

牡
 
る
の
で
あ
る
。
 
又
 、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
 

う
 に
 中
国
で
は
、
反
乱
の
時
期
以
外
は
 

、
 常
に
高
塚
を
作
っ
て
 

墓
を
建
て
て
い
る
 

0
 中
国
の
 

元
漢
 時
代
と
比
較
す
れ
ば
 

唐
 時
代
の
墓
は
小
さ
く
な
 
っ
 た
が
、
自
然
の
山
を
用
い
な
が
ら
も
、
そ
れ
は
重
要
な
 

建
造
物
と
言
え
る
。
唐
朝
の
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で
は
な
い
 0
 濱
の
消
滅
と
共
に
、
天
皇
の
葬
儀
は
王
位
 継
 承
 と
の
関
係
が
な
く
な
っ
た
 ぼ
 か
り
で
な
く
、
社
会
へ
 の
 反
響
も
小
さ
く
な
っ
 

 
 

絶
対
的
な
断
絶
で
は
な
か
っ
た
が
、
こ
の
断
絶
は
疑
い
 た
 く
 、
歴
史
的
に
深
い
意
 

味
 を
も
っ
て
い
る
。
 

 
 

絶
 

三
断
 



陵
の
原
形
に
な
っ
た
太
宗
皇
帝
（
六
二
六
 

｜
 六
四
九
）
の
 
昭
陸
 に
は
 墓
 そ
の
も
の
以
外
に
、
神
遊
 
殿
 、
 献
殿
 、
 寝
 宮
 （
下
宮
）
と
い
う
 
建
 

物
が
 
、
 陵
 園
内
 威
 し
は
そ
の
前
に
建
て
ら
れ
た
 

、
 

@
 
,
0
 

（
 
4
 
4
 
 

）
 又
、
そ
 の
陵
園
 に
は
、
様
々
な
石
鯛
、
石
馬
、
石
柱
な
ど
の
石
勒
 

が
 置
か
れ
て
い
た
。
 
こ
 

れ
ら
儀
表
な
建
造
物
は
、
死
者
に
対
す
る
儀
礼
が
行
わ
 

ね
 た
場
合
に
造
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
薄
葬
思
想
の
源
泉
 

国
 で
あ
り
な
が
ら
中
国
 

で
は
、
元
明
太
上
天
皇
の
場
合
の
よ
う
に
、
火
葬
の
場
所
 

を
陵
と
す
る
こ
と
、
或
い
は
奈
良
時
代
の
元
正
太
上
天
 

皇
 以
後
の
よ
う
に
、
 

一
、
二
週
間
で
造
ら
れ
た
陵
に
死
ん
だ
天
皇
が
葬
ら
れ
る
 

、
と
い
う
こ
と
は
想
像
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
 

㈲
こ
れ
ま
で
断
絶
を
め
ぐ
る
幾
つ
か
の
問
題
点
を
と
 
り
あ
げ
た
が
、
今
ま
で
の
と
こ
ろ
、
断
絶
の
二
つ
の
重
要
 

な
 原
因
と
い
わ
れ
る
 

仏
教
が
六
世
紀
ご
ろ
渡
来
し
、
薄
葬
思
想
の
影
響
が
少
 

く
と
も
推
古
天
皇
の
時
代
か
ら
見
ら
れ
る
に
も
 

拘
 わ
ら
ず
 、
八
世
紀
の
初
め
ま
で
 

何
故
伝
統
的
な
葬
儀
が
行
な
わ
れ
続
け
た
の
か
と
い
う
 

問
題
に
答
え
を
出
し
て
い
な
い
。
こ
の
問
題
を
理
解
す
る
 

た
め
に
は
、
こ
の
葬
送
 

儀
礼
史
上
の
断
絶
の
背
景
を
分
析
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
 

い
 。
周
知
の
ご
と
く
、
奈
良
時
代
に
目
立
つ
の
は
宗
教
的
 

変
遷
で
は
な
く
、
相
互
 

に
 関
連
し
た
二
つ
の
政
治
的
変
化
で
あ
る
。
一
つ
は
、
 

歴
 代
 遷
宮
の
終
り
、
そ
し
て
藤
原
京
、
平
城
京
と
い
う
 

定
 着
し
た
京
の
建
立
で
あ
 

る
 。
も
う
一
つ
は
、
近
江
令
、
清
櫛
 

原
 令
の
試
み
の
後
、
 
養
老
に
改
作
さ
れ
た
形
で
平
安
時
代
ま
で
国
家
の
枠
組
 

を
成
し
た
、
大
宝
律
令
 

ば
 、
 死
 機
嫌
忌
よ
り
「
遷
宮
の
理
由
は
、
む
し
ろ
新
し
 

て
き
た
歴
代
遷
宮
の
理
由
を
、
天
皇
の
死
の
鼓
れ
に
よ
る
 

 
 

い
 天
皇
即
位
に
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
る
」
。
こ
の
君
主
 

宮
の
汚
染
に
求
め
る
と
い
う
説
は
受
け
入
れ
難
い
と
 

言
 

 
 

憶
 
受
け
入
れ
て
い
た
日
本
 

5
 ）
 
、
長
期
間
認
め
ら
れ
 

え
る
 0
 同
氏
に
 よ
 れ
 

の
 継
承
過
程
に
関
連
す
 

る
と
考
え
ら
れ
る
遷
宮
と
噴
の
儀
礼
は
 

、
ほ
ば
 同
時
に
消
 
滅
し
た
た
め
、
そ
の
時
に
、
君
主
と
主
権
に
つ
い
て
の
 

新
し
い
概
念
が
現
わ
れ
 

た
と
の
推
測
が
可
能
で
あ
る
。
す
な
 

ね
 ち
、
そ
れ
以
前
の
 
概
念
で
は
、
時
間
も
空
間
も
君
主
に
結
び
つ
い
て
い
た
 

。
 又
 、
国
の
中
心
は
 
、
 

君
主
が
居
る
官
で
あ
っ
て
、
君
主
が
移
動
す
る
場
合
、
 

そ
 の
中
心
が
変
わ
り
、
空
間
が
再
生
さ
れ
る
と
い
う
概
念
 

が
あ
っ
た
可
能
性
が
強
 (392)  70 



い
 。
更
に
君
主
の
死
の
場
合
、
言
 

う
 ま
で
も
な
く
、
新
し
 

い
 君
主
が
新
し
い
宮
、
す
な
わ
ち
新
し
い
中
心
を
決
め
 

た
 。
同
じ
く
時
間
に
つ
 

い
て
も
、
古
い
時
間
が
死
ん
だ
君
主
と
共
に
消
え
去
り
、
 

濱
の
儀
礼
を
経
て
 
、
 新
し
い
時
間
が
新
し
い
君
主
と
共
 

に
 誕
生
す
る
と
考
え
 

ろ
 

（
 
邸
 
）
 

れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
故
に
新
し
い
君
主
と
共
に
誕
 

生
を
意
味
す
る
大
嘗
祭
が
、
歴
代
天
皇
の
埋
葬
の
時
期
、
 

す
な
わ
ち
濱
の
終
り
に
 

（
が
）
 

行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
偶
然
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
 

時
間
と
空
間
の
中
心
で
あ
る
君
主
は
 

、
 言
わ
ば
神
の
 
ょ
 う
 に
祭
ら
れ
た
の
で
あ
 

る
 。
君
主
の
誕
生
（
即
位
）
と
死
が
、
繁
栄
、
秩
序
、
 

空
 間
 、
時
間
そ
し
て
社
会
全
体
に
影
響
を
及
ば
し
た
こ
と
 

は
、
 他
の
多
く
の
文
化
 

圏
の
場
合
と
同
様
に
ほ
 

ば
 確
実
で
あ
る
。
 

し
か
し
、
そ
れ
ま
で
と
違
っ
て
、
律
令
国
家
の
成
立
と
同
 

時
に
、
定
着
し
た
京
が
建
立
さ
れ
た
。
あ
る
意
味
で
こ
 

，
 
の
時
か
ら
君
主
は
 

、
 

点
、
 

（
 
8
 
4
 
）
 

暉
京
 、
す
な
わ
ち
中
心
に
居
る
人
で
あ
る
と
見
な
さ
 

れ
た
。
 
又
 、
同
時
に
存
命
中
の
譲
位
が
増
加
し
た
こ
と
は
 

、
君
主
と
君
主
に
内
在
す
る
 

 
 

 
 

 
 

（
 
g
 
4
 
）
 

め
 
れ
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
 

話
 

濱
の
儀
礼
は
、
王
位
継
承
と
深
い
関
係
が
あ
っ
 

た
た
め
、
律
令
制
が
も
た
ら
し
た
主
権
に
関
す
る
新
し
い
 

概
念
が
確
立
さ
れ
る
ま
で
 

続
 

 
 

働
い
た
。
し
か
も
、
あ
る
程
度
ま
で
濱
を
支
え
て
い
 

た
 概
念
が
既
に
時
代
遅
れ
で
あ
っ
た
に
も
 

拘
 わ
ら
ず
で
あ
 
る
 。
こ
の
濱
を
必
要
と
し
た
 

碑
 
同
じ
時
代
環
境
の
た
め
に
、
中
国
の
麓
は
伝
統
的
 

な
 濱
の
儀
礼
に
取
っ
て
替
わ
る
こ
と
が
で
ぎ
ず
、
 

又
 薄
葬
 思
想
も
天
皇
の
濱
に
大
き
な
 

 
 

王
 

Ⅱ
影
響
を
及
ば
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
反
面
、
王
位
 

継
承
に
必
要
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
濱
は
、
死
体
を
中
 

心
 に
し
て
い
た
た
め
、
次
第
 

暇
 
に
死
者
の
霊
を
中
心
に
考
え
る
仏
教
の
概
念
と
矛
 

宿
 し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
 

一
九
 

㈲
先
に
述
べ
た
 よ
う
 に
 、
 濱
は
腐
敗
と
深
い
関
係
を
 

持
っ
て
い
た
。
無
秩
序
を
象
徴
す
る
そ
の
腐
敗
が
な
け
れ
 

ぱ
 、
死
者
の
霊
は
他
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弄
 へ
行
か
れ
ず
、
後
継
者
は
即
位
で
ぎ
ず
、
社
会
は
秩
 序
 を
と
り
も
ど
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
死
体
の
腐
敗
は
傲
 れ
の
源
で
あ
り
な
が
 

ら
 、
死
者
の
霊
の
運
命
、
社
会
の
安
定
、
君
主
の
継
承
 過
程
の
そ
れ
ぞ
れ
に
積
極
的
な
役
割
を
果
し
て
い
た
。
 そ
 れ
に
対
し
て
、
飛
鳥
 

奈
良
時
代
の
仏
教
儀
礼
は
 、
 常
に
死
体
と
は
無
関
係
に
 、
 す
な
わ
ち
腐
敗
と
関
係
な
く
、
寺
で
行
な
わ
れ
た
。
 又
 、
死
体
と
直
接
関
係
の
 

あ
る
火
葬
は
、
腐
敗
の
完
全
な
否
定
で
あ
る
。
こ
の
場
 合
 、
死
者
の
肉
体
は
霊
の
運
命
に
無
益
と
見
な
さ
れ
、
 単
 な
る
不
用
 物
 と
な
る
。
 

文
苑
 は
 、
で
き
る
限
り
さ
げ
る
べ
き
抜
の
象
徴
と
も
な
 っ
た
 。
そ
の
理
由
と
し
て
、
死
体
に
対
す
る
仏
教
儀
礼
の
 欠
如
が
 、
 死
の
絨
れ
へ
 

の
 恐
怖
を
強
め
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
 又
 、
飛
鳥
時
代
 ま
で
、
天
皇
の
葬
儀
の
責
任
者
で
あ
り
、
同
時
に
軍
事
 な
ど
の
様
々
な
分
野
で
 

活
躍
し
て
い
た
土
師
 氏
は
 、
延
暦
元
年
五
月
二
一
日
、
 そ
 し
て
延
暦
四
年
八
月
一
日
に
、
そ
の
名
が
凶
事
と
関
係
 が
あ
る
た
め
名
前
を
か
 

え
た
い
と
要
求
し
 、
 認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
 葬
送
と
関
係
あ
る
仕
事
を
不
浄
な
も
の
と
す
る
考
え
方
 が
こ
の
当
時
普
通
に
な
 

っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
関
連
し
 、
 先
に
 述
べ
た
 よ
う
 に
 、
 墓
の
付
近
に
は
寺
院
が
建
立
さ
れ
た
 こ
と
が
あ
っ
た
が
、
 こ
 

（
 
0
 
5
 ）
 

の
 寺
院
 は
 氏
寺
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
官
の
大
寺
な
ど
 の
 境
内
で
は
埋
葬
が
禁
じ
ら
れ
て
い
た
と
推
測
で
き
る
 。
 又
 、
既
に
述
べ
た
 遊
 

部
の
消
滅
も
 、
 死
の
絨
れ
へ
の
恐
怖
の
結
果
と
仮
定
す
 る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
、
こ
れ
以
前
の
城
れ
と
清
浄
の
 弁
証
法
的
関
係
の
代
り
 

（
 
l
,
 

5
 ）
 

に
 、
仏
教
の
影
響
に
 よ
 り
単
に
 傲
 れ
を
否
定
す
る
新
し
い
 清
浄
の
概
念
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
 

㈹
以
上
を
要
約
す
れ
ば
、
奈
良
時
代
に
は
、
天
皇
に
 
対
す
る
定
ま
っ
た
葬
儀
形
態
が
現
わ
れ
な
い
点
が
特
徴
で
 あ
る
。
そ
の
結
果
と
 

し
て
、
他
の
時
代
と
比
較
す
る
と
、
奈
良
時
代
の
天
皇
、
 皇
后
の
葬
儀
形
式
 は
 多
様
性
と
い
う
特
徴
を
見
せ
る
こ
 と
に
な
る
 0
 こ
の
多
様
 

性
は
 、
あ
る
程
度
ま
で
死
者
の
個
人
性
を
表
わ
す
。
 言
 い
か
え
れ
ば
、
あ
る
時
期
の
限
ら
れ
た
集
団
に
お
い
て
、
 葬
儀
形
式
は
、
生
活
 習
 

慣
や
社
会
的
拘
束
性
を
持
っ
た
儀
礼
か
ら
切
り
離
さ
れ
 た
た
め
、
個
人
の
選
択
に
ま
か
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
 故
に
 、
 同
じ
仏
教
に
よ
 

り
な
が
ら
、
元
明
太
上
天
皇
は
火
葬
に
終
止
す
る
と
い
う
 非
常
に
簡
素
な
葬
儀
を
選
び
、
聖
武
太
上
天
皇
は
埋
葬
 に
 終
る
立
派
な
葬
儀
を
 

自
ら
選
ん
だ
の
で
あ
る
。
 又
 、
称
徳
天
皇
、
光
 仁
 太
上
 天
皇
の
場
合
に
見
ら
れ
る
 よ
う
 に
、
 寺
 以
外
に
は
仏
教
の
 影
響
が
表
面
に
現
わ
れ
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畦
 

な
る
こ
と
を
願
い
つ
つ
、
多
く
の
方
々
の
ご
批
判
 を
お
願
い
し
た
い
と
思
 う
 。
 

 
 

万
 、
時
間
、
文
化
、
社
会
、
宗
教
的
要
素
と
不
可
ほ
明
す
る
た
め
の
最
も
近
道
で
あ
り
、
効
果
的
一
方
 

ぬ
又
 

 
 

 
 

9 ⑨ 

      儀 が意味する葬送儀礼史上の 断絶 点 

な
か
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
 

こ
の
葬
儀
形
式
の
選
択
の
自
由
を
も
た
ら
し
た
一
種
の
儀
 礼
の
空
白
は
、
中
国
の
例
に
習
っ
て
儀
式
と
前
例
を
中
 心
と
し
た
奈
良
時
代
 

0
 社
会
の
中
に
現
わ
れ
た
。
周
知
の
ご
と
く
、
年
中
行
事
 な
ど
の
形
で
、
宮
廷
の
日
常
生
活
の
儀
式
化
は
進
ん
で
 い
た
。
こ
う
し
た
状
況
 

に
あ
っ
て
、
何
故
、
葬
儀
形
式
だ
け
が
あ
る
程
度
ま
で
 儀
 式
 化
を
免
れ
た
の
か
。
こ
の
質
問
に
確
実
な
答
を
出
す
 こ
と
は
で
き
な
い
 0
 し
 

か
し
君
主
及
び
時
間
の
新
し
い
概
念
仁
基
づ
い
た
律
令
 制
の
強
化
は
、
同
時
に
濱
の
消
滅
を
も
可
能
に
し
、
更
に
 は
 、
危
険
な
空
位
を
避
 

け
る
た
め
に
そ
の
消
滅
を
も
促
し
た
の
で
あ
る
 0
 あ
る
 立
 
思
味
 で
、
君
主
を
め
ぐ
る
こ
の
二
つ
の
概
念
の
間
の
変
化
 が
 、
葬
送
儀
礼
史
上
に
 

断
絶
を
も
た
ら
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
 る
 。
 又
 こ
の
変
化
が
ご
く
短
期
間
に
行
な
わ
れ
た
こ
と
は
 、
奈
良
時
代
の
葬
送
蟻
 

礼
の
変
遷
に
一
種
の
空
白
が
あ
っ
た
こ
と
を
、
あ
る
 種
 度
 ま
で
説
明
し
て
い
る
 0
 そ
し
て
こ
の
儀
礼
の
空
白
が
 、
 実
は
 、
 先
に
述
べ
た
よ
 

5
 な
奈
良
時
代
の
葬
儀
形
式
の
多
様
性
と
自
由
選
択
を
 可
能
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
火
葬
が
僧
侶
の
葬
儀
に
 限
 ら
れ
た
唐
朝
と
異
な
 

り
 、
日
本
で
儒
教
的
な
葬
儀
が
発
展
し
な
か
っ
た
の
は
、
 伝
統
的
葬
儀
の
消
滅
が
非
常
に
遅
く
起
っ
た
た
め
と
 思
 わ
れ
る
。
そ
の
消
滅
が
 

起
こ
し
た
空
白
は
、
仏
教
が
次
の
時
代
に
葬
式
仏
教
に
 な
る
ほ
ど
、
次
第
に
仏
教
に
よ
り
埋
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
 他
方
、
仏
教
が
も
た
ら
 

し
た
 死
 、
死
体
、
墓
に
対
す
る
新
し
い
清
浄
概
念
の
た
め
 、
平
安
時
代
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
、
死
者
に
対
す
る
 不
安
を
示
す
怨
霊
信
仰
 

が
 発
生
し
た
と
推
測
で
き
る
。
 

奈
良
時
代
の
葬
儀
に
関
す
る
文
献
は
非
常
に
乏
し
く
、
 充
 公
 な
分
析
を
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
 君
 主
の
葬
送
儀
礼
は
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（
 1
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は
畿
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の
場
合
で
関
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八
世
紀
に
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古
田
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ら
れ
た
。
 

（
 2
 ）
和
田
翠
「
濱
の
基
礎
的
考
察
」
三
三
二
頁
。
 

（
 3
 ）
五
来
 重
 
「
遊
部
 考
 」
得
仏
教
文
学
研
究
」
所
収
。
 

（
 4
 ）
和
田
奉
・
 註
 （
 2
 ）
と
同
じ
。
 

（
 5
 ）
折
口
信
夫
「
大
嘗
祭
の
本
儀
」
、
「
上
代
葬
儀
の
精
神
」
。
 

（
 6
 ）
 
オ
 0
 ヴ
の
 
Ⅱ
（
ヱ
め
オ
づ
 
い
 ・
の
 0
 さ
 （
 
r
@
 
す
 年
立
 0
 二
 %
 仁
臣
 
。
ホ
片
 
し
 卸
の
 の
仁
 
ハ
ト
 
ド
 パ
 リ
づ
 
Ⅰ
皓
の
の
 

コ
任
り
ヰ
 

-
0
 
コ
り
 0
 二
の
い
ま
 
セ
 0
4
0
-
 
曲
ヨ
 0
 Ⅱ
 侍
 

（
Ⅰ
 

7
 ）
拙
著
、
Ⅰ
が
 
ヨ
 0
 Ⅰ
（
 e
 （
・
 
1
 
の
の
Ⅱ
 
E
 コ
ホ
 
Ⅱ
 ド
 @
-
-
 

の
の
 

曲
リ
コ
 
の
 -
0
 
ロ
の
 
弓
 0
 コ
い
 Ⅱ
 り
ゴ
 
の
 @
 
白
目
 
の
 

（
 8
 ）
和
田
奉
・
 註
 
（
 2
 ）
に
同
じ
二
九
九
頁
。
 

（
 9
 ）
例
え
ば
、
旧
唐
書
、
本
紀
第
三
巻
太
宗
皇
帝
の
葬
儀
な
 
ど
 。
 

（
Ⅳ
）
古
墳
時
代
の
間
に
も
変
化
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
変
化
は
 一
つ
の
枠
の
中
で
行
な
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 

（
Ⅱ
）
同
じ
文
化
圏
で
も
沖
縄
の
洗
 骨
 、
朝
鮮
半
島
の
草
 填
め
 側
 が
あ
げ
ら
れ
る
。
 

（
は
）
 註
 
（
 2
 ）
と
同
じ
、
 
三
 0
 七
 １
羽
 0
 八
頁
。
 

（
 u
 ）
 
力
 0
 ㏄
 0
 「
の
 レ
 Ⅱ
Ⅰ
Ⅰ
 

O
H
m
 

。
 r
 、
 
オ
 0
 ヨ
ヨ
の
の
 h
-
 
の
の
 

p
n
 

「
 か
 ・
 づ
 
ト
轄
 
㍉
 

（
Ⅱ
）
拙
論
「
 濱
 １
死
と
誕
生
、
無
秩
序
と
秩
序
」
。
 

（
 巧
 ）
坂
本
和
子
「
日
本
神
話
に
お
け
る
葬
送
儀
礼
」
一
六
四
 
頁
 。
 

（
 巧
 ）
 
新
 ・
大
嘗
祭
の
前
に
行
わ
れ
る
鎮
魂
祭
を
通
じ
て
、
 

濱
 は
 大
岩
戸
神
話
と
冬
至
に
つ
た
が
る
可
能
性
が
あ
る
。
 

（
Ⅳ
）
折
口
信
夫
「
大
嘗
祭
の
本
儀
」
。
 

（
 毬
 ）
あ
る
説
に
 
ょ
 れ
ば
、
そ
れ
は
大
化
薄
葬
令
の
結
果
の
 一
 つ
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
 

王
 以
下
の
人
の
た
め
の
濱
を
禁
じ
 て
、
濱
と
 
君
主
の
関
係
 

を
 強
め
た
か
ら
で
あ
る
。
 

（
 q
q
 

）
）
 

註
 （
 2
 ）
に
同
じ
、
一
一
一
一
一
 

0
 頁
 。
 

（
⑳
）
日
本
書
紀
、
敏
 達
紀
 
十
四
年
秋
八
月
十
五
日
。
 

（
答
）
日
本
書
紀
、
推
古
 紀
 

二
十
六
年
三
月
 @
 九
月
。
 

（
 桟
 ）
既
に
天
智
天
皇
が
斉
明
天
皇
の
た
め
追
善
供
養
を
営
ん
 
*
-
@
 

+
 
ハ
 。
 

  



元明大上天皇の 葬儀が意味する 葬送儀礼史上の 

（㏄） ）（㎎） 蛇 （ 伯 ） （ 弍 （ ） （ 葮 ） （㌍） （ 辞 ） （㏄） （ ） ro （ 出 ） （㌍） 

氏 ）一計 

間ィム 
儀教 
礼の 
が他 

  
がが 

、 奈 
無反 

研 な 心   
む 「     

@ 土 次 

奈 墓 「 
の人の ことを 古墳， 奈良 時 

良 " 丑 
決寺 伐採 

時 ヰ 0@ め   」 
代 

た氏 
  こ族 

  
の 

の念 
  

天 
と 」 行ま 

四 が な 事で 
皇、 頁 。 あ 参 @ ま @% 

太 
げ照 守文 

上 
ら め で、 @T 

行な 

天皇 れ事 る 。 た か 

の 
わ っ 

崩 
ね た 

御 
の 

  
際 

ヰ 十 @ と 日 

の 
摘 

反 
  

乱 
  
  

の 

危険 

る 。 

を 

主張 
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@ 網点 

ハ
 3
 
0
 ）
 

（
 こ
 ）
 

註
 
（
㌘
）
に
同
じ
、
空
音
（
。
 

法
隆
寺
金
堂
釈
迦
三
尊
 仏
 光
背
の
銘
文
参
照
の
事
。
 又
 、
持
続
 紀
三
年
四
月
、
 新
羅
が
天
武
天
皇
の
追
善
の
た
め
、
仏
像
を
贈
っ
た
こ
と
を
も
 

（
 
お
 ）
田
村
直
澄
「
日
本
仏
教
 
史
一
 」
二
四
八
頁
。
 

（
 
射
 ）
日
本
古
代
に
風
葬
と
二
重
葬
の
存
在
が
あ
る
た
め
、
 

一
 
瞬
 に
し
て
清
潔
な
骨
を
作
る
火
葬
が
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
か
っ
 

た
と
す
る
柳
田
国
男
の
 

説
は
 、
腐
敗
と
期
間
の
重
要
な
役
割
を
過
小
評
価
す
る
。
 

（
 
お
 ）
例
え
ば
、
奈
良
県
水
温
蓮
華
文
古
墳
の
石
棺
に
配
さ
れ
 

た
 蓮
華
文
、
聖
徳
太
子
の
磯
 
長
 墓
の
格
狭
間
な
ど
。
 

（
 
托
 ）
 又
 、
天
 武
 の
 檜
限
 大
内
陵
な
ど
の
八
角
形
墳
は
仏
教
と
 

直
接
関
係
が
な
さ
そ
う
（
和
田
奉
、
「
仏
教
と
喪
葬
儀
礼
の
変
 

化
」
 一
 
0
 七
頁
）
で
あ
 

る
 。
 

（
㌘
）
 堀
 一
郎
「
万
葉
集
に
あ
ら
は
れ
た
葬
制
と
他
界
観
霊
魂
 

観
 に
 つ
い
て
」
四
二
頁
。
 

ハ
 
%
 ）
万
葉
集
、
四
二
八
、
四
二
九
、
四
四
四
な
ど
。
 

ハ
 
%
 ）
 註
 （
 
抑
 ）
に
同
じ
、
三
八
頁
。
 



参
考
資
料
配
列
は
、
出
典
順
序
に
 
よ
 る
。
 

和
田
奉
「
噴
の
基
礎
的
考
察
」
口
論
集
終
末
期
古
墳
」
 塙
 書
房
 
昭
和
四
八
、
五
三
年
 

五
来
貢
「
遊
部
 考
 」
同
仏
教
文
学
研
究
」
法
蔵
 館
 
一
九
六
六
 午
 

折
口
信
夫
「
大
嘗
祭
の
本
儀
」
折
口
信
夫
全
集
三
一
九
二
八
 
年
 

一
九
 セ
 五
年
 

折
口
信
夫
「
上
代
葬
儀
の
精
神
」
折
口
信
夫
全
集
 二
 0
 、
一
九
 三
四
年
一
九
セ
人
 午
 

オ
 0
@
@
 
な
 
・
（
七
 

@
 臣
い
 。
ニ
の
 
0
 ユ
 （
・
 

-
@
 
）
（
）
 

d
-
o
 

コ
ル
 ロ
コ
 
の
 @
 岸
 Ⅰの
の
二
 
%
 Ⅰ
の
「
 
0
 つ
 Ⅱ
 
ホ
の
 
0
 口
 叶
 
P
 ユ
 o
 コ
 0
0
 
二
の
。
 

ま
セ
 
0
 色
 
e
 ）
凶
日
 0
 Ⅱ
（
 
ヒ
 め
り
 
曲
 
@
 
つ
 
Ⅱ
 
つ
封
 
@
 
馬
雨
 ～
 h
 ミ
オ
ぎ
 「
 
ぬ
弔
 ・
 C
 

Ⅰ
：
㌧
㏄
「
 
ガ
ト
 の
つ
 
い
ト
 の
 田
つ
 

Ⅱ
 l
P
 月
寺
ヨ
 p
n
m
.
 

卜
さ
キ
ミ
 x
 ～
 寵
 
@
 
拐
 
さ
さ
 ぬ
ャ
 
Q
-
-
 

～
も
め
も
さ
 

醗
 
～
 
ぬ
 b
Q
 
も
 
o
x
 
R
 

「
（
か
 

い
お
 
へ
ま
 
n
.
 
コ
 0
.
q
.
 
近
日
刊
行
予
定
 

マ
セ
 ・
フ
ラ
ン
ソ
ワ
「
 
濱
 、
死
と
誕
生
・
無
秩
序
と
秩
序
」
 

宗
 教
 研
究
五
四
、
三
、
二
四
六
、
一
九
八
一
年
二
月
 

円
円
 

O
 幅
 
e
 Ⅱ
の
の
 
臣
 P
O
@
 

の
 
-
 「
Ⅰ
・
 

イ
 Ⅰ
 
0
@
 

田
 日
 e
e
 ㎡
 -
e
 の
 
い
 り
Ⅱ
 
ホ
 」
・
 
ハ
り
 
㏄
 
-
-
@
 

日
リ
 Ⅱ
 毎
，
 
㌧
が
（
 

@
 
の
 
・
 ト
つ
 
㎝
 
0
.
 Ⅰ
の
㏄
 

つ
 

坂
本
和
子
「
日
本
神
話
に
お
け
る
葬
送
儀
礼
」
 
ヨ
 講
座
日
本
の
 神
話
一
一
己
有
情
重
一
九
 セ
 六
年
 

田
村
直
澄
「
日
本
仏
教
 史
一
 」
法
蔵
 館
 、
昭
和
五
七
生
：
 

和
田
 革
 
「
仏
教
と
喪
葬
儀
礼
の
変
化
」
「
古
代
日
本
と
仏
教
の
 伝
来
」
歴
史
公
論
一
九
 セ
 六
年
六
月
 

堀
 
一
郎
「
万
葉
に
あ
ら
は
れ
た
葬
制
と
他
界
観
・
霊
魂
観
に
つ
 い
て
」
 
ョ
 万
葉
集
大
成
 
八
 

民
俗
篇
ヒ
平
凡
社
 

す
る
が
、
宗
教
的
側
面
に
は
触
れ
て
い
な
い
。
 

（
 何
 ）
 楊
寛
 、
「
中
国
皇
帝
陵
の
起
源
と
変
遷
」
 セ
 六
頁
。
 

（
 巧
 ）
 註
 
（
 2
 ）
に
同
じ
、
三
四
九
頁
。
 

（
 蝸
 ）
 註
 
（
 5
 ）
に
同
じ
。
 

（
が
）
日
並
皇
子
尊
の
濱
の
時
に
詠
ま
れ
た
挽
歌
を
参
照
の
事
  
 

（
㎎
）
称
徳
天
皇
だ
け
は
在
位
の
時
に
崩
御
し
た
。
 

（
 杓
 ）
文
武
元
年
八
月
十
 
セ
日
 、
こ
の
点
は
上
田
正
昭
先
生
に
 指
摘
さ
れ
た
。
 

（
㏄
）
 註
 
（
㏄
）
に
同
じ
、
一
一
一
一
頁
。
 

（
 斑
 ）
高
取
正
男
「
神
道
の
成
立
」
を
参
照
の
事
。
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元明太上天皇の 葬儀が意味する 葬送儀礼史上の 断絶 点 

藤
沢
一
夫
「
墳
墓
と
墓
誌
」
ョ
日
本
考
古
学
講
座
人
歴
史
 

時
 代
 」
昭
和
三
一
年
 

伊
達
完
美
「
古
墳
・
 

寺
 ・
氏
族
」
同
論
集
終
末
期
古
墳
」
 

塙
書
 
房
 、
昭
和
四
八
、
五
三
年
 

内
藤
政
 
恒
 「
古
代
、
中
世
の
墓
制
、
序
説
」
 

司
 
考
古
学
講
座
 

有
史
文
化
上
巳
雄
山
 

閣
 、
昭
和
四
五
年
 

小
島
健
次
「
墓
誌
」
「
考
古
学
講
座
、
有
史
文
化
 

下
 」
雄
山
 
閣
 、
昭
和
四
五
年
 

 
 

」
 塙
 書
房
、
昭
和
四
一
、
五
二
年
 

楊
寛
 「
中
国
皇
帝
陵
の
起
源
と
変
遷
仝
学
生
社
、
昭
和
五
六
年
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西
洋
形
而
上
学
の
歴
史
は
「
有
の
忘
却
の
歴
史
」
（
の
：
。
 

ま
 0
 ゴ
 （
の
 
4
 の
「
 
の
 の
 
@
 
コ
の
ゼ
 

の
（
 
ぬ
 
の
の
 

m
m
 
口
 
す
の
 
@
d
 

）
で
占
め
る
と
い
 
と
ノ
 
ハ
イ
 デ
ッ
ガ
ー
の
断
定
 

は
 、
「
 有
 と
時
」
（
 
め
 。
～
コ
 

%
 注
 
が
ぎ
）
刊
行
以
後
の
中
世
 
有
 論
の
研
究
領
域
に
も
様
々
な
波
紋
を
投
げ
か
け
て
来
た
 が
 、
ト
マ
ス
研
究
者
 

た
ち
の
間
で
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
こ
の
発
言
が
 、
ト
 

 
 

化
の
一
つ
の
原
因
と
な
 

79  (401) 

 
 

 
 

口
論
文
要
旨
 
ロ
 
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
ラ
テ
ン
五
明
著
作
集
で
展
開
さ
 

れ
て
い
る
ア
ナ
ロ
ギ
ア
論
に
よ
れ
ば
、
有
は
被
造
物
に
は
、
 た
 ど
 神
の
有
へ
の
ア
ナ
・
 
戸
 

ギ
ア
に
よ
っ
て
の
み
帰
せ
ら
れ
る
。
即
ち
、
被
造
物
は
神
の
有
 

6
 種
の
「
形
而
上
学
の
克
服
」
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

と
 同
一
の
有
を
表
示
し
て
い
る
が
、
そ
の
様
態
に
於
て
は
、
 原
 因
 と
結
果
と
い
う
 根
 

本
 的
な
違
い
が
あ
る
 0
 こ
の
こ
と
は
、
神
の
有
の
絶
対
 牲
 の
 故
 に
 、
被
造
物
は
創
造
さ
れ
る
前
に
於
て
の
み
な
ら
ず
、
創
造
さ
 れ
た
後
も
、
神
の
有
 

の
 外
で
は
純
粋
な
無
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
ド
イ
ッ
話
説
 教
案
に
そ
の
精
華
が
見
出
さ
れ
る
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
神
秘
思
想
 に
 於
て
は
、
人
間
 

は
 、
ア
ナ
ロ
ギ
ア
論
の
中
で
規
定
さ
れ
た
被
造
物
の
有
論
的
な
 無
性
を
実
存
的
に
遂
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
即
ち
離
脱
、
 或
 い
は
魂
の
貧
に
よ
っ
 

て
、
 神
と
同
一
の
右
を
或
る
仕
方
で
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
 の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
ト
マ
ス
の
よ
う
に
、
人
間
の
有
 が
 神
へ
の
ア
ナ
ロ
 ギ
 

ア
的
 関
係
の
中
で
の
み
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
起
り
 得
な
い
 0
 中
世
 有
論
 と
し
て
の
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
ア
ナ
 p
 ギ
ア
 論
は
 、
こ
の
様
に
一
 

方
で
は
 ヱ
ッ
 ク
ハ
ル
ト
の
神
秘
思
想
に
形
而
上
学
的
基
盤
を
与
 え
て
い
る
が
、
他
方
両
者
の
間
に
は
一
つ
の
飛
躍
が
あ
り
、
 こ
 の
 飛
躍
の
中
に
 、
或
 

ハ
 
キ
ー
ワ
ー
ド
 U
 
 ア
ナ
ロ
ギ
ア
、
 有
 
=
-
 
、
 
セ
 一
、
形
而
上
学
の
克
服
 、
神
秘
思
想
 

吉
田
喜
久
子
 

マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
 於
 け
る
形
而
上
学
と
神
秘
思
想
 

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
ア
ナ
ロ
 
ギ
て
 諭
を
め
ぐ
り
 て
 



勿
論
、
ヴ
ェ
ル
 テ
 は
、
コ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
エ
ッ
セ
 

、
乃
 至
は
 ド
イ
ツ
語
に
よ
る
論
述
及
び
説
教
案
 

に
 於
け
る
毛
の
 
お
コ
 （
 
の
 の
 
@
 
口
 ）
が
 、
ハ
 

イ
デ
ッ
ガ
ー
の
間
 
題
 と
す
る
の
の
 
ぃ
コ
と
 
同
じ
で
あ
る
と
 
一
 
ム
 っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
し
か
し
乍
ら
 

、
ェ
ッ
 ク
ハ
ル
 ト
 の
神
秘
思
想
と
ハ
イ
 

デ
ッ
ガ
一
に
於
け
る
形
而
上
学
の
克
服
の
問
題
と
は
、
 

一
 方
 は
一
旦
歴
史
的
世
界
と
い
う
も
の
を
捨
象
し
た
上
で
 再
び
世
界
に
戻
っ
 

て
く
る
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
主
題
と
な
る
に
せ
 

よ
 

究
極
的
に
は
言
葉
も
思
惟
も
絶
し
た
と
こ
ろ
に
至
る
も
 

の
で
あ
る
の
に
対
し
、
 

他
方
は
あ
く
ま
で
も
歴
史
的
世
界
に
於
け
る
思
索
の
 

う
 ち
で
、
「
形
而
上
学
の
根
底
の
内
へ
の
帰
 

付
 」
を
遂
行
す
 
る
こ
と
に
よ
っ
て
為
し
 

遂
げ
ら
れ
る
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
両
者
を
 

直
ち
に
関
連
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
 

た
ど
、
 少
な
く
 と
も
い
え
る
の
は
、
 
次
 

の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
 

ト
マ
ス
に
於
て
 
、
ヱ
ッ
セ
 は
、
ト
マ
ス
形
而
上
学
の
全
 
構
 造
を
支
え
る
も
の
で
あ
る
と
推
定
す
る
こ
と
は
で
き
て
 

も
、
 少
な
く
と
も
 
著
 

作
の
上
で
は
、
 ェ
ッ
セ
 そ
れ
自
体
は
背
後
に
隠
さ
れ
た
 

ま
ム
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
 
ヱ
ッ
 ク
ハ
ル
ト
で
は
、
 
ェ
 ッ
セ
 そ
れ
自
体
と
い
う
 

 
 

主
張
さ
れ
た
如
く
、
ト
マ
ス
自
身
に
於
て
だ
け
は
 ヱ
ッ
 セ
が
ェ
シ
 ス
（
の
 
コ
 の
１
百
  
  
 

る
も
の
）
と
混
同
さ
れ
て
お
ら
ず
、
 ヱ
ッ
セ
 が
忘
れ
去
ら
 れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
る
忙
し
て
も
、
少
な
く
と
も
 ト
マ
ス
の
著
作
に
著
 ね
 

め
 

 
 

さ
れ
た
限
り
で
は
、
ト
マ
ス
に
於
け
る
 ヱ
ッ
セ
 の
意
味
 は
、
 「
（
少
な
く
と
も
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
）
十
分
あ
ぎ
 
ら
 か
に
さ
れ
て
い
な
い
 0
 
 （
 

ま
だ
あ
る
種
の
暗
さ
が
残
っ
て
い
る
。
」
そ
の
為
に
 

（
 
3
 ）
 

、
 同
 じ
く
 ト
マ
ス
研
究
者
で
も
、
例
え
ば
 ヴ
ヱ
ル
テ
 の
よ
う
に
 、
ト
マ
ス
形
而
上
学
の
 

基
盤
に
一
応
 は
 立
ち
な
が
ら
も
、
そ
こ
か
ら
ト
マ
ス
 と
 は
 異
な
る
方
向
に
進
ん
で
行
っ
た
マ
イ
ス
タ
ー
・
 ヱ
ッ
ク
 ハ
ル
ト
の
思
想
、
就
中
 

そ
の
神
秘
思
想
の
中
に
ト
マ
ス
の
エ
ッ
セ
の
徹
底
化
を
 見
、
そ
れ
を
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
所
謂
「
形
而
上
学
の
克
服
 」
の
問
題
と
結
び
つ
け
 

て
 考
え
る
研
究
者
も
い
る
 0
 ヴ
ヱ
ル
テ
 に
よ
れ
ば
、
ト
マ
 ス
 形
而
上
学
に
は
、
「
形
而
上
学
の
克
服
の
可
能
性
の
 萌
芽
」
（
の
 
@
 
コ
パ
 の
 
@
 
ヨ
 宙
の
「
 

ソ
ミ
ウ
 

ゆ
目
 
0
 
す
 左
の
 
@
 
円
 N
 
絹
 Ⅰ
 己
ヴ
 
0
 
Ⅰ
 
毛
 ～
 
コ
隼
 
二
 %
 抽
宙
の
 
Ⅰ
ツ
ミ
。
こ
い
 

で
す
 
セ
 ム
オ
 
）
 ぶ
尹
 
隠
さ
れ
て
は
 い
 る
が
、
そ
れ
は
 謂
は
 微
睡
み
の
状
態
に
 あ
っ
た
。
そ
れ
が
開
花
 

（
 
4
 ）
 

す
る
の
は
 ヱ
ッ
 ク
ハ
ル
ト
に
於
て
で
あ
る
。
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促
さ
れ
て
、
と
い
う
外
的
必
然
が
契
機
と
な
っ
た
の
で
 あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
外
的
必
然
が
内
 的
 必
然
に
転
ず
る
と
 ぃ
 

は
 浸
透
し
合
っ
て
い
る
 0
 そ
れ
は
、
し
か
し
多
く
の
場
合
 、
前
者
は
後
考
に
形
而
上
学
的
基
盤
を
与
え
、
後
者
は
 前
者
に
思
弁
の
徹
底
性
 

と
 ト
マ
ス
形
而
上
学
に
は
見
ら
れ
な
い
特
異
性
を
も
た
 ら
す
と
い
う
仕
方
に
於
て
で
あ
る
。
 

衆
知
の
よ
う
に
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
ド
イ
ツ
語
説
教
で
 力
説
さ
れ
た
主
題
は
、
「
魂
の
中
に
於
け
る
神
の
子
の
誕
 生
 」
に
始
ま
る
「
 神
 

と
 人
間
の
魂
の
 一
 」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
 有
 論
 的
基
盤
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
ラ
テ
 ソ
 五
明
著
作
集
に
見
 
出
さ
れ
る
 ェ
ッ
 ク
ハ
ル
 

ト
の
 ア
ナ
ロ
ギ
ア
論
で
あ
り
、
ア
ナ
ロ
ギ
ア
論
で
展
開
さ
 れ
て
い
る
神
と
人
間
の
 ェ
ッ
セ
 の
理
解
を
土
台
と
し
つ
 っ
 、
そ
の
上
に
救
済
論
 

的
 基
盤
を
与
え
て
い
る
の
が
、
「
ヨ
ハ
ネ
伝
福
音
書
誌
 解
 」
（
ラ
テ
ン
語
著
作
集
第
三
巻
）
で
詳
論
さ
れ
て
い
る
 イ
ン
カ
ル
ナ
チ
オ
論
で
 

あ
る
。
 

し
か
し
乍
ら
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
ラ
テ
ン
語
著
作
集
 と
ド
 イ
 ソ
 語
に
 よ
 る
論
述
及
び
説
教
集
の
関
係
が
簡
単
に
い
 え
ば
以
上
の
よ
う
に
 

理
解
さ
れ
る
と
し
て
も
、
 ヱ
ッ
 ク
ハ
ル
ト
の
神
秘
思
想
 の
 核
心
と
呼
べ
る
事
柄
は
、
何
故
ド
イ
ッ
語
に
よ
る
説
教
 の
中
で
し
か
説
か
れ
な
 

か
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
、
言
い
換
え
れ
ば
、
ラ
テ
ン
 五
 幅
 
著
作
集
に
見
ら
れ
る
形
而
上
学
的
世
界
と
、
ド
イ
ツ
語
 説
教
案
 に
 於
け
る
 エ
ッ
 

ク
ハ
ル
ト
の
神
秘
思
想
と
の
間
の
一
種
の
不
連
続
の
問
題
 は
 残
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

ほ
 、
異
端
運
動
の
激
化
す
る
情
況
の
中
で
ド
ミ
ニ
コ
 会
 士
 と
し
て
の
職
務
に
 
(403) 

（
 
6
 ）
 

教
案
 に
 於
け
る
神
秘
思
想
家
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
と
を
分
 け
 る
べ
 
ぎ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
実
際
の
内
 杏
に
於
て
、
事
実
両
者
 

問
題
が
或
る
仕
方
で
顕
在
化
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
 あ
る
が
、
 ヱ
ッ
 

形
而
上
学
的
思
弁
を
超
え
て
、
我
々
が
彼
の
神
秘
思
想
 と
 呼
ぶ
も
の
に
 

は
 同
じ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
そ
の
神
秘
思
想
の
精
髄
 が
 現
わ
れ
て
 

と
は
、
し
か
し
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
思
想
を
理
解
す
る
 為
に
は
、
ラ
テ
 ク

ハ
ル
ト
に
於
て
は
、
こ
の
 ェ
ッ
セ
 
の
顕
在
化
と
い
う
 -
 
」
と
生
、
 

（
 
5
 ）
 

ま
で
進
ん
で
行
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
 ュ
 は
 、
結
局
 

い
る
の
が
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
ド
イ
ツ
語
説
教
で
あ
る
。
 こ
の
こ
 

ン
語
 著
作
集
に
於
け
る
神
学
者
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
 と
 、
ド
イ
 
ッ
話
 説
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l 生ひよ 神 圏 の ッ 「 あ 箱 う 

  ェ の 被 の 以 中 ガ 一 る に こ 

マ 充 ち ッ ヱ 造 純 中 下 で l つ 。 向 と 
ス 猛 り ク ッ 物 粋 で の 二 の の そ っ が 

に 牲 て ハ セ の な 廣 木 つ 居 、 飛 （し て ヱ 
於 が 有 ル と ヱ エ   閲 読 の 索 躍 して で ッ 

て 最 る ト は ッ ツ さ に 出 金 目 、 も ク 

も も も は ど セ セ エ れ 族 来 体 式 説 説 " 
" よ の " の は   る げ 事 の ぃ 数 数 ル 

ク 
も る と 連 は 活 せ ト 

ⅠⅩ 
の 生 し 関 「 動 ず の 
で 題 て の 根 が に 内 

Ⅰ レ 

@   
l 。 ヱ ら の な ク も っ 

+ 十月り 八 へ 

ゴ l て、 ック， 転換言葉れた （ ） 8 / 、レ れな し   る 

神   。 呑 
百冊   ほ くすの 。 ヱ節 四と い ロギ 

ァ 「 離 ら 必 あ   

  ッ の う ア   「もし ろう。し テ ギ ロ 形而上 れて、 く呼応 然と化 

、 ン 

  係 絶対 に 神が 光 が 
  的 自 ず ぁ 
- 一 口 - - 己 
」 

な ら 問 る 

固 む 題 と   
同 有 名 と い 
章   

と る 至 に ム よ く 

神こはヱ、 私 と「 ハヲ " 
5 人   場 

ム 
  

居、 が ; 転ク、 テ                   われ ある 神の 
想 で 換 ，、 、 ン と か 

ェ た エ と き 」 ル、 語 は な 
由       め る が ト 、 著 云 か 
由 - セ の   関 か ェ に 、 作 わ っ 
    の 港   係 も " 於 、 集 れ た 
圧 / レ 

  とし しれ クハ げ る とド 九ヵ ょ、 
伸探 （ 実体的 簗 ョ の 

  形 レト @ 力しよ 、 よ、 
有 な純 由 Ep 而 
  上 
） 粋 紹 

  
学 の の り 教 い は 

と 性ョ 。 Ⅴ @ し よ 居 、 、 集 な こ 

  完絨 於 ヘノ @ 想 ハ の い の 

幼 @ ノ ・ 

て 

な視 

全 イ 間 の 献 
名 金 れ 体 デ の で 金 



マ 

8
3
 

（
 
口
廷
ョ
ヨ
 
㊤
 s
0
 
 

の
（
ロ
口
口
 

仁
 m
e
s
 

の
の
）
で
あ
る
こ
 

ン
 し
を
二
小
土
 

9
 。
 言
い
換
え
れ
ば
、
述
語
そ
の
も
の
が
主
語
で
あ
り
、
 主
 語
の
本
質
で
あ
る
こ
 

 
 

 
 

に
 於
け
る
一
な
る
神
に
 
繁
 っ
 

 
 
さ
て
、
「
 出
 エ
ジ
プ
ト
 
記
 註
解
」
に
よ
れ
ば
、
そ
の
 
@
 薬
 だ
け
で
純
粋
に
自
体
的
な
 
ェ
ッ
セ
 で
あ
る
こ
と
を
表
わ
 
す
こ
の
 憶
に
、
 

 
 

 
 

加
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
語
が
純
粋
の
 

ヱ
ッ
セ
 、
圭
三
 
ッ
セ
 そ
の
も
の
 
(405) 

ルト に於ける形而上学と 神秘思想 

る 恭 一 実 G 称 と 曲 最 @T 

の 味 

Ⅰ純 で ク 最 ェ 

然   
さ 

  
と 

ら 現   



と
、
 即
ち
 、
 神
に
の
み
固
有
な
 ヱ
ッ
セ
と
ヱ
ッ
 
セ
ン
チ
ア
 
の
 同
一
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
 

否
定
の
否
定
 

さ
て
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
以
上
の
様
な
意
味
で
、
 

神
 の
 エ
ッ
セ
の
実
体
的
純
粋
性
、
エ
ッ
セ
 

と
 エ
ッ
セ
ソ
チ
 
ア
 と
の
同
一
性
を
表
わ
 

す
の
的
。
望
日
 が
 、
 Q
 日
組
目
と
二
度
繰
り
返
さ
れ
る
 こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
名
は
「
神
か
ら
一
切
の
否
定
を
 

排
除
し
た
肯
定
の
純
粋
 

 
 

ヴ
 ～
 
っ
の
 
0
 汁
 o
 
）
 P
 韻
目
ま
、
ま
 
）
を
表
わ
し
て
い
る
と
 
解
 釈
す
る
。
こ
 %
 で
「
 肯
 

定
の
純
粋
さ
」
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
ほ
 

、
 屡
々
「
 否
 定
の
否
定
」
 宥
 暗
き
。
お
櫓
立
 
0
 
コ
 
@
 
の
 
）
と
言
い
換
え
ら
れ
る
 
事
柄
で
あ
る
が
、
 歴
 

史
的
に
は
プ
ロ
ク
 
p
 ス
｜
 
こ
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
（
 

2
 
i
 

）
 エ
ッ
 ク
ハ
ル
ト
の
こ
の
「
否
定
の
否
定
」
と
は
「
 

一
 」
（
 
仁
コ
廷
 

ョ
 ）
の
特
性
で
あ
る
。
 

二
 そ
れ
自
身
は
否
定
の
否
定
で
あ
る
。
」
（
 

臣
コ
仁
ヨ
 

@
0
 

の
 
目
 
ョ
 の
の
が
 

コ
 
の
帳
の
（
 

@
0
 
巨
の
㎎
が
 

ガ
 
@
o
 

コ
 
@
 
の
 
）
（
Ⅰ
 

韻
 （
（
Ⅰ
 

肘
 
㏄
の
。
 

m
 
）
何
故
み
 
%
 
ら
 「
 一
 」
或
い
は
 

「
 一
性
 」
は
 、
多
 な
る
も
の
或
い
は
多
性
（
ヨ
ロ
）
（
 

ぃ
 
（
 
ま
 0
 
）
 
、
 及
び
区
分
さ
れ
た
も
の
乃
至
差
異
を
も
つ
も
の
或
い
は
 

区
分
乃
至
差
異
性
 

（
 
色
 
@
 
の
 
（
 
@
 
コ
 
O
 
（
 
@
O
.
&
@
 

目
 0
 
（
 
籠
 （
 
@
p
 

）
の
否
定
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
 

多
 性
、
或
い
は
区
分
乃
至
差
異
性
は
 
、
 何
ら
か
の
意
味
 
で
 自
ら
に
対
立
す
る
 
何
 

か
 を
も
っ
 、
 言
い
換
え
れ
ば
、
自
ら
に
そ
の
「
何
か
を
 

欠
 い
て
い
る
」
、
と
い
う
意
味
で
不
完
全
な
も
の
、
欠
乏
的
 

な
も
の
、
即
ち
否
定
的
 

な
も
の
で
あ
る
。
「
 
一
 」
は
、
こ
の
否
定
性
、
即
ち
「
 

何
か
が
欠
け
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
自
ら
の
中
で
否
定
 

し
て
い
る
と
い
う
意
味
 

で
 「
否
定
の
否
定
」
で
あ
る
 

0
 と
こ
ろ
が
「
欠
け
て
い
る
 
」
、
即
ち
「
無
い
」
と
い
う
こ
と
の
否
定
と
は
、
「
有
る
」
 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

従
っ
て
、
「
 一
は
 一
切
の
無
の
否
定
で
あ
り
排
除
」
（
口
の
 

め
り
（
 

@
0
 
り
 
侍
の
Ⅹ
 

り
ト
 

目
の
 
@
0
0
 

ヨ
目
 
@
 
の
臣
円
す
 

@
 
二
）
（
Ⅰ
 

ま
 Ⅰ
Ⅰ
 
ト
 
㏄
の
 
、
の
 
）
で
 あ
る
。
即
ち
、
「
 一
 」
 

は
 「
 
有
 」
（
の
の
の
の
）
で
あ
る
 

0
 
 
と
こ
ろ
で
、
「
 
ム
但
 

@
 
ッ
セ
 

」
 の
否
定
 
、
 即
ち
「
 虹
ビ
は
 「
 一
 」
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
コ
 

%
 
@
 
，
セ
 

」
 と
「
 無
 」
と
は
全
く
の
 

対
立
概
念
で
あ
る
が
故
に
、
「
 
一
は
 
有
で
あ
る
」
と
い
 
う
こ
と
は
、
直
ち
に
「
 
伺
は
一
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
 

+
 

な
る
 0
 こ
の
意
味
で
、
 

「
 一
 」
は
「
 郁
 い
と
「
全
く
直
接
的
な
関
係
」
（
Ⅰ
 

毛
ま
 &
 

 
 

一
 と
は
交
換
し
得
る
」
 

（
 
い
韻
目
 
（
 頷
ダ
ゃ
 Ⅰ
 韻
 ）
 
づ
 約
 9
 ま
 ）
の
で
あ
る
 
0
 従
 っ
て
、
「
 一
は
 
有
で
あ
る
」
の
み
な
ら
ず
 

@
 
，
 。
、
「
 
但
は
 

ム
 
=
 
ッ
セ
 一
で
 あ
る
」
と
い
わ
れ
て
も
、
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        （バ ー ・ ム， クハルトに於ける 形而上学と神秘思想 

た エ ル 分 け ろ の た 企 も 一 な 年 戒 ぃ そ 

通ット性る概 9 セで " 一念 トを マ作 い 。 「 その」 て ので あ ヱ ッ らいうれ " は言に 
こ 頂 葉 よ 

あ 一 
る 初 一 塊 ッ ッ 於 で 故 よ セ ま 於 され 排除に 新 プ 同 と くヱ は純 宇 性が 一で 

て し う 」 様 ン 粋 

ル も と し ） も 
B.  「 で   

於 於 の 面 で あ あ 
て て 否 か ス る る 

も " 即 " 走 」 らのがと 見場 " 同 
神 ち と ら 合 「 時 
は ヱ 捉 れ に 一 に 

、神 善とたヱえらッセ サ ま、 エ む 工 

か せ れ シ ー ン は 

真 そ る ス と ス 一   
と の こ （ い と で ある 名 か 純粋 とに 0 口の り う概 置換 

付 性 よ 註 念 さ   ス ミ カ 

似 す は で ら か 神 

、 で   可 の の は 性 

ツ証   か ょ   よ と も え な 
り は 含 エ ス ル 際 ら -   
も 以 め ッ の ト に れ 性 
ヱ 上 て ク 不 に 用 る で、 
ッ 見   ハ 回 族 い も も   
85  (407) 



ヱ
ッ
ク
 

ず
に
、
 

万
に
 ょ
 

議
論
の
 

ハ
ル
ト
の
神
論
に
顕
著
な
の
は
、
「
 一
性
 」
が
 、
 或
い
は
 

「
一
件
」
と
い
わ
れ
ず
に
「
 一
 」
が
 、
三
｜
一
 的
関
 係
 に
触
れ
ら
れ
 

そ
れ
だ
け
で
 厘
 々
強
調
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 或
 ぃ
は
、
三
｜
一
 性
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
も
、
そ
の
 水
 質
の
同
一
性
の
 

り
 重
点
が
置
か
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
 於
 げ
る
こ
の
「
一
な
る
 神
 」
へ
の
傾
ぎ
は
、
以
上
の
よ
 う
 な
形
而
上
学
的
 

中
で
の
み
考
察
さ
れ
る
な
ら
、
神
の
ニ
ッ
セ
の
実
体
的
 な
 純
粋
性
が
追
求
さ
れ
た
結
果
で
あ
り
 

，
、
 

-
 
 
。
 （
 
6
 
1
 
 

）
 
、
 ヮ
 
て
こ
に
、
中
世
 キ

リ
ス
ト
教
的
 

「
 一
 」
も
 ニ
ー
一
 
性
の
 一
 性
、
三
神
格
の
本
質
に
於
け
る
 

同
一
桂
 

（
 
・
っ
て
は
理
解
す
る
こ
と
が
で
 

5
 
l
 

）
 
で
あ
る
と
さ
し
 
当
 

き
る
 0
 し
か
し
乍
ら
 
、
 

セ
 そ
の
も
の
で
あ
る
の
だ
が
、
 ヱ
ッ
 ク
ハ
ル
ト
の
場
合
に
 は
、
 神
の
 ヱ
ッ
セ
 を
、
ま
さ
に
神
の
 ヱ
ッ
セ
 で
あ
る
、
 そ
の
純
粋
性
に
於
て
 捉
 

え
る
と
い
う
こ
と
は
、
神
を
そ
の
「
エ
ッ
セ
の
 一
性
 」
に
 於
て
捉
え
る
と
い
う
こ
と
ふ
同
じ
こ
と
に
な
る
。
の
み
 な
ら
ず
、
「
否
定
の
否
 

定
 」
と
し
て
の
一
の
示
し
て
い
る
の
は
、
例
え
ば
、
 或
 る
 観
点
か
ら
見
ら
れ
た
エ
ッ
セ
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
 は
な
く
て
、
「
 ェ
ッ
セ
 

と
い
う
言
葉
自
体
に
は
ま
だ
表
わ
さ
れ
て
い
な
い
」
 純
 粋
性
に
 於
け
る
 ヱ
ッ
セ
 な
る
が
故
に
 、
 神
の
 ェ
ッ
セ
 の
 純
 粋
牲
が
 、
ま
さ
に
そ
の
 

純
粋
性
に
於
て
追
求
さ
れ
る
結
果
、
「
 ェ
ッ
セ
 の
」
と
 い
 う
 言
葉
は
も
は
や
 付
 げ
ら
れ
な
い
で
、
屡
々
単
に
「
 一
 性
 」
或
い
は
 
二
 
」
と
 

い
 う
 言
葉
に
よ
っ
て
の
み
神
が
言
い
表
わ
さ
れ
る
に
至
る
 の
で
あ
る
。
 

こ
の
こ
と
ほ
、
当
然
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
 ニ
ー
一
神
 観
に
も
 影
響
を
及
ば
す
。
 ヱ
ッ
 ク
ハ
ル
ト
は
決
し
て
 三
｜
一
神
 を
 否
定
し
て
い
る
の
 

で
は
な
い
 0
 神
の
一
な
る
 ェ
ッ
セ
 の
意
味
す
る
「
否
定
 の
 否
定
」
は
、
「
最
も
純
粋
に
し
て
完
全
に
満
た
さ
れ
た
 上
日
産
」
（
 

@
 
樟
 
何
円
 

へ
い
 

の
の
 

@
 
ト
目
 

リ
 
い
の
（
 

日
の
コ
 
@
0
 

四
ミ
リ
の
 
目
 @
 
「
 
ヨ
の
 
（
 
ざ
 ）
 G
 ま
 H
H
 
 

づ
 
～
 
、
 P
 
）
）
と
言
い
換
 
，
 
え
ら
れ
る
よ
 う
 に
 、
 神
に
於
け
る
 ヱ
ッ
セ
 の
充
溢
（
目
の
 
コ
 @
 
（
 
/
&
0
 

）
は
、
ま
た
神
に
 

於
け
る
自
己
肯
定
、
即
ち
自
己
認
識
を
意
味
す
る
。
 従
 っ
て
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
於
て
も
、
神
の
ニ
ッ
セ
 と
知
 性
 
（
 
@
 
コ
 
（
の
）
～
の
の
宮
の
に
し
て
 

（
 
4
 
@
 ）
 

@
 
コ
 
（
の
 

-
P
@
 

め
の
ぺ
 

0
 
）
は
同
一
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
 、
 「
 一
な
る
神
は
知
性
で
あ
り
、
知
性
は
一
な
る
神
で
あ
る
 」
（
Ⅰ
 
ま
 Ⅱ
Ⅱ
㏄
Ⅱ
 

o
.
 
H
h
 

）
。
 

い
う
ま
で
も
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
於
て
は
、
神
の
 知
性
に
 よ
 る
自
己
認
識
と
は
、
直
ち
に
神
に
於
け
る
 三
 神
格
の
存
在
と
そ
の
 水
 

質
に
 於
け
る
同
一
性
、
即
ち
神
の
三
 ｜
一
 性
を
意
味
す
 る
 0
 従
っ
て
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
よ
っ
て
 、
ェ
ッ
ざ
 並
び
 に
知
性
と
尊
貴
さ
れ
る
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マノ ス 々 一 ． =             クノ 

「
（
同
名
同
義
的
な
も
の
と
も
、
同
名
異
義
的
な
も
の
と
も
 

異
な
り
）
ア
ナ
ロ
ギ
ア
的
な
も
の
と
は
、
事
物
（
。
の
の
）
 
に
よ
っ
て
 、
 或
い
は
 

事
物
に
於
け
る
差
異
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
の
で
は
な
 く
 、
端
的
に
同
一
で
あ
る
事
物
の
様
態
に
よ
っ
て
の
み
 

 
 

 
 

の
 
@
E
 
の
 
&
0
 
日
 ロ
お
 Ⅰ
の
 
@
 四
ヨ
 で
ヰ
 
ま
浅
 ）
区
別
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
 
生
命
体
の
中
に
あ
る
一
つ
の
同
じ
健
康
が
 、
 他
な
ら
ぬ
 そ
れ
自
身
が
、
食
物
の
 

 
 

申
に
、
ま
た
尿
の
中
に
あ
る
。
 

た
ビ
 、
そ
れ
は
、
健
康
 が
 健
康
と
し
て
ほ
石
の
中
に
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
、
 食
 物
の
中
に
も
尿
の
中
に
は
 

も
少
し
も
な
い
と
い
う
そ
の
 ょ
う
 な
仕
方
で
あ
る
の
で
 あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
丁
度
そ
れ
自
身
の
中
に
は
小
し
 も
 ワ
イ
ン
を
も
た
な
い
 

8
 

叩
が
 誤
解
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
 ?
 性
Ⅰ
 毛
 
Ⅰ
 
Ⅱ
 ぃ
 
㏄
 
N
 。
㍉
Ⅰ
）
 
0
 
 
従
っ
 イ
 Ⅰ
 、
 こ
ュ
弔
し
 
ド
 
は
先
ず
 、
ェ
ッ
カ
ノ
 ハ
ル
 ト
に
 於
け
る
ア
ナ
ロ
ギ
ア
 理
 

 
 

ル
 

解
の
基
本
と
な
る
テ
キ
ス
ト
を
引
用
し
、
そ
こ
か
 ら
 考
察
を
始
め
る
。
 

    げる形而上学と 神秘思想 

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
論
に
於
け
る
三
つ
の
契
機
 

エ
ッ
セ
・
 一
 ・
創
造
 

例
え
ば
ト
マ
ス
の
場
合
、
ア
ナ
ロ
ギ
ア
と
い
う
概
念
に
 よ
っ
て
何
が
意
味
さ
れ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
が
必
ず
し
 も
 一
義
的
に
ほ
確
定
 

で
き
な
Ⅰ
よ
う
に
。
 

、
（
 

7
 
l
 
 

、
 
）
 

中
世
 有
論
に
 於
け
る
ア
ナ
ロ
ギ
ア
な
 る
 言
葉
を
如
何
に
理
解
す
る
か
と
い
う
問
題
は
、
そ
の
 言
葉
の
多
用
に
も
拘
ら
 

ず
、
 或
い
は
寧
ろ
多
用
の
故
に
 、
 一
つ
の
錯
綜
し
た
 問
 題
 で
あ
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
自
身
、
多
く
の
人
に
よ
っ
て
 、
ア
ナ
ロ
ギ
ア
の
本
質
 

た 教 の ヱ 
が 美 一 ッ 

故 の 神 セ 
に 中 観 に 

    で の 対 

  プ 語 形 す 
口 9 % 彗 る 

三 % ク れ を 新 
  p る 見 プ クハ 的をこ スめ るう ト 

Ⅰ レ 
一 見 と ソ 

@ 
" る が 主 

或 と で 義 
の 
ア い は きぎ 、 る一 的 
ナ マ ヱ か " 
  イ ソ も 或 

ギ モ ク し い 

ア 
    

。 ム デ か な 、 
下 ⅡⅠ ス ト い エ に 等 

の と し ク 

ぽ、 っ か ハ 
想 て し か 

に は 、 ト 

そ 事 後 が 
の 実 に 好 

表 と 考 ふ 
現 し 察 で 
を て さ 引 
見 元 れ 用 
出 ず る す 
し 神 よ る 
た は ぅ ア 
と 一 に ぅ 
も て   " ビ   

い あ こ ァ 

える り "  のの 『 & 不 
の 一 - 教 

で で な 哲 
あ な る 学 
る げ 神 者 
。 ね 」 マ 

ば が ィ 

な ド モ 

ら イ 二 
な ッ デ 

か 語 ス 
っ 説 等 



環
状
の
飾
り
（
。
 す
三
 ：
 ｜
 飲
食
店
の
外
に
掛
げ
ら
れ
て
 、
そ
の
飲
食
店
に
或
る
種
の
ワ
イ
ン
が
あ
る
こ
と
を
 示
 す
１
 ）
が
ワ
イ
ン
を
 
表
 

示
す
る
 よ
う
 に
 、
 尿
は
生
命
体
の
中
に
あ
る
か
の
一
つ
 の
 健
康
を
表
示
す
る
が
故
に
の
み
、
尿
は
健
康
で
あ
る
と
 い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

と
こ
ろ
で
、
 ェ
 ン
ス
或
い
は
 ェ
ッ
セ
 、
ま
た
あ
ら
ゆ
る
 士
 
万
全
性
、
就
中
 工
ッ
セ
 、
一
、
真
、
善
、
光
、
義
な
ど
の
 普
遍
的
な
完
全
性
は
 、
 

神
と
被
造
物
に
つ
い
て
ア
ナ
ロ
ギ
ア
的
に
語
ら
れ
る
の
 で
あ
る
。
」
（
「
安
目
 
舘
 0
,
 
案
 ）
 

（
 
@
 
l
 ）
 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
始
ま
り
、
中
世
に
於
て
常
用
さ
れ
る
 よ
う
に
な
っ
た
「
健
康
」
（
の
の
 

コ
 
@
 
（
が
せ
の
例
に
よ
っ
て
 
、
 エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
 こ
 

ム
で
 述
べ
て
い
る
事
柄
を
 、
 神
と
被
造
物
の
 ヱ
ッ
セ
 に
 関
 し
て
言
い
直
せ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
 0
 神
の
中
に
あ
る
 一
つ
の
同
じ
 ェ
ッ
セ
 が
 

被
造
物
の
中
に
も
あ
る
。
 た
 ど
そ
れ
は
、
健
康
が
方
の
 中
に
は
少
し
も
な
い
よ
う
に
、
 ェ
ッ
セ
 が
エ
ッ
セ
と
し
て
 は
 被
造
物
の
中
に
な
い
 

と
い
う
仕
方
に
於
て
あ
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
 被
造
物
は
神
の
中
に
あ
る
一
つ
の
同
じ
 ヱ
ッ
セ
 を
表
示
 し
て
い
る
と
い
う
意
味
 

に
 於
て
の
み
、
有
る
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
丁
度
、
 そ
 れ
 自
身
の
中
に
少
し
も
ワ
イ
ン
を
も
た
な
い
環
状
の
飾
 り
が
、
ワ
イ
ン
を
表
示
 

し
て
い
る
よ
 う
 に
。
 

以
上
の
様
な
説
明
が
正
し
く
理
解
さ
れ
る
為
の
手
懸
か
 り
は
 エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
自
身
に
よ
っ
て
別
の
著
作
で
与
え
ら
 れ
て
い
る
。
 

「
全
て
の
も
の
が
神
に
仕
え
る
用
意
が
で
き
て
い
る
 0
 何
 故
 な
ら
、
一
つ
の
も
の
（
～
の
の
 

仁
コ
ぃ
 

）
が
、
原
因
と
そ
の
 作
用
の
結
果
の
中
で
 

ア
ナ
ロ
ギ
ア
的
に
あ
る
か
ら
で
あ
っ
て
 、
 異
な
る
の
は
 様
 態
に
 於
て
の
み
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
 0
 こ
の
こ
と
は
 既
 に
 ア
ナ
ロ
ギ
ア
と
い
う
 

舌
口
薬
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
 
0
 即
ち
 、
 （
ア
ナ
ロ
ギ
ア
 
的
な
関
係
に
あ
る
）
両
者
に
於
て
あ
る
の
は
、
同
一
の
 も
の
で
あ
る
。
し
か
し
 

な
が
ら
、
（
一
方
に
於
て
は
）
よ
り
先
に
 、
 （
他
方
に
 
於
て
は
）
よ
り
後
に
。
」
（
 
い
 名
目
ま
が
 
ト
由
 
）
 

右
の
文
章
か
ら
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
用
い
る
ア
ナ
ロ
 ギ
 ァ
 と
い
う
概
念
に
は
、
三
つ
の
契
機
が
あ
る
こ
と
が
分
る
 0
 即
ち
 、
け
、
ア
 ナ
 

p
 ギ
ア
的
関
係
の
中
で
ほ
 、
 
或
る
事
物
（
お
の
）
が
問
題
と
 
さ
れ
て
い
る
 0
 ㈲
、
そ
の
事
物
は
、
ア
ナ
ロ
ギ
ア
的
関
係
 に
あ
る
 両
頃
 に
於
て
 、
 

一
つ
の
 宜
 コ
ー
 

1
@
 

づ
 ）
も
の
で
あ
る
 0
 日
、
両
 項
に
 於
て
 、
 同
一
の
事
物
（
Ⅰ
の
 

s
u
 コ
り
 
）
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
 様
 態
 
（
 
ョ
 0
 
ま
ど
に
於
て
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マイスター， ヱッ クハルト に 於ける 形而 上半と神秘思想 

異
な
る
 0
 即
ち
一
方
に
於
て
は
、
よ
り
先
に
（
口
の
～
で
「
 

@
 
ロ
 
の
 
）
他
方
に
於
て
は
、
よ
り
後
に
（
 憶
 。
 口
 0
 
降
の
。
 

@
E
n
 

）
 と
い
 ぅ
 あ
り
方
で
あ
る
。
 こ
 

れ
は
、
神
と
被
造
物
の
場
合
に
は
、
前
者
が
原
因
（
 c
a
 
目
 
紹
 ）
で
あ
り
、
後
者
が
作
用
の
結
果
（
 ま
 R
 旨
 と
で
あ
る
 が
 故
で
あ
る
。
従
っ
 

て
 、
こ
の
第
三
の
契
機
は
 、
ェ
ッ
セ
 が
神
の
創
造
と
い
う
 観
点
に
於
て
如
何
に
捉
え
ら
れ
る
か
と
い
う
問
題
に
な
 る
 。
 

先
ず
、
こ
の
場
ム
ロ
問
題
と
さ
れ
る
「
事
物
」
は
 
、
 他
の
 様
々
な
完
全
性
に
先
立
っ
て
、
そ
れ
ら
の
根
源
と
な
っ
て
 い
る
 ェ
ッ
セ
 で
あ
る
 

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
 0
 と
こ
ろ
で
、
神
の
 ェ
ッ
セ
 は
 、
そ
の
純
粋
性
の
故
に
必
ず
「
 一
 」
で
あ
る
。
 一
は
分
 割
 で
き
な
い
 0
 そ
れ
 

故
 、
も
し
被
造
物
が
他
ら
か
の
仕
方
で
神
の
 ェ
ッ
セ
 を
 「
表
示
し
て
い
る
」
な
ら
、
そ
れ
は
必
ず
神
の
 ヱ
ッ
セ
と
 同
じ
一
つ
の
エ
ッ
セ
で
 

あ
る
。
 

ヱ
ッ
 ク
ハ
ル
ト
の
場
合
、
神
の
 ェ
ッ
セ
 が
問
題
と
な
る
 場
 合
 に
は
、
先
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
そ
の
「
エ
ッ
セ
の
 純
粋
性
」
と
「
 一
性
 」
 

と
い
う
こ
と
は
同
じ
こ
と
で
あ
り
、
切
り
離
し
て
考
え
 ろ
 れ
な
い
 0
 従
っ
て
 、
ェ
ッ
セ
 の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
論
に
 於
げ
 る
け
と
 ㈲
の
契
機
は
 、
 

右
に
試
み
ら
れ
た
よ
う
な
極
め
て
簡
単
な
概
念
の
操
作
 に
よ
っ
て
も
け
は
㈲
を
必
然
的
に
伴
 う
 。
し
か
し
、
有
限
 な
 被
造
物
が
神
と
「
 同
 

一
の
」
 ェ
ッ
セ
 を
表
示
し
て
い
る
と
は
、
ど
う
い
う
意
味
 で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
立
ち
入
る
為
に
は
、
エ
ッ
 ク
ハ
ル
ト
の
ア
ナ
ロ
 ギ
 

ァ
 論
の
第
三
の
契
機
と
い
わ
れ
た
「
神
の
創
造
と
 ェ
ッ
セ
 」
の
問
題
が
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

神
の
創
造
と
被
造
物
の
無
性
 

「
創
造
と
は
 ェ
ッ
セ
 を
も
た
ら
す
こ
と
で
あ
る
。
」
（
 
c
r
 

の
り
（
 

@
o
 
の
の
叶
い
 

o
P
-
 

が
片
 
@
o
o
 

の
㏄
の
）
（
 

く
め
 
-
.
 
Ⅰ
 イ
ミ
 

@
 田
 ト
の
 
0
 
、
べ
 
・
 ト
つ
 
「
 
，
 
㏄
）
 
@
 
」
れ
が
、
 ェ
ッ
ク
ハ
 

ル
ト
 に
於
て
も
、
神
の
創
造
に
関
す
る
理
解
の
基
礎
で
あ
 る
 。
と
こ
ろ
が
、
通
常
こ
れ
は
「
無
か
ら
の
創
造
」
 宋
 （
の
曲
片
片
 

0
 
 
の
が
 
ロ
 @
h
@
 

）
 
0
 
）
 と
 

云
わ
れ
る
の
に
対
し
て
、
 ヱ
ッ
 ク
ハ
ル
ト
は
、
「
 
円
 
無
か
ら
 ヒ
 （
 
e
x
 
コ
 ～
 
ォ
 @
 
）
 
0
 
）
と
い
う
言
葉
は
付
け
る
必
要
が
な
い
」
 と
 云
う
。
何
故
な
ら
、
 

「
エ
ッ
セ
の
前
に
は
何
も
な
か
っ
た
か
ら
」
 G
 ま
 （
 ト
の
 
0
.
 
ご
 で
あ
る
。
 ェ
，
セ
が
 一
切
の
事
物
の
初
め
で
あ
り
 根
 源
 で
あ
る
。
し
か
し
 

「
エ
ッ
セ
の
前
に
は
」
 
ぶ
 三
の
窃
 お
 ）
と
い
う
こ
と
は
、
 時
間
的
な
意
味
で
理
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
 0
 
 エ
ッ
セ
 そ
の
も
の
た
る
神
の
中
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-
 ソ
セ
 

そ
れ
 故
 
「
無
か
ら
の
創
造
」
と
は
、
「
無
か
ら
、
即
ち
 
非
 有
 （
 コ
 0
 コ
 
の
の
の
の
）
か
ら
有
に
呼
び
出
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
 、
そ
の
右
を
一
切
の
 

に
は
、
或
る
も
の
が
他
の
も
の
に
先
立
つ
 、
 従
っ
て
そ
の
 間
 、
そ
の
「
他
の
も
の
」
が
無
い
と
い
う
よ
う
な
不
在
 の
 状
態
は
な
い
。
一
切
 

が
 同
時
で
あ
り
、
「
終
り
と
初
め
が
同
一
で
あ
る
。
」
（
Ⅰ
 
ま
 H
P
 
③
。
 
0
 ）
即
ち
、
「
 時
 」
は
創
造
と
伴
に
始
ま
る
が
 故
 に
 
「
そ
の
中
で
世
界
が
 

な
か
っ
た
と
か
、
そ
の
間
中
は
世
界
が
ま
だ
な
か
っ
た
 と
い
う
よ
う
な
時
は
存
在
し
な
い
 o
 」
 P
 ま
目
 ト
の
 
）
、
 
o
h
 
）
 そ
れ
故
、
「
 ェ
ッ
セ
 の
 

前
に
は
何
も
な
い
よ
う
に
、
エ
ッ
セ
の
後
に
も
何
も
な
 い
 。
」
（
Ⅰ
 

ま
 
w
P
g
-
 
二
）
 こ
ム
 で
前
後
と
い
う
時
間
的
表
象
 に
よ
っ
て
言
い
表
わ
さ
 

れ
た
こ
と
は
、
空
間
的
表
象
に
 ょ
 れ
ば
、
「
神
の
外
に
は
 
ェ
ッ
セ
 の
外
に
は
他
の
も
の
は
な
い
し
、
凡
そ
何
ら
 か
の
 他
 な
る
も
の
は
な
 

い
 。
即
ち
 、
ヱ
ッ
セ
 
の
外
に
あ
る
も
の
は
無
で
あ
り
、
 

お
 る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
」
（
Ⅰ
 ま
 
～
Ⅱ
（
 

お
 ）
・
 
目
 ）
即
ち
 、
 神
 以
外
に
は
何
も
な
 

 
 

い
 。
 @
@
 

ロ
い
 換
え
れ
ば
、
神
は
有
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
 

=
 
，
 。
 

有
 ほ
 神
で
あ
る
。
 

従
っ
て
 、
 神
に
よ
る
創
造
の
前
に
ほ
何
も
な
か
っ
た
よ
 う
 に
、
「
世
界
創
造
の
後
に
も
」
、
 神
 以
外
に
は
何
も
な
 い
し
、
神
の
傍
に
 

（
 
口
 
。
 
p
 の
（
の
。
）
何
か
ど
あ
る
訳
で
ほ
な
い
。
父
性
・
Ⅰ
 
毛
 
H
H
H
 
Ⅰ
の
）
。
 

串
 ）
何
故
な
ら
、
「
無
か
ら
の
創
造
」
と
は
、
「
 無
 」
と
い
う
真
空
の
如
き
 

も
の
が
神
の
傍
に
あ
り
、
そ
こ
か
ら
、
或
い
は
そ
の
中
 へ
と
、
何
か
ど
、
丁
度
人
間
の
製
作
行
為
の
場
 ム
ロ
 
の
よ
う
 に
、
 神
の
外
や
傍
に
 創
 

り
 出
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
 0
 

「
無
は
何
も
の
も
受
け
取
ら
な
い
し
、
ま
た
（
何
か
を
 担
 
ラ
）
基
体
（
 ま
 ま
 の
ヰ
建
ヨ
 
）
で
あ
る
こ
と
も
、
（
有
を
限
 

@
 
，
セ
 
る
 如
 き
 ）
限
界
で
あ
 

る
こ
と
も
 
@
 
メ
 
Ⅰ
き
な
い
。
」
（
Ⅰ
 

ま
 
Ⅰ
）
の
）
・
）
 

め
め
 
）
従
っ
 Ⅰ
 
イ
 、
あ
 た
か
も
神
が
被
造
物
を
自
ら
の
外
に
投
げ
出
し
て
置
い
 た
と
か
、
神
の
外
に
創
 

っ
 た
か
の
よ
う
に
、
考
え
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
 

「
神
は
 、
 神
が
削
り
、
働
 き
 、
行
為
す
る
一
切
な
、
神
宮
 身
の
中
で
働
き
、
行
為
す
る
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
 神
の
外
に
あ
る
と
い
 

ぅ
 こ
と
、
ま
た
神
の
外
で
生
ず
る
と
い
う
こ
と
は
、
 

ェ
 ッ
セ
 の
外
に
あ
り
、
エ
ッ
セ
の
外
で
生
ず
る
と
い
う
こ
と
 だ
か
ら
で
あ
る
。
」
（
の
 

の
 ・
 0
.
 
㏄
 
臣
 ）
 

C412)  90 



 
 

  

い
う
こ
と
で
あ
る
 

0
 
従
っ
て
 

 
 三
切
の
被
造
物
は
神
か
ら
 

ヱ
，
セ
を
 

受
け
取
る
。
而
も
 

不
断
に
受
け
取
る
。
（
…
）
被
造
物
の
 

ェ
ッ
セ
 

は
不
断
 

の
 
流
入
と
生
成
の
中
 

 
 

 
 

  

た
に
ェ
ッ
セ
 

を
受
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
絶
え
間
 

な
く
「
無
か
ら
呼
び
出
さ
れ
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  い
的
初
め
（
甘
口
口
ョ
）
に
於
て
の
み
な
ら
ず
、
「
有
る
 し @
 」
と
の
「
根
源
」
（
 づ
 ユ
コ
 由
 宮
ロ
 ョ
 ）
（
 せ
ゆ
 
@
 
 
Ⅰ
 毛
 Ⅱ
）
の
の
、
）
 

蓮
 ）
に
於
て
、
あ
ら
ゆ
る
 瞬
 

に 於ける形而   

そ 神 
れ の 被 

造物 ま 、 創造 

そ 後 は 
- し も   

に 被 そ 
神 道 の 

の 物 始 
ェ は ま 
ッ エ り 

セ ッ に 
が セ 於 

臨 の て 
在 所 の 
し 有 み 
て 者 な 
い と ら 
る は ず 
こ な " 

と ら 創 
な な 造 
表 い さ 

わ と れ 
す い た 

。 ぅ 後 舌 上 
臣 局 、 で、 

い 換で、 味も 
え あ 神 
れ る の 
ば 。 エ 
" 従 ツ 

被 っ セ 
造 て が 
物 、 な 
が 被 け 

れば 有 「 造物 

る が 常 

」 と有無 「」 に 
は る で、 
  」 

あ 
彼 と る 

遣 い と 

物 わ い 
は れ ぅ 

そ る こ 

の な と ま 時間 ら 、 サ 

（
 
円
 
@
 
）
 

割
 ら
れ
た
一
切
の
も
の
は
神
の
中
に
留
ま
っ
た
ま
ム
 て
 あ
る
。
「
一
切
は
神
の
中
に
あ
り
、
神
の
外
で
は
無
で
あ
 る
 
（
神
の
外
に
は
何
も
 

軸
 ハ
 
レ
 0
 
し
 
」
（
Ⅱ
 
ま
 Ⅰ
 
く
い
 0
0
.
 

ぃ
 
）
 

従
っ
て
 、
 
「
た
と
え
（
既
に
）
 削
 ら
れ
た
も
の
で
も
」
 神
 な
く
し
て
は
、
即
ち
神
の
外
で
は
一
切
は
、
「
純
粋
な
 血
恭
 
」
（
ロ
ロ
 

ハ
ニ
 
-
 
コ
コ
 @
 
す
 @
-
 

）
 

（
㏄
）
 

 
 

ト
の
 著
作
、
説
教
の
全
体
を
通
し
て
一
貫
し
て
強
調
さ
 れ
る
。
 

「
一
切
の
被
造
物
は
一
つ
の
純
粋
な
無
（
の
 
ぎ
き
 （
の
「
 

三
耳
 ）
で
あ
る
。
私
が
舌
口
お
 
う
 と
す
る
の
は
、
被
造
物
が
価
 値
の
劣
っ
た
も
の
で
 

思
 
携
 目
、
、
、
、
、
 

あ
る
と
 ヵ
威
 し
は
凡
そ
 何
力
 或
る
も
の
で
あ
る
 

。
 

と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
純
粋
な
無
で
あ
る
。
 有
 （
毛
の
の
の
 

臣
 ）
を
Ⅰ
も
た
な
い
 
ヰ
も
 
の
 

轍
は
無
で
あ
る
。
一
切
の
被
造
物
は
有
を
も
た
な
い
。
 

何
故
な
ら
、
そ
の
有
は
神
の
臨
 在
 （
 
潟
 ㏄
の
口
養
 

の
 
。
（
 
@
n
 

下
の
 
@
 
（
）
と
い
う
こ
と
に
懸
か
っ
て
 

㌍
い
る
か
ら
で
あ
る
 0
 神
が
た
ど
の
一
瞬
で
も
一
切
 の
 被
造
物
に
背
を
向
け
る
な
ら
、
一
切
の
被
造
物
は
無
に
 な
ろ
う
。
」
（
 
し
ミ
 （
③
。
 
の
曲
 
）
 

上
 

 
 

も
の
は
神
の
中
で
見
出
し
、
受
け
取
り
、
も
つ
の
で
あ
 る
 。
何
故
な
ら
神
は
右
で
あ
る
か
ら
。
」
（
Ⅰ
 ま
 ～
）
 

0
0
 

、
）
 

片
 ）
 つ
ま
り
、
神
に
よ
っ
て
 



「
神
は
創
造
す
る
こ
と
を
止
め
た
の
で
は
な
く
、
（
今
も
 
）
常
に
創
造
し
て
お
り
、
（
神
の
中
で
ほ
「
初
め
が
 終
 り
 」
で
あ
り
、
「
終
り
 

が
 初
め
」
で
あ
る
か
ら
）
（
 今
 ）
創
造
を
始
め
る
と
 ぃ
 

の
で
あ
っ
て
、
た
と
え
、
神
よ
り
小
さ
な
 ェ
ッ
セ
、
或
い
 

う
 仕
方
で
」
、
 宇
ま
 Ⅰ
）
の
の
。
）
 

由
 ）
「
永
遠
の
始
源
の
単
一
な
 

は
神
の
 
ヱ
ッ
セ
 の
一
部
分
に
せ
よ
、
被
造
物
の
中
に
 ェ
 ッ
セ
 が
あ
る
の
で
は
な
 

ム
プ
 
ロ
（
で
Ⅱ
 
@
 
（
）
）
 

目
 ヨ
コ
亡
臣
 
ぃ
 

"
@
 
ヨ
づ
 
（
の
Ⅹ
が
の
目
の
Ⅰ
 

コ
 @
 
（
 
り
の
 
）
（
 
セ
 m
-
.
 
Ⅰ
 毒
 
Ⅰ
）
の
 
0
 。
）
 
臣
 ）
、
一
切
な
 則
 っ
た
の
で
あ
る
。
 

そ
れ
故
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
於
け
る
神
の
「
不
断
の
創
 壮
 巴
 
と
は
、
時
間
と
水
連
と
い
う
舌
口
薬
に
よ
っ
て
舌
口
 い
換
 え
れ
ば
、
時
間
の
初
 

め
か
ら
世
界
は
あ
る
と
い
う
意
味
で
の
枝
道
的
世
界
の
時
 間
駒
永
遠
の
一
瞬
一
瞬
に
 、
 神
の
超
時
間
的
な
永
遠
性
 が
ま
っ
す
ぐ
垂
直
に
切
 

り
 込
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
 0
 そ
し
て
、
そ
の
 @
 」
と
に
よ
っ
て
、
前
者
の
時
間
的
な
永
遠
性
が
止
揚
さ
れ
 る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
 

る
が
、
そ
れ
が
端
的
に
語
ら
れ
る
の
は
、
後
に
見
ら
れ
る
 よ
う
に
、
ド
イ
ッ
 
話
 説
教
に
於
て
で
あ
る
。
 

一
な
る
エ
ッ
セ
 

ヱ
ッ
 ク
ハ
ル
ト
の
ア
ナ
ロ
ギ
 ア
 論
に
於
け
る
三
つ
の
契
機
 に
つ
い
て
は
以
上
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
 三
 つ
の
契
機
の
連
関
の
 

中
で
、
被
造
物
が
神
に
対
し
て
ア
ナ
ロ
ギ
ア
的
に
「
 有
 る
 」
と
い
わ
れ
る
こ
と
の
意
味
が
こ
 ュ
 で
改
め
て
考
察
さ
 れ
な
く
て
は
な
ら
な
 

 
 

 
 先

に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
万
物
が
神
に
よ
っ
て
創
造
さ
 れ
た
と
は
、
神
の
外
に
 、
 神
の
 
ェ
ッ
セ
 か
ら
分
れ
て
置
か
 れ
た
と
い
う
こ
と
で
 

は
な
く
て
、
 
ェ
ッ
セ
 即
ち
 、
 神
の
中
に
無
か
ら
呼
び
出
さ
 れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
 

ェ
ッ
セ
 の
中
に
被
造
物
は
あ
る
 

い
 0
 何
故
な
ら
、
神
の
エ
ッ
セ
は
一
で
あ
っ
て
 、
 決
し
て
 分
割
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
が
故
に
 、
 神
の
 
ェ
ッ
セ
そ
 の
も
の
か
ら
区
別
さ
れ
 

る
、
 小
さ
い
劣
っ
た
 ェ
ッ
セ
 を
も
つ
と
か
、
神
の
 ェ
ッ
セ
 の
 一
部
分
を
も
つ
と
い
う
こ
と
、
従
っ
て
文
字
通
り
の
 意
味
で
の
「
分
有
」
 

（
 
o
p
 

「
（
 

@
n
@
 

ロ
ぃ
 
（
 
@
o
 
）
と
い
う
こ
と
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
場
 ム
 
口
 に
は
不
可
能
で
あ
る
。
従
っ
て
創
造
さ
れ
た
後
も
、
 

被
 造
物
は
如
何
な
る
意
味
 

（
ー
 

O
.
@
 

，
 
）
 

に
 於
て
も
決
し
て
エ
ッ
セ
の
所
有
者
と
な
る
こ
と
は
で
き
 ず
 、
「
或
る
被
造
物
が
 、
 或
る
被
造
物
と
し
て
、
そ
こ
 に
 有
る
」
と
は
、
そ
こ
に
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マイスター・エック     る 形而上学 と 

以
上
の
意
味
で
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
論
に
 於
け
る
被
造
物
の
「
表
示
性
格
」
 

ほ
 、
根
本
的
に
被
造
物
 の
 絶
対
的
な
無
性
と
 

受
動
性
に
基
づ
い
て
お
り
、
こ
の
無
性
と
受
動
性
と
い
 う
こ
と
が
、
神
と
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
的
関
係
に
於
て
「
有
る
 」
と
い
わ
れ
る
被
造
物
 

の
 様
態
（
 ョ
 0
 き
 巴
の
基
本
的
性
格
で
あ
る
。
 

し
か
し
、
ア
ナ
ロ
ギ
ア
論
に
於
け
る
「
表
示
性
格
」
は
 、
 単
に
こ
の
無
性
、
受
動
性
の
面
に
於
て
の
み
理
解
さ
れ
 て
は
な
ら
な
い
 
0
 何
 

故
 な
ら
、
被
造
物
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
 

神
 

が
 表
示
し
て
い
る
 ヱ
ッ
セ
 が
神
と
同
じ
一
つ
の
 ヱ
ッ
セ
 で
 あ
る
こ
と
は
、
既
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
神
の
 ェ
ッ
セ
 

と
「
一
つ
の
同
じ
 ヱ
ッ
セ
 」
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
 か
ら
で
あ
る
。
被
造
物
 

の
 純
粋
性
、
即
ち
一
性
 

と
 、
そ
こ
か
ら
結
果
す
る
被
造
物
の
純
粋
な
無
性
と
に
 基
 つ
い
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
こ
と
は
次
の
こ
と
を
 も
 同
時
に
意
味
し
て
い
 

る
 0
 即
ち
、
被
造
物
は
、
そ
の
純
粋
の
無
性
の
故
に
 、
従
 っ
て
、
不
断
に
神
か
ら
 
ェ
ッ
セ
 を
 受
 げ
ざ
る
を
得
な
い
 全
く
の
受
動
性
の
故
 

に
、
 神
の
 
ヱ
ッ
セ
 か
ら
区
別
さ
れ
る
よ
 5
 な
 小
さ
な
 ェ
 "
 セ
 と
か
、
そ
の
一
部
分
さ
え
も
っ
こ
と
が
で
き
な
い
 代
 り
に
、
ま
さ
に
そ
の
 国
 

 
 

じ
 無
性
、
受
動
性
の
故
に
 、
 神
と
「
一
つ
の
同
じ
」
 

ェ
ッ
 セ
を
 示
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
 の
 ア
ナ
ロ
ギ
ア
論
 空
安
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鰹
ヱ
ッ
セ
 が
間
断
な
く
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
 

の
み
「
有
る
」
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
常
に
 

ェ
 ッ
セ
 
に
飢
え
る
の
で
あ
る
。
 

㍼
（
 せ
ぬ
 
-
.
 
Ⅰ
 
ま
 1
1
 
め
 
㏄
 
2
 
。
 
P
 
㏄
 
由
 
）
 

神
の
 ェ
ッ
 

の
で
も
な
 

は
、
以
上
 

は
、
「
最
 

よ
 
の
が
 い
 ハ
ル
 

 
 

意
味
を
そ
 セ

が
臨
 在
し
て
い
る
と
い
う
仕
方
で
、
そ
の
被
造
物
に
 於
 て
 神
の
 
ヱ
ッ
セ
 が
「
表
示
」
さ
れ
て
い
る
と
い
ら
こ
と
 
 
 

（
 
刀
 
@
 
）
 

い
 0
 エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
論
の
特
色
を
為
す
こ
 の
 「
被
造
物
の
表
示
性
格
し
（
 臼
コ
 ざ
ざ
 汀
コ
蓬
ぃ
 
（
の
 
末
 （
の
Ⅰ
 
年
 の
 
Ⅱ
 本
 Ⅱ
の
り
竹
丘
Ⅰ
）
 

の
 考
察
か
ら
明
ら
か
な
よ
さ
に
、
神
の
被
造
物
に
対
す
る
 絶
対
的
な
内
在
と
超
越
を
表
わ
し
て
い
る
。
こ
れ
を
 ヱ
 ッ
 ク
ハ
ル
ト
 

も
 
（
或
い
は
全
く
）
内
に
」
（
 
ぎ
ま
ヨ
括
 或
い
は
 
@
 
コ
 d
E
 

の
（
 

0
 （
 
拐
 ）
と
い
う
舌
口
薬
 と
 、
「
最
も
（
或
い
は
全
く
）
外
に
」
 宋
 Ⅹ
 ヱ
ヨ
 仁
の
或
 い
 

（
 
o
 か
 
u
m
 

）
と
い
う
舌
口
 

葉
 で
表
わ
し
、
「
集
会
の
書
」
の
「
 
我
 を
食
む
も
の
は
益
々
飢
ゆ
」
 

る
，
 @
 の
ユ
 
目
口
（
目
の
・
。
 

&
 ま
 c
 の
 s
u
 
ユ
仁
コ
 
（
）
の
 

こ
に
見
る
。
即
ち
、
被
造
物
は
 、
 神
の
 
ェ
ッ
セ
 を
食
む
 
，
 
」
と
に
よ
っ
て
無
か
ら
生
ぜ
し
め
ら
れ
、
生
ぜ
し
め
ら
れ
 た
 後
も
神
の
 



と
こ
ろ
で
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
 

ら
れ
る
の
が
、
ド
イ
ツ
語
に
よ
 

人
 」
に
関
す
る
議
論
で
あ
る
。
 

 
 

「
 善
 な
る
人
と
善
 性
は
 
一
つ
 

方
は
）
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
   の

 ア
ナ
ロ
ギ
ア
論
に
於
け
る
「
 一
性
 」
の
契
機
の
重
要
性
 を
 証
明
す
る
テ
キ
ス
ト
と
し
て
屡
々
取
り
上
げ
 

る
 論
述
「
神
の
慰
め
の
 書
 」
（
 け
 寒
 
ず
 9
0
 

注
ロ
 

の
 「
も
 ま
 斗
の
 コ
ヰ
 。
品
目
口
 
も
 ）
冒
頭
の
「
 善
性
 」
と
「
 善
 な
る
 

の
善
性
 以
外
の
何
も
の
で
も
な
く
、
一
切
に
於
て
完
全
 に
一
で
あ
る
。
但
し
 、
 
（
一
方
が
）
生
み
、
（
 他
 

を
 別
と
す
れ
ば
。
と
は
い
え
、
 

善
性
 が
生
む
と
い
う
こ
と
 L
 、
善
な
る
人
の
中
で
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
 

魚
は
、
「
同
一
の
 ェ
ッ
セ
 」
が
「
様
態
に
於
て
違
う
」
と
 い
 う
 二
つ
の
事
柄
に
あ
っ
た
が
、
こ
の
二
つ
は
一
方
が
 ょ
り
強
調
さ
れ
る
と
 ぃ
 

う
こ
と
は
な
く
同
等
の
比
重
を
占
め
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
 

一
方
の
「
様
態
の
違
い
」
と
い
う
こ
と
が
、
絶
対
的
 

な
有
 と
絶
対
的
な
非
有
、
 

即
ち
無
に
基
づ
い
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
被
造
物
の
受
動
 性
 と
い
う
意
味
に
於
け
る
「
表
示
性
格
」
が
出
て
く
る
 為
 に
 、
そ
れ
と
並
ん
で
 

「
同
一
の
 ェ
ッ
セ
 」
と
い
う
こ
と
が
主
張
さ
れ
る
と
、
 

ま
 さ
に
、
被
造
物
の
そ
の
無
性
、
受
動
性
の
故
に
 、
 
「
 そ
 の
 無
に
お
い
て
無
の
故
 

に
 受
取
る
存
在
は
 、
 神
で
あ
る
存
在
そ
の
も
の
へ
と
極
限
 化
さ
れ
（
他
の
存
在
は
あ
り
得
な
い
）
、
こ
の
面
で
は
 

被
 造
物
が
止
揚
さ
れ
る
 動
 

（
 
乙
 ）
 

向
 が
あ
る
（
他
の
面
が
消
え
る
の
で
は
決
し
て
な
い
が
）
 」 

こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
 ヱ
ッ
 ク
ハ
ル
ト
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
 論
に
 於
て
 、
 神
の
 
ヱ
ッ
セ
 の
純
粋
性
、
或
い
は
一
性
と
 い
う
こ
と
が
決
定
的
 

な
 契
機
と
し
て
働
い
て
い
る
の
は
以
上
考
察
さ
れ
た
 通
 り
で
あ
る
 0
 そ
の
為
に
 、
 例
え
ば
、
モ
イ
 ズ
 メ
ッ
シ
ュ
は
 

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
 
於
 

て
 問
題
と
な
る
「
 有
 」
（
の
の
の
の
ま
た
は
名
品
目
 

｜
 即
ち
 フ
 ア
ン
 語
 著
作
集
い
於
て
の
み
な
ら
ず
ド
イ
ッ
語
に
よ
る
論
 述
 、
説
教
集
も
通
し
 

て
１
 ）
を
「
同
名
同
義
的
相
関
的
 超
範
曄
的
有
 」
公
器
 
u
 

 
 

び
 、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
 

於
け
る
神
と
被
造
物
の
関
係
は
ア
ナ
ロ
ギ
ァ
的
で
あ
る
 よ
り
寧
ろ
、
「
同
名
同
義
的
相
関
関
係
」
（
の
～
口
目
 

コ
 ～
 
ヰ
 0
 下
の
 パ
 0
 Ⅰ
Ⅰ
 
0
-
 
曲
 （
 
-
0
 
目
の
 
セ
 の
Ⅱ
す
 

い
ト
 
ヰ
コ
 
-
 
の
 ）
 

で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
モ
イ
 ズ
イ
ソ
シ
ュ
 
は
 、
ェ
 
ッ
 ク
ハ
ル
ト
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
論
自
体
の
中
に
 、
 既
に
そ
 れ
が
見
出
せ
る
と
考
え
 

（
 
舛
 ）
 

る
の
で
あ
る
。
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 一

翼
っ
て
い
る
か
と
い
う
問
題
に
一
つ
の
手
懸
か
り
を
 与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
彼
は
そ
こ
に
あ
り
、
生
き
、
住
ま
う
の
で
あ
る
 

0
 
」
（
 

り
ミ
ぺ
 

の
 
、
 
P
 
り
目
 

）
 

神
と
被
造
物
の
間
で
ア
ナ
ロ
ギ
ア
的
関
係
に
あ
る
所
謂
 

超
範
碍
 

、
或
い
は
普
遍
的
完
全
性
を
表
わ
す
名
辞
の
中
で
 

も
、
 
善
と
義
は
 

、
ェ
 

 
 

 
 

 
 

（
 
5
 
2
 
）
 

目
さ
れ
る
の
は
次
の
よ
う
な
理
由
に
 

よ
 
る
。
 

こ
の
 

室
 
白
で
は
ア
ナ
ロ
ギ
ア
と
い
う
言
葉
は
使
わ
れ
て
い
な
 

い
し
、
ア
ナ
ロ
ギ
 

ア
 
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
訳
で
も
な
 

い
が
、
 

こ
ュ
 
で
、
 

想
 「
生
み
 

円
 「
生
ま
れ
る
」
と
云
わ
れ
て
い
る
舌
口
薬
 

を
、
 
「
よ
り
先
に
」
、
「
よ
り
後
に
」
と
い
う
表
現
に
置
 

き
 
替
え
れ
ば
、
ア
ナ
ロ
ギ
 

ア
論
 

%
 
 

思
 

，
、
 

の
 
説
明
の
仕
方
と
軌
を
一
に
す
る
。
し
か
し
乍
ら
 

ア
ナ
ロ
ギ
ア
論
で
は
神
と
人
間
の
様
態
の
違
い
を
規
定
 

し
て
い
た
創
造
と
 

被
造
 
と
い
 

 
 

「
生
み
」
、
「
生
ま
れ
る
」
と
い
う
よ
り
親
し
い
関
係
で
あ
 

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
 

善
な
 

祀
る
 
人
 
」
の
申
に
あ
る
毒
性
 

が
善
性
 

そ
の
も
の
と
「
 

一
つ
の
 

善
性
 
」
で
あ
る
こ
と
の
方
に
 

、
 
ょ
り
比
重
が
か
げ
 

ら
れ
る
。
従
っ
て
、
 

善
性
と
 

%
 
 
善
 
な
る
人
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
議
論
は
 

、
ヱ
ッ
 

ク
ハ
ル
ト
の
神
秘
思
想
の
核
心
、
「
魂
の
う
ち
に
於
け
る
 

神
の
子
の
誕
生
」
に
よ
る
 

神
 

 
 

の
 「
 
一
 
」
を
当
然
予
想
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
が
、
事
実
、
 

「
神
の
慰
め
の
 

書
 
」
の
主
題
 

 
 
 
 
 
 は
こ
の
後
、
そ
こ
へ
移
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。
二
日
に
し
 

て
い
え
ば
、
ラ
テ
ン
語
著
作
集
で
ア
ナ
ロ
ギ
ア
論
と
し
 

て
 
展
開
さ
れ
た
神
と
人
 

 
 Ⅱ
 
日
 
@
 

 
 

 
 

為
に
、
こ
の
書
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
 

論
 
-
 
が
そ
の
神
秘
思
想
に
如
何
に
 

ュ
は
 完
全
に
一
つ
の
有
で
あ
り
、
一
つ
の
生
命
で
あ
る
。
 

毒
性
に
属
す
る
一
切
な
 
、
 善
な
る
人
は
善
性
の
中
で
、
 
善
 性
か
ら
受
け
取
る
の
 



エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
ラ
テ
ン
語
著
作
集
で
展
開
さ
れ
て
い
る
 有
論
 と
し
て
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
論
に
は
、
し
か
し
乍
ら
 、
 一
つ
の
本
質
的
な
問
 

い
が
残
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
ア
ナ
ロ
ギ
ア
論
の
中
で
問
 題
 と
さ
れ
た
エ
ッ
セ
と
は
何
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
 。
そ
れ
は
、
被
造
物
に
 

 
 

於
て
神
と
同
一
の
 ヱ
ッ
セ
 が
「
表
示
さ
れ
て
い
る
」
と
 一
 
ム
 わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
さ
し
当
た
っ
て
は
、
 そ
 の
表
示
さ
れ
て
い
る
も
 

の
を
我
々
が
被
造
物
に
於
て
 、
 或
い
は
自
己
自
身
に
於
て
 如
何
に
認
め
得
る
か
、
と
い
う
認
識
論
的
な
問
題
で
あ
 る
と
も
い
え
る
 0
 と
こ
 

ろ
で
、
先
に
見
ら
れ
た
よ
 う
 に
、
被
造
物
に
於
て
「
 奉
 ホ
 さ
れ
て
い
る
」
と
は
、
被
造
物
が
、
そ
の
 ヱ
ッ
セ
 を
 自
 己
の
 
エ
ッ
セ
と
し
て
 

表
示
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
被
造
物
の
純
粋
の
無
性
 の
中
に
神
の
 ェ
ッ
セ
 が
 顕
 わ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
表
 示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
 

る
か
ら
、
「
表
示
さ
れ
て
い
る
」
 ェ
ッ
セ
 を
認
め
る
と
は
 、
被
造
物
の
中
に
エ
ッ
セ
を
、
で
は
な
く
、
ニ
ッ
セ
の
 中
に
被
造
物
を
見
る
と
 

い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
従
っ
て
、
自
己
が
 ヱ
ッ
セ
 の
 所
 有
 者
で
あ
る
か
の
如
 き
 、
自
己
の
中
に
 ェ
ッ
セ
 を
見
る
 あ
り
方
は
先
ず
全
て
 捨
 

て
ら
れ
な
け
れ
ば
、
言
い
換
え
れ
ば
、
我
々
が
被
造
物
と
 し
て
の
純
粋
の
無
性
に
立
た
な
け
れ
ば
、
我
々
に
対
し
 て
ェ
ッ
セ
 は
 顕
 わ
れ
て
 

こ
な
い
し
、
「
神
と
一
つ
の
 ヱ
ッ
セ
 が
示
さ
れ
て
い
る
」
 と
い
う
こ
と
も
、
少
な
く
と
も
我
々
に
と
っ
て
は
、
 一
 っ
 の
形
而
上
学
的
な
可
 

能
 性
に
留
ま
る
 0
 エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
ド
イ
ツ
語
に
よ
る
 論
述
或
い
は
説
教
の
中
で
説
く
、
自
己
を
無
に
す
る
「
 離
 哨
肌
 
」
（
 
麓
 
す
の
的
の
 

s
c
 

す
の
い
 

口
ひ
 
コ
 

目
 の
ざ
）
 

、
 或
い
は
魂
の
「
 賛
 」
（
の
 
ぺ
ヨ
 
E
o
 

（
）
と
は
、
 

有
論
的
 に
 見
れ
ば
そ
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
 。
即
ち
離
脱
、
或
い
は
 

貧
 と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
内
外
の
一
切
の
も
の
、
 一
切
の
表
象
を
一
旦
捨
て
 又
 貧
し
く
な
り
、
そ
れ
ら
か
 ら
 離
脱
す
る
こ
と
が
 求
 

め
ら
れ
る
の
も
、
そ
れ
ら
の
も
の
が
 縁
 と
な
っ
て
 、
 我
々
 が
 自
己
を
そ
れ
ら
の
も
の
二
所
有
者
と
し
て
「
有
る
」
 と
す
る
あ
り
方
が
生
ず
 

る
 為
で
あ
る
。
従
っ
て
、
離
脱
、
或
い
は
 貧
 と
は
、
根
本
 的
に
は
、
一
切
を
自
己
に
結
び
つ
げ
、
そ
こ
に
自
己
の
 
「
 
有
 」
を
立
て
る
「
 我
 

（
 
6
 
2
 ）
 

三
 

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
論
と
神
秘
 思
 目
 
木
  
 
い
 
l
 

(418)  96 



マイスター・エックハルト に於け る 形而上学と神秘思想 

う に も 
ち よ な 
に る い 

於 神   
げ 認 神 
る 識 が 
神 、 神 
の 或 自 

子 い 身 
の は に 

誕 、 於 
土 塊 て 
ほ の あ 
よ 中 る 

っ に そ 

て 神 の 
魂 が 根 
に 覆 底 
神 い に 

の な 族 
悉 く て 
く 頭 神 
が ね を 
与 に 認 
え な 識 
ら る す 
れ こ ろ 
る と 超 
と に 時 
い 留 間 
う ま 的 
こ ら な 
と ず プ 
tt     
" 魂 セ 

白 め ス 
ら 自 で、 
の 己 あ 
内 認 る 
に 識   

向 で と 

っ も 司 
て あ 時 
離 る に 
脱 。   
し 何 そ 
た 放 れ 
魂 な は 
に ら 単 と v ァ し 
つ 魂   
て の 魂 

97  (419) 

性
 」
（
の
 
@
m
 
の
 目
 。
 ォ
 。
 め
 
C
 

よ
う
な
自
己
か
ら
の
 

し
な
か
つ
た
と
き
に
 

れ
る
の
は
、
ア
ナ
ロ
 

く
し
て
は
」
と
い
う
 

造
物
的
あ
り
方
と
し
 

さ
て
、
 有
論
 的
に
 

の
遂
行
で
あ
り
現
実
 

の
主
題
、
「
魂
の
う
 

同
時
に
生
起
す
る
が
 

の
「
一
人
子
」
と
さ
 

の
悉
く
を
、
「
神
の
 

こ
の
こ
と
は
認
識
 

（
こ
れ
を
 ヱ
ッ
ク
ハ
 

な
 神
の
本
性
と
も
 区
 か

ら
の
、
或
い
は
、
日
常
的
あ
り
方
に
於
て
は
、
ま
さ
に
 そ
の
「
 我
性
 」
が
自
己
そ
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
、
 

そ
 の
 

離
脱
、
言
い
換
え
れ
ば
そ
の
 ょ
う
 な
自
己
を
捨
て
生
 
貧
 し
く
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
際
、
「
未
だ
汝
が
 存
 在
 

そ
う
で
あ
っ
た
如
く
に
」
 

2
 群
口
養
Ⅰ
 舘
 。
の
曲
）
一
切
の
 
も
の
か
ら
、
そ
し
て
自
己
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
が
要
求
 さ
 

ギ
 ア
 論
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
 う
 に
、
創
造
後
の
被
 造
 物
の
無
性
も
、
創
造
前
の
無
性
と
、
「
 神
 、
即
ち
 ェ
ッ
セ
 な
 

点
に
 於
て
全
く
同
じ
無
性
で
あ
る
が
故
に
、
「
離
脱
す
 る
 」
、
言
い
換
え
れ
ば
、
 有
論
 的
に
は
創
造
後
も
被
造
物
の
 被
 

て
 規
定
さ
れ
た
「
無
性
」
に
立
つ
 、
 為
に
は
、
創
造
前
の
 無
性
が
最
も
有
効
な
規
範
を
与
え
る
か
ら
で
あ
る
。
 

は
 、
被
造
物
の
純
粋
な
無
性
の
中
に
神
の
 ェ
ッ
セ
 が
 奉
 小
さ
れ
て
い
る
と
云
わ
れ
た
が
、
 

謂
 ば
そ
の
有
識
的
な
無
 性
 

（
 
四
 ）
 

化
で
あ
る
と
こ
ろ
の
離
脱
は
実
際
に
魂
の
中
に
「
神
を
 強
い
る
」
の
で
あ
る
 0
 こ
れ
が
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
神
秘
 思
 想
 

ち
に
於
け
る
神
の
子
の
誕
生
」
と
云
わ
れ
る
出
来
事
で
あ
 る
 。
神
は
一
な
る
が
故
に
 、
 従
っ
て
神
の
中
で
ほ
一
切
 は
 

故
に
、
こ
の
誕
生
は
 、
 神
の
中
に
於
け
る
子
な
る
神
の
 誕
生
と
一
つ
の
誕
生
で
あ
り
、
魂
は
キ
リ
ス
ト
と
同
じ
く
 神
 

れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
 、
 神
は
 、
 子
な
る
神
に
全
て
 を
与
え
た
の
と
全
く
同
様
に
、
離
脱
せ
る
魂
に
も
、
神
は
 そ
 

（
 
ぬ
 ）
 

根
底
」
ま
で
も
含
め
て
与
え
る
の
で
あ
る
。
 

論
 的
に
い
え
ば
、
魂
が
神
を
 、
 神
の
子
 し
ニ
ー
一
 
的
な
 同
一
性
と
い
う
意
味
に
於
け
る
神
の
本
性
 丁
 
「
神
の
根
底
 二
 

ル
ト
 は
、
被
造
物
に
対
し
て
対
象
的
に
立
て
ら
れ
た
神
と
 も
 、
ま
た
 三
 と
い
う
差
異
性
へ
の
繋
り
を
も
つ
 三
｜
一
 的
 

別
し
て
、
「
神
性
的
。
空
色
 
こ
 
と
呼
ぶ
）
へ
と
、
即
ち
 被
 造
物
に
対
す
る
神
で
も
な
け
れ
ば
差
異
性
を
伴
っ
た
 神
 で
，
 



は
、
 与
え
ら
れ
た
の
が
ま
さ
に
神
の
全
て
で
あ
る
こ
と
に
 よ
っ
て
、
そ
の
神
の
本
質
、
神
の
根
底
が
自
ら
の
本
質
 、
 自
ら
の
根
底
と
し
て
 

働
き
出
す
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
離
脱
し
た
 魂
の
絶
対
的
受
動
性
と
、
神
の
絶
対
的
能
動
性
の
面
で
 捉
 え
ら
れ
た
誕
生
と
い
う
 

出
来
事
が
、
ま
さ
に
魂
の
そ
の
絶
対
的
受
動
性
の
故
に
 、
 魂
の
自
己
認
識
の
能
動
性
に
転
じ
て
ゆ
く
こ
と
を
表
わ
 し
た
の
が
、
魂
の
「
 突
 

破
 」
（
 
&
E
 
～
 
臼
 %
 高
こ
と
云
わ
れ
る
事
柄
で
あ
る
。
そ
の
 際
に
働
く
魂
の
認
識
能
力
を
 、
ヱ
ッ
 ク
ハ
ル
ト
は
 一
 
，
魂
の
 
ル
人
打
札
」
（
 

由
 a
z
 
 

せ
ロ
ロ
ガ
。
 

耳
コ
 

年
縛
 の
ゆ
 
P
 
の
）
或
い
は
、
「
魂
の
中
の
一
つ
の
 
力
 」
（
の
～
 

コ
 0
 
 
才
 
（
 
p
b
 
計
ぎ
衞
 「
の
 
ゅ
 
-
0
 
）
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
が
、
こ
の
 力
 は
 、
 父
 に
も
子
に
も
聖
霊
に
 

も
ま
た
 三
 ・
神
格
の
同
一
木
性
と
い
う
意
味
で
の
神
の
本
 
質
 に
も
満
足
せ
ず
、
一
切
の
差
異
性
の
な
い
、
「
単
一
な
 る
 根
底
に
於
て
し
神
を
 

見
出
す
と
同
時
に
、
そ
こ
に
自
己
の
根
底
を
も
見
出
す
 ま
で
は
決
し
て
休
ら
わ
ず
、
一
切
を
突
破
す
る
。
（
 
4
%
.
 
ロ
 韻
 二
ト
 9
 ）
 
目
 ）
こ
の
 根
 

底
に
 於
て
 、
 神
は
「
純
乎
と
し
て
 純
 な
る
透
明
な
一
」
（
 
ム
 コ
ト
三
ミ
づ
目
口
銭
虫
 
コ
 ）
（
 
し
ミ
ヨ
母
 9
 の
）
で
あ
り
、
 
神
の
根
底
が
基
と
な
っ
 

て
 発
現
す
る
神
の
一
切
の
業
 ｜
 子
な
る
神
の
誕
生
も
含
め
 て
 ー
、
一
切
の
力
は
、
「
神
が
一
で
あ
る
し
こ
と
に
 懸
 か
っ
て
い
る
。
 

「
一
な
る
 
神
 、
神
は
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
於
て
神
の
 神
性
は
完
く
さ
れ
る
。
や
・
し
も
し
神
が
一
で
な
い
な
 ら
ば
、
神
は
決
し
て
 

そ
の
一
人
子
を
生
み
 給
 う
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
 神
 が
一
で
あ
る
と
い
う
そ
の
こ
と
か
ら
、
神
は
神
が
被
 造
物
の
中
で
、
ま
た
 神
 

性
の
中
で
業
作
し
 結
 う
と
こ
ろ
の
一
切
を
汲
み
 給
ぅ
 の
で
 あ
る
。
 
し
 （
し
ま
（
の
の
の
。
の
 

目
 ）
 

こ
の
神
の
「
 一
 」
な
る
根
底
は
、
離
脱
し
た
魂
が
「
突
破
 」
に
よ
っ
て
到
達
し
た
魂
の
根
底
で
も
あ
る
が
故
に
 、
 こ
の
根
底
に
於
て
 魂
 

自
身
「
 一
 」
で
あ
り
、
神
と
魂
の
双
方
が
「
 一
 」
で
あ
 る
こ
と
に
よ
っ
て
 、
 神
と
 魂
 と
は
所
謂
「
合
一
」
で
は
な
 く
 、
「
一
つ
の
単
一
な
 

一
 」
（
 
曲
コ
 乱
臣
 
く
リ
ト
 

（
 
@
 
㎏
 0
 
い
 の
 
@
 
コ
 ）
（
し
ま
）
の
の
・
の
 

曲
 ）
で
あ
る
。
 

「
 我
ね
 」
（
 
襯
 F
 毬
 o
 
）
或
い
は
「
 我
れ
 有
り
」
（
～
 

0
 
ゴ
ロ
 
@
 
コ
 。
 轄
 。
 紺
ョ
 ）
が
、
「
神
の
単
一
性
に
於
け
る
 神
 一
人
に
の
 み
 固
有
で
あ
る
」
 

よ
う
に
、
魂
も
、
こ
の
自
ら
の
一
な
る
根
底
に
於
て
の
み
 

「
 我
ね
 」
、
或
い
は
「
 
我
 れ
 %
 り
 」
と
言
い
得
る
の
で
 あ
る
。
（
 く
 n
-
.
 
 

し
ま
（
 

樺
ひ
由
 ）
こ
れ
が
、
神
が
彼
（
人
間
）
の
う
ち
に
働
く
 場
 所
 さ
え
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
程
に
貧
し
く
な
っ
た
 （
 
セ
洩
 
-
.
 
し
 ミ
ロ
（
 
ト
の
 
）
・
 
ト
曲
 
）
 

(420)  98 



 
 

ヱ
ッ
 ク
ハ
ル
ト
の
著
作
の
略
記
は
以
下
の
通
り
で
あ
り
、
略
記
 

の
次
の
 
、
 初
め
の
数
字
が
頁
を
 

、
 後
の
数
字
が
行
を
表
わ
す
。
 

99 

スター 

(421) 

い
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
元
来
は
被
造
物
と
し
て
 

与
え
ら
れ
た
神
と
同
一
の
自
己
の
 
ェ
ッ
セ
 を
知
る
こ
と
 
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
 
こ
 

ハ
の
 
「
 ェッ
セ
 を
知
る
」
こ
と
は
、
神
と
絶
対
的
に
断
 

ヱ
 
こ
れ
が
、
 ヱ
ッ
 ク
ハ
ル
ト
が
 い
日
慣
年
臼
 と
い
う
 言
葉
に
見
出
す
最
も
根
本
的
な
意
義
で
あ
る
。
 

絶
さ
れ
た
自
ら
の
「
被
造
物
性
」
を
超
え
る
こ
と
を
 

同
 時
に
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
 

に 於ける形而上学と 神秘思想 

で ナ げ 神 あ ハ 

あ p る で る ル 
る ギ と も こ ト 

と ァ こ な と の 
ぃ 論 ろ げ の 形 
う に の れ 牛 市 
庶 族 も ば で 上 
に げ の 被 到 学 
於 る で 進 達 的 

あ 物 さ 有 
て も被るで 「 れ論   
では触 口 まコ 寄 い O のであ 

れられ 意味す性格」 ） キのヰ の 0 ろ私は る し o 
、 か な 

  
    

ナ ・ Ⅰ 

自     
」 

追 な   
  ァ 続 ほ で 

人
間
が
、
そ
の
貧
の
中
で
見
出
す
自
ら
の
根
底
で
あ
る
。
 

「
 
こ
ュ
 に
於
て
 
、
 神
は
精
神
（
抽
の
 

@
 
の
占
 

）
 と
 一
で
あ
り
、
 
こ
 れ
が
人
が
見
出
し
得
る
最
も
本
来
的
な
貧
で
あ
る
。
」
（
 

巴
 童
 @
 
（
 
H
 錘
 
o
 
の
。
の
 

片
 
）
 

「
こ
の
貧
の
中
で
、
人
間
ほ
彼
が
か
つ
て
あ
っ
た
と
こ
ろ
 

の
 、
ま
た
彼
が
現
在
あ
る
と
こ
ろ
の
、
更
に
は
彼
が
永
 

せ
 
ぬ
 に
あ
り
続
け
る
 

あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
永
遠
の
有
（
 

）
「
魂
の
う
ち
に
於
け
る
神
の
子
の
誕
生
」
に
 

&
 
：
か
ま
い
。
安
の
。
 

目
 
始
 ま
る
「
突
破
」
に
よ
っ
て
、
人
間
の
魂
が
神
と
一
に
な
る
こ
と
 

に
 再
び
到
達
す
る
。
」
（
 

巴
 卓
二
の
 

o
P
 

。
 
&
h
 
）
 

の
中
で
到
達
す
る
こ
 

 
 

「
永
遠
の
 
有
 」
と
は
、
既
に
明
ら
か
な
よ
 

う
 に
 、
ア
 ナ
 ロ
 ギア
論
の
中
で
問
題
と
さ
れ
た
神
と
「
同
一
の
有
し
で
 

あ
る
。
即
ち
 
、
ェ
ッ
 
ク の で・ 



て
い
る
の
で
は
な
い
。
 

（
 6
 ）
こ
の
よ
う
な
見
解
の
最
近
の
例
は
、
 
木
 ，
打
目
 
オ
 @
 呂
の
～
の
神
 

0
 日
し
。
 
斤
 ぽ
 か
目
 
・
 円
ヲ
 
0
0
 
（
 
0
 
ぬ
 の
・
 
下
 e
 山
レ
 
ぬ
 e
 「
・
ツ
ミ
ぜ
の
 

曲
ガ
の
フ
 
ツ
ミ
 
由
ぢ
 
0
 
ゴ
の
コ
ト
 

の
㏄
 
切
 

（
 7
 ）
上
田
 閑
照
 
「
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
」
講
談
社
 
一
九
八
三
年
、
℡
 頁
 参
照
 

Ⅱ
 毛
 Ⅱ
 目
 -
 コ
ゲ
 ）
 
ぺ
 -
 づ
 Ⅰ
 巴
宙
ざ
宮
ぎ
げ
 
藍
の
 
コ
 ヨ
オ
 
斉
 0
 口
口
 ゲ
ゴ
，
 （
 
ミ
 ・
（
 
ぺ
 ・
 づ
 ・
し
目
ゲ
 目
 ・
 H
 
目
 ・
 ぺ
 @
 し
ガ
ロ
 
の
 
偉
 あ
の
 
下
 
当
毛
色
客
コ
 
%
 由
 

 
 1

0
 

ゲ
 円
円
 

-
1
 
円
円
 

-
 ノ
ト
 

・
 ハ
り
 
=
 ト
ハ
リ
け
ぎ
ゴ
 

富
久
㏄
 
宮
 Ⅱ
㍉
 
0
 
柑
 ゴ
ミ
（
・
 

円
 
り
の
 

仁
 （
 
ひ
 
0
 
下
の
弔
 
イ
 
0
 
年
 @
 
㎏
 ド
 
0
 
コ
蛙
コ
宙
円
 

Ⅰ
の
 
ガ
 神
曲
 
円
 
p
 ツ
 
下
旬
コ
 

の
ゴ
 
0
 
ワ
ト
の
 
の
 
つ
 

 
 
 
 

ま
た
、
ト
マ
ス
の
著
作
は
マ
リ
ニ
ッ
チ
版
を
用
い
た
。
 

 
 

（
 
1
 ）
以
下
の
小
論
に
於
て
 
、
 の
の
の
の
と
い
う
ラ
テ
ン
語
は
原
 

別
 と
し
て
訳
出
せ
ず
、
片
仮
名
表
記
で
「
エ
ッ
セ
」
と
し
て
用
 

い
た
 0
 従
っ
て
 、
ヱ
ソ
 
（
 

セ
 と
の
連
関
の
中
で
問
題
と
さ
れ
る
の
の
の
の
 

ロ
ヰ
ざ
 
（
本
質
）
 

、
或
 い
 は
り
 目
 （
有
る
も
の
）
と
い
う
語
に
つ
い
て
も
、
ニ
ッ
セ
 

ソ
 チ
ア
、
 ヱ
シ
 ス
 

と
 ラ
テ
ン
語
を
片
仮
名
表
記
す
る
だ
け
で
用
い
た
場
合
が
多
 

い
 。
通
常
日
本
の
中
世
哲
学
研
究
の
領
域
で
エ
ッ
セ
の
訳
語
と
し
 

て
 用
い
ら
れ
る
 

「
存
在
」
と
い
う
語
は
、
ど
う
し
て
も
所
謂
「
が
あ
る
存
在
」
（
 

の
 
x
@
s
t
e
n
t
@
a
 

）
（
山
田
 

晶
 「
ト
マ
ス
の
人
ヱ
 
ッ
セ
 Ⅴ
研
究
、
創
立
 社
 、
一
九
 セ
 

八
年
参
照
）
の
響
き
を
与
え
る
が
、
ト
マ
ス
の
み
な
ら
ず
、
 

ェ
 ッ
 ク
ハ
ル
ト
に
於
て
も
、
こ
の
小
論
で
扱
お
う
と
す
る
「
エ
ッ
 

セ
 そ
の
も
の
し
 

と
い
わ
れ
る
と
き
の
 
ェ
ッ
セ
 は
「
が
あ
る
存
在
」
も
「
で
あ
る
 

存
在
」
 C
 お
 目
が
 
@
p
 
）
も
共
に
成
り
立
た
し
め
る
そ
の
根
源
で
あ
 

る
 0
 但
し
 、
引
 

周
文
な
ど
で
、
前
後
の
関
係
か
ら
訳
さ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
に
 

は
 「
 
有
 」
と
い
う
語
を
当
て
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
ド
イ
ツ
語
に
 

よ
 る
論
述
及
び
 

説
教
案
 に
 於
け
る
 毛
 e
s
e
n
 

（
現
代
ド
イ
ッ
語
の
ぎ
 

ぎ
 ）
に
も
 同
じ
訳
語
を
用
い
た
 
0
 ラ
テ
ソ
語
 
著
作
集
の
場
合
に
も
、
こ
の
 
訳
語
で
統
一
し
 

 
 

 
 

 
 

で
 統
一
さ
れ
て
い
る
ト
マ
ス
研
究
者
た
ち
に
 

軸
 用
の
混
乱
と
誤
 
解
を
与
え
る
恐
れ
が
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
 

、
一
 
フ
テ
ソ
語
、
ド
 

 
 

ト
 の
の
お
の
と
 毛
 窃
の
目
に
対
し
て
、
一
方
で
は
エ
ッ
セ
 

、
他
 方
で
は
「
 有
 」
 

と
い
う
表
記
或
い
は
訳
語
を
用
い
た
不
統
一
は
免
れ
な
い
が
、
 

ド
イ
ツ
語
 仁
 よ
る
論
述
及
び
説
教
集
は
小
論
で
は
最
後
に
言
及
 

さ
れ
て
い
る
だ
 

け
な
の
で
、
以
上
の
様
々
の
こ
と
を
考
慮
し
て
、
 

敢
て
 不
統
一
 の
ま
 ュ
 に
し
て
お
い
た
。
 

（
 
2
 ）
山
田
 畠
 、
前
掲
 書
 ㏄
 9
 ㎝
 頁
 参
照
 

（
 
3
 ）
山
田
 晶
 、
前
掲
 書
 、
㏄
 頁
 。
 

（
 
4
 ）
 セ
的
 
（
 
，
ロ
 
・
 目
 Ⅱ
 
e
 
日
億
 

e
@
 
い
 ま
荏
娃
コ
 

良
の
の
す
の
 

@
 
ヨ
臣
 
～
の
・
 

力
 Ⅰ
の
 
ト
す
岸
 

セ
滅
 
、
 頭
 a
-
 

の
 
㊦
㌃
ま
ぶ
の
 

ロ
ト
ミ
 
5
.
s
.
 

い
 ）
の
 
1
l
 
お
 

（
 
5
 ）
と
い
つ
て
も
こ
れ
ほ
 
、
ヱ
ッ
 ク
ハ
ル
ト
に
於
け
る
形
而
 
工
学
的
思
弁
と
神
秘
思
想
と
の
時
間
的
前
後
関
係
、
乃
至
は
原
 

固
結
果
関
係
を
意
味
し
 



    ルト に於ける形而上学 と 神秘思想 マイスター・エック 

  
Ⅰ 4 13   （

 
8
 ）
 

（
 
0
 り
 
）
 

（
 
0
 ）
 

（
ー
）
 

1
 

（
 ）
・
Ⅰ
 

2
 

川
崎
幸
夫
「
聖
書
解
釈
学
と
説
教
ヱ
 ッ
 ク
ハ
ル
ト
の
八
三
 部
 作
へ
の
全
般
的
序
文
 V
 を
め
ぐ
っ
て
」
（
「
理
想
」
一
九
八
①
 

年
上
八
月
ロ
 
す
 ）
 拍
 

頁
 参
照
 

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
著
作
中
、
「
 出
 エ
ジ
 ブ
 上
記
」
の
こ
の
言
葉
 に
 対
す
る
言
及
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
が
、
特
に
こ
 ム
 で
は
、
Ⅰ
 目
 @
 二
 め
 o
.
P
 
由
 

に
 見
ら
れ
る
註
解
を
中
心
に
し
て
取
り
上
げ
た
。
 

く
ゆ
 
）
・
 
づ
オ
 。
 日
捲
 
下
目
ヒ
レ
 

ロ
 が
㏄
 
@
 の
 年
日
日
 り
侍
ゴ
の
 
o
P
o
 

㎎
レ
が
の
（
以
下
 

り
 つ
 
と
略
記
）
 
ゲ
 p
.
 
目
 、
 P
 目
 ・
「
 @
 
ヴ
の
 
Ⅱ
 監
 せ
の
Ⅱ
～
（
 

丼
汀
 の
が
（
 
ゴ
 0
 二
の
り
の
 
弓
 @
 
巨
の
～
 

の
 0
 コ
円
 
Ⅱ
㏄
 り
 Ⅱ
Ⅱ
 
0
 Ⅱ
の
の
 
-
 
コ
 Ⅱ
ト
色
 

0
 二
年
Ⅱ
 

口
 
㏄
の
 
仁
め
宙
 5
 日
の
い
 0
 コ
片
 
Ⅱ
の
㎏
 
0
 口
 侍
ぃ
卜
 

0
 の
 目
 
Ⅰ
 0
.
 

い
い
、
 

ロ
，
め
ト
 
Ⅰ
 

せ
洩
 
）
・
づ
け
 
0
 日
 り
の
め
 
円
 ・
）
 

Q
.
 

が
 
p
.
 鏑
 

Ⅱ
 帆
 ト
ミ
ロ
の
 レ
 
の
㍉
 
ゼ
マ
ぃ
 

）
 
任
 
e
 ㏄
 一
 ㌧
Ⅱ
 
o
 村
 -
0
 
の
・
の
Ⅰ
 
仁
 二
 %
N
 
㌍
 ゆ
 の
の
 

e
@
 

臣
 e
 Ⅱ
 プ
 ロ
の
（
 

p
n
@
+
 

）
 
せ
 ・
 
m
@
@
F
 

。
 q
,
 

～
・
 

p
 口
村
め
け
 

「
か
ゆ
・
 
ヲ
目
 
・
 P
 
ゆ
 Q
m
 
一
 
、
㏄
・
の
の
㎝
 

一
 
。
 H
 
～
・
リ
ハ
 

-
@
 
す
い
コ
 
の
 ガ
ペ
 @
 円
 二
の
 

の
 0
 臣
ヱ
 ロ
ロ
 
ぢ
田
 0
 円
円
 ゴ
の
 ㌧
江
田
 
0
 コ
ざ
円
 q
p
 

山
岸
 

@
0
 
コ
由
 口
ユ
 臣
 叫
こ
 す
 の
 富
田
口
 汀
下
 的
の
。
Ⅰ
 
0
 ロ
Ⅰ
 

o
p
.
 

）
の
り
 

烏
 ・
ワ
ド
の
・
し
か
し
、
 
バ
 イ
ア
ー
ヴ
ァ
ル
 

テ
ス
に
よ
れ
ば
、
プ
ロ
ク
ロ
ス
的
な
 コ
 の
㏄
 
p
d
@
o
 

コ
の
ぬ
 
p
h
 
～
 
o
 日
の
 は
 、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
 コ
 の
的
 
ぃ
ヱ
 
。
臣
の
の
が
 
ヱ
 0
 コ
ガ
 
の
「
形
式
的
 な
 構
成
原
理
」
 

（
（
 
0
 ～
 日
 ㏄
～
の
の
の
（
 

ぺ
仁
ガ
 
片
口
Ⅱ
 

笘
由
レ
 
z
@
 
つ
 ）
と
し
て
ほ
 理
 舷
灯
さ
と
れ
る
か
 
も
し
れ
な
い
が
、
事
柄
と
し
て
は
本
質
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
 何
故
な
ら
、
 
フ
 

戸
 ク
ロ
ス
で
は
、
 

裾
 pd
 
～
 
o
 展
注
 @0
 
口
 ～
の
は
「
そ
れ
自
ら
は
 
認
 識
 せ
ず
、
認
識
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
根
源
」
に
触
れ
よ
う
と
す
 る
と
こ
ろ
の
 

自
己
超
越
的
ヌ
ー
ス
の
最
高
の
行
為
で
あ
る
の
に
対
し
、
 ヱ
ッ
 ク
ハ
ル
ト
に
於
て
は
、
知
性
で
も
あ
る
と
こ
ろ
の
純
粋
な
 ヱ
ッ
 セ
が
 、
そ
れ
 自
 

身
を
肯
定
す
る
働
き
、
言
い
換
え
れ
ば
、
 

三
｜
一
 的
な
神
の
 
ェ
 ッ
セ
 が
自
ら
を
知
性
認
識
と
し
て
遂
行
す
る
行
為
を
表
わ
し
て
 い
る
か
ら
で
あ
 

る
 0
 つ
ま
り
、
バ
イ
ア
ー
ヴ
ァ
ル
テ
ス
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
 コ
の
ぬ
 
p
 （
 
円
 
0
 長
肢
 （
 
@
o
 
口
 @
 
の
、
 即
ち
「
 一
 」
を
神
の
自
己
認
識
行
為
 に
 於
け
る
 
三
 

か
ら
 
一
 へ
、
一
か
ら
 
三
 へ
と
い
う
差
異
性
に
於
け
る
同
一
性
、
 

同
一
性
に
於
け
る
差
異
性
と
理
解
す
る
。
（
 づ
 9
-
.
 
ミ
 ・
㏄
の
 
ざ
 （
 韻
 ゆ
目
計
 

の
の
 
@
H
 
年
の
 
ロ
 ・
 

（
 
@
 
計
 
W
 占
 二
ロ
ロ
口
 @
 
目
 0
 Ⅱ
の
 
コ
 が
 弓
 Ⅱ
 り
 口
オ
円
仁
Ⅱ
叶
 

い
ミ
 ・
Ⅰ
の
㏄
 

0
 、
の
 ・
 Q
 弍
 1
@
 
ト
つ
ト
 
@
 弔
 ）
の
 
侍
 
0
 ぢ
 ガ
目
目
の
 仁
 口
ロ
Ⅰ
 
隼
 0
 り
コ
の
ヨ
仁
 

9
 Ⅰ
Ⅱ
㏄
 
コ
オ
 
ト
目
Ⅱ
ヰ
曲
 
目
 ・
 巳
 S
.
 の
 

ト
 Ⅱ
 ｜
め
収
 ）
し
か
し
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
「
 一
 」
に
は
、
既
に
う
 テ
ン
 語
 著
作
集
に
於
て
も
、
差
異
性
を
伴
わ
な
い
同
一
性
の
傾
 向
 が
あ
る
。
 

ビ
コ
 0
 （
（
）
 

り
 の
の
 円
 ・
 H
P
P
P
 、
 ダ
 
P
p
&
.
 
ち
 

せ
住
 ・
Ⅰ
 旧
 Ⅰ
 
つ
い
 の
ダ
ト
 帝
 

尚
、
ェ
 
"
 ク
ハ
ル
ト
に
於
け
る
神
の
 ヱ
ッ
セ
と
 知
性
の
関
係
が
 考
察
さ
れ
る
 場
 ム
ロ
、
初
期
の
著
作
で
あ
る
「
パ
リ
討
論
集
」
（
 
0
 仁
 り
の
の
片
片
 

0
 臣
 め
の
 

 
 

p
a
 

「
田
の
 

い
 
の
 コ
 お
の
・
ロ
ミ
 づ
 ）
で
展
開
さ
れ
て
い
る
神
の
エ
ッ
セ
 と
 知
性
の
問
題
を
無
視
す
る
訳
に
は
い
か
な
い
。
何
故
な
ら
、
 そ
 

 
 

き
り
と
「
神
は
知
性
で
あ
っ
て
 ェ
ッ
セ
 で
は
な
い
」
と
い
う
 文
 が
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
為
に
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
於
け
る
 神

の
エ
ッ
セ
 
と
 

1
 
㎝
 

知
性
の
問
題
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
研
究
史
上
、
絶
え
ず
議
論
の
 主
題
の
一
つ
と
な
っ
て
き
た
 0
 
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
他
の
著
作
で
 は
、
 
繰
り
返
 



し
 、
「
神
は
エ
ッ
セ
そ
の
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
 、
こ
ュ
 
に
 エ
，
 ク
ハ
ル
ト
の
神
観
の
時
間
的
変
化
を
見
る
研
究
 者
 も
い
れ
ば
、
 

 
 

ヱ
ッ
 ク
ハ
ル
ト
に
於
て
神
は
先
ず
第
一
に
知
性
で
あ
っ
て
 エ
ッ
 セ
 で
は
な
い
と
断
定
し
、
そ
こ
に
、
神
に
於
け
る
知
性
と
 エ
ッ
 セ
の
 同
一
性
を
蛉
 

主
張
す
る
ト
マ
ス
と
の
根
本
的
違
い
を
見
る
研
究
者
も
い
る
。
 し
か
し
、
こ
の
書
で
知
性
と
の
関
係
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
 エ
ッ
 セ
 と
い
う
言
葉
 

め
 

 
 

の
み
を
捉
え
て
そ
の
よ
う
に
結
論
し
て
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
 エ
ッ
セ
の
み
な
ら
ず
、
ト
マ
ス
の
エ
ッ
セ
に
対
し
て
も
的
を
外
 れ
る
こ
と
に
な
（
 

る
で
あ
ろ
う
。
 

ト
マ
ス
に
於
て
の
み
な
ら
ず
コ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
於
て
も
「
神
は
 ヱ
ッ
セ
 そ
の
も
の
」
で
あ
り
「
エ
ッ
セ
は
神
」
で
あ
る
。
そ
の
 場
 ム
ロ
の
 エ
 "
 

セ
と
 は
 ェ
ソ
ス
 （
有
る
も
の
）
の
 ェ
ッ
セ
 全
体
と
い
う
意
味
で
は
 な
く
、
ま
さ
に
そ
れ
の
根
源
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
・
そ
れ
と
 は 区
別
さ
れ
た
 

ェ
ッ
セ
 で
あ
る
 0
 し
か
る
に
パ
リ
討
論
集
で
、
神
の
知
性
の
下
位
 に
置
か
れ
て
い
る
 ェ
ッ
セ
 は
 、
 「
 ェ
ッ
セ
 が
神
で
あ
る
」
と
 
云
 わ
れ
る
場
合
の
 

ッ
セ
 で
は
な
く
て
、
そ
れ
と
は
区
別
さ
れ
た
。
世
界
に
あ
る
 ェ
 ソ
ス
 の
 ヱ
ッ
セ
 全
体
、
乃
至
 被
 追
約
エ
ッ
セ
で
あ
る
。
父
性
 
Ⅰ
目
 @
 
ペ
ト
 P
.
 
の
 曲
 ）
 

万
物
の
創
造
に
は
神
の
自
己
認
識
が
先
立
つ
の
で
あ
る
か
ら
、
 こ
の
 被
造
 的
意
味
で
の
 
ヱ
ッ
セ
 は
、
当
然
神
の
知
性
の
下
位
に
 置
か
れ
る
。
 
下
 

位
 に
置
か
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
 ヱ
ッ
セ
 は
、
た
と
 え
そ
れ
を
総
計
し
て
も
、
そ
の
根
源
と
し
て
の
神
そ
の
も
の
で
 は
な
い
が
 故
 

に
、
 神
か
ら
否
定
さ
れ
る
。
「
神
は
創
造
者
で
あ
っ
て
 、
 
（
 自
 も
 が
）
創
造
さ
れ
得
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
知
性
で
あ
り
、
 知
性
作
用
（
 認
 

識
 ）
で
あ
っ
て
 、
ェ
ソ
ス
 
乃
至
は
 
ェ
ッ
セ
 で
は
な
い
 0
 」
（
甲
申
 
0
.
 
串
 、
お
 む
 
「
神
は
根
源
で
あ
る
か
ら
、
即
ち
 

ヱ
ッ
セ
 で
も
 な
け
れ
ば
 ェ
ン
 

ス
 で
も
な
い
か
ら
神
は
被
造
物
の
エ
ン
ス
で
も
な
い
し
、
 

ェ
ッ
 セ
 で
も
な
い
 0
 」
（
 

p
.
p
.
o
.
 

扮
 ・
 P
o
 

）
「
神
に
 

ェ
ッ
セ
 は
帰
属
し
 
な
い
し
、
神
は
 

如
何
な
る
 ヱ
シ
 ス
で
も
な
い
 
0
 そ
う
で
は
な
く
て
、
神
は
 ェ
ン
 ス
 よ
り
高
い
何
か
で
あ
る
 0
 」
 ぶ
 ・
 P
o
.
 ト
 ド
 
）
 臆
 ）
 
ェ
ッ
ク
  
 

上
 の
よ
う
に
神
か
ら
 被
造
的
ェ
ッ
セ
 を
否
定
し
た
後
、
神
に
 ヱ
 ッ
セ
 の
純
粋
さ
を
帰
す
る
の
で
あ
る
 0
 
「
エ
ッ
セ
は
被
造
物
に
 
帰
属
す
る
も
の
 

で
あ
る
か
ら
、
神
の
中
で
は
 ェ
ッ
セ
 は
 、
た
ビ
 
そ
の
原
因
に
 於
 て
あ
る
よ
 
う
 に
の
み
あ
る
。
そ
れ
故
に
 、
 神
の
中
に
あ
る
の
は
 ェ
ッ
セ
 で
 は
な
 

く
、
ヱ
ッ
セ
 
の
純
粋
性
（
 つ
仁
 
～
～
（
毬
の
の
の
の
 

コ
ロ
 
@
 
）
で
あ
る
 0
 」
即
ち
 、
小
論
の
本
文
で
神
の
本
質
と
さ
れ
た
「
純
粋
な
エ
ッ
セ
」
は
 、
こ
の
パ
 
リ
討
 

論
集
に
於
て
も
決
し
て
神
か
ら
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
 、
知
性
の
下
位
に
置
か
れ
る
如
き
 ェ
ッ
セ
 が
神
か
ら
否
定
さ
れ
 る
こ
と
に
よ
っ
 

フ
ト
 記
 」
か
ら
お
 0
 の
 し
ヨ
 白
日
目
 ヨ
を
 引
用
し
、
こ
の
 冬
 

て
、
 却
っ
て
神
の
本
質
た
る
 ェ
ッ
セ
 の
純
粋
性
が
保
た
れ
よ
 う
 に

よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
「
神
の
 ェ
ッ
セ
 の
純
粋
性
」
で
 

と
し
て
い
る
と
い
え
る
 0
 そ
れ
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
 、
こ
ム
 
で
も
「
 出
ェ
ジ
 

あ
る
と
述
べ
 

た
 後
、
次
の
よ
う
に
結
論
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
 あ
る
 0
 
「
神
に
 ヱ
ッ
セ
 は
帰
属
し
な
い
 
0
 但
し
 、
 汝
が
そ
の
よ
 う
 な
純
粋
性
を
 

ヱ
ッ
セ
と
 呼
ば
う
と
す
る
 場
 ム
ロ
以
外
は
。
」
（
 
p
.
p
.
O
.
 
さ
 -
P
 
母
 ）
パ
リ
討
論
集
と
同
様
な
意
味
で
 ェ
ッ
セ
 が
使
わ
れ
て
い
る
 例
 は
、
ド
 ま
モ
 

い
 の
 9
 
の
曲
 
，
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と
は
、
ト
マ
ス
的
に
エ
ッ
セ
ン
チ
ア
 

と
 区
別
さ
れ
た
エ
ッ
セ
で
 

は
な
く
、
そ
の
 

ヱ
ッ
 
セ
ン
チ
ア
を
も
、
ま
た
 

ェ
 ク
シ
ス
テ
ソ
チ
 

ァ
 を
も
含
め
た
 

意
味
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
ト
マ
ス
の
場
合
に
も
、
被
造
物
に
 

於
て
は
 
ェ
ッ
セ
 

が
エ
ッ
セ
ン
チ
ア
と
区
別
さ
れ
る
と
い
わ
れ
て
 

も
、
 「
エ
ッ
セ
 

を
 受
け
る
以
前
に
エ
ッ
セ
ソ
チ
 

ア
 な
る
「
も
の
 

ヒ
 は
ど
こ
に
も
 

存
在
し
な
い
」
（
山
田
最
前
掲
 

書
鵜
頁
 
）
が
故
に
、
エ
ッ
セ
を
 

受
け
る
以
前
に
 

は
 エ
ッ
セ
チ
ア
は
全
く
の
可
能
態
の
状
態
に
あ
る
 

0
 し
か
る
に
 

、
こ
の
エ
ッ
セ
ン
チ
ア
は
神
の
知
性
の
中
に
あ
る
イ
デ
ア
に
 

由
 来
す
る
こ
と
は
 

い
 う
 ま
で
も
な
い
。
そ
れ
故
、
神
の
創
造
以
前
に
は
被
造
物
の
 

エ
ッ
セ
の
み
な
ら
ず
、
被
造
物
の
エ
ッ
セ
ソ
チ
 

ア
 も
、
被
造
物
 

の
 エ
ッ
セ
ン
チ
 

ア
 と
し
て
は
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
は
ト
マ
ス
に
於
て
も
自
明
 

の
こ
と
で
あ
る
 

0
 従
っ
て
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
 

、
 神
の
エ
ッ
セ
 

と
 ア
ナ
ロ
ギ
ア
 

的
 関
係
に
あ
る
被
造
物
の
 

ェ
ッ
セ
 
に
 、
ェ
 
ク
シ
ス
テ
ン
チ
ア
の
 

み
な
ら
ず
、
ト
マ
ス
的
意
味
で
の
エ
ッ
セ
ン
チ
ア
ま
で
含
め
、
 

そ
れ
ら
の
根
源
 

と
し
て
の
 

ェ
ッ
セ
 
の
意
味
を
与
え
た
と
し
て
も
、
実
質
的
に
は
 

ト
マ
ス
の
考
え
性
反
対
し
て
い
な
い
と
い
う
解
釈
も
あ
る
 

0
 例
 
 
 

 
 

 
 

 
 

ミ
 
ノ
 ィ
 リ
ー
ト
リ
 

ッ
ヒ
 
八
ロ
 

ヨ
 
㊥
 
叶
 
Ⅱ
 
ヒ
 
の
す
 
せ
 
0
 
目
 Ⅱ
Ⅰ
㊥
 

由
ヴ
 

0
 
Ⅰ
 
ぬ
 
）
（
エ
ッ
ク
 

ハ
ル
ト
よ
り
二
十
寸
前
後
年
長
の
ド
ミ
ニ
カ
ン
。
十
三
世
紀
の
 

末
 、
パ
リ
で
 

マ
 

ギ
 ス
テ
ル
の
称
号
を
受
け
た
。
）
の
影
響
を
考
 

，
え
、
ヱ
 ル
ト
 
は
、
ト
マ
ス
と
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
の
ア
ナ
ロ
 

ギ
ヱ
 
論
を
和
 

解
さ
せ
よ
う
と
 

し
た
と
解
釈
す
る
も
の
で
あ
る
 

0
 臣
 ・
 
よ
 Ⅰ
邑
の
～
が
 

汀
笘
 0
 
す
 
）
レ
日
 

0
 伍
 
0
 ～
・
 

か
円
 

Ⅰ
 
0
 り
け
の
い
 

ン
 
目
の
ぎ
Ⅱ
の
 

已
 
0
 
オ
オ
リ
ハ
ダ
 

）
 
0
 
ぬ
 
ぃ
ロ
 

け
 
0
0
 
占
 
コ
 
Ⅰ
 
ひ
片
 

斡
 
で
オ
 

せ
 
の
 
@
 
戸
口
。
 

4
0
 
）
 
，
が
コ
ゅ
 

）
 
o
 
帆
 
-
 
の
、
 
0
0
 
コ
 
0
 
つ
り
 
Ⅰ
が
 
仁
 
㏄
 
リ
コ
ロ
 

の
之
の
佳
り
す
 

ゆ
円
 

o
P
 
ト
の
 

㏄
 
っ
 参
照
。
（
他
 

在
 、
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
の
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
対
す
 

る
 影
響
に
言
及
 

し
た
書
と
し
て
は
、
㏄
 

ま
 捜
の
～
の
り
 

オ
 @
 
目
色
 
の
 
（
の
「
由
り
 

オ
ぎ
 
ユ
み
 
コ
 
巴
 0
%
 

ざ
 ，
 
C
 臣
 
@
 
Ⅱ
 
o
N
 

岸
ぴ
片
 

亡
臣
山
門
 

@
 
コ
 
す
 
ま
け
 
・
下
が
ヨ
ヴ
 

目
 
Ⅱ
 
帆
 Ⅰ
の
㏄
 

9
 口
 N
 
二
日
 
し
 
Ⅱ
 
仁
 
コ
ロ
。
 

レ
驚
 H
 
、
子
の
 

S
-
 
目
が
ぎ
 

お
日
 
0
 
叶
ゴ
 

p
l
 

（
 ヲ
忠
症
 

せ
す
 

ピ
 
の
何
億
の
ぎ
 

セ
の
 

Ⅱ
 
ヴ
 
0
%
 口
皓
 
o
P
o
 

ぬ
ざ
コ
篠
 

叫
 
い
由
せ
 

P
 ㌧
 
ド
 
㌔
の
）
の
 

貿
 ・
）
し
か
し
 

乍
 ら
 、
ト
マ
ス
に
 

に
も
 
撃
 っ
て
ゆ
く
の
に
対
し
、
 

ヱ
ッ
グ
 
ハ
ル
ト
の
場
合
に
は
、
 

小
論
の
本
文
で
こ
の
後
考
察
さ
れ
る
よ
う
に
、
神
の
 

ヱ
ッ
セ
 

を
 「
分
有
す
る
」
 

と
い
う
考
え
は
出
て
こ
な
い
。
と
は
い
え
、
神
の
エ
ッ
セ
な
く
 

し
て
は
、
被
造
物
が
無
で
あ
る
こ
と
は
、
ト
マ
ス
に
と
っ
て
も
 

自
明
の
こ
と
で
 

あ
る
か
ら
、
「
分
有
」
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
に
 

捉
 わ
れ
て
な
 

け
れ
ば
、
 

ヱ
ッ
 
ク
ハ
ル
ト
も
ト
マ
ス
と
別
の
こ
と
を
云
っ
て
 

い
 る
の
で
は
な
い
 

と
 考
え
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
 

0
 し
か
し
、
エ
ッ
ク
 

ハ
ル
ト
に
於
て
は
、
神
の
 

ェ
ッ
セ
 
の
絶
対
性
の
故
に
文
字
通
り
 

の
 意
味
で
の
 

ェ
 

 
 

 
 

C
4
2
7
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も
 柴
し
て
か
く
の
を
見
る
と
 

ぎ
 ト
マ
ス
と
の
違
い
は
小
さ
く
な
 

い
と
い
え
る
 

0
 

1
0
 

セ
帆
 

㌃
山
内
 
0
 
り
す
 
@
N
C
 

Ⅱ
 臣
コ
曲
 

～
 
0
 
幅
 
@
0
 

円
 
麓
ゴ
 

Ⅱ
 
0
 ノ
ミ
 

の
 
@
 
の
の
Ⅰ
 

田
り
 
オ
目
㏄
ハ
億
 

ダ
 @
 
臣
 @
 
内
 -
0
@
 

コ
 
の
め
り
 

ゴ
 
Ⅱ
 
毘
バ
 

0
 
コ
ロ
 
&
.
 
ゲ
技
 
0
 
（
（
）
 

り
 Ⅰ
の
Ⅱ
 

N
.
 

め
 
・
㏄
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肚
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B
5
 判
四
一
八
頁
 

土
見
 

幸
木
 

既
成
仏
教
教
団
の
実
態
把
握
に
関
す
る
教
団
の
調
査
報
告
書
の
 多
く
は
 

寺
院
、
僧
侶
の
寺
院
経
営
に
ま
つ
わ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
 現
実
の
教
 

団
が
 寺
院
を
構
成
単
位
と
し
て
組
織
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
 ろ
 う
 0
 一
 

方
で
は
既
成
仏
教
教
団
は
近
代
以
降
の
課
題
で
あ
っ
た
 幕
 薄
俸
 制
 下
で
の
 

青
檀
関
係
、
葬
祭
仏
教
化
を
克
服
し
て
新
し
い
教
団
体
制
造
り
 が
 高
度
経
 

済
 成
長
期
に
入
り
本
格
化
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
新
宗
教
の
急
 激
 な
勢
力
 

拡
大
、
産
業
化
、
都
市
化
に
 よ
 り
安
住
し
て
き
た
基
盤
で
あ
る
 檀
家
制
度
 

そ
の
も
の
が
 大
 ぎ
く
崩
れ
は
じ
め
た
こ
と
に
よ
ろ
り
。
真
宗
夫
 会
派
の
 同
 

朋
 金
運
動
を
先
駆
と
し
て
近
代
的
個
人
の
確
立
と
そ
れ
に
も
と
 つ
く
新
た
 

な
 宗
教
集
団
・
教
団
を
形
成
し
よ
う
と
し
て
い
く
も
の
で
あ
っ
 た
 。
そ
の
 

程
度
は
種
々
で
あ
る
が
、
真
宗
本
願
寺
派
の
門
信
徒
会
運
動
 
同
朋
 金
 運
 

小
田
原
利
 仁
編
 

宗
教
集
団
の
明
日
へ
の
課
題
 

曹
洞
宗
家
勢
実
態
調
査
報
告
書
 

書
評
と
紹
介
 

動
 で
の
末
寺
振
興
（
 寺
 づ
く
り
）
、
人
材
育
成
（
 
人
 づ
く
り
）
 、
 社
会
教
化
 

（
 
世
 づ
く
り
）
、
浄
土
宗
の
「
お
 
て
 つ
ぎ
運
動
」
で
の
個
人
の
信
仰
 覚
醒
 運
 

動
 、
曹
洞
宗
の
人
材
養
成
、
寺
院
の
振
興
、
大
衆
の
教
化
の
三
 路
線
、
 さ
 

ら
に
三
尊
弘
奉
祀
、
家
庭
教
化
、
人
材
養
成
運
動
、
日
蓮
宗
の
 護
法
運
動
 

な
ど
が
昭
和
四
 0
 年
代
に
な
っ
て
本
格
的
に
展
開
さ
れ
て
い
っ
 た
 。
こ
れ
 

ら
は
近
代
教
学
の
樹
立
、
近
代
教
団
と
し
て
の
新
し
い
教
団
 形
 成
 を
目
指
 

し
 、
そ
れ
を
 檀
 信
徒
の
段
階
ま
で
貫
徹
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
 っ
 た
と
い
 

え
よ
う
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
運
動
は
本
書
で
も
 檀
 信
徒
の
調
 査
 結
果
か
 

ら
 
「
過
去
 一
 0 年
余
り
続
げ
ら
れ
て
き
た
 
ョ
 三尊
 仏
 奉
祀
運
動
 」
が
予
想
 

さ
れ
た
 程
 、
効
果
を
上
げ
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
 よ
う
 に
 思
わ
れ
 

る
 。
」
（
一
七
八
頁
）
と
総
括
し
て
い
る
よ
 

う
 に
必
ず
し
も
成
功
 し
て
い
る
 

と
は
い
え
な
い
。
そ
れ
は
単
に
曹
洞
宗
に
限
ら
ず
、
他
の
教
団
 で
も
窺
え
 

る
 。
例
え
ば
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
で
は
昭
和
四
六
年
ょ
 り
 開
始
 さ
れ
た
 同
 

朋
金
 運
動
が
純
粋
な
教
義
か
ら
の
タ
テ
マ
 エ
 と
し
て
の
理
想
主
 義
 に
終
 

 
 

"
 現
場
な
ぎ
教
学
 

，
 
。
 
1
"
,
 
 

"
 で
あ
り
、
現
場
は
 "
 教
学
な
き
現
場
 化
 "
 し
て
 

い
 る
と
分
析
さ
れ
て
い
る
よ
 う
 に
、
教
団
指
導
理
念
が
門
徒
と
 直
接
 接
す
 

る
 寺
院
か
ら
の
問
題
提
起
と
は
な
っ
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
 い
る
と
い
 

え
よ
う
 。
そ
し
て
、
「
現
場
の
泥
に
ま
み
れ
た
苦
渋
の
営
み
こ
 そ
 宗
教
の
 

真
髄
で
あ
る
」
と
い
う
立
場
か
ら
の
新
た
な
教
学
の
構
築
が
 模
 索
 さ
れ
て
 

い
る
（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
伝
道
院
 編
 ョ
伝
道
院
紀
要
」
第
二
 
九
号
、
昭
 

和
 五
九
年
一
二
月
）
。
か
か
る
問
題
意
識
は
本
書
で
も
随
所
で
 
窺
 
え
る
。
 

 
 
 
 

本
書
の
出
発
点
は
「
教
団
の
た
て
ま
え
に
関
る
教
義
・
数
論
 の
 研
究
は
 、
 

④
 

明
治
以
降
の
原
典
研
究
を
中
心
と
す
る
実
証
的
研
究
に
よ
っ
て
 飛

躍
的
に
㏄
 

進
ん
だ
。
し
か
し
、
い
わ
ゆ
る
原
典
研
究
に
も
と
づ
く
近
代
 仏
 教
学
は
 、
 



欧
米
の
合
理
主
義
的
な
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
が
故
に
 、
や
 や
も
す
る
 

と
 仏
教
を
、
ま
た
各
教
団
の
教
義
を
合
理
的
に
解
釈
し
ょ
う
 と
 す
る
傾
向
 

が
 強
く
見
受
げ
ら
れ
る
 よ
う
 に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
と
 き
 軽
視
さ
 

れ
が
ち
で
あ
っ
た
の
は
、
仏
教
の
非
ム
ロ
 
理
 的
側
面
、
つ
ま
り
、
 
各
教
団
が
 

現
実
の
社
会
で
機
能
す
る
に
際
し
て
大
き
な
力
と
な
っ
た
 呪
的
 な
 側
面
で
 

あ
っ
た
。
我
々
が
現
実
の
生
き
た
仏
教
を
問
題
に
し
ょ
う
と
す
 る
と
き
 、
 

こ
れ
ら
の
側
面
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
と
同
様
に
 、
 檀
 信
徒
を
 

無
視
し
た
教
団
論
が
真
の
教
団
論
た
り
え
な
い
こ
と
は
、
あ
ら
 た
め
て
い
 

5
 ま
で
も
な
い
。
」
（
 ニ
ー
 四
頁
）
と
い
う
こ
と
に
あ
る
と
い
え
 よ
 う
 。
 そ
 

し
て
、
教
団
の
「
ほ
ん
ね
の
部
分
」
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
 、
 檀
 信
徒
 

の
 宗
教
意
識
、
宗
教
行
動
の
調
査
が
行
な
わ
れ
た
と
い
え
 よ
う
  
 

さ
て
、
曹
洞
宗
は
周
知
の
よ
う
に
寺
院
数
一
四
七
一
八
 か
寺
、
 信
者
数
 

六
八
八
万
余
を
抱
え
る
最
大
の
教
団
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
 調
 査
は
 サ
ン
 

結
果
に
つ
い
て
の
評
価
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
第
三
 

フ
ル
数
一
八
四
八
票
で
面
接
調
査
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
単
に
 部

は
資
料
 

曹
洞
白
下
 の
 

趨
勢
を
知
り
 ぅ
 る
だ
け
で
な
く
、
既
成
仏
教
教
団
の
そ
れ
と
 考
 え
て
よ
い
 

で
あ
ろ
う
。
本
書
の
構
成
堅
二
部
構
成
で
、
第
一
部
「
 檀
 信
徒
 と
 寺
院
の
 

諸
相
」
は
調
査
 仁
 も
と
づ
い
た
六
編
の
研
究
論
文
が
載
せ
ら
れ
 て
い
る
。
 

第
二
部
「
 檀
 信
徒
の
み
た
お
寺
や
宗
門
」
で
は
一
七
編
の
調
査
 員
 に
よ
る
 

中
間
報
告
と
コ
メ
ン
ト
と
、
さ
ら
に
、
外
部
の
研
究
者
七
床
 に
 よ
る
調
査
 

編
で
 調
査
票
の
単
純
集
計
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
 

こ
の
調
査
結
果
の
ま
と
め
の
概
要
は
㈹
農
山
漁
村
を
問
わ
ず
 檀
 信
徒
に
 

と
っ
て
は
、
祖
先
崇
拝
が
最
も
重
要
な
信
仰
で
あ
り
、
行
事
で
   

仏
教
（
曹
洞
宗
）
の
基
本
的
教
理
は
檀
信
徒
に
は
ほ
と
ん
ど
 浸
 通
 し
て
い
 

な
い
、
㈹
住
職
は
、
大
導
師
と
し
て
は
重
視
さ
れ
ず
、
葬
祭
 法
 事

の
司
祭
 

者
と
し
て
存
在
意
識
が
認
め
ら
れ
て
い
る
、
㈲
 お
 坊
さ
ん
の
姿
 も
 世
俗
化
㎎
 

さ
れ
て
い
な
い
、
㈲
自
然
宗
教
の
色
合
が
強
い
、
㈲
宗
門
教
義
 の
 根
本
で
⑥
 

あ
る
坐
禅
を
浸
透
さ
せ
る
こ
と
は
、
非
常
に
困
難
が
あ
る
と
 考
 え
ら
れ
の
 

る
、
 ㈲
 宗
 侶
を
養
成
す
る
学
校
や
僧
堂
の
再
検
討
が
必
要
で
あ
 る
、
 ㈹
 教
 

仕
方
法
と
し
て
、
地
域
住
民
の
共
通
の
考
え
に
立
っ
た
も
の
に
 改
め
る
 努
 

力
 が
必
要
で
あ
る
、
㈲
宗
門
櫓
信
徒
の
宗
門
意
識
が
非
常
に
薄
 い
、
と
い
 

ぅ
 9
 項
目
に
整
理
さ
れ
て
い
る
（
二
四
八
 ｜
 二
五
 0
 頁
 ）
。
 こ，
 」
に
窺
え
 

え
る
よ
う
に
非
常
に
 
惨
増
 た
る
、
深
刻
な
現
状
で
あ
る
こ
と
が
 浮
か
び
 上
 

が
っ
て
き
て
い
る
。
 

第
一
部
の
研
究
論
文
は
こ
こ
を
出
発
点
に
し
て
 檀
 信
徒
の
宗
教
 意
識
、
 

宗
教
行
動
の
分
析
が
は
じ
め
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
は
著
者
に
よ
っ
 て
そ
れ
ぞ
 

れ
 独
自
の
分
析
枠
組
と
方
法
論
に
基
づ
い
て
興
味
深
い
も
の
で
 あ
る
が
、
 

大
き
く
は
二
つ
に
大
別
で
き
る
。
ひ
と
つ
は
基
層
信
仰
と
し
て
 の
 先
祖
 祭
 

祀
 を
め
ぐ
っ
て
と
、
そ
れ
と
宗
教
的
職
能
者
と
の
関
わ
り
に
 焦
 点
が
あ
て
 

ら
れ
て
い
る
も
の
と
、
ふ
た
つ
め
は
宗
教
的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
 の
 諸
相
を
 

現
代
社
会
の
動
態
と
の
関
わ
り
で
分
析
し
て
い
こ
 5
 と
す
る
も
 
の
で
あ
 

る
 。
ま
ず
、
前
者
の
場
合
、
分
析
枠
組
は
佐
藤
憲
昭
氏
に
よ
っ
 て
 提
示
さ
 

れ
て
い
る
 よ
 う
に
、
宗
教
的
欲
求
を
 @
 
 安
心
志
向
Ⅱ
㈹
曹
洞
 宗
教
義
信
 

仰
 、
 D
 
 葬
祭
志
向
Ⅱ
㈹
祖
先
崇
拝
、
Ⅲ
現
世
利
益
志
向
Ⅱ
 
㈲
民
間
信
 

仰
の
三
つ
の
レ
ベ
ル
に
分
析
的
に
分
け
、
 

｜
 は
ほ
と
ん
ど
浸
透
 し
て
お
ら
 

ず
、
 n
 と
 m
 が
主
た
る
も
の
で
あ
る
 0
 そ
し
て
祖
先
崇
拝
は
山
 岡
隆
晃
氏
 

が
 指
摘
し
て
い
る
よ
 う
 に
、
仏
教
が
民
衆
に
定
着
し
え
た
媒
体
 で
あ
り
、
 

そ
れ
が
教
団
の
発
展
・
維
持
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
で
あ
っ
た
こ
と
 が
 明
ら
か
 



圭証ノ 紹介 

に
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
佐
藤
氏
は
「
オ
モ
テ
の
宗
教
」
と
 位
 置
付
け
 、
 

そ
れ
に
対
し
Ⅲ
の
現
世
利
益
志
向
は
宗
教
的
職
能
者
で
あ
る
 シ
 ム
 
・
 ｜
 マ
ン
 

に
 依
存
し
、
そ
こ
で
救
い
を
求
め
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
 て
い
る
。
 

そ
れ
を
「
 ゥ
ラ
 の
宗
教
」
と
名
付
け
て
い
る
。
か
か
る
観
点
は
 新
宗
教
 運
 

動
の
解
明
に
も
連
な
る
も
の
で
あ
る
 0
 し
か
し
、
問
題
は
そ
こ
 か
ら
始
ま
 

る
の
で
あ
る
。
こ
の
タ
ー
ム
を
打
ち
出
す
切
っ
掛
け
と
な
っ
た
  
 

調
査
者
の
言
葉
は
「
オ
モ
テ
の
宗
教
で
は
葬
式
や
法
事
な
ど
を
 や
っ
て
く
 

れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
人
び
と
の
悩
み
や
苦
し
み
を
解
決
し
て
は
 く
れ
ま
せ
 

ん
 。
つ
ま
り
、
救
い
が
な
い
宗
教
な
の
で
す
」
と
痛
烈
な
批
判
 が
 含
ま
れ
 

て
い
る
。
そ
れ
は
「
オ
モ
テ
の
宗
教
」
の
存
在
根
拠
さ
え
も
 粉
 砕
 し
て
い
 

る
も
の
で
あ
る
。
そ
 う
 す
る
と
、
前
述
し
た
近
代
教
学
に
依
拠
 し
た
教
団
 

諭
 そ
の
も
の
が
崩
壊
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
く
質
を
も
っ
た
も
 の
と
な
ら
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
佐
藤
氏
が
「
少
く
と
も
今
後
 0
 課
題
の
 

一
つ
は
、
「
現
世
利
益
志
向
」
・
「
葬
祭
志
向
」
に
対
し
て
、
 

教
 義
 的
な
意
 

味
 づ
け
・
位
置
づ
げ
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
 る
 。
」
（
 
四
 

九
頁
）
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
は
正
鵠
を
得
て
い
る
が
、
そ
こ
 で
の
「
 教
 

義
 」
が
単
に
現
実
と
の
矛
盾
で
は
す
ま
さ
れ
な
く
な
る
の
で
は
 な
か
ろ
う
 

@
 
カ
 。
 

次
に
宗
教
的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
諸
相
を
現
代
社
会
の
動
態
と
 の
関
わ
 

り
 と
に
主
眼
を
お
い
て
い
る
も
の
が
長
谷
部
八
郎
氏
、
門
馬
革
 夫
 氏
の
堅
調
 

で
あ
る
。
産
業
化
、
都
市
化
に
よ
っ
て
寺
院
を
と
り
ま
社
会
構
造
の
変
動
の
な
か
で
、
寺
院
の
存
立
基
盤
、
僧
侶
 

文
 

 
 

Ⅲ
を
問
わ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
 
0
 そ
し
て
長
谷
部
氏
は
 地
 域
コ
、
、
、
ュ
ニ
テ
 

 
 

ィ
 づ
く
り
の
な
か
で
寺
院
、
講
の
果
た
し
て
い
る
役
割
を
述
べ
、
 
「
教
団
 へ
 

の
 主
体
的
な
自
己
関
与
感
を
芽
ば
え
さ
せ
る
途
を
切
り
開
く
こ
 と
 」
（
 
一
 

一
九
頁
）
が
教
化
施
策
と
し
て
求
め
ら
れ
て
い
る
と
す
る
。
 

そ
 れ
に
対
し
 

て
 、
門
馬
 氏
は
 、
世
俗
化
論
を
背
景
に
宗
教
の
社
会
的
機
能
の
  
 

そ
れ
を
ひ
と
つ
の
消
費
財
化
と
し
て
取
り
扱
い
、
既
成
仏
教
 寺
 院
の
現
状
 

を
 
「
消
費
と
し
て
の
宗
教
」
と
し
て
衰
退
化
を
予
言
し
て
い
る
 
0
 か
か
る
 

対
象
的
見
解
は
問
題
関
心
の
相
違
に
 よ
 る
で
あ
ろ
う
。
長
谷
部
 氏
は
 
「
 個
 

の
 信
仰
的
自
覚
 -
 
（
一
 二
 0
 頁
 ）
を
回
路
づ
げ
す
る
た
め
に
、
 

現
世
利
益
 

的
 欲
求
に
対
す
る
積
極
的
な
対
処
法
が
求
め
ら
れ
る
と
主
張
さ
 れ
て
い
る
 

が
 、
近
代
教
学
は
個
の
信
仰
自
覚
を
指
向
し
、
現
世
利
益
の
側
 
面
を
虹
 

視
、
な
い
し
否
定
し
て
ぎ
た
所
に
そ
の
特
質
が
み
い
出
さ
る
。
 そ
 う
 す
る
 

と
 、
ア
プ
リ
オ
リ
に
両
者
は
結
び
つ
か
な
く
、
「
個
の
信
仰
 自
 覚
 」
を
 促
 

そ
う
と
し
て
運
動
を
展
開
し
て
ぎ
て
、
そ
れ
が
今
日
大
き
な
 矛
 盾
 と
し
て
 

あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
 近
代
化
の
 

行
詰
り
と
し
て
門
馬
 氏
 の
い
 う
 
「
消
費
と
し
て
の
宗
教
」
化
が
 

現
出
し
て
 

き
た
と
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
 

以
上
大
雑
把
な
感
想
を
述
べ
て
ぎ
た
が
、
こ
の
調
査
を
指
導
さ
 れ
て
 き
 

た
 佐
々
木
表
 幹
氏
 が
総
括
で
、
本
書
は
「
日
本
宗
教
文
化
論
」
 で
あ
り
、
 

「
宗
教
的
日
本
人
論
」
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
 う に
 、
既
 成
仏
教
 

教
団
を
通
し
て
見
た
現
在
時
点
で
の
日
本
宗
教
の
実
態
に
肉
迫
 す
る
質
を
 

も
っ
て
い
る
と
い
え
よ
 う
 。
そ
れ
だ
け
に
、
調
査
関
係
者
、
研
 究
 論
文
 執
 

筆
者
、
さ
ら
に
は
外
部
の
研
究
者
の
コ
メ
ン
ト
も
深
い
苛
立
ち
 と
、
 新
し
 

 
 
 
 

い
 教
団
論
と
い
う
 ょ
 り
、
宗
教
論
へ
の
模
索
の
困
難
性
を
そ
れ
 ぞ
れ
展
開
㈹
 

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
困
難
性
へ
の
直
視
な
く
し
て
は
 新

し
い
 方
 

㏄
 

向
性
は
あ
り
え
な
い
こ
と
を
示
唆
し
た
書
で
あ
り
、
現
場
の
能
 他
者
で
あ
 



る
 僧
侶
に
ま
ず
読
ま
れ
る
こ
と
を
痛
感
さ
せ
る
書
で
あ
る
と
 思
 わ
れ
る
。
 

 
 0
 
l
 

 
 

(
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「
恐
山
信
仰
 と
オ
 シ
ラ
サ
 ソ
 信
仰
」
と
い
う
副
題
も
示
し
て
い
る
 2
@
 
つ
 

に
 、
本
書
は
二
 0
 世
紀
の
日
本
、
と
く
に
東
北
地
方
に
分
布
し
 て
い
る
 二
 

つ
の
信
仰
現
象
を
取
上
げ
て
、
文
献
資
料
と
実
態
調
査
に
基
 ぎ
 な
が
ら
、
 

克
明
に
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
調
査
は
、
昭
和
二
 0
 年
代
の
 

後
半
か
ら
 五
 0
 年
代
の
半
ば
に
か
け
て
、
 

ほ
ば
三
 0
 年
を
か
け
 て
 つ
み
 重
 

ね
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
貴
重
な
資
 料
は
、
ょ
 

り
 占
い
歴
史
記
録
と
と
も
に
、
分
析
の
土
台
を
な
し
て
い
る
。
 そ
の
成
果
 

の
 一
部
は
、
す
で
に
日
下
北
の
宗
教
 し
 
（
一
九
六
八
年
、
未
来
 
社
 ）
 と
し
 

て
 公
刊
さ
れ
て
い
る
の
で
、
本
書
の
内
容
に
は
、
こ
の
前
 著
と
 重
な
る
と
 

こ
ろ
も
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
間
に
著
者
の
視
点
も
展
開
し
て
い
 る
か
ら
、
 

こ
れ
ら
の
現
象
が
新
し
い
角
度
か
ら
解
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
 啓
 言
う
ま
で
 

も
な
い
。
 

本
書
を
読
む
に
際
し
て
は
、
何
よ
り
も
著
者
の
意
図
と
、
そ
の
 用
い
て
 

田 

丸 

徳 

豊口 

未
来
社
一
九
八
四
年
一
一
月
 
A
5
 版
 

四
三
一
十
九
頁
 七
 0
0
0
 円
 

「
信
仰
動
態
現
象
学
」
と
名
づ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
対
象
と
 な
る
の
 

が
 、
標
題
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
「
庶
民
信
仰
」
な
の
で
あ
る
。
 こ
こ
で
、
 

宗
教
的
な
達
人
や
 ヱ
 リ
ー
ト
の
信
仰
で
は
な
く
、
ま
さ
に
庶
民
 の
 信
仰
が
 

主
題
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
何
よ
り
も
特
徴
的
で
あ
る
。
 し
 た
が
っ
 

て
 、
ま
ず
そ
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
ぬ
  
 

著
者
に
 ょ
 れ
ば
、
庶
民
信
仰
と
は
「
日
本
人
の
生
活
の
中
に
あ
 ら
わ
れ
 

る
 具
体
的
信
仰
で
あ
り
、
多
く
の
儀
礼
的
行
為
と
結
び
つ
い
た
 世
俗
的
 信
 

仰
 」
（
本
書
 一
 0 頁
 ）
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
神
学
と
は
領
域
を
 異
に
す
る
 

と
い
う
意
味
で
、
世
俗
的
と
名
づ
げ
ら
れ
る
が
、
同
じ
く
世
俗
 的
 信
仰
で
 

あ
っ
て
も
、
哲
学
的
信
仰
と
か
倫
理
的
信
仰
と
か
は
、
儀
礼
や
 慣
習
の
要
 

素
を
欠
い
て
い
る
か
ら
、
庶
民
信
仰
と
は
言
い
難
い
。
こ
れ
に
 対
し
て
、
 

庶
民
信
仰
に
は
元
朝
ま
い
り
、
彼
岸
ま
い
り
、
農
耕
儀
礼
な
ど
 0
 年
中
行
 

事
や
 、
安
産
祈
願
、
葬
式
な
ど
の
通
過
儀
礼
、
さ
ら
に
商
売
繁
 盛
 、
病
気
 

平
癒
な
ど
の
任
意
儀
礼
が
ふ
く
ま
れ
、
さ
ら
に
日
常
の
勤
行
、
 礼
拝
、
 
参
 

禅
な
ど
も
そ
の
中
に
数
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
行
為
は
 、
 時
と
 し
て
単
な
 

る
 慣
行
で
あ
っ
て
宗
教
で
は
な
い
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
、
慣
習
化
 す
る
こ
と
 

も
あ
る
が
、
ま
た
時
に
は
激
し
い
情
意
作
用
を
も
っ
て
営
ま
れ
 る
こ
と
も
 

あ
る
。
し
か
し
、
何
れ
の
場
ム
ロ
で
も
、
人
び
と
が
神
仏
と
い
っ
 

た
 信
仰
 対
 

庶 
民 
一一口 止Ⅱ ， 二 

仰 
の 

世 
界 

前
述
の
よ
う
な
文
献
・
調
査
資
料
を
用
い
て
、
「
日
本
人
の
信
 仰
 構
造
」
 

や
そ
の
「
動
態
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
体
な
ら
な
い
。
 こ
 の
 試
み
は
 

い
る
枠
組
と
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
 0
 と
い
 う
の
は
、
 

一
見
し
た
と
こ
ろ
、
実
態
調
査
の
集
約
の
よ
う
な
観
を
呈
し
て
 

 
 

の
 （
そ
し
て
、
事
実
そ
う
し
た
側
面
も
有
し
て
い
な
が
ら
）
 
、
真
 0 目
標
は
⑫
  

 

補
正
弘
 

も
 う
 少
し
別
の
と
こ
ろ
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
 0
 一
言
で
い
え
ば
 、
そ
れ
は
（
 



象
 に
か
か
わ
る
と
い
う
点
で
は
変
り
は
な
く
、
そ
の
限
り
と
も
 

に
 庶
民
情
 

仰
 と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
た
庶
民
信
仰
を
取
扱
 

う
に
は
、
 い
ろ
い
 ろ
な
 手
 

続
き
が
必
要
で
あ
る
。
著
者
は
 

@
 う
 。
「
私
の
い
 う
 宗
教
学
は
 、
観
察
 

し
 、
あ
る
い
は
読
解
し
、
あ
る
時
に
は
対
話
し
て
、
現
象
を
記
 

述
し
、
共
 

感
や
理
解
を
介
し
て
本
質
構
造
を
洞
察
し
、
そ
の
原
理
を
見
出
 

す
こ
と
に
 

あ
る
。
」
 
Q
 一
七
頁
、
ま
た
一
七
、
二
五
七
、
二
六
九
、
三
五
一
 

頁
も
参
照
 

の
こ
と
）
こ
の
一
節
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
 

う
 に
、
こ
の
方
法
は
 
一
一
つ
の
 

主
 

要
な
 操
作
か
ら
成
っ
て
い
る
 
0
 観
察
、
記
述
、
分
析
、
そ
し
て
 

時
に
は
類
 

似
例
 と
の
比
較
と
い
っ
た
実
証
的
・
科
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
 

と
 
「
本
質
 

構
造
」
の
把
握
と
い
う
、
い
わ
ば
哲
学
的
な
ア
フ
ロ
ー
チ
 

と
 で
 あ
る
。
も
 

ち
ろ
ん
、
前
者
は
具
体
的
な
貸
料
の
獲
得
の
た
め
、
欠
か
す
こ
 

と
が
で
 き
 

な
い
が
、
著
者
の
最
終
的
な
ね
ら
 

ぃ
 は
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
 

後
者
に
あ
 

る
 よ
 う
 に
思
わ
れ
る
 
0
 「
と
い
う
の
は
、
こ
の
学
は
 

、
 単
に
 、
 具
体
的
 現
 

象
を
収
集
し
分
点
す
る
形
態
学
で
は
な
く
、
 

ュ
 イ
ド
ス
へ
の
 
還
 元
 を
め
ざ
 

そ
う
と
す
る
哲
学
的
性
格
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
」
（
 

二
 0
-
 ハ
頁
）
 

こ
の
「
エ
イ
ド
ス
へ
の
還
元
」
と
い
う
点
で
、
著
者
の
立
場
は
 

い
 わ
ゆ
る
 

本
質
現
象
学
に
近
い
。
し
か
も
そ
れ
は
、
信
仰
さ
れ
る
対
象
で
 

は
な
く
 

て
 、
む
し
ろ
人
間
の
信
じ
方
に
焦
点
を
 

4
 
コ
わ
せ
る
点
で
は
「
 

人
 開
学
的
」
 

と
も
言
う
べ
き
方
向
性
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
 

九
｜
一
 0
 、
一
一
 

0
 由
ハ
 

介
頁
 ）
。
 

紹
 

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
す
る
と
 

き
 、
庶
民
信
仰
 
0
 本
質
構
造
は
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の
 所
感
を
 つ
 け
加
え
る
こ
と
但
し
た
 い
 。
 

第
一
部
で
は
、
計
一
二
の
章
に
分
け
て
、
未
知
な
部
分
の
多
 い
 そ
の
 発
 

端
か
ら
今
日
ま
で
の
恐
山
信
仰
が
扱
わ
れ
て
い
る
。
恐
山
の
中
 心
 を
な
す
 

ぬ
蔵
堂
は
 
、
慈
覚
大
師
開
基
の
伝
説
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
確
証
 
し
え
な
 

ぃ
 。
そ
の
信
仰
は
多
分
、
土
地
の
人
び
と
が
湯
治
や
病
気
な
お
 し
や
信
心
 

か
ら
集
っ
て
い
る
中
に
、
経
典
の
説
く
地
蔵
の
 イ
 ノ
ー
 ジ
 と
緒
 び
つ
き
 成
 

立
し
た
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
れ
に
は
、
中
世
い
ら
 い
 こ
の
地
に
 進
出
し
た
 

修
験
の
影
響
も
無
視
で
き
な
い
。
地
蔵
堂
は
天
台
系
の
蓮
華
寿
 と
 結
び
つ
 

い
た
 時
 難
も
あ
っ
た
が
、
一
七
 0
 四
年
以
後
、
禅
宗
系
の
円
通
 寺
の
所
轄
 

と
な
り
、
現
在
に
及
ん
で
い
る
。
何
れ
に
し
て
も
、
恐
山
信
仰
 の
 教
義
化
 

や
 組
織
化
が
急
速
に
す
す
め
の
は
、
一
八
 ｜
 九
世
紀
か
ら
と
み
 ら
れ
る
。
 

し
か
し
著
者
は
、
こ
う
し
た
後
世
の
影
響
を
削
除
し
て
、
そ
こ
 に
 恐
山
居
 

仰
と
 、
ひ
い
て
は
日
本
人
の
信
仰
の
原
型
を
さ
ぐ
る
の
で
は
な
 く
、
却
つ
 

て
 経
験
的
に
成
立
し
た
信
仰
と
経
典
的
な
信
仰
と
の
複
合
を
日
 本
 的
と
考
 

え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
（
 九
セ
頁
 ）
。
 

こ
の
よ
う
な
恐
山
信
仰
の
具
体
的
な
表
現
は
、
 

春
 ・
 夏
 ・
秋
に
 行
わ
れ
 

る
 祭
典
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
、
機
能
上
、
二
つ
に
分
類
で
き
 る
 。
 人
び
 

と
が
自
己
や
縁
者
な
ど
の
現
世
・
来
世
の
利
益
を
祈
る
も
の
と
 、
死
者
の
 

追
悼
・
冥
福
の
た
め
の
供
養
と
で
あ
る
。
前
者
は
「
生
の
儀
礼
 」
、
後
者
は
 

「
死
の
儀
礼
」
と
名
づ
げ
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
本
殿
の
地
蔵
と
 實
河
 原
 の
 地
 

厳
重
と
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
後
者
は
一
八
世
紀
中
葉
に
は
 成
立
し
て
 

い
た
と
み
ら
れ
、
こ
の
こ
と
は
当
時
の
菅
江
真
澄
の
旅
日
記
な
 ど
か
ら
も
 

推
定
さ
れ
る
（
一
五
六
頁
以
下
）
。
近
年
、
恐
山
に
は
多
く
の
 イ
タ
コ
 が
 

集
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
彼
女
た
ち
は
二
つ
の
中
の
死
の
儀
礼
 に
 関
わ
る
 

に
す
ぎ
な
い
。
恐
山
信
仰
 は
 、
多
分
、
生
の
儀
礼
か
ら
始
ま
り
 、
や
が
て
 

タ
の
儀
ネ
 が
 加
 っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
が
、
と
く
に
昭
和
三
 0
 午
 
以
後
Ⅱ
 

 
 

は
 、
後
者
の
比
重
が
急
速
に
増
加
し
つ
つ
あ
る
（
三
一
 0
 、
 二
 一
七
頁
 似
り
 

 
 
 
 

下
ス
 

第
二
部
で
論
じ
ら
れ
る
 オ
 シ
ラ
サ
ン
信
仰
は
、
恐
山
信
仰
が
 半
 ぼ
観
 

光
 化
し
、
信
仰
 闇
 が
拡
大
し
て
い
る
の
と
は
逆
に
、
む
し
ろ
 稀
 薄
 化
す
る
 

傾
向
に
あ
る
。
オ
シ
ラ
サ
ン
と
呼
ぶ
男
女
一
対
の
木
偶
に
対
す
 る
 @
 
し
の
 @
 
任
 Ⅲ
 

仰
は
，
 
殆
ど
成
立
宗
教
の
教
義
や
制
度
が
浸
透
し
て
い
な
い
か
 ら
 、
庶
民
 

信
仰
を
複
合
的
と
み
る
著
者
の
立
場
か
ら
は
、
最
も
扱
い
に
く
 い
も
の
で
 

あ
る
 
D
 二
三
二
頁
）
。
そ
れ
は
姉
崎
正
治
、
柳
田
国
男
ほ
か
、
 

多
く
の
 研
 

免
者
の
関
心
を
ひ
き
、
そ
の
起
源
や
性
格
（
日
本
人
の
も
の
か
 ア
イ
ヌ
 起
 

源
か
 、
農
業
 神
か
 不
動
か
等
）
に
つ
い
て
、
い
ろ
い
ろ
な
説
が
 だ
さ
れ
て
 

き
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
起
源
論
や
伝
播
論
で
は
、
そ
の
 信
 仰
の
内
実
 

は
 捉
え
き
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
著
者
は
、
起
源
や
古
型
を
 追
求
す
る
 

の
で
は
な
く
、
「
い
か
に
信
仰
さ
れ
て
い
る
か
」
と
い
う
場
面
 か
ら
、
 そ
 

の
 構
造
的
な
原
型
を
抽
出
し
よ
う
と
す
る
（
二
六
 0
 、
四
一
二
 頁
 ）
。
 

一
口
に
 オ
 シ
ラ
サ
ン
信
仰
と
言
っ
て
も
、
そ
の
形
態
は
一
定
で
 
は
な
 

い
 0
 対
象
と
し
て
の
 オ
 シ
ラ
サ
 ソ
 は
 、
 総
じ
て
守
り
神
、
 
祈
禧
 神
 的
な
性
 

格
 を
も
っ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
も
昔
か
ら
家
に
あ
る
、
イ
タ
 コ
 か
ら
も
 

も
っ
た
、
他
家
か
ら
 頽
 っ
た
、
病
気
な
お
し
の
た
め
に
作
っ
た
 と
い
う
 国
 

っ
が
 区
別
で
き
、
こ
れ
ら
は
 W
 、
 X
 、
 Y
 、
 Z
 型
 と
呼
ば
れ
る
 。
他
方
、
 

こ
れ
を
信
仰
す
る
主
体
で
あ
る
女
性
集
団
に
も
、
同
族
的
、
同
 族
的
 ・
 地
 

縁
的
 、
地
縁
的
、
講
 的
 、
そ
し
て
個
人
的
の
五
つ
の
類
型
が
あ
 り
 、
そ
れ
 

ぞ
れ
 A
 、
 B
 、
 C
 、
 D
 、
 E
 型
と
名
づ
げ
ら
れ
る
 
C
 一
八
四
頁
 以
下
）
。
 ォ
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方
法
を
適
用
し
、
こ
の
立
場
を
「
信
仰
動
態
現
象
学
」
と
呼
ぶ
 
。
そ
れ
 

は
、
 要
す
る
に
、
経
験
科
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
、
本
来
は
哲
 学
の
領
域
 

に
 属
す
る
本
質
論
的
な
考
察
と
を
統
合
し
ょ
う
と
す
る
試
み
と
 み
る
こ
と
 

が
で
き
よ
う
。
か
っ
て
石
津
教
授
は
、
と
く
に
そ
の
晩
年
、
再
 三
 に
わ
た
 

っ
て
宗
教
の
科
学
的
研
究
と
哲
学
的
研
究
と
の
統
合
の
必
要
を
 説
 き
、
両
 

者
の
「
連
鎖
交
会
」
を
め
ざ
し
た
。
い
わ
ば
宗
教
学
的
な
宗
教
 哲
学
を
構
 

恕
 し
た
の
で
あ
る
 0
 本
書
は
お
そ
ら
く
、
こ
の
よ
う
な
方
向
へ
 
む
か
っ
 

て
 、
さ
ら
に
一
歩
を
進
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
 

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
意
欲
的
な
企
て
が
ど
こ
ま
で
成
功
し
て
 い
る
か
 

は
 、
こ
と
に
 よ
 る
と
、
判
断
が
分
れ
る
点
か
も
知
れ
な
い
。
 

宗
 教
の
事
実
 

を
 扱
 う
 経
験
科
学
と
そ
の
本
質
を
論
ず
る
哲
学
と
い
う
、
次
元
 を
 異
に
す
 

る
 二
種
の
考
察
を
相
互
に
媒
介
す
る
こ
と
の
必
要
性
に
つ
い
て
 は
 、
筆
者
 

も
 全
面
的
に
同
意
す
る
が
、
た
だ
、
そ
れ
ほ
も
と
も
と
そ
 う
容
 易
 で
は
な
 

い
 の
で
あ
る
。
例
え
ば
著
者
は
、
す
で
に
み
た
ご
と
く
、
庶
民
 信
仰
の
本
 

質
 構
造
を
呪
術
的
・
宗
教
的
と
捉
え
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
 本
 書
 に
あ
げ
 

ら
れ
た
豊
富
な
事
例
は
 、
 殆
ど
が
呪
術
的
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
 に
入
っ
て
 

し
ま
い
、
著
者
の
言
 う
 意
味
で
の
宗
教
的
な
境
地
を
示
す
も
の
 は
 、
あ
ま
 

り
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
印
象
が
つ
よ
い
 0
 呪
術
的
か
宗
 教
 的
か
と
 

い
う
区
別
は
、
微
妙
な
信
仰
の
質
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ
て
 、
事
実
に
 

よ
っ
て
、
量
的
に
の
み
は
決
定
し
え
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
ろ
 う
 0
 し
て
 

み
る
と
、
庶
民
信
仰
が
呪
術
的
・
宗
教
的
で
あ
る
と
の
テ
ー
ゼ
 は
 、
事
実
 

 
 

か
ら
帰
納
的
に
え
ら
れ
た
も
の
と
い
う
 よ
 り
は
、
著
者
の
直
観
 的
な
想
定
㊥
 

と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

1
3
 

 
 

こ
れ
と
似
た
問
題
性
は
、
本
書
の
鍵
と
も
言
う
べ
き
「
動
態
」
 の
 概
念
 



に
も
含
ま
れ
て
い
る
 よ
う
 に
思
わ
れ
る
 0
 動
態
と
は
、
祭
祀
 条
 件
 が
変
 

る
の
に
伴
っ
て
信
仰
形
態
が
変
容
す
る
こ
と
で
、
静
止
的
な
 類
 型
 と
は
 異
 

る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
盆
石
 
0
 頁
な
ど
）
。
そ
れ
が
、
 
何
 ら
か
の
形
 

で
 通
時
的
な
変
化
の
側
面
を
も
つ
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
事
実
 、
 ネ
今
皇
 

目
 で
 

は
 、
恐
山
信
仰
に
お
け
る
死
の
儀
礼
の
顕
在
化
と
か
、
オ
シ
ラ
  
 

0
%
 退
な
ど
、
い
く
つ
か
の
例
が
示
さ
れ
て
い
る
。
時
系
列
で
 の
 変
化
で
 

あ
る
以
上
、
そ
れ
ら
は
当
然
、
変
化
の
態
様
、
そ
の
要
因
等
に
 つ
い
て
の
 

考
察
を
も
要
求
す
る
筈
で
あ
る
。
し
か
し
、
著
者
の
い
 う
 動
態
 現
象
学
 

は
 、
こ
の
種
の
考
察
に
深
入
り
す
る
代
り
に
、
そ
の
よ
う
な
 変
   

性
を
 、
そ
の
ま
ま
信
仰
の
「
本
質
構
造
」
と
し
て
措
定
す
る
 ょ
 う
に
み
え
 

る
 0
 こ
こ
に
お
い
て
も
、
こ
の
動
態
に
つ
い
て
の
経
験
科
学
的
 な
 分
析
 と
 

哲
学
的
な
解
釈
と
な
い
か
に
媒
介
す
る
か
は
、
な
お
困
難
な
問
 題
 と
し
て
 

残
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

こ
れ
は
筆
者
の
い
だ
 い
 た
、
ご
く
素
朴
な
Ⅰ
二
の
疑
問
に
す
 ぎ
な
 

と
も
あ
れ
、
本
書
は
日
本
の
庶
民
信
仰
に
つ
い
て
、
多
く
 の
 貴
重
な
 

資
料
を
提
供
す
る
と
同
時
に
、
宗
教
学
の
方
法
に
つ
い
て
の
 反
 省
を
促
す
 

も
の
を
含
ん
で
い
る
。
こ
れ
に
触
発
さ
れ
て
、
ひ
ろ
く
論
議
が
 重
ね
ら
れ
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所
は
大
畠
博
士
の
発
案
で
設
立
さ
れ
、
本
書
の
執
筆
者
達
を
 

会
員
と
す
る
 

月
例
の
宗
教
史
研
究
会
を
長
年
に
 

亘
 っ
て
主
催
し
、
博
士
の
 

亡
 く
な
ら
れ
 

一
 た
後
も
会
員
た
ち
の
自
主
的
な
活
動
で
維
持
さ
れ
今
日
に
至
 

っ
て
い
る
。
 

一
筆
者
に
課
さ
れ
た
役
割
は
本
書
の
書
評
で
あ
る
が
、
編
集
者
 

0
 期
待
に
応
 

え
得
る
か
ど
う
か
心
許
な
い
。
学
術
 

誌
 に
私
的
繰
り
言
の
無
 

用
 な
事
は
心
 

得
て
は
い
る
が
、
筆
者
自
身
も
こ
の
研
究
会
の
会
員
で
あ
り
 

・
（
執
筆
者
が
 

管
親
し
い
先
輩
で
あ
り
、
同
学
者
で
あ
る
事
は
度
外
視
す
る
 

と
し
て
も
）
 

執
筆
者
の
一
人
た
る
事
を
要
請
さ
れ
つ
つ
 

果
 た
せ
な
か
っ
た
 

と
い
う
負
い
 

目
が
あ
る
。
本
書
は
「
あ
と
が
 

ぎ
 」
に
も
あ
る
 

2
5
 に
 、
本
 
来
は
 一
九
八
 

四
年
に
傘
寿
を
迎
え
ら
れ
た
大
畠
先
生
の
祝
賀
献
呈
論
文
集
 

を
 立
田
 

ゅ
 
市
岡
 

@
 
し
た
 

も
の
で
あ
っ
た
。
あ
ま
り
に
も
不
肖
な
弟
子
で
あ
る
私
は
 

（
そ
れ
だ
げ
に
 

人
一
倍
、
公
私
に
わ
た
っ
て
師
の
恩
を
享
受
し
な
が
ら
Ⅰ
 

師
 の
 祝
賀
の
場
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本
書
は
 、
 「
は
し
が
 ぎ
 」
（
田
丸
）
「
あ
と
が
 ぎ
 」
（
石
川
・
 小
  
 

藤
 ，
吉
田
）
、
巻
末
の
「
宗
教
史
研
究
会
例
会
記
録
」
を
除
い
て
 

左
に
掲
げ
 

る
 三
部
 九
 篇
の
論
文
か
ら
成
っ
て
い
る
。
 

一
 
古
代
イ
ス
ラ
 ヱ
ル
 宗
教
 

古
代
イ
ス
ラ
エ
ル
に
お
け
る
ア
ジ
ュ
ー
ル
 法
 

七
口
口
Ⅲ
 泰
 

田
ヱ
ジ
プ
ト
 記
三
は
，
 巧
に
お
け
る
 神
 
把
握
定
形
 日 佐
雄
 

預
言
と
形
式
 

エ
レ
ミ
ヤ
主
星
二
字
 5
 １
 9
 節
の
ス
テ
ィ
コ
メ
ト
リ
ー
 

小
田
島
太
郎
 

古
代
イ
ス
ラ
エ
ル
 預
 舌
口
者
と
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
：
・
・
：
・
・
・
月
水
 

昭
男
 

二
 

ユ
ダ
ヤ
教
 

供
犠
 と
贈
罪
 

く
セ
 篇
は
、
い
ず
れ
も
一
九
八
一
年
一
 0
 月
 
（
小
田
島
）
か
ら
 八
四
年
二
一
 

月
 
（
定
形
）
に
か
け
て
宗
教
史
研
究
会
の
月
例
会
で
口
頭
発
表
 さ
れ
た
も
 

の
で
あ
る
と
い
う
（
月
例
会
は
毎
月
第
四
土
曜
日
、
本
郷
学
モ
 会
館
を
会
 

場
 に
一
 @
 二
時
間
の
研
究
発
表
と
、
短
か
く
て
一
時
間
、
長
 け
 れ
ば
会
場
 

を
 移
し
て
四
、
五
時
間
に
も
及
ぶ
 質
議
 応
答
を
行
 う
 も
の
で
あ
 っ
た
 ）
。
 
そ
 

し
て
正
に
こ
の
期
間
筆
者
は
公
務
に
こ
と
よ
せ
て
例
会
を
休
ん
 で
い
た
の
 

で
あ
る
 a
 し
た
が
っ
て
甚
だ
身
勝
手
な
こ
と
で
あ
る
が
、
書
評
 と
い
う
よ
 

り
 も
こ
の
月
例
会
に
事
後
参
加
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
積
り
で
、
 生
貝
の
一
明
 
価
 

を
 果
た
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
 い
と
 思
 う
 。
 

弁
解
で
誌
面
を
汚
し
た
事
を
お
詫
び
し
つ
つ
、
本
題
に
入
り
た
 い
と
 思
 

う
，
 
。
 

 
 

神
殿
供
犠
に
対
す
る
パ
リ
サ
イ
派
の
態
度
１
１
市
川
裕
 

常
態
と
し
て
の
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
 

ユ
ダ
ヤ
教
の
理
解
の
 

一
 視
点
と
し
て
石
川
耕
一
 い
 
且
 

三
才
 り
 
エ
ン
ト
考
古
学
と
宗
教
 

新
石
器
時
代
ア
ナ
ト
リ
ア
に
お
け
る
「
私
」
の
発
見
…
小
川
 
英
雄
 

ヨ
エ
 サ
ル
 
ハ
 ド
ン
」
宗
主
権
条
約
に
お
け
る
 

神
 ア
ッ
シ
ュ
ル
の
三
つ
の
 印
 

渡
辺
和
子
 

後
藤
光
一
郎
 

テ
ル
・
ゼ
ロ
ー
ル
の
 
小
 神
殿
 

書
名
と
の
関
連
で
言
え
ば
す
べ
て
の
論
文
が
 オ
リ
ェ
 
ン
ト
世
界
 
の
下
に
 

吸
飲
 し
 得
る
の
は
当
然
だ
が
、
一
の
古
代
イ
ス
ラ
エ
ル
宗
教
が
 「
聖
ま
 目
 
」
 

に
 相
当
す
る
。
 
但
 、
極
め
て
ユ
ニ
ー
ク
な
小
川
論
文
を
除
け
ば
 
「
 エ
 サ
ル
 

ハ
 ド
ン
宗
主
権
条
約
」
は
 北
 イ
ス
ラ
エ
ル
王
国
の
滅
亡
後
の
南
 ユ
 ダ
王
国
 

と
 直
接
で
は
な
い
に
せ
 よ
 関
係
し
 、
 
「
テ
ル
・
 
ゼ
 
p
 ー
ル
」
は
 古
代
イ
ス
 

ラ
エ
 
ル
の
遺
跡
で
あ
り
、
聖
書
に
関
係
す
る
。
吉
田
論
文
の
「
 ア
ン
 ュ
｜
 

ル
法
」
は
、
市
川
論
文
の
「
 賄
罪
 」
や
石
川
論
文
の
「
デ
ィ
ア
 ス
ポ
ラ
 」
 

と
 関
連
し
得
る
拡
が
り
を
持
つ
。
後
二
者
の
論
文
（
「
ユ
ダ
ヤ
教
 
」
）
が
 
一
 

と
 無
縁
で
あ
り
得
ぬ
こ
と
は
舌
ロ
 
ぅ
 ま
で
も
な
い
 
0
 
ま
た
方
法
論
 的
に
見
れ
 

ぱ
 渡
辺
論
文
は
定
形
・
小
田
島
の
文
献
批
判
と
関
連
を
持
つ
。
 い
ず
れ
の
 

分
野
も
分
野
を
異
に
し
つ
つ
も
大
畠
 清
 と
い
う
 
一
 研
究
者
の
内
 に
 主
要
 専
 

円
領
域
と
し
て
 育
 く
ま
れ
て
来
た
も
の
で
あ
る
事
を
新
ら
た
め
 て
 想
い
 起
 

こ
せ
 は
 、
こ
れ
ら
三
部
門
は
便
宜
的
な
区
分
け
で
あ
る
と
認
め
 
ら
れ
よ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ぅ
 。
書
名
も
ま
た
然
り
で
あ
る
。
 

し
た
が
っ
て
 
、
 個
々
の
論
文
を
取
り
上
げ
る
に
際
し
て
も
そ
の
 配
列
 順
巧
 

 
 

序
を
皿
祝
 し
た
と
し
て
も
編
者
の
意
図
を
害
 う
 こ
と
に
は
な
ら
 な
い
で
あ
 



ろ
 う
 。
は
じ
め
に
後
藤
氏
の
論
文
を
 、
 次
で
渡
辺
・
小
田
島
 
定
形
各
氏
 

の
 論
文
を
取
り
上
げ
て
見
た
い
。
そ
れ
は
 故
 大
畠
博
士
は
宗
教
 史
 研
究
に
 

際
し
て
、
聖
書
 学
 に
際
し
て
、
厳
密
な
テ
キ
ス
ト
批
判
を
第
一
 

に
 要
求
さ
 

ね
 、
後
三
者
の
論
文
が
そ
れ
に
応
え
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
 る
 0
 ま
た
 

博
モ
の
時
代
に
は
そ
の
時
代
の
制
約
か
ら
許
さ
れ
な
い
事
で
は
 
あ
っ
た
 

が
 、
博
士
は
本
文
批
判
に
先
立
っ
て
現
地
主
義
を
弟
子
た
ち
に
 要
求
さ
れ
 

て
い
た
よ
 う
 に
思
わ
れ
る
。
弟
子
た
ち
の
留
学
に
は
こ
と
の
 他
 熱
心
で
あ
 

ら
れ
た
し
、
何
よ
り
も
停
年
を
間
近
に
さ
れ
な
が
ら
日
本
オ
リ
 エ
ン
ト
 学
 

会
派
遣
第
一
次
 ｜
 第
三
次
イ
ス
ラ
 ヱ
 ル
国
テ
ル
・
 
ゼ
 p
 ー
ル
 遺
 跡
 発
掘
 調
 

査
 
（
一
九
六
四
１
人
上
八
年
）
を
団
長
と
し
て
指
揮
さ
れ
、
一
九
 

セ
 四
年
に
 

も
 第
四
次
の
調
査
団
を
組
織
し
て
現
地
に
身
を
運
び
、
文
字
通
 9
 陣
頭
指
 

揮
に
 当
た
ら
れ
た
事
に
示
め
さ
れ
て
い
る
 0
 ア
ジ
ア
の
西
に
位
 貴
 し
な
が
 

ら
 ヨ
ー
ロ
ッ
パ
よ
り
も
遠
い
遠
隔
の
地
 、
 た
え
ず
戦
闘
状
態
に
 置
か
れ
て
 

い
る
国
に
弟
子
た
ち
を
伴
わ
れ
た
の
は
単
な
る
個
人
的
な
研
 窄
 ア
ー
マ
に
 

関
 わ
る
事
柄
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
宗
教
史
研
究
会
は
 -
 
ア
ル
・
 ゼ
 

ロ
ー
ル
遺
跡
調
査
団
を
母
体
と
し
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
 そ
 窒
息
 

味
 で
ま
ず
後
藤
氏
の
論
文
を
取
り
上
げ
た
い
。
 

氏
の
論
文
「
テ
ル
・
ゼ
ロ
ー
ル
の
心
神
殿
」
は
一
九
七
四
年
の
 調
査
で
 

此
 の
テ
ル
 A
 Ⅳ
地
区
の
 
A
 一
八
区
と
一
七
区
に
か
け
て
確
認
さ
 れ
た
遺
構
 

遺
物
の
非
日
常
牲
か
ら
、
こ
の
区
域
に
聖
性
の
集
中
を
認
め
、
 ，
 
」
の
区
域
 

を
 心
神
殿
を
中
心
に
据
え
た
祭
祀
の
場
所
、
即
ち
 聖
 所
で
あ
っ
 
た
と
推
論
 

す
る
も
の
で
あ
る
 0
 図
版
三
葉
、
写
真
八
枚
を
収
め
て
遺
構
の
 状
態
、
 遺
 

物
 
（
祭
祀
用
土
器
 類
 ）
を
 赤
 め
し
て
、
そ
の
論
拠
と
す
る
が
、
 

氏
 自
身
が
 

認
め
る
よ
さ
に
、
遺
構
は
後
代
の
採
掘
に
 よ
 り
破
壊
さ
れ
す
ぎ
 て
お
り
、
 

神
域
の
境
界
と
特
定
建
築
様
式
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
 0
 ま
た
 遺
物
も
断
 

6
 

片
 的
で
あ
る
た
め
に
、
そ
こ
で
営
ま
れ
た
祭
祀
の
性
格
や
祭
儀
 の
 実
態
に
Ⅰ
 

は
 触
れ
ら
れ
て
い
な
い
 0
 筆
者
は
氏
の
指
導
の
下
で
直
接
こ
の
 現
場
で
の
③
 

 
 

発
掘
作
業
を
担
当
し
た
の
で
（
図
版
の
一
つ
は
筆
者
の
手
に
な
 る
 ）
氏
の
 

推
論
に
は
十
分
 う
 な
 ず
 げ
る
が
、
も
う
 一
 シ
 l
 ス
ソ
こ
の
地
域
 の
 調
査
が
 

出
来
れ
ば
と
の
感
を
当
時
も
今
も
持
つ
。
 

渡
辺
氏
の
論
文
は
前
六
七
二
年
新
ア
ッ
シ
リ
ア
帝
国
の
王
エ
サ
  
 

ン
が
 二
人
の
息
子
を
ア
ッ
シ
リ
ア
 と
バ
ビ
 p
 二
ア
の
 王
位
継
承
 者
 と
す
る
 

事
を
地
方
都
市
国
家
の
施
政
者
達
に
誓
わ
せ
る
誓
約
文
書
室
 
 
 

ソ
 宗
主
権
条
約
）
に
押
さ
れ
た
三
つ
の
円
筒
部
立
子
 
@
 古
代
ア
ッ
 シ
リ
ア
 時
 

代
 の
 印
 、
中
期
ア
ッ
シ
リ
ア
時
代
の
印
、
 新
 ア
ッ
シ
リ
ア
時
代
 0
 庄
ド
 

口
 

を
い
ず
れ
も
 神
 ア
ッ
シ
ュ
ル
の
印
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
 印
の
年
代
 

確
定
に
至
る
論
義
を
述
べ
、
図
像
学
的
見
地
か
ら
の
考
察
を
踏
 ん
で
、
 こ
 

れ
ら
が
 ヱ
サ
 ル
ハ
ド
ソ
の
所
有
と
な
っ
た
経
緯
を
述
べ
る
。
 氏
 に
よ
れ
 ば
 

「
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
か
ら
出
土
し
た
粘
土
板
の
う
ち
、
実
際
に
神
の
 印
 に
よ
 

っ
て
調
印
さ
れ
た
も
の
」
は
、
こ
の
誓
約
文
書
の
み
で
あ
る
と
 い
 う
 。
 氏
 

の
 目
的
は
表
題
の
よ
う
に
、
「
条
約
」
そ
の
も
の
の
紹
介
に
あ
 る
の
で
は
 

な
く
、
「
調
印
す
る
 神
 」
と
い
 5
 法
的
行
為
者
と
し
て
の
神
と
 い
 う
 概
念
 

に
 結
び
つ
く
文
書
の
性
格
の
解
明
に
あ
る
。
筆
者
は
門
外
漢
で
 あ
っ
て
論
 

評
は
控
え
た
い
が
、
説
得
力
の
あ
る
論
述
で
あ
っ
た
。
 

小
田
島
、
定
形
両
氏
の
論
文
は
旧
約
聖
書
本
文
の
文
献
（
文
体
 ）
批
判
 

を
 通
し
て
、
前
者
は
「
預
言
詞
の
単
元
確
定
と
い
う
目
的
に
沿
 っ
て
 、
単
 

元
全
体
の
構
造
的
な
ま
と
ま
り
を
明
ら
か
に
」
し
ょ
う
と
し
、
 後
者
は
文
 

構
造
の
分
析
か
ら
、
「
有
っ
て
有
る
者
」
と
従
来
訳
さ
れ
て
 来
 た
 表
題
に
 



重証ノ 紹介   
掲
げ
る
章
句
を
神
名
の
類
 昔
 重
畳
句
と
見
て
、
「
神
と
と
も
に
 」
（
と
も
 

に
あ
る
 神
 ）
の
保
証
を
与
え
る
も
の
と
見
る
 0
 両
氏
の
テ
キ
ス
 ト
 0
 分
析
 

は
 詳
細
を
極
め
て
 い
 て
、
一
読
論
評
に
及
ぶ
事
は
筆
者
の
力
量
 を
も
っ
て
 

は
と
う
て
い
為
し
得
な
い
。
 

小
田
島
氏
は
預
言
の
為
さ
れ
た
時
の
原
型
（
単
元
）
を
求
め
て
 文
体
 批
 

判
 、
こ
こ
で
は
韻
律
の
基
礎
単
位
を
な
す
「
 詩
行
 」
を
数
え
る
 
こ
と
、
 

「
ス
テ
ィ
コ
メ
ト
リ
ー
」
を
最
後
的
な
判
断
の
拠
り
所
と
し
、
 ヱ
 レ
 ミ
 ャ
 

二
 5
 １
 9
 を
 エ
 レ
ミ
ヤ
 預
 ミ
ロ
詞
の
 
一
 単
元
の
お
お
よ
そ
の
形
を
 伝
 ，
え
て
い
 

る
と
結
論
す
る
の
だ
が
、
 二
 5
 １
 9
 に
見
る
韻
律
的
特
徴
の
例
 と
し
て
 挙
 

げ
ら
れ
た
五
は
 。
 M
 、
 五
 7
1
 Ⅱ
の
ほ
か
に
更
に
い
く
 っ
か
 の
 例
の
加
 ，
え
 

ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
 0
 更
に
「
し
か
し
エ
レ
ミ
ヤ
の
 預
 言
詞
の
な
 

か
に
、
局
部
的
に
短
い
詩
 行
 が
出
現
す
る
例
は
少
な
か
ら
ず
 認
 め
ら
れ
 

る
 」
 
二
 
二
一
頁
）
と
い
う
事
は
、
こ
の
短
い
詩
 行
 が
単
元
の
 構
成
要
素
 

の
う
ち
に
あ
っ
て
断
定
的
性
格
の
強
い
「
告
訴
の
総
括
」
や
「
 審
判
刊
の
生
口
 

知
 」
を
表
わ
す
「
短
詩
句
」
の
例
と
し
て
「
少
な
か
ら
ず
認
め
 ら
れ
る
し
 

の
で
あ
る
の
か
ど
う
か
説
明
を
煩
わ
し
た
い
。
 

定
形
氏
の
論
文
で
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
「
有
っ
て
有
る
者
」
を
 「
 エ
｜
 

イ
 と
い
っ
た
ら
 ヱ
 ー
 イ
だ
 」
と
訳
出
し
、
こ
の
「
 ニ
 ー
イ
」
は
 「
 ヤ
 ー
 ウ
 

ヱ
 な
ら
び
に
…
…
父
祖
た
ち
の
神
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
神
、
イ
サ
 ク
 の
神
 、
 

ヤ
コ
ブ
の
神
と
」
「
対
置
同
定
さ
れ
し
た
も
の
と
 見
 
（
 
六
 Ⅰ
ハ
頁
 
）
結
局
は
 

「
わ
た
し
が
い
る
と
い
っ
た
ら
い
る
の
だ
」
と
も
解
す
べ
 き
語
 句
 
（
 
七
 0
 

頁
 ）
 と
 見
な
す
。
氏
は
そ
れ
を
モ
ー
セ
に
対
す
る
召
命
物
語
の
 中
の
「
 わ
 

た
し
は
必
ず
あ
な
た
と
共
に
い
る
」
（
坦
三
打
）
と
の
保
証
に
 臆
 し
て
、
 

表
題
の
神
把
握
の
特
色
と
見
る
。
こ
の
見
解
に
筆
者
は
全
面
的
 に
 賛
成
で
 

あ
る
 0
 但
 、
氏
は
こ
の
モ
チ
ー
フ
の
そ
の
後
の
展
開
を
第
一
 々
 
ザ
ヤ
 
の
 

ハ
 イ
ソ
マ
 
ス
ヱ
ル
 V
 
預
言
、
復
活
の
 イ
ヱ
ス
 
の
 八
 見
よ
、
わ
た
 し
は
世
の
 

終
り
ま
で
、
い
つ
も
あ
な
た
が
た
と
共
に
い
る
の
で
あ
る
 V
 
に
 見
て
・
「
 過
 

去
 お
よ
び
未
来
に
対
す
る
保
証
と
し
て
の
神
構
造
は
・
の
下
の
Ⅱ
の
 
ゴ
 
に
お
 け
 

る
神
 把
握
の
本
来
的
な
構
図
で
も
あ
っ
た
」
（
 
セ
 四
頁
）
と
結
ぶ
 の
だ
が
、
 

は
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
 0
 
「
聖
な
る
か
な
、
聖
な
る
か
な
 
、
 聖
な
る
 

か
な
、
万
草
の
主
、
そ
の
栄
光
は
天
地
に
満
つ
」
（
 イ
 ザ
ヤ
 三
 6
 ）
に
 対
 

し
て
、
新
約
聖
書
は
「
聖
な
る
か
な
…
…
全
能
者
に
し
て
主
な
 る
柿
伴
 
Ⅱ
仝
 日
 

い
ま
し
、
今
い
ま
し
、
や
が
て
来
る
べ
き
 者
 」
（
 黙
四
 8
 ）
 と
 =
=
 

ロ
 ペ
 ソ
 0
 
 
へ
づ
ノ
 

ラ
イ
語
の
未
完
了
形
を
「
過
去
お
よ
び
未
来
に
お
い
て
し
ば
し
 ば
 起
る
で
 

ぎ
 ご
と
を
叙
述
す
る
と
き
に
用
い
ら
れ
る
」
と
す
る
の
は
、
 へ
 フ
ラ
イ
五
 %
 

と
 ギ
リ
シ
ャ
語
の
時
の
概
念
の
混
同
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
 0
 昔
 、
こ
、
 

Ⅰ
 /
 カ
 Ⅰ
 

や
が
て
来
る
か
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
ク
ロ
ー
ノ
ス
 的
 時
間
 を
 超
え
て
 

「
い
る
と
い
っ
た
ら
い
る
の
だ
」
が
そ
の
神
把
握
だ
っ
た
の
で
は
 な い
だ
 

ろ
 う
か
 0
 

許
さ
れ
た
 誌
紙
も
 尽
き
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
、
以
下
四
論
文
 ほ
つ
 い
 

て
は
簡
単
な
紹
介
で
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
 0
 月
水
氏
の
論
文
 は
故
 大
畠
 

教
授
が
「
古
代
 ィ
ス
ラ
ヱ
ル
預
 舌
口
者
と
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
と
 
い
 う
 問
題
 

の
下
に
し
ば
し
ば
提
起
さ
れ
た
問
題
を
扱
 う
 。
氏
は
大
畠
教
授
 同
様
、
古
 

代
 イ
ス
ラ
エ
ル
預
言
者
（
文
書
預
言
者
１
１
筆
者
）
に
あ
っ
て
 も
 、
民
間
 

宗
教
的
営
為
の
中
に
お
か
れ
る
 患
依
酌
 も
し
く
は
 廼
 霊
的
予
言
 者
 同
様
、
）
 

 
 

ヱ
 ク
ス
タ
シ
ス
を
伴
 う
預
 三
口
・
神
託
的
つ
ま
り
シ
ャ
ー
マ
ン
的
 
行
為
を
行
④
 

ぅ
者
 と
見
つ
つ
も
、
幻
覚
・
視
覚
に
よ
る
 脱
魂
と
 
異
な
り
、
「
 天
上
界
も
Ⅳ
 

 
 

し
く
は
冥
界
へ
の
そ
れ
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
地
上
世
界
に
 限
ら
れ
」
 



二
五
九
頁
）
 る
 事
を
論
じ
、
「
預
言
者
の
愚
 
依
 体
験
に
お
い
て
 、
 思
依
の
 

主
体
は
 
ヤ
 @
 ウ
ヱ
 の
こ
と
ば
も
し
く
は
霊
に
限
ら
れ
、
彼
ら
の
 幻
は
ヤ
 
@
 

ウ
ヱ
 が
同
視
さ
せ
る
」
幻
が
あ
る
に
 他
 な
ら
な
か
っ
た
」
と
す
 る
 
（
同
）
。
 

こ
れ
は
こ
れ
で
説
得
力
を
持
つ
が
、
強
く
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
的
 性
格
を
残
 

す
 預
言
者
像
と
、
 
ョ
ヱ
ル
 を
 引
 ぎ
つ
つ
氏
の
言
 う
 終
末
時
の
理
 想
 の
一
彰
 

態
と
し
て
の
「
 神
ヤ
 
@
 ウ
ェ
 と
の
直
接
交
流
」
を
ま
と
め
と
す
 る
 
「
お
わ
 

り
に
」
は
問
題
を
再
た
び
九
ニ
戻
し
た
の
で
は
な
い
か
。
 

小
川
氏
の
論
文
は
新
石
器
時
代
チ
ヤ
タ
ル
・
ヒ
ュ
 イ
ク
 の
地
面
 神
の
女
 

祭
司
の
所
持
し
て
い
た
鏡
に
、
「
実
物
を
何
等
か
の
も
の
（
 水
 、
眼
球
、
 

鏡
 ）
に
映
し
、
そ
の
映
像
を
見
る
時
、
そ
の
目
的
は
「
私
」
に
 あ
る
」
（
一
一
 

口
 0
 頁
 ）
と
見
る
氏
が
、
人
類
典
に
お
け
る
「
私
」
の
意
識
の
 起
源
を
見
 

よ
う
 と
す
る
「
推
論
」
で
、
東
西
古
今
の
鏡
と
宗
教
の
問
題
を
 仏
師
じ
て
地
祝
 

が
 普
遍
的
に
宗
教
と
結
び
つ
く
事
を
論
じ
た
興
味
深
い
 ヱ
ッ
セ
 
イ
 
で
あ
 

り
 、
「
考
古
心
理
学
」
な
る
分
野
を
拓
 こ
 5
 と
す
る
意
図
も
 う
 か
が
わ
れ
 

る
が
、
筆
者
は
論
評
す
る
余
裕
（
材
料
）
を
持
た
な
い
。
 

筆
者
に
と
っ
て
 、
 実
は
 、
 残
さ
れ
た
吉
田
氏
、
市
川
氏
、
石
川
 氏
 の
 論
 

文
 が
最
も
読
み
や
す
く
親
し
み
の
深
い
も
の
で
あ
っ
た
。
市
川
 論
文
は
 、
 

賄
 罪
を
目
的
に
エ
ル
サ
レ
ム
の
神
殿
を
中
心
に
祭
司
の
主
導
に
 よ
り
営
ま
 

れ
て
い
た
ユ
ダ
ヤ
教
の
供
 犠
 
（
家
畜
の
い
け
に
え
と
、
生
き
物
 

以
外
の
捧
 

げ
物
 ）
が
 、
 p
 ー
 て
 に
よ
る
神
殿
破
壊
の
後
に
、
ど
の
よ
う
に
 形
を
変
え
 

て
い
っ
た
か
を
扱
 う
 。
副
題
に
見
る
よ
 う
 に
、
そ
れ
は
神
殿
 供
 儀
 の
 執
 @
 
仔
 

者
 た
る
祭
司
（
サ
ド
カ
イ
派
）
に
対
す
る
パ
リ
サ
イ
派
（
宗
教
 を
 特
権
 階
 

級
 の
も
の
で
な
く
、
公
共
の
も
の
に
し
ょ
う
と
す
る
、
ま
た
そ
 の
 根
拠
を
 

「
律
法
」
に
、
「
律
法
の
解
釈
」
に
求
め
よ
う
と
す
る
）
の
態
度
 
に
よ
っ
 

た
 。
名
称
の
み
が
先
行
し
、
実
体
把
握
の
と
か
く
 伴
 な
わ
な
い
 、
紀
一
万
 
-
n
n
 1

8
 

後
の
サ
ド
カ
イ
派
と
パ
リ
サ
イ
派
の
対
立
抗
争
を
扱
 う
 論
文
で
 あ
り
、
 
ュ
 

1
 

ダ
ヤ
 人
 あ
る
い
は
ユ
ダ
ヤ
教
に
対
す
る
適
切
な
案
内
書
に
と
 は
 し
い
我
国
⑥
 

 
 
 
 

に
あ
っ
て
は
良
 き
 啓
蒙
の
書
と
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
 

そ
の
点
は
石
川
論
文
も
同
じ
で
あ
る
。
氏
の
論
的
は
筆
者
の
言
 葉
 で
 @
 
日
 

え
ば
 シ
 オ
 ニ
ズ
ム
に
代
表
さ
れ
る
 
よ
う
 に
強
烈
な
民
族
意
識
と
 祖
国
 変
な
 

予
想
さ
せ
る
ユ
ダ
ヤ
民
族
が
い
か
に
し
て
民
族
離
散
、
さ
ま
よ
 え
る
民
の
 

状
況
を
許
し
た
か
、
民
族
国
家
の
存
立
・
存
続
の
願
い
に
対
し
 て
 、
現
実
 

に
 常
態
化
し
て
い
る
離
散
状
況
の
認
容
の
問
題
を
扱
 う
 。
市
川
 論
文
と
並
 

諒
 す
れ
ば
依
る
べ
 
き
 拠
点
と
し
て
の
神
殿
（
国
家
）
に
対
す
る
 、
そ
れ
を
 

離
れ
た
民
族
の
あ
り
方
へ
の
模
索
の
道
で
あ
る
。
両
氏
の
論
文
 を
 通
し
て
 

我
々
は
ユ
ダ
ヤ
教
が
何
故
「
律
法
の
宗
教
」
で
あ
り
「
タ
ル
 ム
 ｜
ド
の
 古
ホ
 

教
 」
で
あ
る
か
を
知
る
事
が
出
来
る
。
 

最
後
に
な
っ
た
が
巻
頭
を
飾
る
吉
田
論
文
は
、
古
代
イ
ス
ラ
 ヱ
 ル
に
知
 

ら
れ
る
「
逃
れ
の
町
」
の
問
題
を
扱
い
、
そ
れ
が
洋
の
東
西
、
 古
今
を
問
 

わ
ぬ
「
世
俗
法
を
超
越
す
る
」
「
超
法
規
的
な
」
身
の
安
全
の
 庇
護
を
保
 

証
す
る
制
度
、
ギ
リ
シ
ア
語
に
よ
る
ア
ジ
ュ
ー
ル
、
と
の
関
連
 で
 考
察
さ
 

る
 べ
 き
 事
を
示
め
し
、
旧
約
聖
書
に
知
ら
れ
る
三
つ
の
「
逃
れ
 の
町
」
の
 

そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
を
明
か
す
。
氏
は
「
逃
れ
の
町
」
の
設
定
を
 「
血
の
復
 

讐
律
 」
の
停
止
と
結
び
つ
げ
て
い
る
 0
 出
 エ
ジ
プ
ト
三
一
 
は
故
 殺
 に
よ
る
 

殺
人
者
の
死
に
定
め
ら
れ
る
事
と
、
過
失
に
 よ
 る
殺
人
者
の
逃
 
れ
の
町
 

二
つ
の
場
所
）
へ
の
保
護
を
定
め
る
が
、
 申
命
記
 一
九
 @
 に
よ
 る
そ
れ
 

は
 過
失
致
死
者
の
無
罪
を
づ
た
い
、
罪
の
な
い
者
の
流
血
、
 復
 讐
 行
為
を
 

厳
禁
 し
、
ィ
ス
ラ
エ
 
ル
共
同
体
の
定
住
 地
 に
逃
れ
の
町
（
六
つ
 
）
を
設
定
 



す
べ
 き
 社
会
的
義
務
を
強
調
す
る
。
ま
た
 捕
囚
 後
に
期
限
を
求
 め
ら
れ
る
 

民
放
 記
 三
五
 9
 １
㎝
は
過
失
致
死
 か
 故
意
に
 よ
 る
殺
人
が
の
 判
 宏
二
人
 

以
上
の
証
言
を
求
め
、
前
者
の
場
合
に
は
じ
め
て
逃
れ
の
町
に
 期
限
っ
 ぎ
 

留
置
を
認
め
る
。
し
か
も
そ
の
留
置
権
の
効
力
期
間
は
「
大
祭
 司
の
死
亡
 

す
る
ま
で
」
で
あ
る
。
 申
命
 記
の
留
置
者
は
罪
な
き
者
で
あ
る
 に
 対
し
、
 

民
敏
記
の
留
置
は
一
種
の
刑
罰
で
あ
る
。
吉
田
氏
は
前
者
を
人
 道
 主
義
的
 

ア
ジ
ュ
ー
ル
、
後
者
を
法
的
客
観
主
義
に
立
脚
す
る
ア
ジ
ュ
ー
 
ル
と
す
 

る
 。
 

と
こ
ろ
で
、
民
数
詞
に
現
わ
れ
る
「
大
祭
司
」
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
 成
立
と
 

ゆ
店
す
る
 捕
四
 期
後
の
職
制
で
あ
り
、
「
会
衆
の
犯
し
た
罪
を
 あ
が
な
 う
 

手
続
を
執
行
す
る
職
務
が
」
課
せ
ら
れ
て
い
た
。
「
イ
ス
ラ
 ェ
 ル
 の
民
の
 

 
 

た
め
に
、
し
か
も
あ
や
ま
っ
て
罪
を
犯
し
た
場
合
、
そ
の
 賄
罪
 の
た
め
に
 

犠
牲
の
動
物
 血
 に
よ
る
祭
儀
的
行
為
」
を
課
さ
れ
て
い
た
（
 こ
 こ
で
読
者
 

は
 市
川
論
文
と
の
関
連
を
読
み
と
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
）
。
そ
こ
か
 
ら
 吉
田
氏
 

は
 民
数
詞
 の
 「
大
祭
司
が
死
亡
す
る
ま
で
」
の
規
定
を
、
「
 宗
 教
 的
な
 賄
 

罪
 と
い
う
祭
儀
行
為
を
職
務
と
す
る
大
祭
司
自
身
の
死
亡
を
「
 
逃
 れ
の
町
」
 

に
留
置
し
て
い
る
過
失
致
死
者
の
場
合
に
適
用
し
て
、
そ
の
た
 め
の
代
償
 

的
娼
罪
死
 と
解
釈
し
た
」
と
結
論
す
る
。
そ
の
後
氏
は
宗
教
 思
 想
史
 
（
 ユ
 

ダ
ヤ
敦
史
）
の
流
れ
の
中
で
こ
の
代
償
的
 娼
罪
死
 を
押
え
、
「
 娼
罪
 の
 大
 

祭
司
イ
ェ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
 死
 」
に
導
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
 展
開
に
つ
 

介
 

い
て
は
市
川
・
石
川
氏
の
論
文
と
読
み
合
わ
せ
る
時
に
 、
 特
に
申
 命
記
 

蠕
 

（
新
約
聖
書
で
の
言
及
が
最
も
多
い
、
よ
り
パ
リ
サ
イ
 
的
 か
 つ
 ・
）
と
祭
司
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の
よ
う
に
各
氏
の
論
究
が
更
に
大
き
な
統
一
テ
ー
マ
を
 赤
 め
し
 て
い
る
と
 

感
ず
る
。
こ
こ
に
我
々
大
畠
先
生
の
学
恩
を
受
け
た
者
た
ち
の
 進
む
べ
 き
 

道
 が
あ
る
と
感
じ
、
あ
ら
た
め
て
故
人
の
偉
大
さ
を
想
 う
 の
で
 あ
る
。
 



本
書
は
、
初
期
仏
教
に
お
け
る
教
理
思
想
の
展
開
を
、
教
理
研
 究
 が
な
 

さ
れ
た
そ
の
方
法
論
的
側
面
か
ら
取
り
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
。
 本
書
 壁
一
 

部
 構
成
と
な
っ
て
お
り
、
第
一
部
は
「
ア
ビ
ダ
ン
マ
哲
学
の
起
 源
 」
と
 題
 

し
て
、
部
派
仏
教
に
お
い
て
 ア
ビ
ダ
ソ
マ
 詰
論
書
と
し
て
纏
め
 上
げ
ら
れ
 

た
 教
理
体
系
に
つ
い
て
、
そ
の
成
立
過
程
を
明
ら
か
に
し
、
 第
 二
部
は
 

「
論
議
形
式
の
発
展
」
と
題
し
て
、
原
始
経
典
お
よ
び
 ア
ビ
 ダ
ン
 マ
臥
揃
 

W
 
由
里
 

目
 

中
に
見
ら
れ
る
論
議
を
と
り
あ
げ
て
、
そ
こ
に
用
い
ら
れ
て
 ぃ
 る
 論
理
 彩
 

式
 に
照
明
を
あ
て
る
。
資
料
と
し
て
は
、
南
方
上
座
部
所
伝
の
 
｜
 り
唾
巾
 

Ⅱ
 

 
 

経
典
で
あ
る
五
部
三
ヵ
ー
 
ヤ
 ）
、
お
よ
び
同
派
の
 
ア
ビ
 ダ
ン
マ
 詰
論
書
を
㎝
 

中
心
に
用
い
、
適
宜
に
漢
訳
の
四
阿
含
や
説
一
切
有
部
等
の
論
 書
を
比
較
 

9
 

 
 

参
照
し
て
い
る
 0
 以
下
で
は
、
章
の
順
序
に
従
っ
て
本
書
の
梗
 概
を
紹
介
 

松
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慎
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@
.
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Ⅱ
心
の
臼
 

-
0
 

弓
 二
日
）
 
ヨ
が
 
Ⅰ
 
0
 ヨ
ト
 
由
井
 
の
コ
笘
 

す
の
 

巾
甘
臣
 
0
 の
 0
 で
 ゴ
 円
が
 コ
 山
岸
の
し
 e
 せ
 0
 ロ
 
0
 で
（
 

T
 ）
の
 
目
こ
ド
コ
 

 
 

こ
す
の
 之
ト
ガ
 
卸
せ
 
p
 の
 p
 コ
日
 レ
ヴ
ゴ
ト
隼
ゴ
簿
臣
パ
コ
 

p
 



し
て
ゆ
く
。
 

第
一
章
は
、
本
書
全
体
へ
の
導
入
と
し
て
、
本
書
の
目
的
を
述
 べ
、
次
 

に
 各
章
の
主
題
を
簡
潔
に
述
べ
る
。
 

第
二
章
で
は
、
ア
ビ
 ダ
ソ
て
 
き
ミ
日
 ま
 日
ヨ
 い
 と
の
語
を
検
 討
 す
る
 

に
 先
立
っ
て
、
接
頭
辞
 
り
ヴ
 
圧
の
つ
か
な
い
ダ
ン
マ
の
語
義
を
 明
ら
か
に
 

す
る
 0
 著
者
は
、
 

A
.
K
.
 

ウ
ォ
ー
ダ
ー
の
説
を
基
に
し
て
、
 

二
 カ
ー
 斗
 
v
 

中
の
ダ
ン
マ
の
語
義
を
次
の
四
に
分
類
す
る
。
㈹
真
理
、
ブ
ッ
 ダ
の
 悟
っ
 

た
 縁
起
の
理
法
で
あ
る
。
㈲
教
義
、
こ
れ
に
は
二
種
あ
る
。
 ァ
 実
践
的
 教
 

義
｜
 四
諦
、
三
十
七
菩
提
公
法
な
ど
と
、
 ィ
 理
論
的
教
義
１
頁
 理
 を
説
 き
 

明
か
し
た
十
二
縁
起
な
ど
で
あ
る
。
㈹
倫
理
、
否
定
の
接
頭
辞
 が
を
付
し
 

た
 ア
ダ
ン
マ
と
対
比
的
に
用
い
ら
れ
る
。
㈲
物
質
と
感
性
の
諸
 
原
理
 ｜
 

繭
 、
 処
 、
界
な
ど
で
あ
る
。
 

第
三
章
で
は
、
第
二
章
を
 ぅ
げ
 て
ア
 ビ
ダ
ソ
マ
 の
語
義
を
解
明
 す
る
。
 

ま
ず
、
近
代
諸
学
者
の
解
釈
を
三
 つ
に
 分
け
て
紹
介
す
る
。
㈹
 
「
 ダ
ソ
マ
 

ほ
 つ
い
て
」
ガ
イ
ガ
ー
 説
、
 ㈲
「
特
別
の
ダ
ン
マ
」
 リ
 ス
 ，
デ
 ヴ
ィ
ッ
 ツ
 

夫
妻
、
ウ
ッ
ド
ワ
ー
ド
、
ヘ
ア
の
解
釈
、
㈹
文
脈
に
よ
っ
て
㈹
 と
 ㈲
に
 適
 

宣
に
訳
し
わ
げ
る
べ
 き
 だ
と
す
る
ホ
ー
ナ
ー
説
で
あ
る
。
次
に
   

語
 注
釈
文
献
に
お
け
る
ブ
ッ
ダ
ゴ
ー
サ
の
解
釈
、
漢
訳
ョ
天
 毘
 娑
婆
 論
 」
 

中
の
諸
論
師
の
解
釈
を
紹
介
し
て
、
部
派
仏
教
論
書
に
お
い
て
 最
も
一
般
 

的
な
意
味
は
「
ダ
ン
マ
の
定
義
」
で
あ
る
と
す
る
。
次
に
 、
二
 カ
ー
 ヤ
、
 

阿
舎
で
の
用
例
を
 、
 主
に
ダ
ン
マ
カ
タ
ー
（
ダ
ン
マ
の
話
）
 と
 ア
ビ
ダ
ソ
 

マ
 カ
タ
ー
（
 ア
ビ
ダ
ソ
 で
の
話
）
と
の
対
比
し
て
 検
 訂
す
る
こ
 と
に
よ
っ
 

て
 、
ア
ビ
ダ
ン
マ
に
は
「
ダ
ン
マ
の
奥
深
い
意
味
 ヒ
 「
ダ
ン
マ
 
相
互
の
関
 

係
 」
と
の
意
味
の
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
以
上
 を
 総
括
し
 

ア
ビ
 ダ
ン
マ
の
語
義
を
次
の
五
に
分
類
す
る
。
㈹
ダ
ン
マ
の
 定
 義
、
 ㈲
 ダ
 

 
 

ン
マ
相
互
の
関
係
の
把
握
、
㈹
 諸
ダ
ソ
マ
 
の
分
析
、
㈹
様
々
な
 タ
イ
プ
の
は
 

 
  
 

ダ
ン
マ
の
組
織
化
、
㈲
法
数
の
順
序
に
よ
る
ダ
ン
マ
の
整
理
。
 

 
 
 
 

第
四
章
で
は
、
第
三
章
で
明
ら
か
に
し
た
 ア
ビ
 ダ
ン
マ
の
語
義
 を
手
が
（
 

か
り
に
、
初
期
仏
教
に
お
け
る
 ア
ビ
 ダ
ン
マ
研
究
の
進
展
と
 論
 蔵
 た
る
 ァ
 

フ
ッ
ダ
 在
世
時
か
ら
ダ
ン
マ
を
定
義
し
て
い
く
方
法
の
存
在
し
 

ビ
ダ
ソ
マ
 文
献
の
原
型
の
成
立
を
追
う
。
ま
ず
、
ニ
カ
ー
マ
 中
 

に
よ
っ
て
、
ブ
ッ
ダ
の
教
え
を
把
握
し
そ
の
意
味
を
探
究
す
る
 た
め
に
、
 

た
こ
と
を
 

の
 諸
費
 料
 

予
想
す
る
。
殊
に
、
ブ
ッ
ダ
の
教
え
が
了
義
と
未
了
義
（
真
意
 0
 表
わ
れ
 

て
い
る
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
）
と
に
区
別
さ
れ
た
こ
と
は
 、
よ
り
 級
 

密
な
定
義
を
求
め
る
傾
向
を
促
進
し
た
と
す
る
。
次
に
、
 衆
集
 経
に
み
ら
 

れ
る
よ
う
な
法
数
に
 よ
 る
ダ
ン
マ
の
分
類
や
、
仏
説
か
否
か
を
 一
つ
一
つ
 

の
 テ
ー
マ
に
つ
い
て
弁
別
し
確
定
し
て
い
く
 二
 カ
ー
ヤ
中
に
見
 ら
れ
る
 態
 

度
も
 、
ア
ビ
ダ
ン
マ
研
究
の
進
展
に
大
き
な
役
割
を
果
し
た
と
 い
 @
0
@
0
 
 

こ
 

の
よ
う
に
し
て
定
義
さ
れ
法
数
 順
 に
並
べ
ら
れ
た
ダ
ン
マ
は
 、
 論
母
 
（
 マ
 

一
 テ
ィ
カ
ー
）
と
呼
ば
れ
た
 0
 著
者
は
、
ニ
ヵ
ー
ヤ
や
律
蔵
に
 お
け
る
 論
 

母
の
用
例
を
示
し
、
そ
こ
に
纏
め
ら
れ
た
ダ
ン
マ
を
例
示
し
て
 、
最
初
期
 

の
論
 母
が
教
義
の
見
出
し
項
目
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
 を
 述
べ
、
 

ま
た
、
 論
 母
の
語
が
論
蔵
 ハ
ア
ビ
ダ
ソ
マ
ピ
 
タ
カ
）
の
意
で
使
 わ
れ
て
 
ぃ
 

る
 用
例
か
ら
、
 
論
 母
が
後
代
の
論
蔵
の
原
形
と
な
っ
た
こ
と
を
 一
 
が
す
。
 

第
五
章
で
は
、
南
方
上
座
部
の
口
分
別
論
 ヒ
 説
一
切
有
部
の
 ョ
 法
 鑑
定
 

論
ヒ
 法
蔵
部
の
も
の
と
さ
れ
る
 日
 舎
利
弗
 阿
毘
 暴
論
二
の
構
成
 要
素
を
比
 

校
 す
る
こ
と
を
中
心
に
、
ア
ビ
ダ
ン
マ
研
究
の
見
出
し
項
目
と
 し
て
の
論
 

母
が
成
立
し
て
い
っ
た
順
序
を
論
じ
、
次
の
六
段
階
を
提
示
す
 る
 0
 最
古
 



書評と紹介 

  
し
か
つ
無
し
 、
 有
に
非
ず
無
に
非
ず
、
と
の
四
）
を
用
い
た
 ブ
 ッ
ダ
 の
 そ
 

れ
と
実
質
的
に
同
一
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
 

第
八
章
は
「
タ
ッ
カ
 と
 ダ
ン
マ
タ
ッ
カ
」
と
題
し
て
初
期
仏
教
 
に
ム
ゆ
 

い
 て
論
理
学
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
か
を
論
じ
る
 

タ
ッ
カ
 

鯨
ガ
ガ
 
曲
や
ニ
 ャ
 ー
ヤ
 臣
ゅ
ぢ
 の
語
は
後
代
に
お
い
て
は
論
理
 学
の
意
味
 

に
 用
い
ら
れ
る
 0
 し
か
し
、
ニ
カ
ー
ヤ
中
で
は
こ
の
語
が
「
 脆
 弁
 」
「
 た
 

め
に
す
る
推
理
」
と
し
て
排
さ
れ
、
こ
れ
に
対
し
て
仏
教
の
立
 場
か
ら
 ダ
 

シ
 マ
タ
ッ
カ
と
か
聖
な
る
ニ
 ャ
 ー
ヤ
が
立
て
ら
れ
る
。
両
者
の
 差
異
は
 、
 

タ
ッ
カ
が
根
拠
の
な
い
確
信
を
前
提
と
し
た
推
理
で
あ
る
の
に
 対
し
、
 ダ
 

ソ
マ
タ
ッ
ヵ
 は
真
理
に
基
づ
い
た
推
理
で
あ
り
・
八
正
道
に
お
 け
る
正
忌
 

で
あ
る
こ
と
を
例
示
す
る
，
真
理
と
は
四
諦
や
縁
起
の
理
法
の
 こ
と
で
あ
 

り
 、
真
理
そ
れ
自
体
は
論
理
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
。
ブ
ッ
ダ
 は
 論
理
を
 

超
え
た
領
域
 a
t
 
已
升
緊
 a
c
a
 

③
に
達
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
説
 

@
-
@
 

Ⅰ
大
力
 
。
 
@
 ヰ
 

そ
の
こ
と
は
初
期
の
仏
教
徒
が
論
理
学
的
方
法
や
そ
の
有
効
性
 を
 排
除
し
 

た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
誤
っ
た
推
論
や
無
益
な
議
 論
を
避
け
 

た
た
め
で
あ
る
と
す
る
。
 

第
九
章
で
は
、
初
期
仏
教
徒
が
用
い
た
推
理
論
証
の
形
式
を
 ニ
 カ
ー
マ
 

資
料
を
使
っ
て
明
ら
か
に
す
る
。
ま
ず
著
者
は
、
初
期
仏
教
徒
 の
 思
考
 方
 

法
 が
否
定
的
思
考
 法
 で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
究
極
の
真
理
で
あ
 る
浬
架
が
 

さ
ま
ざ
ま
な
語
の
否
定
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
 二
 刀
｜
 ヤ
中
 

に
は
二
重
否
定
の
表
現
が
数
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
 例
 ホ
 す
る
。
 

 
 
 
 

二
重
否
定
は
、
教
条
主
義
的
な
肯
定
表
現
を
回
避
さ
せ
る
と
と
 も
卜
 
Ⅰ
、
 仏
醜
 
仙
田
 

 
 

 
 



誤
っ
た
前
提
を
論
破
す
る
為
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
。
 第
 三
に
 、
矛
 

盾
 律
の
利
用
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
無
常
等
の
正
し
い
前
提
を
も
 と
に
縁
起
 

が
 説
き
明
か
さ
れ
て
い
く
過
程
を
示
し
、
こ
こ
に
お
い
て
 仮
言
   

連
鎖
式
の
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
 、
そ
の
 最
 

も
 発
展
し
た
も
の
が
十
二
縁
起
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
、
 
後
 ア
 
ト
 弓
論
 

事
 し
に
見
ら
れ
る
厳
密
な
形
式
論
理
へ
と
発
達
し
た
。
第
四
に
 選
言
的
判
 

断
の
使
用
で
あ
る
 0
 こ
れ
は
仏
教
固
有
の
教
義
を
確
定
し
 、
多
 く
の
教
義
 

的
 主
題
を
論
母
と
し
て
整
え
て
い
く
の
に
有
益
で
あ
っ
た
ろ
う
 と
い
う
 0
 

こ
の
傾
向
は
後
に
ヨ
法
家
請
ヒ
や
ョ
 双
 対
論
二
の
組
織
に
採
用
 さ
れ
た
。
 

第
十
 章
は
 「
経
に
お
け
る
論
理
的
論
証
」
と
題
し
て
、
カ
ラ
 ハ
   

ァ
 ー
 ダ
 経
と
 愛
 尽
大
経
と
を
中
心
に
前
章
の
所
論
を
具
体
的
に
 検
証
し
て
 

い
く
 0
 ヵ
ラ
ハ
 ヴ
ィ
ヴ
ァ
ー
 ダ
 経
で
は
、
論
争
な
ど
は
ど
の
よ
 う
 な
原
因
 

に
よ
っ
て
起
こ
る
か
と
い
う
間
に
対
し
て
四
種
記
問
の
分
別
記
 問
 に
よ
っ
 

て
 答
え
ら
れ
、
そ
の
答
が
仮
言
的
判
断
に
基
 く
 連
鎖
式
で
あ
る
 こ
と
を
 明
 

ら
か
に
す
る
。
 愛
 尽
大
経
で
は
、
存
在
の
無
常
を
論
じ
縁
起
を
 明
ら
か
に
 

し
て
い
く
過
程
で
、
類
比
の
方
法
や
仮
言
的
判
断
、
選
言
的
判
 断
 が
用
 い
 

ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
さ
ら
に
 両
 経
の
論
証
に
は
混
合
 俸
 亘
 二
段
論
 

法
や
純
粋
 仮
 喜
三
段
論
法
の
萌
芽
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
 す
る
。
 

第
十
一
章
で
は
、
プ
ッ
 ガ
ラ
 （
 
火
 ）
の
存
在
を
め
ぐ
る
部
派
間
 の
 論
争
 

に
お
け
る
論
議
の
形
式
を
、
南
方
上
座
部
の
ョ
誌
 事
 」
の
 プ
ッ
 ガ
ラ
 論
と
 

説
一
切
有
部
の
「
 識
身
 定
論
」
の
 補
特
 伽
羅
論
の
内
容
を
そ
れ
 ぞ
れ
詳
細
 

に
 紹
介
し
論
理
式
に
書
 き
 表
わ
す
こ
と
に
よ
っ
て
比
較
す
る
。
 口
論
 事
 」
 

に
は
極
め
て
厳
密
な
形
式
論
理
が
見
出
さ
れ
る
一
方
、
日
 識
身
 定
論
 ヒ
の
 

そ
れ
は
素
朴
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
し
か
し
、
両
者
に
共
 通
の
論
理
 

的
 技
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
す
る
。
 

 
 

第
十
二
章
の
結
論
に
 括
 い
て
、
ブ
ッ
ダ
の
否
定
的
思
考
方
法
が
 仏
教
に
は
 

お
け
る
真
理
把
握
の
仕
方
と
密
接
に
関
保
し
て
い
る
こ
と
を
 述
 べ
 、
仏
教
の
 

 
 

の
 教
理
の
発
展
が
そ
の
延
長
の
上
に
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
 

以
上
の
よ
う
に
、
本
書
の
特
色
は
、
従
来
 ア
ビ
 ダ
ン
マ
文
献
 成
 立
 の
 -
 
別
 

宛
 と
し
て
簡
単
に
言
及
さ
れ
、
正
面
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
 と
の
少
な
 

か
っ
た
 
二
 カ
ー
マ
、
 阿
 含
の
中
に
見
出
さ
れ
る
 ア
ビ
ダ
ソ
マ
哲
 学
の
展
開
 

を
 、
資
料
を
駆
使
し
て
精
細
に
 跡
づ
 げ
た
こ
と
に
あ
り
、
初
期
 仏
教
教
理
 

0
 発
展
を
研
究
す
る
者
に
と
っ
て
必
見
の
書
と
い
う
こ
と
が
で
 き
る
で
あ
 

ろ
 う
 0
 



0
 第
四
四
全
学
術
大
会
開
催
 

日
本
宗
教
学
会
第
四
四
回
学
術
大
会
は
九
月
一
三
日
（
金
）
 @
 一
五
 

日
 
（
日
）
に
か
け
て
、
立
正
大
学
に
お
い
て
以
下
の
日
程
で
開
 催
さ
 

ね
 、
四
四
二
人
の
参
加
者
、
二
五
八
人
の
研
究
発
表
が
あ
っ
た
。
 な
お
、
 

な
 開
講
演
、
研
究
発
表
要
旨
は
、
本
誌
次
号
（
大
会
紀
要
 号
 ）
 に
 掲
載
 

さ
れ
る
。
 

九
月
二
二
日
（
金
）
 

「
 
ゐ
 
本
数
研
究
」
編
集
委
員
会
一
一
時
 
｜
 一
二
時
 

学
会
賞
選
考
委
員
会
一
二
時
 ｜
 一
四
時
 

な
 開
講
演
会
一
四
時
 ｜
 一
六
時
三
 0
 分
 

研
究
発
表
九
時
二
一
 0
 分
｜
 一
二
時
、
一
三
時
 ｜
 一
五
時
二
 0
  
 

上
山
善
平
氏
（
 京
耶
 国
立
博
物
館
長
）
 

「
日
本
文
化
に
お
け
る
遠
心
と
求
心
」
 

田
村
芳
朗
 氏
 
（
立
正
大
学
教
授
）
 

「
日
本
仏
教
の
学
際
的
研
究
」
 

理
事
会
一
七
時
 ｜
 一
九
時
 

九
月
十
四
日
（
土
）
 

開
会
式
九
時
 ｜
 九
時
二
一
 
0
 分
 

評
議
員
選
考
委
員
会
一
 
0
 時
｜
 一
二
時
 

評
議
員
会
一
二
時
 ｜
二
 二
時
 

記
念
撮
影
一
五
時
三
 0
 分
 

会
員
総
会
一
丁
八
時
一
 0
 分
｜
 一
七
時
 

Ⅸ
 
圭
十
 

口
 

ム
ム
 

懇
親
会
一
八
時
 ｜
二
 ①
 時
 

九
月
一
五
日
（
日
）
 

研
究
発
表
九
時
 ｜
 一
二
時
、
一
三
時
 
｜
 一
七
時
二
 0
 分
 

同
宗
教
研
究
」
編
集
委
員
会
一
二
時
 ｜
一
 三
時
 

0
 
 「
宗
教
研
究
し
編
集
委
員
会
 

日
時
（
第
一
回
）
昭
和
六
 0
 年
 九
月
一
三
日
（
金
）
一
一
時
 

（
 
抹
衆
 

二
回
）
九
月
一
五
日
（
日
）
一
二
時
 

場
所
立
正
大
学
小
会
議
室
 

出
席
者
井
上
順
孝
、
江
島
 恵
教
 
（
第
一
回
の
み
）
、
笠
井
正
弘
 
（
祐
未
一
一
 

目
 の
み
）
、
金
井
新
 三
 、
月
水
昭
男
、
鶴
岡
 賀
雄
 、
中
村
恭
子
 

（
第
二
回
の
み
）
、
 華
 国
穂
 麿
 、
保
坂
 
幸
博
 、
細
谷
昌
志
 

（
第
二
回
の
み
）
 

議
題
 

一
、
二
六
七
号
、
二
六
八
号
、
編
集
方
針
 

一
 、
旧
新
編
集
委
員
の
交
代
 

中
村
恭
子
、
長
谷
正
当
各
委
員
に
 伐
 っ
て
、
鶴
岡
 
賀
雄
 、
細
谷
 日
日
 

志
の
各
氏
が
新
た
に
編
集
委
員
と
な
っ
た
。
 

一
 、
抜
刷
贈
呈
部
数
変
更
の
件
 

贈
呈
部
数
を
従
来
の
二
 0
 
部
か
ら
 五
 0
 
部
に
増
や
す
案
を
理
事
 会
 

に
 提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
 

0
 学
会
賞
選
考
委
員
会
 

 
 軽

 
5
 

 
 

日
時
昭
和
六
 0 年
 九
月
一
二
一
日
（
金
）
一
二
時
 

 
 

場
所
立
正
大
学
小
会
議
室
 

1
2
 

出
席
者
赤
池
憲
昭
、
鎌
田
純
一
、
田
村
芳
朗
、
土
屋
 
博
 、
 -
 
川
 田
 専
 



学
 、
山
折
哲
雄
（
大
宰
 顕
 委
員
は
書
面
参
加
）
 

議
題
 

一
 、
候
補
作
品
の
審
査
 

審
査
の
結
果
、
本
年
度
の
日
本
宗
教
学
会
賞
（
第
二
 0
 回
 ）
 候
 補
 

と
し
て
次
の
業
績
を
推
薦
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
。
 

大
貫
 
隆
氏
 
（
東
京
女
子
大
学
助
教
授
）
 

Q
o
 
日
 O
P
 

目
口
 

0
/
 コ
年
ミ
 0
-
 
円
 -
 
ヨ
目
 0
 ゴ
が
 
ロ
ロ
 
0
 の
 
0
 せ
 い
 ロ
 %
0
 

二
ヒ
 

ヨ
 ・
 
い
 -
 
臣
 

㏄
 0
 浮
 Ⅰ
 
い
幅
 
い
は
Ⅱ
 
田
 Ⅱ
の
内
の
臣
が
り
甘
口
 

の
 Ⅱ
 侍
は
 
0
o
P
o
 

の
あ
 

0
 プ
 0
 目
仁
 二
口
 

せ
 Ⅰ
 
曲
 ㎎
 ヨ
び
 
（
 
-
 
の
 
0
 甘
 0
 コ
 Ⅱ
 宙
臣
 
方
ま
 
0
 口
ロ
 0
 
の
 -
0
 
ゴ
じ
臣
コ
 

0
-
 
の
り
 
ゴ
ひ
臣
 

マ
 リ
 偉
が
 
-
 
あ
日
廷
 
㏄
 
ハ
 ・
（
ゼ
 

@
@
 
の
の
の
臣
の
り
 

ゴ
簿
ヰ
 

（
）
 

-
 
ひ
ゴ
 
。
 ン
自
 
。
 臣
 。
㏄
Ⅱ
 

ハ
づ
プ
 
-
 

の
コ
 い
目
 
@
 臣
 -
 
（
 
0
 コ
 甘
口
耳
 
之
 の
 仁
 0
 コ
 円
 り
 り
 
こ
が
 
@
 の
 コ
叶
切
の
 

）
 

ウ
 
存
亡
 
オ
ギ
り
オ
 

の
 コ
 の
Ⅰ
 
メ
ト
 
0
 ユ
 の
 め
 -
 
）
 
白
 ㌍
 オ
ギ
り
す
 

の
コ
ワ
二
目
 

ぺ
円
こ
 

Ⅰ
の
㏄
 

肚
 

（
推
薦
理
由
）
 

本
書
は
、
一
九
七
九
年
に
 き
ュ
ソ
ヒ
ヱ
ン
 大
学
で
受
理
さ
れ
 

た
学
位
論
文
で
あ
り
、
新
約
聖
書
中
の
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
に
見
ら
 

れ
る
「
二
元
論
」
の
意
義
と
役
割
を
 、
 特
に
「
第
二
告
別
説
教
」
 

と
「
最
後
の
祈
り
」
の
部
分
（
第
一
毛
 
吊
 
@
 第
一
 セ
章
 ）
を
 手
 

が
か
り
と
し
な
が
ら
、
独
自
の
観
点
に
基
づ
き
検
討
し
た
も
の
 

で
あ
る
。
 

福
音
書
研
究
は
、
今
世
紀
に
入
っ
て
以
来
、
い
わ
か
る
歴
史
 

的
 ・
批
判
的
方
法
の
発
達
に
と
も
な
っ
て
目
ざ
ま
し
い
展
開
を
 

示
し
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
に
関
し
て
も
い
く
つ
か
の
す
ぐ
れ
た
 研
 

究
 業
績
が
発
表
さ
れ
て
き
た
。
大
賀
 氏
は
 、
そ
れ
ら
と
細
か
く
 

折
衝
し
つ
つ
、
し
か
も
一
段
と
広
い
視
野
に
立
っ
て
新
し
い
 方
 

法
を
導
入
し
、
従
来
の
研
究
に
は
な
か
っ
た
知
見
を
提
示
す
 

る
 0
 こ
れ
は
、
ひ
と
こ
と
で
 @
 ，
 
え
ば
、
聖
書
研
究
の
分
野
に
お
 
1
2
4
 

げ
 る
テ
キ
ス
ト
理
論
適
用
の
試
み
で
あ
る
 0
 こ
こ
で
は
、
福
音
 

6
)
 

弗
 

 
 

書
記
者
ヨ
ハ
ネ
の
宗
教
思
想
が
文
書
全
体
の
劇
的
構
成
に
そ
 く
 

し
て
整
理
さ
れ
た
形
で
と
ら
え
な
お
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
 

そ
の
宗
教
思
想
が
、
福
音
書
と
い
う
文
学
形
式
を
と
る
こ
と
に
 

よ
っ
て
、
読
者
集
団
す
な
わ
ち
 き
 ハ
ネ
共
同
体
に
ど
の
よ
う
な
 

行
動
を
 う
 な
が
す
効
果
を
も
っ
た
の
か
と
い
う
点
も
明
ら
か
に
 

き
れ
る
。
す
な
 ね
 ち
、
大
貫
 氏
に
よ
 れ
 ば
 、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
は
 

イ
ヱ
ス
 が
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
か
を
物
語
る
が
、
そ
れ
 

に
よ
っ
て
ヨ
ハ
ネ
共
同
体
は
 、
 古
い
現
実
を
新
た
に
発
見
し
な
 

お
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
効
果
は
、
思
想
の
 

背
後
に
あ
る
宗
教
体
験
が
、
多
様
な
象
徴
を
駆
使
し
た
文
学
的
 

虚
構
を
媒
介
と
し
て
表
現
さ
れ
た
た
め
に
も
た
ら
さ
れ
た
と
 考
 

え
ら
れ
て
い
る
。
 

こ
の
よ
う
に
、
大
貫
民
の
手
法
は
、
テ
キ
ス
ト
の
分
析
に
あ
 

た
っ
て
慎
重
か
つ
繊
密
で
あ
る
と
共
に
、
全
体
を
貫
く
問
題
関
 

心
を
単
な
る
キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
限
定
せ
ず
、
広
く
関
連
領
域
 

へ
と
結
び
つ
げ
て
い
く
。
導
 き
 出
さ
れ
た
結
論
は
、
き
わ
め
て
 

明
快
で
あ
り
、
独
創
性
を
も
っ
て
い
る
。
 

以
上
の
判
断
か
ら
、
こ
れ
を
昭
和
六
 0
 年
度
日
本
宗
教
学
会
 

賞
 に
ふ
さ
わ
し
い
業
績
と
し
て
推
薦
す
る
。
 

（
審
査
委
員
）
赤
池
憲
昭
、
大
室
 顕
 、
鎌
田
純
一
、
田
村
芳
朗
 

（
 
長
 ）
、
土
屋
 
博
 、
前
田
専
 学
 、
山
折
哲
雄
 



0
 理
事
会
 

日
時
昭
和
六
 0
 年
 九
月
一
三
日
（
金
）
午
後
五
時
 

場
所
立
正
大
学
大
会
議
室
 

出
席
者
赤
池
憲
昭
、
赤
両
道
雄
、
安
斎
 

伸
 、
 井
門
富
 二
夫
 、
池
田
 

昭
 、
池
田
末
利
、
石
田
慶
和
、
上
田
 閑
照
 、
宇
野
光
雄
、
雲
 

藤
 義
道
、
大
室
 顕
 、
大
屋
憲
一
、
岡
田
重
 精
 、
小
口
佳
一
、
 

小
野
泰
博
、
海
辺
忠
治
、
鎌
田
純
一
、
窪
 徳
忠
 、
雲
井
階
 善
 

後
藤
光
一
郎
、
小
山
雷
丸
、
佐
 木
 秋
夫
、
桜
井
徳
太
郎
、
桜
 

井
 秀
雄
、
佐
々
木
 宏
幹
 、
高
崎
直
道
、
田
中
英
三
、
玉
城
 康
 

口
部
、
田
丸
 徳
善
 、
田
村
芳
朗
、
土
屋
 博
 、
中
村
慶
治
郎
、
 

華
園
聴
麿
 、
平
井
直
属
、
藤
井
正
雄
、
藤
田
富
雄
、
堀
越
 知
 

巳
 、
前
田
専
掌
、
松
 長
有
慶
 、
柳
川
啓
一
、
山
折
哲
雄
、
脇
 

水
平
地
、
佐
々
木
 孝
憲
 

議
題
 

一
 、
庶
務
報
告
 

後
藤
常
務
理
事
よ
り
昭
和
五
九
年
度
の
庶
務
報
告
が
な
さ
れ
、
 承
 

認
 さ
れ
た
。
 

一
 、
会
計
報
告
 

後
藤
常
務
理
事
よ
り
昭
和
五
九
年
度
の
収
支
決
算
報
告
と
昭
和
 ユ
 
"
"
 

/
@
 

Ⅹ
 

0
 年
度
予
算
案
が
提
出
さ
れ
、
承
認
さ
れ
た
。
（
別
記
参
照
）
 

一
 、
評
議
員
選
挙
の
結
果
に
つ
い
て
 

井
 市
富
二
夫
選
挙
委
員
長
よ
り
、
評
議
員
選
考
委
員
選
挙
の
経
 過
 

な
ら
び
に
結
果
に
つ
い
て
報
告
が
あ
り
、
続
い
て
脇
本
手
 也
選
 挙
 

管
理
委
員
長
よ
り
、
選
挙
の
経
過
な
ら
び
に
結
果
に
つ
い
て
 報
 A
.
 

a
 

が
あ
っ
た
。
 

一
 、
日
本
宗
教
学
会
骨
貝
に
つ
い
て
 

田
村
芳
朗
選
考
委
員
長
よ
り
、
審
査
結
果
の
報
告
が
な
さ
れ
 承
  
 

さ
れ
た
。
（
別
記
参
照
）
 

二
 
新
入
会
 @
 
貝
に
つ
い
て
 

別
記
八
名
が
新
た
に
入
会
を
承
認
さ
れ
た
。
 

一
 、
名
誉
会
員
推
薦
の
件
に
つ
い
て
 

本
年
度
は
、
小
野
 祖
教
 、
柴
田
道
賢
の
両
氏
を
名
誉
会
員
と
し
  
 

推
薦
し
た
。
 

一
 、
次
年
度
学
術
大
会
開
催
地
に
つ
い
て
 

京
都
大
学
に
お
い
て
開
催
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
 

Ⅰ
 
I
A
H
R
 

に
つ
い
て
 

田
 九
徳
 善
 学
会
長
よ
り
、
本
年
度
八
月
一
八
日
 @
 
二
三
日
の
間
 
 
 

｜
 
ス
ト
ラ
リ
ア
の
シ
ド
ニ
ー
大
学
で
開
催
さ
れ
た
国
際
宗
教
学
 古
本
 

敦
史
学
会
第
一
五
回
大
会
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。
 

一
 、
「
宗
教
研
究
」
抜
刷
贈
呈
部
数
変
更
に
つ
い
て
 

同
宗
教
研
究
」
編
集
委
員
会
よ
り
、
論
文
等
抜
刷
の
贈
呈
部
数
 を 

従
来
の
二
 
0
 部
か
ら
 五
 0
 部
に
増
や
す
案
が
提
出
さ
れ
、
承
認
 さ
 

れ
た
 0
 
よ
っ
て
、
第
二
六
五
号
よ
り
、
執
筆
者
に
は
抜
刷
 五
 0
 部
 

が
 贈
呈
さ
れ
る
。
 

0
 常
務
理
事
会
 

 
 
 
  

 

 
 

日
時
昭
和
六
 0 年
 九
月
一
四
日
（
土
）
午
後
七
時
 

 
 

場
所
立
正
大
学
小
会
議
室
 

 
 

 
 

出
席
者
 
井
門
富
 二
夫
、
石
田
慶
和
、
上
田
 閑
照
 、
宇
野
光
雄
 、
、
 口
り
 



佳
一
、
後
藤
光
一
郎
、
桜
井
秀
雄
、
高
崎
直
道
、
玉
城
濠
 四
 

W
 、
田
九
徳
 善
 、
平
井
直
属
、
藤
田
富
雄
、
前
田
専
 学
 、
柳
 

川
 啓
一
、
脇
本
手
 也
 

議
題
科
研
 費
 補
助
金
の
審
査
委
員
候
補
者
の
推
薦
に
っ
 い
 て
 

こ
れ
ま
で
第
一
次
審
査
委
員
を
さ
れ
て
い
た
桜
井
徳
太
郎
、
後
 藤
 

光
一
郎
の
両
氏
の
任
期
終
了
に
と
も
な
い
、
植
田
重
雄
、
大
 
峯
 

顕
 、
宮
田
 登
 の
 三
 氏
を
推
薦
し
た
。
 

0
 評
議
員
会
 

日
時
昭
和
六
 0
 年
 九
月
一
四
日
（
土
）
正
午
 

場
所
立
正
大
学
三
号
館
三
三
一
番
教
室
 

出
席
者
八
四
名
 

一
 、
評
議
員
選
考
委
員
選
挙
結
果
報
告
（
 井
門
富
 二
夫
選
挙
 
委
 具
 

議
題
 

一
 、
庶
務
報
告
（
後
藤
常
務
理
事
）
 

一
 、
会
計
報
告
（
後
藤
常
務
理
事
）
 

長
 ）
 

一
 、
日
本
宗
教
学
会
賞
ほ
つ
い
て
（
田
村
芳
朗
学
会
賞
選
考
委
 
@
 
貝
 

長
 ）
 

一
 、
次
年
度
学
術
大
会
開
催
地
に
つ
い
て
（
 田
 九
徳
 善
 会
長
）
 

Ⅰ
 
l
A
H
R
 
に
つ
い
て
 

O
 総
会
 

日
時
昭
和
六
 0
 年
 九
月
一
四
日
（
土
）
午
後
四
時
 

場
所
立
正
大
学
三
号
館
三
四
一
番
教
室
 

出
席
者
大
会
参
加
者
は
三
三
一
名
、
定
足
数
一
一
一
名
、
出
 
店
者
一
 

三
三
名
、
よ
っ
て
総
会
は
成
立
し
た
。
 

1
2
6
 

議
題
 

 
  
 

一
 、
議
長
選
出
渡
辺
 宝
陽
 氏
を
選
出
 

 
 

 
 

一
 、
庶
務
報
告
（
後
藤
常
務
理
事
）
 

一
 、
会
計
報
告
（
後
藤
常
務
理
事
）
 

一
 、
評
議
員
選
考
委
員
選
挙
結
果
報
告
（
 井
 市
富
二
夫
選
挙
 
委
 員
 

長
 ）
 

一
 、
日
本
宗
教
学
会
賞
ほ
つ
い
て
（
田
村
芳
朗
学
会
賞
選
考
委
 
@
 
貝
 

長
 ）
 

田
村
芳
朗
選
考
委
員
長
の
説
明
の
あ
と
、
大
貫
 隆
 氏
に
対
す
る
 第
 

二
 0
 日
日
本
宗
教
学
会
賞
の
授
与
が
会
長
に
 よ
 り
な
さ
れ
た
。
 

一
 、
名
誉
会
員
の
推
薦
決
定
に
つ
い
て
 

小
野
 祖
教
 、
柴
田
道
賢
の
両
氏
が
名
誉
会
員
に
推
薦
決
定
し
た
  
 

と
が
報
告
さ
れ
た
。
 

一
 、
次
年
度
学
術
大
会
開
催
地
 は
 つ
い
て
（
田
丸
 徳
善
 会
長
）
 

京
都
大
学
で
開
催
さ
れ
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
た
。
 

一
 、
国
際
宗
教
学
宗
教
史
学
会
（
 l
A
H
R
 
）
の
第
一
六
回
大
 全
開
 

催
 に
つ
い
て
田
丸
会
長
よ
り
報
告
が
あ
っ
た
。
 

0
 日
本
宗
教
学
会
役
員
名
簿
（
昭
和
六
 0
 年
 一
二
月
現
在
）
 

入
会
長
 V
 
 田
丸
 
徳
善
 

凡
常
務
理
訴
 V
 
 

安
斎
仲
井
 門富
 二
夫
石
田
 慶
和
 

植
田
重
雄
上
田
 
閑
照
 

小
口
佳
一
金
井
 新
 三
 

律
藤
 光
一
郎
坂
井
信
里
桜
井
秀
雄
高
崎
 直
道
 

竹
中
信
帝
土
屋
侍
中
川
秀
 恭
華
園
 聴
麿
 



平
井
直
 房
 

脇
本
手
 也
 

八
 理
事
 V 

安
 淳
素
 彦
 

伊
藤
 
幹
治
 

雲
藤
 
義
道
 

小
川
主
治
 

金
岡
秀
友
 

建
 

徳
 忠
 

三
枝
 
充
直
 

佐
々
木
 宏
幹
 

館
 

棋
道
 

中
島
秀
夫
 

長
尾
雅
人
 

牛
島
鏡
玉
 

藤
吉
 
慈
海
 

松
 長
吉
慶
 

水
垣
 

渉
 

森
岡
清
美
 

幸
 
日
出
男
 

入
監
事
 V
 

八
 評
議
員
 V
 

阿
部
美
哉
 

池
上
良
工
 

赤
池
憲
昭
 

池
田
昭
 

伊
原
 
照
蓮
 

大
室
 

顕
 

小
野
泰
博
 

鎌
田
純
一
 

雲
井
 
昭
善
 

坂
本
 

弘
 

武
内
緒
 晃
 

田
中
英
二
一
 

中
野
 
幡
能
 

野
村
暢
 清
 

平
川
 

彰
 

J
,
v
,
 

ブ
ラ
フ
ト
 

松
木
 
皓
一
 

水
谷
幸
正
 

山
折
哲
雄
 

渡
辺
 
宝
陽
 

中
村
元
 

青
山
女
 

新
井
昭
 廣
 

石
川
耕
一
郎
 

古
田
 
紹
欽
 

秋
元
 

徹
 

洗
建
 

ぽ
藤
 
唯
真
 

阿
部
正
雄
 

荒
木
美
智
雄
 

伊
藤
芳
枝
 

恭
司
道
雄
 

池
田
末
利
 

上
田
賢
治
 

大
屋
憲
一
 

海
辺
忠
治
 

補
正
弘
 

小
池
衰
亡
 

佳
木
秋
夫
 

武
内
義
 柿
 

ま
抜
 康
 四
郎
 

中
村
慶
治
郎
 

橋
本
芳
契
 

藤
井
正
雄
 

堀
越
知
己
 

松
本
渡
 

宮
家
 

準
 

山
形
孝
夫
 

荒
井
 

献
 

石
田
充
 之
 

ギ
野
光
雄
 

岡
田
重
晴
 

葛
西
夷
 

楠
山
春
樹
 

小
山
 
宙
九
 

桜
井
徳
太
郎
 

田
島
信
之
 

塚
本
啓
 祥
 

中
村
 
瑞
隆
 

長
谷
正
当
 

藤
田
安
達
 

前
田
恵
 学
 

真
野
 
龍
海
 

武
藤
一
雄
 

山
本
試
作
 

藤
田
富
雄
 

前
田
専
 学
 

柳
川
啓
一
 

稲
垣
不
二
 麿
 

稲
葉
 

稔
 

上
田
嘉
 成
 

瓜
生
 津
隆
真
 

大
野
柴
人
小
笠
原
春
夫
 

小
川
英
雄
加
賀
谷
 
寛
 

勝
又
 
俊
教
 

加
藤
智
見
 

Ⅲ
文
恵
 朗
 

北
森
 
嘉
蔵
 

久
保
田
圭
 伍
 

倉
沢
村
 洋
 

小
林
信
雄
佐
々
木
 倫
生
 

塩
入
 
長
 道
島
本
清
 

J
.
 ス
イ
 ン
 ゲ
ド
｜
 

菅
沼
 

晃
 

鈴
木
哲
雄
 

関
口
真
大
芹
川
博
通
 

平
良
信
勝
高
木
き
ょ
 子
 

高
橋
 

歩
 

武
田
武
 麿
 

谷
口
茂
谷
口
龍
 
男
 

田
村
芳
朗
坪
井
洋
文
 

H
.
 デ
ュ
 モ
リ
 ン
土
居
真
優
 

中
村
恭
子
中
村
康
隆
 

西
村
志
信
西
村
浩
太
郎
 

原
案
平
野
孝
 
國
 

藤
本
陣
彦
星
野
英
紀
 

前
田
鞍
横
塚
 
豊
茂
 

松
山
康
国
二
一
谷
好
恵
 

宮
坂
 
宥
勝
 

宮
田
笠
 
宮 雌松尾 深 百奈 戸寺 氏上嵩 薗 鉛管 清佐光橘鎌笠 小江 今 
田島野野川由良田園秋川橋田本井水蕗地蛍田井笠島 西 

重 原 
範 大 祖英王 茂 改悪 順   

菅
原
宿
 悔
 

鈴
木
康
治
 

薗
田
 

稔
 

高
橋
弘
次
 

田
辺
正
英
 

田
村
晃
 祐
 

寺
川
俊
昭
 

中
社
一
誠
 

奈
良
康
明
 

早
坂
 

博
 

藤
田
雅
 延
 

堀
尾
 

孟
 

）
 

 
 

村
野
宣
男
 
打
 

村
上
重
 良
 

岩
本
 
泰
波
 

大
垣
豊
 隆 

岡
村
圭
 真
 

月
光
善
弘
 

m
@
i
 

及
 

日
日
 

久
我
 
光
雲
 

神
原
和
子
 

佐
藤
信
行
 



村
上
真
先
山
口
恵
 
照
 

山
崎
宇
山
 ノ井
 大
治
 

山
本
和
渡
辺
善
勝
 

（
任
期
 -
 会
長
は
昭
和
六
一
年
総
会
ま
で
、
他
の
役
員
は
昭
和
上
 八
一
一
年
 

総
会
ま
で
）
 

0
 新
入
会
員
（
九
月
一
二
一
日
承
認
 
分
 ）
 

浅
井
国
道
立
正
大
学
教
授
 

肌
 
松
戸
市
五
香
六
突
七
三
 五
｜
二
 

四
一
 

熊
木
信
行
大
谷
大
学
大
学
院
㎜
京
都
市
山
科
区
音
羽
 

山
等
地
 

一
 １
匹
不
二
サ
ン
ハ
イ
ツ
 五
 0
 七
号
小
林
 方
 

金
谷
佳
一
明
星
学
園
高
等
学
校
教
諭
℡
調
布
市
 
東
っ
 つ
じ
ケ
 

正
三
１
元
 ｜
 一
一
五
 ア
ゼ
 リ
ア
七
番
館
 三
 0
 
一
 

武
田
定
光
大
谷
大
学
大
学
院
 

は
 
江
東
区
東
砂
 一
 １
匹
 ｜
一
 O
 

張
愛
順
 
仏
教
大
学
大
学
院
 
紬
 
大
阪
市
生
野
区
 鶴
橋
 一
一
 
｜
一
 

九
｜
 一
九
松
江
守
 

鳥
越
正
道
大
谷
大
学
大
学
院
 

椰
 
京
都
市
西
京
区
 松
室
 山
添
 町
 

三
 0
 ｜
 七
株
潜
在
 一
 0 号
 

引
田
弘
道
東
京
大
学
大
学
院
Ⅲ
文
京
区
 本
 駒
込
 三
｜
 一
九
 ｜
 

五
 
栴
檀
家
 

ぬ
木
博
子
仏
教
大
学
助
手
 

弼
 
京
都
市
左
京
区
吉
田
河
 原
町
一
 

ロ
マ
ン
ハ
イ
ム
鴨
川
二
一
八
号
 

0
 日
本
学
術
会
話
よ
り
 

日
本
学
術
会
議
法
の
改
正
に
と
も
な
い
、
昭
和
六
 0
 年
一
 0
 月
 、
同
会
 

議
の
活
動
 

計
画
に
か
ん
し
て
以
下
の
通
知
が
あ
り
ま
し
た
の
で
 

-
 

、
転
載
 い
 

た
し
ま
す
。
（
項
目
の
み
）
 

活
動
計
画
 

 
  

 
 
 

一
重
点
目
標
 

㈹
人
類
の
福
祉
・
平
和
お
よ
び
自
然
と
の
 
係
 わ
り
に
お
け
る
 科

学
の
⑥
 

 
 

振
興
 

㈲
創
造
性
豊
か
な
基
礎
的
研
究
の
推
進
と
諸
科
学
の
整
合
的
 
発
展
 

㈹
学
術
研
究
の
国
際
性
の
重
視
と
国
際
的
視
野
の
確
立
 

二
課
題
 

㈹
人
類
の
福
祉
・
平
和
お
よ
び
自
然
と
の
 
係
 わ
り
に
お
け
る
 科
学
の
 

振
興
 

八
 サ
 ブ
 テ
ー
マ
 V
 

①
人
類
の
福
祉
・
平
和
お
よ
び
科
学
②
科
学
者
の
倫
理
と
社
 
全
的
 

責
任
③
医
療
技
術
と
人
間
の
生
命
④
生
命
科
学
と
生
命
 
工
 学
 

⑤
高
齢
化
社
会
⑥
生
物
資
源
・
食
糧
と
環
境
⑦
資
源
 ェ
ネ
 ル
ギ
 

｜
と
 文
化
・
経
済
・
環
境
⑧
高
度
情
報
社
会
⑨
平
和
研
究
 機
構
 

㈲
創
造
性
豊
か
な
基
礎
的
研
究
の
推
進
と
諸
科
学
の
整
ム
目
的
 発
展
 

八
 サ
 ブ
 テ
ー
マ
 V
 

①
研
究
者
の
養
成
②
研
究
基
盤
の
強
化
と
研
究
の
活
性
化
 

③
 学
 

衝
動
向
の
総
合
的
分
析
と
長
期
研
究
計
画
の
検
討
④
研
究
費
 

め
る
 

0
 万
 

㈹
学
術
研
究
の
国
際
性
の
重
視
と
国
際
的
視
野
の
確
立
 

八
 サ
ブ
テ
ー
マ
 V
 

①
学
術
研
究
と
国
際
交
流
・
協
力
の
あ
り
方
②
国
際
協
力
研
 
空
事
 

業
 

③
国
際
的
な
学
術
研
究
機
構
の
あ
り
方
④
技
術
協
力
 

技
術
 

%
 転
 ，
共
同
開
発
問
題
⑤
国
際
関
係
問
題
 

Kenta
長方形



三
 

第
一
三
期
日
本
学
術
会
議
の
具
体
的
活
動
の
重
点
 

㈹
国
際
交
流
・
協
力
事
業
の
拡
充
を
行
 
う
 。
 

㈲
研
究
連
絡
委
員
会
の
見
直
し
、
活
動
の
活
発
化
を
は
か
る
 
 
 

㈹
重
台
目
標
に
つ
い
て
、
諸
科
学
の
協
力
の
も
と
に
 
整
 ム
ロ
 
性
 の
と
れ
 

た
 審
議
の
促
進
を
は
か
り
、
そ
の
成
果
を
講
演
会
・
シ
ン
ポ
ジ
 ウ
ム
 

の
 開
催
に
 
よ
 り
広
く
一
般
に
公
表
す
る
。
 

㈲
重
要
に
し
て
緊
急
性
の
あ
る
勧
告
等
を
建
設
的
に
行
 
う
 。
 

㈲
広
報
活
動
の
充
実
を
は
か
る
な
ど
学
術
研
究
団
体
と
の
 
連
 帯
 強
化
 

に
 努
め
る
。
 

口
 

委
員
会
 

㈹
常
置
委
員
会
設
置
の
基
本
方
針
 

目
的
・
任
務
に
即
し
て
日
本
学
術
会
議
と
し
て
恒
常
常
的
に
調
 査
 

審
議
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
事
項
に
つ
い
て
、
個
々
の
 委
 員
 会
の
 

職
務
を
明
確
に
し
た
 ぅ
 え
で
設
置
す
る
。
 

㈲
特
別
委
員
会
設
置
の
基
本
方
針
 

重
点
目
標
、
課
題
に
即
し
て
、
長
期
的
展
望
を
踏
ま
え
て
 今
任
 期
中
 

に
 調
査
・
審
議
の
結
果
、
勧
告
・
要
望
・
諮
問
答
申
と
し
て
 取
 り
ま
と
 

め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
事
項
に
つ
い
て
設
置
す
る
。
 

ぽ
置
 委
員
会
 

第
一
常
置
委
員
会
１
１
研
究
連
絡
委
員
会
活
動
活
性
化
の
方
策
 及
び
日
本
 

￥
 術
 会
議
の
組
織
等
に
関
す
る
こ
と
。
 

第
二
常
置
委
員
会
 ｜
 学問
・
思
想
の
自
由
並
び
に
科
学
者
の
 倫
理
と
社
 

全
的
責
任
及
び
地
位
の
向
上
に
関
す
る
こ
と
。
 

第
三
常
置
委
員
会
１
１
学
術
の
動
向
の
現
状
分
析
及
び
学
術
の
 発
展
の
長
 

0
 本
学
会
元
常
任
理
事
信
州
 
豊
 南
女
子
短
期
大
学
学
長
安
 
洋
素
 彦
 先
生
は
け
 

%
 和
 六
十
年
十
一
月
二
十
八
日
午
後
一
時
四
十
分
、
直
腸
腫
瘍
 

の
た
め
 
ひ
 

お
 亡
く
な
り
に
な
り
ま
し
た
。
慎
ん
で
哀
悼
の
意
を
表
し
、
 

御
 冥
福
を
乃
 

お
 祈
り
い
た
し
ま
す
。
 

会
員
訃
報
 

期
的
 動
向
に
関
す
る
こ
と
。
 

第
四
常
置
委
員
会
１
１
創
造
的
研
究
醸
成
の
た
め
の
学
術
体
制
 に
関
す
る
 

こ
と
及
び
学
術
関
係
諸
機
関
と
の
連
携
に
関
す
る
こ
と
。
 

第
五
常
置
委
員
会
 @
@
 学
術
情
報
・
資
料
に
関
す
る
こ
と
。
 

第
六
常
置
委
員
会
１
国
際
学
術
交
流
・
協
力
に
関
す
る
こ
と
 
 
 

特
別
委
員
会
 

医
委
 技
術
と
人
間
の
生
命
資
源
・
 

ヱ
 ネ
ル
ギ
ー
と
文
化
，
 経
 済
 ・
環
境
 

生
命
科
学
と
生
命
工
学
高
度
情
報
社
会
 

国
際
的
学
術
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昭和 50 年度 日本宗教学会収支決算報告 Ⅹ <  ) 内は昭和 M9 年度の予算案の 金額 

く 収入 ノ く 支出 ノ 
会費 6,237,632  (6,400 ， 000)  会議直接刊行 費 4,375,0 ㏄ (  4,500 ， 000) 

賛助会費 910,000  (  970,000)  会議発送 費 428,190  (  450,000) 

会試売上金 95,750  C  110,000)  編集諸費 250,252@ (@ 200,000) 

第 43 回大会参加費 962,000  (  920,000)  第 43 回大会費用 800 ， 000  (  800 ， 000) 

出版助成金 1,130 ， 000  (1,130,000)  日本宗教学会賞賞金 100 ， 000  (  100,000) 
岸本・諸 声   学会賞諸費 24,391  (  40,000) 

石津・ 堀 基金利子 107,787  (  114,000)  選挙関係費 298,860  (  250,000) 

預金利子 170,616 ( 100,000) 会合 費 押 6,834 ( 350 ， 000) 

前年度繰越金 3,500,099  (3,500,099)  通信連絡 費 438,270  (  650,000) 

事務用品質 442,399  (  250,000) 

印刷費 394 ， 730 ( 500,000) 

本部 費 1,727 ， 190@ (@ 1 ， 750 ， 000) 

関係学会費 140,690@ (@ 150,000) 

国有財産借料 23,878  (  20,000) 

次年度繰越金 3,393,200  (  3,234,099) 

It@ 13,113,884(13,244 ， 099) 計 13,113,884 (13, 射 4,099) 

昭和 60 年度 日本宗教学会予算案 

く 収入 ノ く 支出 ノ 
会費 6,400,000 会読直接刊行 費 4,500,000 

賛助会費 970,000 会読発送 費 500.  000 

会話売上金 100,000 編集諸費 300 ， 000 

第 44 回大会参加金 費 990 ， 000 第 44 回大会費用 800,000 

出版助成金 1,130.  000 日本宗教学会賞賞金 100 ， 000 

岸本，諸声・ 学会賞諸費 30,000 

石津・ 堀 基金利子 115,000 選挙関係費 350,000 

預金利子 200,000 会合 賛 300.  000 

前年度繰越金 3,393,200 通信連絡 費 450,000 

事務用品質 450,000 

印刷費 400,000 

本部 費 1,800,000 

関係学会費 150.  000 

国有財産借料 30.  000 

会員名簿作成準備 費 800 ， 000 

予備費 2,338.  200 

g ， f ・ 13,298,200 計 13,298,200 

(452)@ 130 
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Metaphysik und Mystik bei Meister Eckhart 

-Unter besonderer Berucksichtung seiner Analogielehre- 

Kikuko Yoshida 

Nach der Analogielehre Meister Eckharts, die er hauptsachlich in 
seinen lateinischen Werken entfaltet, kommt das Sein der Kreatur 
nur in analogischer Beziehung zum gottlichen Sein zu. Das Sein, 
welches die Kreatur in ihrem Sein anzeigt, ist zwar ein und dasselbe 
Sein wie das Gottes, die Seinsweise ist jedoch durch die Beziehung 
von Ursache und Wirkung ganz und gar bestimmt. Das bedeutet zu- 
gleich, daB wegen des absoluten, reinen Seins Gottes die Kreatur nicht 
nur vor der Schopfung, sondern auch nach der Schopfung auRer Gott, 
d. h. ohne Gott, ein reines Nichts ist. 

In der Eckhartschen Mystik, die im Kern nur in seiner deutschen 
Predigten zu finden ist, kann der Mensch gerade durch die Realisierung 
des in seiner Analogielehre fur die Kreatur ontologisch bestimmten 
Nichts, namlich durch die Abgeschiedenheit oder Armut der menschli- 
chen Seele, zum Sein gelangen oder dieses auf eine Weise erkennen, 
was in der analogischen Beziehung zu Gott der Kreatur abgesprochen 
wird. 

Anders als bei Thomas von Aguin, fiir den Gott auch vor allem das 
Sein selbst ist, spielt dabei das Eine oder Eins, dessen Herkunft bei 
Eckhart nicht nur in dem historischen EinfluB, etwa des Neuplatonis- 
mus oder der arabischen Religionsphilosophie, sondern auch in seinen 
mystischen Erfahrungen selbst zu suchen ist, eine grol3e Rolle. 

Die Eckhartsche Analogielehre' als mittelalterliche Ontologie gibt 
also seiner Mystik zum einen eine metaphysische Grundlegung, es 
gibt aber zum anderen zwischen den beiden eine Art Sprung. In diesem 
Sprung konnte man wohl eine im Eckhartschen Sinne verstandene 
 herw win dun^ der Metaphyick sehen. 



Les funkrailles de l'imphratrice Gemme, 

en tant que rupture dans l'histoire 

des rites funkraires 

-6volution des conceptions be la souverainetd, 

du temps et de l'espace--- 

Fransois Mac6 

En 721, l'imp6ratrice Gemmei fut incinCrCe une semaine aprPs son 
dCcCs, ses cendres furent d6pos6es sur le lieu m&me de l'incingration. 
14 ans plus t8t, lors des funerailles de Mommu, on avait cClebr6 le 

mogari (d6pot provisoire du corps) pendant 6 mois, puis inhum6 les 
restes dans un tertre. 

Dans les anciennes funerailles, la mort du souverain, principe uni- 
ficateur du monde, dkclenchait une pCriode de marge qui permettait 
de renouveler le temps, considCr6 comme cyclique, avec l'accession 
d'une nouveau souverain, l'espace, avec la creation d'une nouvelle 

capitale, la souillure Ctant en quelque sorte la condition du renouveau. 
Avec 1'6tablissement de I'Etat rCgi par les codes, la souverainet6 

devint indCpendante de la personne meme du souverain, l'espace fut 
centrC une fois pour toute par l'&ablissement d'une capitale fixe, le 
temps enfin fut considCr6 comme lidraire. Ce n'est que lorsque ces 
facteurs furent a s su r6  que les anciennes fun6railles purent et durent 
disparaitre. A ce moment-12 le bouddhisme n'Ctait pas en mesure de 
proposer des rites prenant en charge tous les aspects de la mort. D'oii 
une sorte de vide qui rendit possible une certaine libert6 dans le choix 

des rites funeraires, mais qui fut peut-&re 2 l'origine d'une nouvelle 
angoisse vis-2-vis de la mort et des morts. 



One Episode in the History of the Formation 

of Sann6 Shinto 

Masato Sat0 

This paper takes up one of the representative doctrines of Sanno 
Shinto, the theory of the identification of the Seven Sanno Shrines 
with the seven stars of the constellation Ursa Major. By examining 
the process in which this theory was established, an  attempt is made 
to clarify one aspect of the history of the formation of Sann0 Shinto. 

According to medieval works on SannG Shinto, the deities of the 
seven Sann0 Shrines were identical to  the seven stars of the conste- 
llation Ursa Major; the Sanno's "original essence" (honji) buddhas 
were said to  be Ichiji Kinrin Butch0 (ck%ksarausnisacakra), Shijoko 
Butch0 (the light-emitting Sakyamuni Buddha), and Shichi-butsu Ya- 
kushi (the seven buddhas of healing). This theory of the identity 
between Sann0 and Ursa Major was established against the backdrop 
of the popular astrological worship of Ursa Major. in connection with 
ritual techniques of Thndai esotericism, in particular the Shi joko-ho 
(ritual centering on Shi j0k0 Butcho, performed especially to counteract 
the baleful influence of eclipses other untoward heavenly phenomena). 

It is known that during the Kouwa era of the Heian period (1099- 
1104), the Sanno deity was worshiped in such ceremonies ae the Shi 
j0ko-ho, the Butsugen-ho, and the Shichi-butsu Yakushi-ho, while in 
the Kamakura period, the "original essence" buddhas of the Sann0 
seven shrines were enshrined in the Shijoko-do established a t  the 
Daisenpo-in by Jien. Next, i t  can be seen that Dokaku's practice of 
the Hokuto-h0 (Rite to Ursa Major) in 1249 was worship directed to  
the Sann0 seven shrines, leading to the assumption that the theory 
of unity between Sanno and Ursa' Major was formed during this period. 
As a result, i t  appears that the theory of the identity of Sanno and 
Ursa Major was established within the development of this line of 
Tendai mysticism. 



The Image of Ancestors within the Ancestor 

Worship of the Shang Dynasty 

'-Centering on the Early Wu Ting Period- 

Masaru Ikezawa 

This essay attempts to construct a typology of the Chinese concept 
of ancestors in the ancient Shang Dyansty, based on oracle bone 
inscriptions taken from the early Wu ting period. 

In order to achieve that objective, the Wu ting period "imperial 
inscriptions" are examined in order to observe the difference between 
distant ancestors and near ancestors. Next, "non-imperial inscriptions" 
are taken up. This is done since in the inscriptions of the clan groups 
which constituted the composits elements of the imperial family and 
the court, each constituitive element was a familiastic patrilineal group. 
From this fact, evidence is presented to substantiate the assertion 
that in the ancestor worship of the clan groups thought to have been 
generalized within the society of that time, there was a strong emo- 
tional tendency focused on near ancestors, and that a qualitative di- 
fference was recognized between father and mother. 

From these facts, it can be concluded that the Shang people's con- 
cept of ancestors possessed a tri-polar composition. The particular, 
emotional concept of ancestor was a projection of the image of father 
and mother in their lifetimes. The composite, systematic ancestral 
concept was that of the ancestor a s  clan deity of the overall clan 
group. It can be thought that the Shang Dynasty used this kind of 
ancester worship as a means for the maintenance of social order. 




